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県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

南筑後 県　道 金　山
櫟　野 線

前 大牟田市大字櫟野2856番１先から
大牟田市大字櫟野2860番１先まで

7.4
～
9.6

38.0

後 大牟田市大字櫟野2856番１先から
大牟田市大字櫟野2860番１先まで

7.4
～
8.5

38.0

　福岡県告示第419号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定納付受託者として指定する者の名称及び事務所の所在地

　⑴　名称

　　　楽天グループ株式会社

　⑵　事務所の所在地

　　　東京都世田谷区玉川一丁目14番１号　楽天クリムゾンハウス

２　指定した日

　　令和８年４月１日

３　対象となる歳入

　　ふるさと寄附金

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　水循環型シャワー設備及び手洗い設備

公　　　告

講習会開催場所 筑紫野市大字吉木1269番地
福岡県農林業総合試験場畜産研究棟

講習会開催期日
令和８年８月４日から同月31日まで
（福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に
規定する休日及び令和８年８月14日を除く。）

　福岡県告示第417号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第14条第１項の規定に基づき定めた福岡県資源管理

方針（令和２年11月福岡県告示第889号の３）の一部を次のように改正し、令和８年４

月１日から施行する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　第６の１の⑵を次のように改める。

第６　その他資源管理に関する重要事項

　１　漁獲量等の情報の収集

⑵　漁獲量等の情報は、法第26条第１項若しくは第２項又は第30条第１項若しくは

第２項の規定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事許可漁業

の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告（法第58条において準用する法

第52条第１項）、漁業権者による資源管理の状況等の報告（法第90条第１項）に

おいても報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情報を農林水

産大臣へ報告し、農林水産大臣及び福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有す

ることにより適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していくこととする。

　福岡県告示第418号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部防災危機管理局防災企画課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　令和８年５月18日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　桜ホース株式会社福岡営業所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東二丁目５番11号コスギⅠビル５階

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　116,455,482円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和８年４月７日

　公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業法（昭和27

年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、福岡県財政事情（第154回）を次のと

おり公表する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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５
.

６
.

７
.

８
.

1
0
0
.
5

使
用

料
及

び
手

数
料

1
6
,
5
5
6
,
5
2
5

0
.
7

1
6
,
4
7
3
,
5
1
5

0
.
8

8
3
,
0
1
0

1
0
0
.
5

分
担

金
及

び
負

担
金

4
,
6
7
2
,
9
1
4

0
.
2

4
,
6
5
0
,
7
1
9

0
.
2

2
2
,
1
9
5

1
0
2
.
4

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金
8
7
0
,
6
0
6

0
.
1

9
4
4
,
1
3
1

0
.
1

△
 
7
3
,
5
2
5

9
2
.
2

地
方

交
付

税
3
1
4
,
2
8
3
,
8
6
6

1
3
.
7

3
0
7
,
0
6
6
,
3
6
5

1
4
.
0

7
,
2
1
7
,
5
0
1

1
0
9
.
9

地
方

特
例

交
付

金
1
8
,
1
9
4
,
4
8
9

0
.
8

2
,
4
4
6
,
4
2
6

0
.
1

1
5
,
7
4
8
,
0
6
3

7
4
3
.
7

地
方

譲
与

税
1
2
6
,
6
0
5
,
1
5
0

5
.
5

1
1
5
,
1
7
7
,
7
3
1

5
.
3

1
1
,
4
2
7
,
4
1
9

1
0
4
.
0

地
方

消
費

税
清

算
金

2
9
8
,
5
9
8
,
9
3
5

1
3
.
0

2
7
0
,
0
8
6
,
5
8
6

1
2
.
3

2
8
,
5
1
2
,
3
4
9

1
1
0
.
6

県
税

8
3
0
,
8
0
5
,
6
1
9

3
6
.
1

7
9
8
,
9
2
3
,
7
3
6

3
6
.
5

3
1
,
8
8
1
,
8
8
3

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

当
初

予
算

(
Ｂ

)
構

成
比

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
(
Ａ

)

(
Ｂ

)

以
下

、
令

和
８

年
度

当
初

予
算

に
お

け
る

各
予

算
項

目
ご

と
に

概
要

を
説

明
し

ま
す

。

　
令

和
８

年
度

の
歳

入
歳

出
予

算
の

状
況

は
、

総
額

に
お

い
て

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

て
､
1
,
1
2
2
億

4
,
4
3
2
万

円
、

5
.
1
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
。

令令
和和

８８
年年

度度
一一

般般
会会

計計
歳歳

入入
予予

算算

款
　

　
　

別

令
和

８
年

度
令

和
７

年
度

比
　

　
　

較

計
3
,
3
1
7
,
9
3
8
,
6
5
8

3
,
3
1
4
,
4
5
5
,
7
3
9

3
,
4
8
2
,
9
1
9

1
0
0
.
1

1
1
2
,
2
4
4
,
3
2
0

1
0
5
.
1

特
別

会
計

1
,
0
1
7
,
9
1
1
,
6
3
0

1
,
1
2
6
,
6
7
3
,
0
3
1

△
 
1
0
8
,
7
6
1
,
4
0
1

9
0
.
3

歳
入

歳
出

予
算

(
Ｂ

)
(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
(
Ｂ

)

一
般

会
計

1
,
5
3
7
,
0
1
6
,
4
6
7

1
,
4
7
0
,
3
4
5
,
1
1
9

6
6
,
6
7
1
,
3
4
8

1
0
4
.
5

2
,
3
0
0
,
0
2
7
,
0
2
8

2
,
1
8
7
,
7
8
2
,
7
0
8

第
１

　
令

和
８

年
度

当
初

予
算

の
状

況

令令
和和

８８
年年

度度
　　

歳歳
入入

歳歳
出出

予予
算算

総総
括括

表表

会
計

区
分

令
和

８
年

度
(
当

初
)

令
和

７
年

度
(
当

初
)

差
　

引
　

増
　

減
(
Ａ

)
×

 
1
0
0

歳
入

歳
出

予
算

(
Ａ

)

（
注

）
一

般
会

計
の

上
段

（
　

）
書

は
一

般
会

計
の

う
ち

の
一

般
歳

出
（

歳
出

総
額

か
ら

､
公

債
費

､
税

関
連

市
町

村
　

　
交

付
金

等
を

除
い

た
も

の
。

）
で

あ
る

。

　
令

和
８

年
度

当
初

予
算

に
お

い
て

は
、

国
の

経
済

対
策

を
最

大
限

活
用

し
た

令
和

７
年

度
１

２
月

補
正

予
算

及
び

令
和

７
年

度
２

月
補

正
予

算
と

合
わ

せ
た

１
６

か
月

予
算

と
し

て
、

「
チ

ャ
レ

ン
ジ

と
安

心
！

豊
か

な
未

来
へ

「
翔

」
け

上
が

る
福

岡
県

」
を

テ
ー

マ
に

、
「

人
を

育
て

、
す

べ
て

の
人

の
活

躍
を

応
援

す
る

」
、

「
産

業
を

育
て

、
県

経
済

を
強

く
す

る
」

、
「

人
を

惹
き

つ
け

る
元

気
な

ま
ち

を
つ

く
る

」
、

「
健

全
な

環
境

と
、

安
全

・
安

心
な

く
ら

し
を

守
る

」
の

４
つ

の
柱

に
沿

っ
て

施
策

を
展

開
し

ま
す

。
 
 
併

せ
て

、
財

政
改

革
プ

ラ
ン

2
0
2
2
に

沿
っ

て
、

財
政

の
健

全
化

を
着

実
に

推
進

し
ま

す
。

　
そ

の
結

果
、

令
和

８
年

度
の

当
初

予
算

は
、

次
表

の
と

お
り

一
般

会
計

で
２

兆
3
,
0
0
0
億

2
,
7
0
3
万

円
、

特
別

会
計

で
１

兆
1
7
9
億

1
,
1
6
3
万

円
、

両
会

計
合

計
で

３
兆

3
,
1
7
9
億

3
,
8
6
6
万

円
と

、
令

和
７

年
度

当
初

予
算

と
比

較
し

て
3
4

億
8
,
2
9
2
万

円
、

0
.
1
％

の
増

と
な

っ
て

お
り

、
一

般
歳

出
（

一
般

会
計

歳
出

総
額

か
ら

、
公

債
費

、
税

関
連

市
町

村
交

付
金

等
を

除
い

た
も

の
。

）
で

は
１

兆
5
,
3
7
0
億

1
,
6
4
7
万

円
と

、
前

年
度

に
比

べ
6
6
6
億

7
,
1
3
5
万

円
、

4
.
5
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
。

×
10
0

-
 
3
 
-



6
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

９
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
.

こ
れ

を
性

質
別

に
分

類
し

ま
す

と
次

の
と

お
り

で
す

。

○
県

　
　

税

1
0
5
.
1

県
債

歳
 
入

 
合

 
計

2
,
3
0
0
,
0
2
7
,
0
2
8

1
0
0
.
0

2
,
1
8
7
,
7
8
2
,
7
0
8

1
0
0
.
0

1
1
2
,
2
4
4
,
3
2
0

1
6
8
,
7
2
4
,
5
0
0

7
.
3

1
5
3
,
9
6
2
,
6
0
0

7
.
0

1
4
,
7
6
1
,
9
0
0

－
 

9
5
.
1

1
0
9
.
6

諸
収

入
2
3
6
,
9
8
9
,
2
2
8

1
0
.
3

2
4
9
,
2
3
1
,
4
7
7

1
1
.
4

△
 
1
2
,
2
4
2
,
2
4
9

繰
越

金
1

0
.
0

3
4
,
2
3
7

0
.
0

△
 
3
4
,
2
3
6

2
1
5
.
9

繰
入

金
6
0
,
7
8
1
,
2
7
8

2
.
6

6
0
,
9
5
4
,
1
3
4

2
.
8

△
 
1
7
2
,
8
5
6

9
9
.
7

寄
附

金
1
,
6
6
2
,
7
6
4

0
.
1

7
6
9
,
9
7
8

0
.
0

8
9
2
,
7
8
6

1
0
7
.
0

財
産

収
入

4
,
1
1
4
,
8
9
2

0
.
2

4
,
1
2
1
,
3
1
8

0
.
2

△
 
6
,
4
2
6

9
9
.
8

国
庫

支
出

金
2
1
7
,
1
6
6
,
2
6
1

9
.
4

2
0
2
,
9
3
9
,
7
5
5

9
.
3

1
4
,
2
2
6
,
5
0
6

　
本

県
で

は
、

消
費

税
率

引
上

げ
に

伴
う

地
方

消
費

税
増

収
分

約
8
3
3
億

円
を

、
子

ど
も

・
子

育
て

や
高

等
教

育
の

無
償

化
、

医
療

・
介

護
な

ど
の

社
会

保
障

施
策

の
一

部
に

活
用

し
て

い
ま

す
。

【
主

な
も

の
】

●
子

ど
も

・
子

育
て

分
野

　
・

保
育

所
や

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
運

営
費

支
援

　
・

保
育

料
無

償
化

の
実

施

●
高

等
教

育
の

無
償

化
　

・
県

設
立

公
立

大
学

法
人

や
私

立
専

門
学

校
の

授
　

　
業

料
等

減
免

●
医

療
・

介
護

分
野

　
・

難
病

対
策

に
お

け
る

医
療

費
助

成
の

対
象

疾
病

　
　

の
拡

大

令 令
和和

８８
年年

度度
令令

和和
７７

年年
度度

　
県

税
は

、
県

の
行

政
活

動
を

賄
う

た
め

の
財

源
と

し
て

最
も

大
き

い
も

の
で

、
地

方
税

法
及

び
県

税
条

例
に

基
づ

き
県

民
及

び
県

内
に

事
務

所
、

工
場

を
有

す
る

法
人

等
に

納
め

て
い

た
だ

く
も

の
で

す
。

本
年

度
の

予
算

額
は

、
8
,
3
0
8
億

5
6
2
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
3
1
8
億

8
,
1
8
8
万

円
、

4
.
0
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
前

年
度

に
比

べ
増

加
し

た
の

は
、

民
間

消
費

の
拡

大
に

伴
う

地
方

消
費

税
の

影
響

等
に

よ
る

も
の

で
す

。

歳歳
入入

予予
算算

のの
性性

質質
別別

構構
成成

図図

依 存

財

源

歳
入

総
額

2
,
3
0
0
,
0
2
7
百

万
円

地
方

譲
与

税
5
.
5
％

使
用

料
及

び

手
数

料
0
.
7
％

6
3
.
2

％

3
6
.
8
％

3
0
.
8

％

6
9
.
2
％

分
担

金
・

負
担

金
0
.
2
％

繰
越

金
0
.
0
％

繰
入

金
2
.
6
％

財
産

収
入

0
.
2
％

寄
附

金
0
.
1
％

主
財

自
源

地
方

特
例

交
付

金
0
.
8
％

地
方
消

費
税

清
算

金
1
3
.
0
％

3
6
.
1

％

一

般 財

源

特

定

財

源

諸
収

入

1
0
.
3
％

7
.
3
％

9
.
4
％

国

庫

支

出

金

地
方

交
付

税 1
3
.
7
％

県

債

県

税

依 存

財

源

歳
入

総
額

2
,
1
8
7
,
7
8
3
百
万

円

地
方

譲
与

税
5
.
3
％

使
用

料
及

び

手
数

料
0
.
8
％ 6
4
.
2

％

3
5
.
8
％

3
1
.
7

％

6
8
.
3
％

分
担

金
・

負
担

金
0
.
2
％

繰
越

金
0
.
0
％

繰
入

金
2
.
8
％

財
産

収
入

0
.
2
％

寄
附

金
0
.
0
％

主
財

自
源

地
方

特
例

交
付

金
0
.
1
％

地
方
消

費
税

清
算

金
1
2
.
3
％

3
6
.
5

％

一

般 財

源

特

定

財

源

諸
収

入

1
1
.
4
％

7
.
0
％

9
.
3
％

国

庫

支

出

金

地
方
交

付
税 1
4
.
0
％

県

債

県

税

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金

0
.
1
％

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金

0
.
1
％

-
 
4
 
-



7
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

　
な

お
、

税
目

別
内

訳
は

次
の

と
お

り
で

す
。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

　 ○
地

方
消

費
税

清
算

金

○
地

方
譲

与
税

　
地

方
消

費
税

清
算

金
は

、
平

成
９

年
４

月
１

日
か

ら
地

方
分

権
の

推
進

や
地

域
福

祉
の

充
実

等
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
地

方
消

費
税

が
創

設
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

地
方

消
費

税
が

最
終

的
に

消
費

さ
れ

た
都

道
府

県
の

収
入

に
な

る
よ

う
、

い
く

つ
か

の
消

費
に

関
す

る
指

標
に

基
づ

き
都

道
府

県
間

で
清

算
を

行
い

交
付

さ
れ

ま
す

。
　

本
年

度
の

予
算

額
は

、
2
,
9
8
5
億

9
,
8
9
4
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
2
8
5
億

1
,
2
3
5
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

△
 
1
7
,
8
7
5
,
4
8
9

△
 
4
5
5
,
9
7
0

3
8
9

2
,
0
2
7
,
5
2
4

3
1
,
8
8
1
,
8
8
3

△
 
3
4
,
1
0
8

1
8
,
4
0
4

1
,
5
3
8
,
0
8
0

9
,
5
0
1
,
2
0
8

4
4
7
,
1
3
0

4
.
6

2
4
.
8

3
4
.
3

2
.
5

0
.
8

9
,
0
5
4
,
0
7
8

0
.
2

3
4
,
4
0
2
,
0
8
4

3
1
,
9
0
5
,
6
8
4

1
1
,
7
1
3
,
2
7
8

8
,
1
4
7
,
6
7
4

4
1
2

△
 
1
1
,
9
7
8

0
.
2

△
 
2
3
,
8
0
1

0
.
0

0
.
0

1
,
9
8
5
,
4
1
8

2
0
5
,
5
6
0

2
3
.
0

2
0
.
6

2
.
3

0
.
1

2
5
.
9

7
.
6

1
.
1

0
.
0

3
6
,
9
4
5
,
4
6
7

1
8
,
6
2
8

1
9
8
,
3
9
9
,
4
7
6

2
7
4
,
1
3
0
,
1
2
9

1
9
,
7
5
4
,
3
4
0

6
,
6
4
2
,
1
0
5

1
,
0
4
9
,
9
2
7

5
9
,
9
0
1
,
1
5
5

5
,
3
4
0

0
.
0

0
.
2

7
9
6
,
7
3
5
,
2
3
3

1
8
3
,
4
5
6
,
7
9
8

1
6
4
,
8
0
5
,
5
8
4

1
7
,
9
8
8
,
8
9
9

6
6
2
,
3
1
5

2
.
6

1
9
3
,
5
8
2

9
9
.
8

2
3
.
6

2
0
.
8

2
.
4

0
.
4

6
,
6
0
7
,
9
9
7

1
,
0
6
8
,
3
3
1

0
.
1

2
,
1
6
4
,
7
0
2

狩
猟

税

産
業

廃
棄

物
税

当
初

予
算

(
Ａ

)

8
2
8
,
6
4
0
,
9
1
7

1
9
5
,
1
7
0
,
0
7
6

1
7
2
,
9
5
3
,
2
5
8

1
9
,
5
2
6
,
9
7
9

2
1
,
7
3
9
,
7
5
8

2
0
7
,
4
5
3
,
5
5
4

1
9
,
0
4
0

7
.
2

1
0
7
.
9

9
8
.
9

1
0
2
.
2

9
4
.
2

4
,
9
5
1

0
.
0

0
.
0

2
,
1
8
8
,
5
0
3

6
0
,
3
5
7
,
1
2
5

0
.
8

県
民

税

個
人

法
人

利
子

割

2
.
3

事
業

税

1
9
,
0
6
9
,
9
7
8

8
,
6
4
5
,
1
3
5

比
　

　
　

較

令令
和和

８８
年年

度度
県県

税税
当当

初初
予予

算算
内内

訳訳

令
和

８
年

度

1
0
4
.
6

2
0
7
,
0
4
4
,
6
1
1

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
 
(
Ａ

)
 
(
Ｂ

)

1
0
4
.
9

個
人

2
1
6
,
5
4
5
,
8
1
9

9
,
0
9
2
,
2
6
5

9
9
.
8

構
成

比
区

　
　

　
分

当
初

予
算

(
Ｂ

)

令
和

７
年

度

構
成

比

9
9
.
2

普
通

税

2
6
.
1

1
.
1

2
5
.
0

3
0
8
,
5
3
2
,
2
1
3

1
0
4
.
6

1
0
4
.
0

1
1
2
.
5

1
0
6
.
4

目
的

税

法
人

地
方

消
費

税

不
動

産
取

得
税

県
た

ば
こ

税

ゴ
ル

フ
場

利
用

税

鉱
区

税

1
0
0
.
0

5
1
.
6

1
0
8
.
6

4
0
6
.
1

2
,
6
8
9
,
8
3
9

3
7
.
1

1
0
5
.
2

1
1
0
.
1

9
9
.
5

1
0
1
.
8

　
地

方
譲

与
税

は
、

国
税

と
し

て
収

入
し

た
特

定
の

税
に

つ
い

て
、

一
定

の
基

準
に

よ
り

地
方

公
共

団
体

に
譲

与
さ

れ
る

も
の

で
、

本
県

関
係

で
は

、
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

、
地

方
揮

発
油

譲
与

税
（

地
方

道
路

譲
与

税
）

、
石

油
ガ

ス
譲

与
税

、
自

動
車

重
量

譲
与

税
、

森
林

環
境

譲
与

税
及

び
航

空
機

燃
料

譲
与

税
が

あ
り

ま
す

。
 
 
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

は
、

法
人

事
業

税
の

一
部

を
分

離
し

国
税

（
特

別
法

人
事

業
税

）
と

し
た

上
で

、
そ

の
収

入
額

に
つ

い
て

人
口

を
基

準
に

都
道

府
県

に
譲

与
す

る
も

の
と

し
て

、
令

和
元

年
度

に
創

設
さ

れ
ま

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
令

和
８

年
度

当
初

予
算

に
お

け
る

法
人

事
業

税
が

9
8
8
億

4
,
9
2
4
万

円
減

少
し

た
の

に
対

し
、

特
別

法
人

事
業

譲
与

税
が

1
,
2
2
6
億

6
,
5
3
3
万

円
譲

与
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 
 
本

年
度

の
予

算
額

は
、

1
,
2
6
6
億

5
1
5
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
1
1
4
億

2
,
7
4
2
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

軽
油

引
取

税

自
動

車
税

合
　

　
　

　
 
計

1
0
4
.
0

8
3
0
,
8
0
5
,
6
1
9

1
0
0
.
0

7
9
8
,
9
2
3
,
7
3
6

宿
泊

税
0
.
2

0
.
2

△
 
1
2
,
2
3
5

9
9
.
4

1
,
9
5
2
,
0
8
0

1
,
9
6
4
,
3
1
5

0
.
0

旧
法

に
よ

る
税

(
自

動
車

税
)

2
5
0

0
.
0

7
,
3
4
9
,
7
8
0

0
.
9

△
 
7
,
3
4
9
,
5
3
0

×
1
00

-
 
5
 
-



8
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

○
地

方
特

例
交

付
金

○
地

方
交

付
税

○
国

庫
支

出
金

（
単

位
：

千
円

，
％

）

 ○
繰

 
入

 
金

○
県

　
　

債
　

県
債

は
、

県
が

実
施

す
る

公
共

施
設

の
建

設
事

業
、

災
害

復
旧

事
業

等
の

財
源

と
す

る
た

め
の

長
期

の
借

入
金

で
す

。
 
 
本

年
度

の
予

算
額

は
、

1
,
6
8
7
億

2
,
4
5
0
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
1
4
7
億

6
,
1
9
0
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

　
繰

入
金

と
は

、
地

方
公

共
団

体
の

一
般

会
計

、
特

別
会

計
、

基
金

等
の

会
計

間
に

お
け

る
現

金
の

移
動

を
表

す
も

の
で

す
。

　
本

年
度

の
予

算
額

は
、

6
0
7
億

8
,
1
2
8
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
1
億

7
,
2
8
6
万

円
の

減
と

な
っ

て
い

ま
す

。

　
地

方
交

付
税

に
は

、
普

通
交

付
税

と
特

別
交

付
税

が
あ

り
ま

す
。

普
通

交
付

税
は

、
各

地
方

公
共

団
体

に
つ

い
て

合
理

的
か

つ
妥

当
な

水
準

に
お

け
る

行
政

を
行

う
た

め
の

一
般

財
源

所
要

額
と

し
て

算
定

さ
れ

た
基

準
財

政
需

要
額

が
、

同
じ

く
あ

る
べ

き
税

収
入

と
し

て
算

定
さ

れ
た

基
準

財
政

収
入

額
を

超
え

る
場

合
に

、
そ

の
超

え
る

額
を

基
礎

と
し

て
交

付
さ

れ
ま

す
。

 
 
令

和
８

年
度

地
方

財
政

計
画

に
お

い
て

は
、

地
方

が
自

主
性

・
主

体
性

を
最

大
限

発
揮

し
て

地
方

創
生

に
取

り
組

み
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
き

め
細

か
な

施
策

を
可

能
に

す
る

観
点

か
ら

、
令

和
７

年
度

に
引

き
続

き
、

一
般

行
政

経
費

に
「

地
方

創
生

推
進

費
」

を
１

兆
円

計
上

し
て

い
ま

す
。

　
一

方
、

特
別

交
付

税
は

、
災

害
の

発
生

な
ど

、
普

通
交

付
税

の
算

定
で

捕
捉

さ
れ

な
か

っ
た

特
別

な
財

政
事

情
を

考
慮

し
て

交
付

さ
れ

ま
す

。
 
 
本

年
度

の
予

算
額

は
、

普
通

交
付

税
3
,
1
0
2
億

8
,
3
8
7
万

円
、

特
別

交
付

税
4
0
億

円
、

計
3
,
1
4
2
億

8
,
3
8
7
万

円
で

、
前

年
度

当
初

予
算

に
比

べ
、

7
2
億

1
,
7
5
0
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

(
Ａ

)
(
Ｂ

)

△
 
5
7
7
,
8
9
0

8
9
5
,
3
8
7

普
通

建
設

事
業

費
支

出
金

2
0
2
,
9
3
9
,
7
5
5

1
0
7
.
0

1
0
0
.
0

1
4
,
2
2
6
,
5
0
6

　
前

年
度

と
比

較
し

て
増

加
額

の
大

き
な

も
の

は
、

そ
の

他
で

1
8
1
億

3
,
2
4
9
万

円
で

す
が

、
こ

れ
は

給
食

費
負

担
軽

減
交

付
金

の
増

に
よ

る
も

の
で

す
。

2
1
7
,
1
6
6
,
2
6
1

合
　

　
　

計

3
0
.
0

生
活

保
護

費
負

担
金

3
6
.
4

2
.
8

4
.
9

5
,
5
7
6
,
0
5
5

9
,
9
7
0
,
2
8
2

5
.
5

4
,
2
6
1
,
2
1
9

当
初

予
算

(
Ａ

)

義
務

教
育

費
負

担
金

2
2
,
8
1
3
,
9
9
7

4
2
,
1
1
9
,
5
1
2

1
9
.
4

委
託

金

そ
の

他

児
童

保
護

費
負

担
金

2
.
0

6
,
3
8
1
,
7
2
2

7
,
0
9
6
,
7
2
6

比
　

　
　

較
令

和
７

年
度

令令
和和
８８
年年
度度
国国
庫庫
支支
出出
金金
当当
初初
予予
算算
内内
訳訳

令
和

８
年

度

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
構

成
比

構
成

比
当

初
予

算
(
Ｂ

)
区

　
　

　
分

1
2
9
.
8

8
0
5
,
6
6
7

5
5
,
4
5
5
,
7
6
9

3
.
3

災
害

復
旧

事
業

費
支

出
金

4
,
6
9
9
,
0
7
0

1
0
4
.
1

5
6
,
0
3
3
,
6
5
9

1
8
.
4

1
0
.
8

3
7
,
4
2
0
,
4
4
2

1
1
,
1
1
5
,
8
8
4

1
0
.
5

2
.
9

2
5
.
5

2
1
,
9
1
8
,
6
1
0

1
1
2
.
6

2
7
.
6

9
9
.
0

6
3
.
8

1
8
,
1
3
2
,
4
9
3

6
0
,
9
0
4
,
8
2
3

△
 
4
,
0
1
9
,
1
5
8

△
 
5
,
7
0
9
,
0
6
3

4
2
.
7

　
地

方
特

例
交

付
金

は
、

地
方

財
政

の
運

営
上

支
障

が
生

じ
な

い
よ

う
地

方
財

政
対

策
の

中
で

講
じ

ら
れ

る
補

て
ん

措
置

で
、

平
成

2
0
年

度
か

ら
創

設
さ

れ
た

住
宅

借
入

金
等

特
別

税
額

控
除

（
住

宅
ロ

ー
ン

減
税

）
の

減
収

額
と

令
和

８
年

度
か

ら
創

設
さ

れ
た

軽
油

引
取

税
や

地
方

揮
発

油
譲

与
税

の
当

分
の

間
税

率
廃

止
に

よ
る

減
収

額
及

び
自

動
車

税
環

境
性

能
割

の
廃

止
に

よ
る

自
動

車
税

の
減

収
額

を
補

て
ん

す
る

た
め

の
地

方
特

例
交

付
金

が
あ

り
ま

す
。

 
 
本

年
度

の
予

算
額

は
、

1
8
1
億

9
,
4
4
9
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
1
5
7
億

4
,
8
0
6
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

　
国

庫
支

出
金

は
、

国
と

地
方

公
共

団
体

の
経

費
の

負
担

区
分

に
従

っ
て

支
出

さ
れ

る
国

の
負

担
金

、
補

助
金

及
び

委
託

金
の

総
称

で
す

。
　

本
年

度
の

予
算

額
は

、
2
,
1
7
1
億

6
,
6
2
6
万

円
で

前
年

度
当

初
予

算
に

比
べ

、
1
4
2
億

2
,
6
5
1
万

円
、

7
.
0
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
。

そ
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

1
0
0
.
0

7
9
,
0
3
7
,
3
1
6

1
1
4
.
4

×
1
0
0

-
 
6
 
-



9
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

（
単

位
：

千
円

，
％

）

１
.

２
.

３
.

４
.

５
.

６
.

７
.

８
.

９
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

　　
((
22
))
  
歳歳

出出
予予

算算
　

　
　

 
歳

出
予

算
の

目
的

別
分

類
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

１
.

２
.

３
.

４
.

５
.

６
.

７
.

８
.

９
.

1
0
.

1
1
.

1
1
,
8
3
8
,
2
0
0

7
.
7

1
,
4
9
7
,
5
0
0

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

1
2
0
.
4

1
1
2
.
6

5
0
.
2

0

1
4
,
7
6
1
,
9
0
0

3
,
2
3
1
,
0
8
4

当
初

予
算

(
Ｂ

)

6
.
0

1
6
.
7

6
.
5

3
4
4
,
3
0
2
,
5
3
4

1
4
9
,
1
4
0
,
5
8
0

2
6
2
,
3
8
6
,
6
0
9

5
,
2
4
2
,
0
2
1

1
1
.
4

5
.
8

3
8
5
,
1
6
1
,
2
7
3

4
0
,
8
5
8
,
7
3
9

0
.
2

3
.
6

7
6
,
4
1
0
,
2
0
8

3
.
5

1
4
9
,
3
2
2
,
5
8
4

9
.
4

2
.
7

1
1
.
2

0
.
2

4
,
6
9
6
,
7
9
2

6
2
,
1
9
0
,
0
4
5

構
成

比

0
.
1

構
成

比

2
5
1
,
4
1
5
,
4
8
0

当
初

予
算

(
Ａ

)

1
5
.
7

0
.
5

1
4
,
7
6
7
,
2
6
4

7
0
.
1

5
9
,
0
1
2
,
2
6
7

1
3
2
,
0
5
9
,
7
6
4

1
1
1
.
9

6
.
8

△
 
4
,
4
2
1
,
7
6
4

1
1
.
5

9
6
.
3

1
0
5
.
4

1
0
7
.
6

1
1
1
.
6

1
0
0
.
1

2
,
3
1
6
,
6
1
9

1
8
2
,
0
0
4

1
0
1
.
8

(
Ａ

)

令令
和和

８８
年年

度度
県県

債債
当当

初初
予予

算算
内内

訳訳

令令
和和

８８
年年

度度
一一

般般
会会

計計
歳歳

出出
予予

算算

令
和

８
年

度

1
0
4
.
4

1
0
8
.
5

(
Ｂ

)

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

比
　

　
　

較

警
察

費

商
工

費

農
林

水
産

業
費

生
活

労
働

費

環
境

費

2
4
4
,
8
3
5
,
2
9
8

2
0
4
,
8
9
3
,
9
9
7

△
 
9
,
0
6
3
,
8
6
3

(
Ｂ

)

3
,
1
7
7
,
7
7
8

5
4
5
,
2
2
9

1
5
,
5
2
4
,
7
8
9

6
,
4
9
8
,
2
2
8

2
5
5
,
2
2
8

1
0
,
9
7
1
,
1
2
9

1
0
7
.
9

県
土

整
備

費

保
健

費

総
務

費

議
会

費

2
3
5
,
7
7
1
,
4
3
5

1
3
4
,
3
7
6
,
3
8
3

2
0
.
3

1
2
.
5

3
.
6

4
3
.
1

3
.
8

3
,
1
4
7
,
0
0
0

7
0
,
2
4
1
,
3
0
0

3
,
5
3
0
,
1
0
0

1
0
1
.
4

8
9
.
1

△
 
3
8
3
,
1
0
0

1
2
,
8
8
0
,
4
0
0

2
0
,
9
1
1
,
2
0
0

△
 
6
,
4
1
8
,
2
0
0

8
.
4

1
7
,
0
6
0
,
7
0
0

5
.
0

1
6
,
5
1
6
,
8
0
0

8
,
3
8
5
,
8
0
0

2
,
6
9
6
,
6
0
0

1
,
1
2
1
,
0
0
0

8
,
7
0
0
,
1
0
0

1
0
.
7

0
.
7

(
Ａ

)

4
5
.
6

1
1
0
,
1
0
0

1
.
8

8
,
3
6
0
,
6
0
0

3
,
3
8
1
,
2
0
0

3
7
8
,
8
0
0

5
.
6

△
 
8
7
,
8
0
0

7
4
2
,
2
0
0

1
0
3
.
7

5
,
0
0
4
,
6
0
0

0
.
1

2
9
9
,
6
0
0

1
0
.
7

0
.
5

3
.
2

2
,
5
9
7
,
1
0
0

3
,
4
2
5
,
2
0
0

1
,
5
5
0
,
0
0
0

災
害

復
旧

債

2
1
,
2
1
0
,
8
0
0

調
整

債
1
3
,
3
3
5
,
7
0
0

　
前

年
度

と
比

較
し

て
増

加
額

の
大

き
な

も
の

は
、

総
務

債
で

、
8
3
億

6
,
0
6
0
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

れ
は

、
新

・
県

立
美

術
館

整
備

事
業

債
の

増
に

よ
る

も
の

で
す

。
　

一
方

、
減

少
額

の
大

き
な

も
の

は
、

警
察

債
で

、
6
4
億

1
,
8
2
0
万

円
の

減
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

れ
は

警
察

庁
舎

等
整

備
事

業
債

の
減

に
よ

る
も

の
で

す
。

1
9
6
.
1

1
6
7
.
6

1
5
1
.
0

2
2
7
.
0

1
0
9
.
4

7
.
9

1
5
3
,
9
6
2
,
6
0
0

比
　

　
　

較
令

和
７

年
度

2
.
7

3
,
4
8
6
,
3
1
2

9
.
6

1
0
9
.
6

-
臨

時
財

政
対

策
債

災
害

復
旧

費
1
0
,
3
4
5
,
5
0
0

8
2
,
9
0
8
,
4
3
6

0
.
2

1
6
8
,
7
2
4
,
5
0
0

2
2
0
,
4
1
8
,
7
8
6

1
0
.
3

0
.
7

1
0
0
.
0

区
　

　
　

分

総
務

債

0
.
1

1
8
,
0
6
6
,
8
0
0

1
0
.
1

合
　

　
　

計

0
.
0

6
,
1
2
1
,
8
0
0

7
2
,
8
3
8
,
4
0
0

教
育

債

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

当
初

予
算

(
Ｂ

)
構

成
比

転
貸

債
9
5
2
,
0
0
0

款
　

　
　

別

保
健

債

環
境

債

生
活

労
働

債

農
林

水
産

業
債

商
工

債

教
育

費

1
6
1
,
0
0
0

7
9
1
,
0
0
0

0
.
5

0
.
6

0

1
0
0
.
0

0
.
0

　
な

お
、

県
債

の
目

的
別

内
訳

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

県
土

整
備

債

警
察

債

2
.
3

1
3
.
6

2
2
,
3
0
0

1
.
9

6
,
4
6
2
,
2
0
0 0

×
1
0
0

×
1
0
0

-
 
7
 
-



10
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

1
2
.

(
)

(
)

(
)

1
4
.

(
)

(
)

(
)

○
総

　
務

　
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

４
.

５
.

６
.

８
.

９
.

1
,
9
5
0
,
5
9
2

6
,
4
8
0
,
0
1
1

1
7
,
8
5
4
,
4
3
5

３
.

3
3
3
,
5
3
1

3
1
4
,
2
9
4

6
5
8
,
3
2
6

3
8
2
,
8
8
8

1
,
1
7
0
,
1
6
0

2
0
.
4

1
6
,
1
5
5
,
1
4
9

賦
課

徴
収

費

税
務

総
務

費

1
3
,
4
1
8
,
6
9
8

4
5
0
,
0
1
7
,
6
6
5

1
,
7
8
2
,
2
5
3
,
7
8
5

0
.
0

1
0
0
.
0

0
.
4

0
.
4

1
.
3

1
.
9

7
6
,
4
1
0
,
2
0
8

3
4
7
,
4
6
0

2
9
8
,
0
4
0

3
,
9
8
8
,
0
9
4

1
,
4
0
7
,
2
8
6

3
,
8
3
7
,
7
6
6

情
報

化
推

進
費

監
査

委
員

費

7
,
2
4
8
,
5
4
9

徴
税

費

市
町

村
地

域
振

興
費

3
0
,
4
2
3
,
0
5
6

総
務

管
理

費

企
画

費

事
務

局
費

1
6
,
8
7
5
,
4
2
6

2
4
,
9
1
2
,
9
8
9

防
災

費

2
6
0
,
2
4
5
,
4
3
2

3
0
.
0

合
　

　
　

計

1
,
0
4
3
,
1
3
4

3
5
6
,
8
1
5

8
2
,
9
0
8
,
4
3
6

3
2
4
,
4
0
4

７
.

人
事

委
員

会
費

２
.

　
前

年
度

に
比

較
し

て
増

加
し

た
主

な
も

の
は

、
教

育
費

4
0
8
億

5
,
8
7
4
万

円
、

諸
支

出
金

3
7
9
億

5
,
4
5
5
万

円
で

あ
り

、
減

少
し

た
主

な
も

の
は

、
商

工
費

9
0
億

6
,
3
8
6
万

円
、

災
害

復
旧

費
4
4
億

2
,
1
7
6
万

円
で

す
。

構
成

比

2
0
.
6

総総
　　

務務
　　

費費
　　

のの
　　

内内
　　

容容

3
7
,
9
5
4
,
5
4
7

△
 
5
,
1
2
3
,
7
6
8

1
0
2
.
9

7
,
4
4
5
,
6
5
7

1
1
.
3

1
1
.
6

2
5
2
,
7
9
9
,
7
7
5

2
1
.
2

1
1
2
,
2
4
4
,
3
2
0

予
備

費

諸
支

出
金

1
0
5
.
1

0

1
0
8
.
4

歳
 
出

 
合

 
計

4
4
,
4
8
8
,
7
4
2

1
0
0
.
0

事
務

局
費

委
託

統
計

費

区
　

　
　

分

6
9
,
1
6
6
,
0
0
5

2
,
3
0
0
,
0
2
7
,
0
2
8

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

1
,
8
5
1
,
4
1
9
,
7
9
0

　
こ

の
経

費
は

、
県

の
全

般
的

な
管

理
事

務
、

地
域

振
興

及
び

県
税

の
賦

課
徴

収
に

要
す

る
経

費
の

ほ
か

、
市

町
村

の
振

興
や

防
災

対
策

等
に

要
す

る
経

費
で

す
。

予
算

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

1
0
0
.
0

構
成

比

9
7
7
,
2
3
2

8
.
7

6
,
5
0
7
,
0
9
0

国
際

政
策

推
進

費

地
域

振
興

費
2
0
,
4
0
7
,
7
0
0

統
計

調
査

総
務

費

防
災

総
務

費

1
2
,
0
4
4
,
3
4
4

4
,
8
3
1
,
0
8
2

1
7
.
6

2
1
.
1

8
.
5

企
画

総
務

費

3
,
7
0
6
,
5
2
5

1
1
7
,
3
6
6

1
0
0
.
0

　
減

少
の

主
な

も
の

と
し

て
は

、
商

工
費

は
中

小
企

業
振

興
資

金
融

資
費

の
減

、
災

害
復

旧
費

は
耕

地
災

害
復

旧
費

の
減

が
挙

げ
ら

れ
ま

す
。

１
.

2
0
0
,
0
0
0

0
.
0

3
6
.
7

（
注

）
上

段
（

　
）

書
は

地
方

消
費

税
清

算
金

及
び

地
方

消
費

税
交

付
金

を
除

く
場

合
で

あ
る

。

諸
費

人
事

管
理

費

一
般

管
理

費

5
5
4
,
8
8
7

1
3
.

2
0
0
,
0
0
0

3
9
,
3
6
4
,
9
7
4

当
初

予
算

(
Ａ

)

　
こ

の
表

に
示

す
と

お
り

、
構

成
比

に
お

い
て

は
、

諸
支

出
金

が
2
1
.
2
％

で
最

も
大

き
く

、
以

下
教

育
費

1
6
.
7
％

、
保

健
費

1
1
.
4
％

、
公

債
費

1
1
.
3
％

、
商

工
費

1
0
.
3
％

、
生

活
労

働
費

9
.
6
％

の
順

に
な

っ
て

い
ま

す
。

2
,
1
8
7
,
7
8
2
,
7
0
8 1
0
0
.
0

0
.
5

0
.
4

5
.
2

1
.
8

公
債

費

2
,
6
7
9
,
2
3
2

統
計

調
査

費

1
,
5
9
9
,
1
5
4

4
8
7
,
9
7
2
,
2
1
2

当
初

予
算

(
Ｂ

)

3
.
5

4
1
.
4

選
挙

費
1
2
4
,
9
0
9

0
.
2

選
挙

管
理

委
員

会
費

　
増

加
の

主
な

も
の

と
し

て
は

、
教

育
費

は
給

与
費

、
教

職
員

等
退

職
手

当
の

増
、

諸
支

出
金

は
地

方
消

費
税

清
算

金
の

増
が

挙
げ

ら
れ

ま
す

。

令
和

８
年

度
令

和
７

年
度

広
報

費

3
1
,
6
0
9
,
1
5
9

-
 
8
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

○
保

 
 
健

 
 
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

○
環

　
境

　
費

結
核

感
染

症
対

策
費

食
品

衛
生

指
導

費

3
.
5

6
.
8

2
5
4
,
9
9
6

高
齢

施
設

費
5
,
3
9
4
,
9
3
9

1
0
,
0
6
3
,
7
1
0

高
齢

在
宅

費

環環
　　
境境
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

構
成

比

（
単

位
：

千
円

，
％

）

令
和

７
年

度
(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

当
初

予
算

(
Ｂ

)
区
　
　

　
分

令
和

８
年

度

5
,
2
4
2
,
0
2
1

1
0
0
.
0

4
,
6
9
6
,
7
9
2

1
0
0
.
0

１
.
環

境
費

当
初

予
算

(
Ａ

)

1
0
0
.
0

構
成

比

保保
　　
健健
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

区
　

　
　

分
当

初
予

算
(
Ａ

)
構

成
比

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

令
和

７
年

度

当
初

予
算

(
Ｂ

)

令
和

８
年

度

構
成

比

8
,
1
8
5
,
5
8
3

保
健

総
務

費
7
,
0
3
5
,
3
0
6

4
.
8

1
2
,
1
5
8
,
5
6
2

保
健

環
境

研
究

所
費

保
健

栄
養

費
3
.
8

２
.
健

康
対

策
費

6
,
0
5
9
,
7
1
3

9
4
7
,
9
2
6

2
,
4
3
2
,
0
9
5

健
康

対
策

総
務

費

難
病

等
対

策
費

１
.

1
0
,
1
9
2
,
4
6
4

3
.
9

9
,
5
4
3
,
2
7
7

３
.

1
,
9
7
4
,
9
7
5

保
健

企
画

費
1
5
,
8
1
1
,
2
9
5

6
.
0

1
,
0
2
2
,
4
2
2

2
0
1
,
8
9
0
,
8
3
2

保
健

師
等

指
導

管
理

費

国
民

健
康

保
険

連
絡

調
整

費

医
務

費

介
護

費

4
7
,
7
1
3
,
0
9
2

6
7
,
9
6
9
,
4
4
2

医
薬

総
務

費

医
療

介
護

総
務

費

生
活

衛
生

総
務

費

5
4
0
,
0
2
1

医
療

介
護

費

4
3
9
,
4
1
2

9
1
,
5
1
5
,
9
3
9

４
.
医

薬
費

1
5
,
5
9
2
,
7
3
7

8
0
.
3

1
,
5
3
6
,
9
9
8

1
7
,
9
5
0
,
3
9
4

9
,
2
5
9
,
0
0
8

2
0
7
,
1
9
8
,
4
7
3

６
.

５
.

生
活

衛
生

費

環
境

総
務

費
2
,
0
1
7
,
1
6
3

廃
棄

物
対

策
費

1
,
1
1
2
,
7
6
9

環
境

保
全

費
1
,
4
6
1
,
0
3
0

4
.
0

2
5
1
,
4
1
5
,
4
8
0

3
,
5
3
0
,
6
1
4

1
0
0
.
0

高
齢

者
支

援
費

　
こ

の
経

費
は

、
県

民
の

健
康

の
保

持
増

進
を

図
る

た
め

の
経

費
で

、
主

な
経

費
は

、
医

療
及

び
介

護
保

険
制

度
の

施
行

、
医

療
確

保
対

策
及

び
精

神
保

健
対

策
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

　
こ

の
経

費
は

、
環

境
保

全
等

を
図

る
た

め
の

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

循
環

型
社

会
の

形
成

、
公

害
対

策
及

び
廃

棄
物

対
策

等
に

要
す

る
経

費
で

す
。

予
算

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

1
,
6
5
2
,
4
6
9

1
6
,
1
0
6
,
6
3
0

合
　
　

　
計

2
6
2
,
3
8
6
,
6
0
9

0
.
7

6
.
4

0
.
8

7
9
.
0

-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

○
生

活
労

働
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

６
.
社

会
福

祉
費

７
.
労

働
企

画
費

９
.
失

業
対

策
費

1
0
.
労

働
委

員
会

費

○
農

林
水

産
業

費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

1
.
6

生生
　　
活活
　　
労労
　　
働働
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

1
1
,
0
1
4
,
4
3
4

1
7
.
7

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

構
成

比

1
,
9
3
2
,
6
5
8

3
,
5
3
3
,
2
5
6

人
材

育
成

活
躍

推
進

費

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の 5
,
4
1
6
,
5
3
5

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

令
和

７
年

度

人
材

活
躍

労
働

総
務

費
１

.
1
.
7

人
材

育
成

活
躍

推
進

費
3
,
5
6
9
,
6
7
0

当
初

予
算

(
Ｂ

)

6
5
,
2
0
1
,
1
9
6

1
,
8
6
1
,
4
7
6

災
害

救
助

費
2
,
8
9
3
,
2
5
1

1
,
6
3
7
,
0
1
2

1
4
,
6
7
9
,
7
5
6

児
童

福
祉

施
設

費
6
,
5
3
3
,
9
0
4

5
8
,
1
8
4
,
9
6
9

福
祉

総
務

費

5
5
,
4
9
0
,
7
6
9

障
が

い
在

宅
費

1
3
,
6
2
9
,
6
2
5

3
1
.
8

8
0
,
5
6
7
,
1
5
2

3
6
.
5

7
6
,
9
2
4
,
5
6
1

児
童

家
庭

総
務

費

障
が

い
措

置
費

3
7
.
6

9
1
8
,
6
5
0

0
.
4

３
.
児

童
家

庭
費

障
が

い
総

務
費

児
童

措
置

費

４
.
障

が
い

者
福

祉
費

7
1
,
6
6
4
,
8
9
6

3
2
.
5

職
業

訓
練

費
6
,
3
9
8
,
7
2
7

職
業

訓
練

総
務

費

2
2
8
,
4
0
4

0
.
1

2
2
9
,
5
6
6

0
.
1

3
5
7
,
3
6
9

0
.
2

事
務

局
費

1
0
0
.
0

1
6
2
,
6
2
2

合
　

　
　

計
2
2
0
,
4
1
8
,
7
8
6

1
0
0
.
0

2
0
4
,
8
9
3
,
9
9
7

1
2
,
3
4
0
,
0
6
4

農農
　　
林林
　　
水水
　　
産産
　　
業業
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

令
和

７
年

度
(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

構
成

比

4
,
4
9
5
,
1
7
4

園
芸

振
興

費
3
,
0
2
7
,
1
6
9

1
0
,
1
3
0
,
6
7
8

農
林

水
産

業
総

務
費

5
,
7
9
0
,
3
9
8

4
,
4
2
8
,
6
6
3

3
,
0
8
0
,
9
9
1

２
.
農

業
費

1
2
,
2
8
3
,
4
1
4

1
9
.
8

農
業

総
務

費

農
山

漁
村

振
興

費
１

.
農

林
水

産
業

企
画

費

水
田

農
業

振
興

費

５
.
生

活
保

護
費

3
4
,
4
0
9
,
8
6
4

1
5
.
6

生
活

保
護

総
務

費
3
,
4
1
0
,
6
5
5

扶
助

費
3
0
,
9
9
9
,
2
0
9

3
3
,
0
3
9
,
8
6
6

1
6
.
1

1
1
,
2
3
9
,
0
3
3

6
.
1

0
.
4

1
2
,
5
3
3
,
1
5
4

労
働

福
祉

費
8
3
8
,
3
8
9

4
7
6
,
3
2
8

８
.
職

業
訓

練
費

7
,
8
6
4
,
1
7
6

3
.
6

6
,
2
5
1
,
9
8
7

3
.
1

1
,
4
6
5
,
4
4
9

当
初

予
算

(
Ｂ

)

２
.

雇
用

促
進

費
4
0
1
,
4
3
7

4
0
1
,
4
3
7

0
.
2

1
2
,
4
8
4
,
7
5
1

5
.
7

子
ど

も
等

医
療

対
策

費

福
祉

企
画

費
8
,
3
0
9
,
7
8
6

　
こ

の
経

費
は

、
農

業
、

林
業

、
水

産
業

の
振

興
対

策
及

び
指

導
育

成
等

に
要

す
る

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

農
業

関
係

で
は

、
農

業
振

興
、

農
業

改
良

普
及

、
畜

産
振

興
及

び
土

地
改

良
等

に
要

す
る

経
費

、
林

業
関

係
で

は
、

森
林

整
備

や
治

山
事

業
に

要
す

る
経

費
、

水
産

業
関

係
で

は
、

水
産

業
振

興
や

漁
港

建
設

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

1
7
.
2

2
0
.
9

3
.
8

5
,
9
8
4
,
6
5
3

2
.
9

　
こ

の
経

費
は

、
福

祉
の

充
実

、
雇

用
対

策
等

を
図

る
た

め
の

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

生
活

保
護

、
障

が
い

福
祉

、
児

童
福

祉
、

人
材

育
成

活
躍

推
進

、
労

働
力

需
給

の
安

定
確

保
及

び
職

業
訓

練
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

-
 
1
0
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

３
.
畜

産
業

費

４
.
農

地
費

○
商

　
工

　
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

３
.
観

光
費

○
県

土
整

備
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

1
.
8

9
5
.
4

商
業

総
務

費

商
業

振
興

費

2
4
4
,
8
3
5
,
2
9
8

令
和

７
年

度

2
,
4
4
6
,
4
6
9

4
,
1
1
7
,
9
1
2

6
.
6

3
.
7

1
2
,
9
3
2
,
4
5
9

1
4
,
6
5
9
,
3
6
5

合
　

　
　

計

2
3
3
,
6
4
0
,
1
8
5

7
,
2
9
3
,
7
8
7

4
,
2
7
5
,
3
3
5

構
成

比

9
4
.
5

6
0
,
9
5
7
,
7
4
5

4
,
2
4
1
,
8
9
6

１
.

２
.
道

路
橋

り
ょ

う
費

６
.
水

産
業

費
6
,
4
6
9
,
5
6
8

1
0
.
4

県
土

整
備

企
画

費

商
業

費

工
鉱

業
費

１
.

2
3
5
,
7
7
1
,
4
3
5

2
2
2
,
6
7
2
,
7
6
3

3
,
9
0
1
,
3
2
6

1
0
0
.
0

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

5
,
0
0
1
,
1
5
7

4
,
4
8
4
,
6
7
1

2
1
.
9

５
.
林

業
費

1
3
,
3
7
9
,
7
6
2

2
1
.
5

2
,
6
8
0
,
2
3
4

治
山

費

森
林

環
境

費
3
,
5
6
7
,
6
2
6

林
業

総
務

費
1
,
4
1
6
,
6
8
9

森
林

整
備

費

水
産

業
総

務
費

1
,
0
7
8
,
3
0
1

水
産

業
振

興
費

3
,
7
7
7
,
5
9
8

漁
港

建
設

費
8
3
7
,
9
1
9

合
　

　
　

計
6
2
,
1
9
0
,
0
4
5

5
9
,
0
1
2
,
2
6
7

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

当
初

予
算

(
Ｂ

)

2
4
.
9

6
,
5
0
3
,
2
3
2

1
1
.
0

3
,
2
2
2
,
1
0
9

農
村

整
備

費

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

令
和

７
年

度
(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

　
こ

の
経

費
は

、
商

業
、

鉱
工

業
及

び
観

光
の

振
興

を
図

る
た

め
の

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

中
小

企
業

者
へ

の
資

金
融

資
、

小
規

模
事

業
者

の
経

営
指

導
及

び
先

端
成

長
産

業
の

育
成

・
集

積
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

商商
　　
工工
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容4
.
1

2
4
.
0

1
3
,
2
5
2
,
1
3
6

1
4
,
9
2
4
,
9
5
5

畜
産

振
興

費

2
1
7
,
0
1
5
,
2
0
4

5
,
4
5
0
,
2
0
6

観
光

費

3
.
2

2
,
0
0
5
,
4
7
7

4
,
2
7
5
,
3
3
5

　
こ

の
経

費
は

、
生

活
環

境
関

連
社

会
資

本
の

整
備

拡
充

及
び

県
土

保
全

を
図

る
た

め
の

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

道
路

新
設

改
良

、
橋

り
ょ

う
新

設
改

良
、

道
路

維
持

、
河

川
改

良
、

港
湾

建
設

、
街

路
事

業
、

公
園

整
備

、
公

営
住

宅
の

建
設

及
び

水
資

源
対

策
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

県県
　　
土土
　　
整整
　　
備備
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

２
.

3
.
7

構
成

比

工
鉱

業
総

務
費

工
鉱

業
振

興
費

企
業

立
地

対
策

費

8
,
8
2
3
,
3
3
7

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

当
初

予
算

(
Ｂ

)

1
,
9
9
2
,
1
0
7

3
,
5
5
7
,
5
6
7

3
.
0

1
.
6

1
0
0
.
0

県
土

整
備

総
務

費

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

道
路

橋
り

ょ
う

総
務

費
5
,
0
9
7
,
6
0
7

4
6
.
2

6
0
,
6
3
9
,
4
8
0

4
5
.
1

3
,
0
4
3
,
6
5
0

建
築

総
務

費
1
,
3
9
3
,
4
1
8

橋
り

ょ
う

維
持

費
4
,
8
1
8
,
6
5
2

橋
り

ょ
う

新
設

改
良

費
1
,
3
3
7
,
6
8
3

道
路

維
持

費

道
路

新
設

改
良

費
4
2
,
0
9
6
,
1
5
2

7
,
2
8
9
,
3
8
6

-
 
1
1
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

４
.
港

湾
費

６
.
住

宅
費

８
.
水

資
源

対
策

費

○
警

　
察

　
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

○
教

　
育

　
費

1
4
9
,
1
4
0
,
5
8
0

　
こ

の
経

費
は

、
小

学
校

、
中

学
校

、
高

等
学

校
、

特
別

支
援

学
校

、
大

学
等

の
学

校
教

育
を

は
じ

め
、

社
会

教
育

を
含

め
た

広
範

な
教

育
振

興
を

図
る

た
め

の
経

費
で

、
主

な
経

費
は

、
小

・
中

学
校

、
高

等
学

校
等

の
教

職
員

の
人

件
費

、
教

育
内

容
充

実
の

た
め

の
教

育
施

設
の

整
備

費
、

私
学

教
育

の
振

興
や

放
課

後
対

策
を

進
め

る
た

め
の

補
助

金
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

県
営

埠
頭

施
設

整
備

運
営

事
業

費

1
3
2
,
0
5
9
,
7
6
4

3
,
6
2
6
,
0
6
8

1
4
5
,
5
1
4
,
5
1
2

１
.
警

察
管

理
費

1
4
5
,
0
9
8
,
8
5
5

9
7
.
2

2
8
.
0

9
7
.
6

３
.
河

川
海

岸
費

3
.
4

県
営

埠
頭

施
設

整
備

運
営

事
業

費

4
,
4
2
2
,
1
1
0

1
6
,
6
8
5
,
5
5
3

3
7
,
6
1
5
,
6
8
3

4
.
5

５
.
都

市
計

画
費

1
7
,
2
5
5
,
4
1
4

1
2
.
8

街
路

事
業

費

流
域

下
水

道
事

業
費

6
,
2
5
0
,
8
8
8

2
2
6
,
0
7
5

都
市

計
画

総
務

費
3
,
0
9
8
,
9
0
8

2
,
2
3
6
,
4
2
4

港
湾

建
設

費

７
.

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

当
初

予
算

(
Ｂ

)
構

成
比

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

令
和

７
年

度

1
0
0
.
0

住
宅

建
設

費
6
,
5
7
5
,
8
6
1

4
.
9

5
,
8
8
3
,
6
4
1

1
.
9

河
川

総
務

費

3
,
4
5
0
,
5
2
9

2
,
8
0
5
,
1
3
7

2
.
1

2
,
5
5
1
,
4
2
1

4
,
2
5
7
,
5
7
6

3
.
2

1
2
.
6

公
園

費
4
,
1
5
5
,
7
5
4

7
,
2
0
6
,
0
5
5

4
,
8
1
4
,
2
6
7

2
8
.
0

3
7
,
0
3
9
,
6
9
8

河
川

改
良

費
2
4
,
8
9
8
,
6
8
7

砂
防

費
6
,
8
1
4
,
7
9
2

海
岸

保
全

費
1
,
0
4
6
,
1
0
8

装
備

費
2
,
0
8
7
,
4
1
2

2
,
8
0
5
,
1
3
7

　
こ

の
経

費
は

、
県

民
生

活
の

安
全

を
守

り
、

公
共

の
秩

序
を

維
持

す
る

た
め

に
要

す
る

経
費

で
、

主
な

経
費

は
、

道
路

交
通

安
全

施
設

の
整

備
及

び
警

察
行

政
等

に
要

す
る

経
費

で
す

。
予

算
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

警警
　　
察察
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

合
　

　
　

計
1
3
4
,
3
7
6
,
3
8
3

1
0
0
.
0

水
資

源
開

発
促

進
費

２
.
警

察
活

動
費

4
,
2
2
3
,
7
2
9

2
.
8

警
察

本
部

費
1
2
9
,
4
2
7
,
1
2
7

運
転

免
許

費
2
,
3
7
2
,
7
0
3

警
察

施
設

費
1
1
,
1
5
2
,
5
5
5

2
.
4

一
般

警
察

活
動

費
2
,
1
0
9
,
9
9
0

交
通

指
導

取
締

費
8
4
8
,
4
8
0

合
　

　
　

計
1
4
9
,
3
2
2
,
5
8
4

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

刑
事

警
察

費
1
,
2
6
5
,
2
5
9

2
2
6
,
0
7
5

0
.
2

2
7
7
,
7
0
0

0
.
2

-
 
1
2
 
-
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（
単

位
：

千
円

，
％

）

２
.
小

学
校

費

３
.
中

学
校

費

９
.
私

立
学

校
費

1
0
.
青

少
年

費

○
災

害
復

旧
費

（
単

位
：

千
円

，
％

）

6
5
,
9
3
4

３
.
庁

舎
等

災
害

復
旧

費
6
5
,
9
3
4

0
.
6

－
－

令
和

８
年

度

教教
　　
育育
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

構
成

比
当

初
予

算
(
Ｂ

)
区

　
　

　
分

令
和

７
年

度
(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

構
成

比

１
.
教

育
総

務
費

4
2
,
9
1
5
,
2
1
5

1
1
.
1

教
職

員
人

事
費

1
1
.
9

事
務

局
費

当
初

予
算

(
Ａ

)

教
育

振
興

費

当
初

予
算

(
Ｂ

)

3
,
5
4
2
,
7
3
9

教
育

セ
ン

タ
ー

費
2
4
0
,
3
7
6

2
0
,
5
7
6
,
8
7
5

私
立

学
校

振
興

対
策

費
7
0
,
2
4
6
,
0
1
2

3
4
4
,
3
0
2
,
5
3
4

4
1
,
1
5
2
,
8
7
2

2
4
.
6

教
職

員
費

8
9
,
4
6
5
,
9
5
0

4
8
,
9
7
4
,
4
3
1

8
4
,
5
7
8
,
9
4
1

8
9
,
4
6
5
,
9
5
0

2
3
.
2

5
2
,
2
7
6
,
5
0
8

1
3
.
6

1
4
.
2

教
職

員
費

災災
　　
害害
　　
復復
　　
旧旧
　　
費費
　　
のの
　　
内内
　　
容容

４
.
高

等
学

校
費

7
4
,
0
5
4
,
5
5
2

1
9
.
2

1
9
.
9

8
.
1

高
等

学
校

総
務

費

5
2
,
2
3
9
,
6
0
6

学
校

建
設

費
1
7
,
1
1
6
,
2
5
0

全
日

制
高

等
学

校
管

理
費

4
,
6
3
0
,
0
0
5

5
1
,
4
0
1
,
6
3
0

６
.
社

会
教

育
費

特
別

支
援

学
校

費
2
1
,
3
5
5
,
8
7
3

教
育

振
興

費
2
,
9
6
4
,
4
8
3

6
6
4
,
1
9
4

５
.

2
,
5
6
5
,
9
0
2

特
別

支
援

学
校

費
2
6
,
8
5
0
,
9
6
7

7
.
0

4
,
6
6
0
,
9
1
3

2
7
,
7
5
3
,
2
3
7

文
化

財
保

護
費

社
会

教
育

総
務

費

1
.
4

4
,
6
7
5
,
7
5
3

1
.
2

社
会

教
育

施
設

費

1
6
,
3
9
0
,
3
6
5

1
,
6
0
7
,
4
7
3

８
.
大

学
費

2
,
7
0
0
,
9
9
3

2
,
1
0
3
,
2
6
3

歯
科

大
学

費
5
,
9
3
2
,
8
6
0

体
育

振
興

費

1
,
6
1
2
,
6
1
5

3
6
9
,
2
4
6

1
7
.
3

1
.
7

5
8
9
,
6
0
6

5
4
4
,
6
4
1

体
育

施
設

費

青
少

年
育

成
費

7
0
,
2
5
6
,
2
0
9

1
8
.
3

5
9
,
7
1
6
,
5
3
0

4
.
8

0
.
8

1
,
9
4
4
,
1
2
3

女
子

大
学

費

県
立

大
学

費

5
,
6
8
7
,
8
3
0

1
.
5

(
Ａ

)
の

う
ち

主
な

も
の

4
3
5
,
8
1
0

0
.
1

1
0
0
.
0

3
8
5
,
1
6
1
,
2
7
3

1
0
0
.
0

0
.
1

4
3
5
,
8
1
0

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

合
　

　
　

計

合
　

　
　

計

耕
地

災
害

復
旧

費
4
,
0
1
4
,
8
9
4

構
成

比

１
.
農

林
水

産
施

設
災

害
復

旧
費

区
　

　
　

分
令

和
８

年
度

庁
舎

等
災

害
復

旧
費

河
川

等
災

害
復

旧
費

3
7
8
,
0
7
5

７
.
保

健
体

育
費

福
利

厚
生

費

1
8
,
5
4
2
,
4
7
9

保
健

体
育

総
務

費

4
0
.
6

1
4
,
7
6
7
,
2
6
4

1
8
,
1
2
8
,
4
4
6

1
0
,
3
4
5
,
5
0
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

5
,
0
3
7
,
5
5
5

5
0
.
7

4
8
.
7

5
9
.
4

8
,
7
7
4
,
0
4
1

令
和

７
年

度

6
8
,
4
6
2
,
5
1
1

　
こ

の
経

費
は

、
耕

地
及

び
土

木
施

設
等

の
災

害
復

旧
に

要
す

る
経

費
で

す
。

予
算

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

5
,
9
9
3
,
2
2
3

4
,
6
7
2
,
0
0
5

２
.
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

5
,
2
4
2
,
0
1
1

-
 
1
3
 
-
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○
そ

の
他

の
経

費
　

(
1
)
 
議

 
会

 
費

　
こ

の
経

費
は

、
県

議
会

の
議

会
活

動
に

必
要

な
経

費
で

す
。

　
(
2
)
 
公

 
債

 
費

　
(
3
)
 
諸

支
出

金

　
(
4
)
 
予

 
備

 
費

　
こ

の
経

費
は

、
予

算
外

の
支

出
又

は
予

算
超

過
に

充
て

る
た

め
の

経
費

で
す

。

以
上

が
目

的
別

の
経

費
の

内
訳

で
す

が
、

こ
れ

を
経

費
の

性
質

別
に

分
類

す
る

と
次

の
と

お
り

で
す

。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

１
.

２
.

３
.

４
.

５
.

６
.

７
.

８
.

９
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
0
5
.
1

合
　

　
　

計
2
,
3
0
0
,
0
2
7
,
0
2
8

1
0
0
.
0

2
,
1
8
7
,
7
8
2
,
7
0
8

1
0
0
.
0

1
1
2
,
2
4
4
,
3
2
0

　
主

な
区

分
の

前
年

度
当

初
予

算
と

の
比

較
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。
　

人
件

費
は

、
給

与
改

定
に

伴
う

給
与

費
の

増
、

定
年

引
上

げ
に

伴
う

退
職

手
当

の
増

等
に

よ
り

3
1
2
億

4
,
1
5
3
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 
 
補

助
費

等
は

、
県

税
等

の
増

収
に

伴
う

市
町

村
に

対
す

る
交

付
金

の
増

等
に

よ
り

6
7
5
億

3
4
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

普
通

建
設

事
業

費
は

、
補

助
公

共
事

業
費

、
直

轄
事

業
負

担
金

で
8
億

9
4
0
万

円
の

減
、

県
単

独
公

共
事

業
費

で
9
8
億

3
,
2
7
1
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

公
債

費
は

、
県

債
元

金
償

還
金

及
び

利
子

の
増

に
よ

り
、

7
6
億

2
,
6
6
9
万

円
の

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。

1
0
1
.
7

予
備

費
2
0
0
,
0
0
0

0
.
0

2
0
0
,
0
0
0

0
.
0

0
1
0
0
.
0

繰
出

金
3
3
,
8
2
9
,
8
0
9

1
.
5

3
3
,
2
8
0
,
4
0
0

1
.
5

5
4
9
,
4
0
9

1
0
7
.
3

9
4
.
9

貸
付

金
2
1
5
,
7
4
4
,
8
2
3

9
.
4

2
2
7
,
4
2
6
,
3
9
9

1
0
.
4

△
 
1
1
,
6
8
1
,
5
7
6

積
立

金
1
5
,
2
9
3
,
8
9
1

0
.
7

1
4
,
2
5
8
,
0
6
1

0
.
7

1
,
0
3
5
,
8
3
0

1
0
3
.
0

投
資

及
び

出
資

金
1
,
9
1
1
,
5
0
4

0
.
1

3
4
0
,
9
5
6

0
.
0

1
,
5
7
0
,
5
4
8

5
6
0
.
6

公
債

費
2
5
9
,
9
8
6
,
5
2
9

1
1
.
3

2
5
2
,
3
5
9
,
8
4
0

1
1
.
5

7
,
6
2
6
,
6
8
9

1
0
4
.
2

(
ロ

)
災

害
復

旧
事

業
費

1
0
,
3
4
4
,
7
6
8

0
.
4

1
4
,
7
6
6
,
4
9
4

0
.
7

△
 
4
,
4
2
1
,
7
2
6

7
0
.
1

(
イ

)
普

通
建

設
事

業
費

2
2
2
,
3
8
2
,
6
4
2

9
.
6

2
1
3
,
3
5
9
,
3
2
6

9
.
7

9
,
0
2
3
,
3
1
6

1
0
7
.
4

投
資

的
経

費
2
3
2
,
7
2
7
,
4
1
0

1
0
.
0

2
2
8
,
1
2
5
,
8
2
0

1
0
.
4

4
,
6
0
1
,
5
9
0

1
0
2
.
0

補
助

費
等

9
7
6
,
6
8
7
,
0
9
1

物
件

費

4
2
.
5

9
0
9
,
1
8
6
,
7
5
1

4
1
.
6

6
7
,
5
0
0
,
3
4
0

1
0
9
.
7

扶
助

費
6
2
,
4
2
4
,
4
4
8

2
.
7

5
9
,
9
4
5
,
5
2
1

維
持

補
修

費
4
,
6
2
0
,
0
4
1

0
.
2

4
,
2
1
0
,
5
1
0

0
.
2

4
0
9
,
5
3
1

1
8
.
2

3
1
,
2
4
1
,
5
3
0

1
1
1
.
4

2
,
4
7
8
,
9
2
7

1
0
4
.
1

2
.
7

　
こ

の
経

費
は

、
県

債
の

元
利

償
還

に
要

す
る

経
費

、
一

時
借

入
金

の
支

払
利

息
及

び
県

債
発

行
に

要
す

る
経

費
で

す
。

令令
和和
８８
年年
度度
一一
般般
会会
計計
歳歳
出出
予予
算算
性性
質質
別別
内内
容容

区
　

　
　

分

令
和

８
年

度
令

和
７

年
度

比
　

　
　

較

当
初

予
算

(
Ａ

)
構

成
比

当
初

予
算

(
Ｂ

)

　
こ

の
経

費
は

、
北

九
州

市
及

び
福

岡
市

に
対

す
る

個
人

県
民

税
所

得
割

交
付

金
５

億
2
,
7
0
6
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
利

子
割

交
付

金
1
5
億

4
,
7
0
5
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
配

当
割

交
付

金
5
3
億

4
,
2
8
9
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

9
0
億

2
,
0
1
7
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
法

人
事

業
税

交
付

金
1
5
6
億

2
,
2
4
8
万

円
、

都
道

府
県

の
地

方
消

費
税

清
算

金
2
,
9
3
1
億

3
,
8
1
8
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
地

方
消

費
税

交
付

金
1
,
5
5
4
億

6
,
9
0
6
万

円
、

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
交

付
金

７
億

4
,
8
0
5
万

円
、

北
九

州
市

及
び

福
岡

市
に

対
す

る
軽

油
引

取
税

交
付

金
6
5
億

2
,
9
5
2
万

円
、

市
町

村
に

対
す

る
環

境
性

能
割

交
付

金
2
,
7
7
5
万

円
等

で
す

。

1
0
7
.
9

6
7
,
4
8
6
,
4
7
1

2
.
9

6
0
,
5
7
4
,
9
6
9

2
.
8

3
9
7
,
8
7
3
,
4
8
1

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
(
Ａ

)
(
Ｂ

)

人
件

費

構
成

比

6
,
9
1
1
,
5
0
2

4
2
9
,
1
1
5
,
0
1
1

1
8
.
7

×
1
00

-
 
1
4
 
-
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ⅢⅢ
　　
特特
別別
会会
計計

（
単

位
：

千
円

）

財
政

調
整

基
金

公
債

管
理

市
町

村
振

興
基

金

国
民

健
康

保
険

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

災
害

救
助

基
金

就
農

支
援

資
金

貸
付

事
業

県
営

林
造

成
事

業

林
業

改
善

資
金

助
成

事
業

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

助
成

事
業

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
貸

付
事

業

公
共

用
地

先
行

取
得

事
業

県
営

埠
頭

施
設

整
備

運
営

事
業

住
宅

管
理

5
,
3
7
6
,
1
0
9

1
7
,
4
9
9

3
0
8
,
8
5
4

△
 
2
2
,
0
7
4

2
,
6
9
4

△
 
7
2
9

△
 
2
,
8
4
4

合
　

　
　

計

1
8
,
6
4
1
,
5
3
4

△
 
1
0
8
,
7
6
1
,
4
0
1

△
 
4
,
1
4
6

2
5
2
,
8
3
1

1
4
,
4
2
9

8
,
5
8
9

会
　

　
　

計
　

　
　

名

5
,
7
2
1
,
2
4
3

3
7
5
,
7
5
0

2
,
7
2
1

4
5
0
,
9
4
6
,
1
2
5

4
4
5
,
5
7
0
,
0
1
6

3
0
,
7
7
9

6
,
8
6
6
,
1
7
5

　
令

和
８

年
度

に
お

け
る

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

を
受

け
な

い
特

別
会

計
は

、
1
4
会

計
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

特
別

会
計

の
予

算
状

況
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

令令
和和
８８
年年
度度
特特
別別
会会
計計
予予
算算 令

和
７

年
度

(
Ｂ

)

4
0
,
7
5
7

1
2
,
9
2
0
,
2
9
1

9
8
,
4
1
6

3
3
,
6
2
3

1
9
,
9
2
7

3
0
8
,
1
2
5

6
,
9
1
9

3
4
,
2
1
0

2
6
5
,
9
0
6

7
,
5
1
0

6
5
9
,
7
5
6
,
7
7
3

△
 
8
,
9
1
0

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

差
　

　
　

引

4
5
1
,
8
9
8

5
3
9
,
9
0
5
,
7
8
8

4
1
1
,
1
4
1

当
　

　
初

　
　

予
　

　
算

△
 
1
1
9
,
8
5
0
,
9
8
5

令
和

８
年

度
(
Ａ

)

5
4
,
1
3
7

6
,
8
7
0
,
3
2
1

△
 
1
3
,
0
7
5

△
 
2
6
,
2
8
7

1
,
0
1
7
,
9
1
1
,
6
3
0

1
,
1
2
6
,
6
7
3
,
0
3
1

7
2
,
1
2
9

3
5
3
,
6
7
6

5
,
4
1
5

-
 
1
5
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

ⅠⅠ
　　
概概
　　
　　
要要

（
単

位
：

千
円

，
％

）

(
Ａ

)
(
Ｂ

)

一
般

会
計

2
,
3
5
2
,
0
3
0
,
8
1
5

1
6
4
,
7
8
8
,
5
6
9

2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
4

2
,
5
0
0
,
4
8
1
,
6
1
9

1
6
,
3
3
7
,
7
6
5

特
別

会
計

1
,
1
3
1
,
8
9
6
,
9
9
1

2
7
,
1
2
8
,
1
1
8

1
,
1
5
9
,
0
2
5
,
1
0
9

1
,
0
4
3
,
5
8
0
,
4
0
7

1
1
5
,
4
4
4
,
7
0
2

計
3
,
4
8
3
,
9
2
7
,
8
0
6

1
9
1
,
9
1
6
,
6
8
7

3
,
6
7
5
,
8
4
4
,
4
9
3

3
,
5
4
4
,
0
6
2
,
0
2
6

1
3
1
,
7
8
2
,
4
6
7

(
注

)
　

上
半

期
予

算
額

及
び

令
和

６
年

度
最

終
予

算
額

に
は

、
繰

越
明

許
費

繰
越

額
及

び
事

故
繰

越
額

を
含

む
。

第
２

　
令

和
７

年
度

下
半

期
歳

入
歳

出
予

算
の

状
況

区
　

分

1
0
0
.
7

　
令

和
７

年
度

上
半

期
の

財
政

状
況

に
つ

き
ま

し
て

は
、

令
和

７
年

1
2
月

の
「

福
岡

県
財

政
事

情
」

で
公

表
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

今
回

は
、

令
和

７
年

度
下

半
期

の
財

政
状

況
に

つ
い

て
説

明
い

た
し

ま
す

。
　

令
和

７
年

度
の

歳
入

歳
出

予
算

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

上
半

期
予

算
額

1
0
3
.
7

令令
和和
７７
年年
度度
予予
算算
のの
対対
前前
年年
度度
比比
較較

1
1
1
.
1

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
×

1
0
0

最
終

予
算

額
(
Ｂ

)
下

半
期

予
算

額
令

和
７

年
度

最
終

予
算

額
(
Ａ

)

比
　

　
　

　
較

令
和

６
年

度

　
令

和
７

年
度

上
半

期
予

算
額

は
、

一
般

会
計

２
兆

3
,
5
2
0
億

3
,
0
8
2
万

円
、

特
別

会
計

１
兆

1
,
3
1
8
億

9
,
6
9
9万

円
で

し
た

が
、

下
半

期
に

お
い

て
、

予
算

の
補

正
を

３
回

行
っ

た
結

果
、

前
年

度
か

ら
の

繰
越

事
業

を
含

め
た

最
終

予
算

額
は

、
一

般
会

計
２

兆
5
,
1
6
8
億

1
,
9
3
8
万

円
、

特
別

会
計

１
兆

1
,
5
9
0
億

2
,
5
1
1
万

円
と

な
り

、
前

年
度

の
最

終
予

算
額

に
比

べ
、

一
般

会
計

で
1
6
3
億

3
,
7
7
7
万

円
、

0
.
7
％

の
増

、
特

別
会

計
1
,
1
5
4
億

4
,
4
7
0
万

円
、

11
.
1
％

の
増

と
な

り
ま

し
た

。
　

な
お

、
下

半
期

に
お

け
る

補
正

予
算

は
、

1
2
月

、
２

月
の

各
定

例
県

議
会

に
提

案
し

、
議

決
の

う
え

成
立

し
た

も
の

で
す

が
、

１
月

の
補

正
予

算
は

急
を

要
し

た
た

め
知

事
の

専
決

処
分

に
よ

っ
た

も
の

で
す

。
　

1
2
月

補
正

予
算

で
は

、
令

和
７

年
８

月
大

雨
災

害
の

復
旧

・
復

興
対

策
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
県

民
の

安
全

・
安

心
の

確
保

、
地

域
活

性
化

に
要

す
る

経
費

を
措

置
し

ま
し

た
。

ま
た

、
人

事
委

員
会

の
勧

告
に

基
づ

く
給

与
改

定
に

よ
り

給
与

関
係

経
費

を
増

額
し

ま
し

た
。

併
せ

て
、

国
の

補
正

予
算

を
最

大
限

活
用

し
、

物
価

高
に

よ
り

厳
し

い
状

況
に

あ
る

県
民

・
事

業
者

の
負

担
軽

減
、

医
療

・
介

護
・

障
が

い
福

祉
分

野
や

中
小

企
業

、
農

林
業

者
の

更
な

る
賃

上
げ

・
所

得
向

上
の

実
現

、
消

費
喚

起
に

よ
る

地
域

経
済

の
下

支
え

に
要

す
る

経
費

を
措

置
し

ま
し

た
。

　
１

月
補

正
予

算
で

は
、

衆
議

院
の

解
散

に
よ

る
衆

議
院

議
員

の
総

選
挙

及
び

最
高

裁
判

所
裁

判
官

の
国

民
審

査
並

び
に

こ
れ

ら
の

啓
発

に
要

す
る

経
費

を
措

置
し

ま
し

た
。

　
２

月
補

正
予

算
で

は
、

国
の

補
正

予
算

を
最

大
限

活
用

し
、

令
和

８
年

度
当

初
予

算
と

一
体

と
な

っ
た

経
費

を
措

置
し

ま
し

た
。

併
せ

て
、

ふ
る

さ
と

福
岡

県
応

援
基

金
の

設
置

に
必

要
な

経
費

を
措

置
す

る
と

と
も

に
、

令
和

７
年

度
の

最
終

補
正

予
算

と
し

て
、

年
度

内
に

措
置

す
る

必
要

が
あ

る
経

費
に

つ
い

て
補

正
を

行
い

ま
し

た
。

-
 
1
6
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

ⅡⅡ
　　

一一
般般

会会
計計

　　
((
11
))
  
歳歳

入入
予予

算算
　

　
　

 
令

和
７

年
度

下
半

期
に

お
け

る
補

正
予

算
の

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

上
半

期
予

算
額

1
2
月

補
正

１
月

補
正

２
月

補
正

下
半

期
予

算
額

最
終

予
算

額
(
Ａ

)
（

追
加

提
案

含
む

）
（

専
決

）
(
追

加
提

案
含

む
)

(
Ｂ

)
(
Ａ

)
 
＋

 
(
Ｂ

)

１
.
県

税
7
9
8
,
9
2
3
,
7
3
6

0
0

2
6
,
1
8
3
,
8
4
8

2
6
,
1
8
3
,
8
4
8

8
2
5
,
1
0
7
,
5
8
4

3
2
.
8

２
.
地

方
消

費
税

清
算

金
2
7
0
,
0
8
6
,
5
8
6

0
0

4
,
6
9
1
,
9
7
2

4
,
6
9
1
,
9
7
2

2
7
4
,
7
7
8
,
5
5
8

1
0
.
9

３
.
地

方
譲

与
税

1
1
5
,
1
7
7
,
7
3
1

0
0

3
,
7
4
8
,
9
5
0

3
,
7
4
8
,
9
5
0

1
1
8
,
9
2
6
,
6
8
1

4
.
7

４
.
地

方
特

例
交

付
金

2
,
4
4
6
,
4
2
6

0
0

4
,
9
1
2

4
,
9
1
2

2
,
4
5
1
,
3
3
8

0
.
1

５
.
地

方
交

付
税

3
0
7
,
0
6
6
,
3
6
5

3
,
0
5
5
,
5
8
2

0
2
0
,
5
9
9
,
2
3
6

2
3
,
6
5
4
,
8
1
8

3
3
0
,
7
2
1
,
1
8
3

1
3
.
1

６
.
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

9
4
4
,
1
3
1

0
0

0
0

9
4
4
,
1
3
1

0
.
0

７
.
分

担
金

及
び

負
担

金
4
,
7
5
9
,
8
0
9

0
0

2
5
2
,
9
5
0

2
5
2
,
9
5
0

5
,
0
1
2
,
7
5
9

0
.
2

８
.
使

用
料

及
び

手
数

料
1
6
,
4
7
3
,
5
1
5

4
0
0

0
△

 
3
5
0
,
4
0
7

△
 
3
5
0
,
0
0
7

1
6
,
1
2
3
,
5
0
8

0
.
7

９
.
国

庫
支

出
金

2
9
2
,
5
2
4
,
2
3
6

3
3
,
3
6
1
,
3
1
1

3
,
4
4
8
,
9
7
4

4
2
,
3
1
8
,
4
8
3

7
9
,
1
2
8
,
7
6
8

3
7
1
,
6
5
3
,
0
0
4

1
4
.
8

1
0
.
財

産
収

入
4
,
1
2
1
,
3
1
8

0
0

1
,
9
1
8
,
8
1
5

1
,
9
1
8
,
8
1
5

6
,
0
4
0
,
1
3
3

0
.
2

1
1
.
寄

附
金

7
6
9
,
9
7
8

0
0

2
0
,
2
2
3

2
0
,
2
2
3

7
9
0
,
2
0
1

0
.
0

1
2
.
繰

入
金

6
4
,
2
4
2
,
3
3
7

3
,
5
8
0
,
1
9
6

0
△

 
4
,
7
6
1
,
0
1
1

△
 
1
,
1
8
0
,
8
1
5

6
3
,
0
6
1
,
5
2
2

2
.
5

1
3
.
繰

越
金

4
8
,
1
1
5
,
0
1
0

4
,
5
1
0
,
2
4
4

0
1
,
6
0
1
,
1
6
4

6
,
1
1
1
,
4
0
8

5
4
,
2
2
6
,
4
1
8

2
.
2

1
4
.
諸

収
入

2
5
0
,
3
6
5
,
9
3
7

3
,
5
8
6

0
3
2
7
,
5
7
5

3
3
1
,
1
6
1

2
5
0
,
6
9
7
,
0
9
8

1
0
.
0

1
5
.
県

債
1
7
6
,
0
1
3
,
7
0
0

4
7
0
,
9
0
0

0
1
9
,
8
0
0
,
6
6
6

2
0
,
2
7
1
,
5
6
6

1
9
6
,
2
8
5
,
2
6
6

7
.
8

2
,
3
5
2
,
0
3
0
,
8
1
5

4
4
,
9
8
2
,
2
1
9

3
,
4
4
8
,
9
7
4

1
1
6
,
3
5
7
,
3
7
6

1
6
4
,
7
8
8
,
5
6
9

2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
4

1
0
0
.
0

 
(
注

)
 
上

半
期

予
算

額
に

は
、

繰
越

明
許

費
繰

越
額

及
び

事
故

繰
越

額
を

含
む

。

合
　

　
　

計

令令
和和

７７
年年

度度
一一

般般
会会

計計
歳歳

入入
予予

算算

区
　

　
分

構
成

比

-
 
1
7
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第
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4 

号

（
単

位
：

千
円

，
％

）

(
Ａ

)
(
Ｂ

)

１
.
県

税
3
2
.
8

3
2
.
0

2
5
,
6
4
8
,
5
7
1

２
.
地

方
消

費
税

清
算

金
1
0
.
9

1
0
.
2

2
0
,
9
1
3
,
5
2
0

３
.
地

方
譲

与
税

4
.
7

4
.
6

3
,
9
3
0
,
8
2
5

４
.
地

方
特

例
交

付
金

0
.
1

0
.
5

△
 
1
1
,
0
2
7
,
0
2
7

５
.
地

方
交

付
税

1
3
.
1

1
3
.
0

5
,
3
7
4
,
0
9
8

６
.
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

0
.
0

0
.
0

△
 
9
7
,
4
3
1

７
.
分

担
金

及
び

負
担

金
0
.
2

0
.
3

△
 
1
,
5
1
9
,
7
3
1

８
.
使

用
料

及
び

手
数

料
0
.
7

0
.
6

2
1
5
,
4
1
6

９
.
国

庫
支

出
金

1
4
.
8

1
3
.
7

2
9
,
6
9
8
,
8
1
3

1
0
.
財

産
収

入
0
.
2

0
.
1

3
,
1
0
6
,
5
6
8

1
1
.
寄

附
金

0
.
0

0
.
0

4
7
0
,
8
8
1

1
2
.
繰

入
金

2
.
5

3
.
2

△
 
1
6
,
2
8
3
,
5
8
2

1
3
.
繰

越
金

2
.
2

2
.
2

△
 
1
0
6
,
0
1
5

1
4
.
諸

収
入

1
0
.
0

1
1
.
5

△
 
3
6
,
3
3
1
,
9
3
9

1
5
.
県

債
7
.
8

8
.
1

△
 
7
,
6
5
5
,
2
0
2

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
6
,
3
3
7
,
7
6
5

そ
の

主
な

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
4

5
,
0
1
2
,
7
5
9

1
6
,
1
2
3
,
5
0
8

3
7
1
,
6
5
3
,
0
0
4

6
,
0
4
0
,
1
3
3

7
9
0
,
2
0
1

1
9
6
,
2
8
5
,
2
6
6

2
0
3
,
9
4
0
,
4
6
8

9
6
.
2

3
1
9
,
3
2
0

6
,
5
3
2
,
4
9
0

1
5
,
9
0
8
,
0
9
2

2
,
9
3
3
,
5
6
5

7
9
9
,
4
5
9
,
0
1
3

2
5
3
,
8
6
5
,
0
3
8

1
1
4
,
9
9
5
,
8
5
6

1
3
,
4
7
8
,
3
6
5

1
,
0
4
1
,
5
6
2

7
9
,
3
4
5
,
1
0
4

1
0
0
.
7

2
0
5
.
9

2
4
7
.
5

7
9
.
5

9
9
.
8

2
,
5
0
0
,
4
8
1
,
6
1
9

2
8
7
,
0
2
9
,
0
3
7

5
4
,
3
3
2
,
4
3
3

1
0
1
.
7

7
6
.
7

1
0
1
.
4

1
0
8
.
7

3
4
1
,
9
5
4
,
1
9
1

3
2
5
,
3
4
7
,
0
8
5

8
7
.
3

8
2
5
,
1
0
7
,
5
8
4

合
　

　
　

計

令令
和和
７７
年年
度度
一一
般般
会会
計計
歳歳
入入
予予
算算
のの
対対
前前
年年
度度
比比
較較

×
1
0
0

区
　

　
　

分

比
　

　
　

較

最
終

予
算

額
(
Ａ

)
構

成
比

1
0
3
.
2

1
0
8
.
2

1
0
3
.
4

1
8
.
2

9
0
.
6

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

令
和

７
年
度

令
和

６
年

度

最
終

予
算

額
(
Ｂ

)
構

成
比

2
7
4
,
7
7
8
,
5
5
8

1
1
8
,
9
2
6
,
6
8
1

2
,
4
5
1
,
3
3
8

3
3
0
,
7
2
1
,
1
8
3

9
4
4
,
1
3
1

2
5
0
,
6
9
7
,
0
9
8

6
3
,
0
6
1
,
5
2
2

5
4
,
2
2
6
,
4
1
8

-
 
1
8
 
-
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令

和
８

年
６

月
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日
　

金
曜

日
第
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4 

号

○
県

　
　

税

（
単

位
：

千
円

，
％

）

(
Ａ

)
(
Ｂ

)

1
9
0
,
6
8
0
,
5
4
3

2
3
.
1

1
6
8
,
1
8
9
,
3
7
4

2
1
.
1

2
2
,
4
9
1
,
1
6
9

個
人

1
6
9
,
2
3
1
,
3
1
4

2
0
.
5

1
4
9
,
1
8
4
,
8
8
6

1
8
.
7

2
0
,
0
4
6
,
4
2
8

法
人

1
9
,
0
2
7
,
6
9
6

2
.
3

1
8
,
5
3
0
,
3
0
3

2
.
3

4
9
7
,
3
9
3

利
子

割
2
,
4
2
1
,
5
3
3

0
.
3

4
7
4
,
1
8
5

0
.
1

1
,
9
4
7
,
3
4
8

2
1
0
,
1
6
8
,
3
5
7

2
5
.
5

2
0
3
,
7
3
4
,
3
5
6

2
5
.
5

6
,
4
3
4
,
0
0
1

個
人

8
,
7
7
5
,
1
4
0

1
.
1

8
,
4
7
9
,
9
5
1

1
.
1

2
9
5
,
1
8
9

法
人

2
0
1
,
3
9
3
,
2
1
7

2
4
.
4

1
9
5
,
2
5
4
,
4
0
5

2
4
.
4

6
,
1
3
8
,
8
1
2

2
8
8
,
8
0
6
,
3
2
7

3
5
.
0

2
9
4
,
8
1
7
,
0
1
7

3
6
.
9

△
 
6
,
0
1
0
,
6
9
0

譲
渡

割
1
7
2
,
9
0
7
,
4
9
4

2
1
.
0

1
7
3
,
3
4
3
,
2
7
8

2
1
.
7

△
 
4
3
5
,
7
8
4

貨
物

割
1
1
5
,
8
9
8
,
8
3
3

1
4
.
0

1
2
1
,
4
7
3
,
7
3
9

1
5
.
2

△
 
5
,
5
7
4
,
9
0
6

2
2
,
1
1
1
,
0
1
3

2
.
7

1
9
,
0
5
2
,
6
3
6

2
.
4

3
,
0
5
8
,
3
7
7

6
,
5
2
7
,
9
7
7

0
.
8

6
,
6
4
2
,
7
3
7

0
.
8

△
 
1
1
4
,
7
6
0

1
,
0
7
3
,
3
7
1

0
.
1

1
,
0
5
7
,
9
9
2

0
.
1

1
5
,
3
7
9

3
6
,
8
4
9
,
5
7
4

4
.
5

3
6
,
9
7
7
,
2
7
5

4
.
6

△
 
1
2
7
,
7
0
1

6
6
,
7
7
9
,
7
5
3

8
.
1

6
6
,
9
1
8
,
7
9
3

8
.
4

△
 
1
3
9
,
0
4
0

5
,
3
4
9

0
.
0

4
,
9
4
9

0
.
0

4
0
0

8
2
3
,
0
0
2
,
2
6
4

9
9
.
8

7
9
7
,
3
9
5
,
1
2
9

9
9
.
8

2
5
,
6
0
7
,
1
3
5

1
9
,
0
4
0

0
.
0

1
8
,
6
1
2

0
.
0

4
2
8

1
8
3
,
0
5
6

0
.
0

1
9
4
,
9
7
3

0
.
0

△
 
1
1
,
9
1
7

1
,
9
0
2
,
5
8
2

0
.
2

1
,
8
4
8
,
6
6
7

0
.
2

5
3
,
9
1
5

2
,
1
0
4
,
6
7
8

0
.
2

2
,
0
6
2
,
2
5
2

0
.
2

4
2
,
4
2
6

6
4
2

0
.
0

1
,
6
3
2

0
.
0

△
 
9
9
0

6
4
2

0
.
0

1
,
6
3
2

0
.
0

△
 
9
9
0

8
2
5
,
1
0
7
,
5
8
4

1
0
0
.
0

7
9
9
,
4
5
9
,
0
1
3

1
0
0
.
0

2
5
,
6
4
8
,
5
7
1

産
業

廃
棄

物
税

9
3
.
9

宿
泊

税
1
0
2
.
9

軽
油

引
取

税
9
9
.
7

9
8
.
3

1
0
1
.
5

1
0
2
.
3

1
0
3
.
1

9
8
.
0

1
1
6
.
1

9
9
.
7

9
5
.
4

5
1
0
.
7

1
0
3
.
2

1
0
3
.
5

1
0
3
.
2

9
9
.
8

1
0
3
.
2

3
9
.
3

3
9
.
3

1
0
8
.
1

合
　

　
　

計

　
県

税
は

、
前

年
度

よ
り

2
5
6
億

4
,
8
5
7
万

円
増

加
し

、
最

終
予

算
は

8
,
2
5
1
億

7
5
8
万

円
と

な
り

、
歳

入
予

算
総

額
の

3
2
.
8
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
税

目
別

に
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
次

の
と

お
り

で
す

。

×
1
0
0

比
　

　
　

較
令

和
６

年
度

令
和

７
年

度

区
　

　
　

分

令令
和和
７７
年年
度度
県県
税税
予予
算算
状状
況況

1
0
2
.
7

最
終

予
算

額
(
Ａ

)
構

成
比

1
1
3
.
4

1
1
3
.
4

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
最

終
予

算
額

(
Ｂ

)
構

成
比

鉱
区

税

（
普

通
税

計
）

県
民

税

事
業

税

地
方

消
費

税

不
動

産
取

得
税

自
動

車
税

県
た

ば
こ

税

ゴ
ル

フ
場

利
用

税

（
目

的
税

計
）

(
旧

法
に

よ
る

税
計

)

自
動

車
税

狩
猟

税

1
0
2
.
1

-
 
1
9
 
-
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曜
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第
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号

○
地

方
交

付
税

○
国

庫
支

出
金

　
国

庫
支

出
金

は
、

前
年

度
よ

り
2
9
6
億

9
,
8
8
1
万

円
増

加
し

、
最

終
予

算
は

3
,
7
1
6
億

5
,
3
0
0
万

円
と

な
り

、
歳

入
予

算
総

額
の

1
4
.
8
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

　
目

的
別

構
成

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
次

の
と

お
り

で
す

。

国国
庫庫

支支
出出

金金
のの

目目
的的

別別
構構

成成
状状

況況

令令
和和

７７
年年

度度
令令

和和
６６

年年
度度

県県
  
税税

  
のの

  
構構

  
成成

  
状状

  
況況

令令
和和

７７
年年

度度
令令

和和
６６

年年
度度

　
地

方
交

付
税

は
、

前
年

度
よ

り
5
3
億

7
,
4
1
0
万

円
増

加
し

、
最

終
予

算
は

3
,
3
0
7
億

2
,
1
1
8
万

円
と

な
り

、
歳

入
予

算
総

額
の

1
3
.
1
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

そ
の

内
訳

は
、

普
通

交
付

税
3
,
2
6
7
億

2
,
1
1
8
万

円
、

特
別

交
付

税
4
0
億

円
で

す
。

県
税
総
額

7
,
9
9
4
億
5
,
9
0
1
万
円

県
民
税

2
1
.
1
％

県
民
税

2
3
.
1
％

県
税
総
額

8
,
2
5
1
億
7
5
8
万
円

個
人

2
0
.
5
％

法
人

2
4
.
4
％

法
人

2
.
3
％

個
人

1
.
1
％

事
業
税

2
5
.
5
％

個
人

1
.
1
％

国
庫
支
出
金
総
額

3
,
7
1
6
億

5
,
3
0
0
万
円

保
健
費

1
1
.
5
％

総
務
費

1
2
.
7
％

県
土
整
備
費

2
2
.
8
％

生
活
労
働
費

1
3
.
1
％

そ
の

他
0
.
9
％

商
工

費
2
.
0
％

災
害

復
旧
費

4
.
0
％

農
林
水
産
業
費

1
2
.
0
％

教
育
費

2
1
.
0
％

県
た

ば
こ
税

0
.
8
％

不
動

産
取

得
税

2
.
7
％

地
方
消
費
税

3
5
.
0
％

軽
油
引
取
税

4
.
5
％

自
動
車
税

8
.
1
％

そ
の
他

0
.
3
％

そ
の
他

0
.
3
％

自
動
車
税

8
.
4
％

軽
油

引
取
税

4
.
6
％

県
た
ば
こ
税

0
.
8
％

不
動
産
取
得
税

2
.
4
％

地
方
消
費
税

3
6
.
9
％

法
人

2
.
3
％

個
人

1
8
.
7
％

法
人

2
4
.
4
％ 事

業
税

2
5
.
5
％

利
子
割

0
.
3
％

利
子
割

0
.
1
％

そ
の

他
0
.
9
％

商
工

費
2
.
7
％

災
害
復
旧
費

4
.
3
％

県
土
整
備
費

2
7
.
6
％

教
育
費

2
3
.
2
％

生
活
労
働
費

1
3
.
8
％

農
林
水
産
業
費

1
1
.
7
％

保
健
費

9
.
0
％

総
務
費

6
.
8
％

国
庫
支
出
金
総
額

3
,
4
1
9
億

5
,
4
1
9
万
円

-
 
2
0
 
-
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曜
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((
22
))
  
歳歳

出出
予予

算算
　

　
　

 
令

和
７

年
度

下
半

期
に

お
け

る
補

正
予

算
の

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

１
.

２
.

３
.

４
.

５
.

６
.

７
.

８
.

９
.

1
0
.

（
追

加
提

案
含

む
）

△
3
4
,
4
3
8

1
4
,
0
0
4
,
6
4
7

4
,
6
4
0
,
2
7
5

△
3
2
8
,
1
3
3

1
9
,
1
0
1
,
0
0
4

3
,
4
4
8
,
9
7
4 0 0 0 0 0

6
1
4
,
6
1
4

1
5
,
9
1
1
,
3
0
4

3
2
,
8
8
6

3
,
5
2
7
,
2
3
3

1
,
7
8
4
,
5
0
5

1
0
,
7
7
0
,
8
1
7

上
半

期
予

算
額

１
２

月
補

正
１

月
補

正
２

月
補

正
(
Ａ

)

3
,
2
3
1
,
0
8
4

(
追

加
提

案
含

む
)

1
9
,
7
2
0

（
専

決
）

0

生
活

労
働

費

警
察

費

総
務

費

保
健

費

環
境

費

商
工

費

県
土

整
備

費

1
4
.
4

1
0
.
6

9
.
8

6
.
1

○
県

　
　

債

　
県

債
は

、
前

年
度

よ
り

7
6
億

5
,
5
2
0
万

円
減

少
し

、
最

終
予

算
は

1
,
9
6
2
億

8
,
5
2
7
万

円
と

な
り

、
歳

入
予

算
総

額
の

7
.
8
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

　
目

的
別

構
成

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
次

の
と

お
り

で
す

。

県県
  
債債

  
のの

  
目目

  
的的

  
別別

  
構構

  
成成

  
状状

  
況況

令令
和和
７７
年年
度度

令令
和和
６６
年年
度度

令令
和和
７７
年年
度度
一一
般般
会会
計計
歳歳
出出
予予
算算

構
成

比

0
.
1

3
.
6

9
.
5

3
.
9

1
1
.
4

0
.
2

教
育

費

区
　

　
分

農
林

水
産

業
費

議
会

費

7
3
,
1
4
7
,
1
9
8

2
6
7
,
7
2
3
,
7
1
7

4
,
4
9
7
,
8
9
8

2
1
6
,
5
6
8
,
7
3
5

2
5
4
,
3
1
4
,
6
6
9

2
1
1
,
5
4
5
,
0
1
7

1
4
9
,
1
4
0
,
5
8
0

3
5
7
,
3
7
6
,
6
2
3

下
半

期
予

算
額

最
終

予
算

額
(
Ｂ

)
(
Ａ

)
 
＋

 
(
Ｂ

)

△
 
1
4
,
7
1
8

3
,
2
1
6
,
3
6
6

1
8
,
0
6
8
,
2
3
5

9
1
,
2
1
5
,
4
3
3

2
8
8
,
2
7
5
,
2
9
6

△
 
2
9
5
,
2
4
7

4
,
2
0
2
,
6
5
1

2
0
,
5
5
1
,
5
7
9

2
2
,
6
2
8
,
2
3
7

2
3
9
,
1
9
6
,
9
7
2

1
5
,
3
7
5
,
2
9
2

9
7
,
4
1
0
,
6
3
1

8
2
,
0
3
5
,
3
3
9

1
3
,
5
9
0
,
7
8
7

1
1
,
4
8
3
,
7
9
8

2
6
5
,
7
9
8
,
4
6
7

7
1
2
,
9
8
1

3
4
,
5
0
9
,
3
0
4

2
4
6
,
0
5
4
,
3
2
1

1
,
3
4
4
,
8
7
4

0
3
3
,
1
6
4
,
4
3
0

3
,
2
4
4
,
5
3
3

1
5
2
,
3
8
5
,
1
1
3

3
,
4
2
6
,
7
4
7

0
△

1
8
2
,
2
1
4

6
,
1
4
4
,
5
0
6

3
6
3
,
5
2
1
,
1
2
9

7
,
5
4
9
,
5
1
9

0
△

1
,
4
0
5
,
0
1
3

教
育
債

1
1
.
6
％

そ
の

他
6
.
7
％

生
活

労
働

債
2
.
4
％

保
健

債
2
.
7
％

総
務

債
3
.
3
％

県
土
整
備
債

5
0
.
9
％

県
土
整
備
債

5
0
.
7
％

農
林

水
産
業
債

1
0
.
7
％

警
察
債

6
.
4
％

県
債
総
額

1
,
9
6
2
億

8
.
5
2
7
万
円

教
育
債

1
2
.
6
％

農
林

水
産
業
債

7
.
9
％

災
害
復
旧
債

6
.
3
％

臨
時

財
政
対

策
債

5
.
4
％

そ
の

他
7
.
2
％

生
活
労
働
債

2
.
1
％

総
務

債
3
.
1
％

警
察

債
4
.
7
％

県
債
総
額

2
,
0
3
9
億

4
.
0
4
7
万
円

災
害
復
旧
債

5
.
3
％

-
 
2
1
 
-
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号

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

（
単

位
：

千
円

，
％

）

１
.

２
.

３
.

４
.

５
.

６
.

７
.

８
.

９
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

そ
の

主
な

内
容

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

1
0
1
.
9

予
備

費
1
0
0
.
0

諸
支

出
金

4
8
7
,
6
6
2
,
9
9
4

1
9
.
4

4
7
8
,
5
0
8
,
9
8
9

1
9
.
1

1
0
0
.
7

合
　

　
　

計
2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
4

1
0
0
.
0

2
,
5
0
0
,
4
8
1
,
6
1
9

1
0
0
.
0

1
6
,
3
3
7
,
7
6
5

2
0
0
,
0
0
0

0
.
0

2
0
0
,
0
0
0

0
.
0

0

9
,
1
5
4
,
0
0
5

8
9
.
6

公
債

費
2
5
2
,
1
5
0
,
2
4
8

1
0
.
0

2
4
5
,
6
1
2
,
2
5
8

9
.
8

6
,
5
3
7
,
9
9
0

1
0
2
.
7

災
害

復
旧

費
2
5
,
5
2
9
,
7
6
3

1
.
0

2
8
,
4
8
1
,
3
0
3

1
.
1

△
 
2
,
9
5
1
,
5
4
0

1
0
5
.
9

1
0
1
.
2

教
育

費
3
6
3
,
5
2
1
,
1
2
9

1
4
.
4

3
5
9
,
1
5
6
,
8
4
5

1
4
.
4

4
,
3
6
4
,
2
8
4

警
察

費
1
5
2
,
3
8
5
,
1
1
3

6
.
1

1
4
3
,
8
7
3
,
5
8
6

5
.
8

8
,
5
1
1
,
5
2
7

8
8
.
9

県
土

整
備

費
2
4
6
,
0
5
4
,
3
2
1

9
.
8

2
5
9
,
0
1
5
,
5
3
2

1
0
.
4

△
 
1
2
,
9
6
1
,
2
1
1

9
5
.
0

商
工

費
2
6
5
,
7
9
8
,
4
6
7

1
0
.
6

2
9
8
,
9
9
6
,
3
7
5

1
2
.
0

△
 
3
3
,
1
9
7
,
9
0
8

1
1
0
.
3

農
林

水
産

業
費

9
7
,
4
1
0
,
6
3
1

3
.
9

8
8
,
5
5
2
,
3
0
6

3
.
6

8
,
8
5
8
,
3
2
5

1
1
0
.
0

生
活

労
働

費
2
3
9
,
1
9
6
,
9
7
2

総
務

費

9
.
5

2
1
6
,
8
7
0
,
6
6
3

8
.
7

2
2
,
3
2
6
,
3
0
9

1
0
5
.
5

環
境

費
4
,
2
0
2
,
6
5
1

0
.
2

3
,
6
7
6
,
3
7
6

5
2
6
,
2
7
5

1
1
4
.
3

0
.
1

保
健

費
2
8
8
,
2
7
5
,
2
9
6

1
1
.
4

2
7
3
,
3
2
3
,
8
5
2

1
0
.
9

1
4
,
9
5
1
,
4
4
4

9
1
,
2
1
5
,
4
3
3

3
.
6

1
0
1
,
1
7
8
,
8
2
6

4
.
0

△
 
9
,
9
6
3
,
3
9
3

×
1
0
0

(
Ｂ

) 1
0
6
.
0

9
0
.
2

構
成

比
(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)
(
Ａ

)

議
会

費
3
,
2
1
6
,
3
6
6

0
.
1

3
,
0
3
4
,
7
0
8

0
.
1

1
8
1
,
6
5
8

（
注

）
上

半
期

予
算

額
に

は
、

繰
越

明
許

費
繰

越
額

及
び

事
故

繰
越

額
を

含
む

。

令令
７７
年年
度度
一一
般般
会会
計計
歳歳
出出
予予
算算
のの
対対
前前
年年
度度
比比
較較

1
9
.
4

区
　

　
　

分

令
和

７
年

度
令

和
６

年
度

比
　

　
　

較

最
終

予
算

額
(
Ａ

)
構

成
比

最
終

予
算

額
(
Ｂ

)

0
.
0

1
0
0
.
0

1
.
0

1
0
.
0

合
　

　
　

計

予
備

費

諸
支

出
金

公
債

費

災
害

復
旧

費
△

 
3
,
9
0
2
,
7
5
2

2
5
,
5
2
9
,
7
6
3

2
9
,
4
3
2
,
5
1
5

0
0

△
3
,
9
0
2
,
7
5
2

△
 
6
4
9
,
5
2
7

2
5
2
,
1
5
0
,
2
4
8

2
5
2
,
7
9
9
,
7
7
5

0
0

△
6
4
9
,
5
2
7

3
7
,
6
4
5
,
3
2
9

4
8
7
,
6
6
2
,
9
9
4

4
5
0
,
0
1
7
,
6
6
5

0
0

3
7
,
6
4
5
,
3
2
9

0
2
0
0
,
0
0
0

2
0
0
,
0
0
0

0
0

0

1
6
4
,
7
8
8
,
5
6
9

2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
4

2
,
3
5
2
,
0
3
0
,
8
1
5

4
4
,
9
8
2
,
2
1
9

3
,
4
4
8
,
9
7
4

1
1
6
,
3
5
7
,
3
7
6

-
 
2
2
 
-
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下

半
期

の
補

正
額

は
、

1
1
4
億

8
,
3
8
0
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
,
6
5
7
億

9
,
8
4
7
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
0
.
6
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
3
3
1
億

9
,
7
9
1
万

円
、

1
1
.
1
％

の
減

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
中

小
企

業
振

興
資

金
融

資
費

の
減

に
よ

る
も

の
で

す
。

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

3
9
億

2
7
5
万

円
の

減
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
5
5
億

2
,
9
7
6
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
.
0
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
2
9
億

5
,
1
5
4
万

円
、

1
0
.
4
％

の
減

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
河

川
等

災
害

復
旧

費
の

減
に

よ
る

も
の

で
す

。

○
災

害
復

旧
費

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

3
4
5
億

9
3
0
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
,
4
6
0
億

5
,
4
3
2
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

9
.
8
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
1
2
9
億

6
,
1
2
1
万

円
、

5
.
0
%
の

減
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

こ
の

主
な

も
の

は
、

浸
水

対
策

重
点

地
域

緊
急

事
業

費
の

減
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

3
2
億

4
,
4
5
3
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

1
,
5
2
3
億

8
,
5
1
1
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

6
.
1
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
8
5
億

1
,
1
5
3
万

円
、

5
.
9
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
警

察
施

設
新

営
費

の
増

に
よ

る
も

の
で

す
。

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

1
5
3
億

7
,
5
2
9
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

9
7
4
億

1
,
0
6
3
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

3
.
9
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
8
8
億

5
,
8
3
3
万

円
、

1
0
.
0
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
農

業
共

同
利

用
施

設
機

能
強

化
支

援
費

の
増

に
よ

る
も

の
で

す
。

○
商

 
工

 
費

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

2
0
5
億

5
,
1
5
8
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
,
8
8
2
億

7
,
5
3
0
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
1
.
4
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
1
4
9
億

5
,
1
4
4
万

円
、

5
.
5
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
保

健
環

境
研

究
所

建
設

費
の

増
に

よ
る

も
の

で
す

。

○
総

 
務

 
費

○
保

 
健

 
費

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

1
8
0
億

6
,
8
2
4
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

9
1
2
億

1
,
5
4
3
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

3
.
6
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
9
9
億

6
,
3
3
9
万

円
、

9
.
8
％

の
減

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
国

庫
支

出
金

返
納

金
の

減
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

２
億

9
,
5
2
5
万

円
の

減
で

、
最

終
予

算
額

は
、

4
2
億

2
6
5
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

0
.
2
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
5
億

2
,
6
2
8
万

円
、

1
4
.
3
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
県

有
施

設
太

陽
光

発
電

設
備

整
備

費
の

増
に

よ
る

も
の

で
す

。

○
生

活
労

働
費

○
環

 
境

 
費

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

2
2
6
億

2
,
8
2
4
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
,
3
9
1
億

9
,
6
9
7
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

9
.
5
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
2
2
3
億

2
,
6
3
1
万

円
、

1
0
.
3
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
子

育
て

世
帯

物
価

高
騰

対
応

支
援

費
及

び
保

育
給

付
費

負
担

金
の

増
に

よ
る

も
の

で
す

。

○
県

土
整

備
費

○
農

林
水

産
業

費

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

6
1
億

4
,
4
5
1
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

3
,
6
3
5
億

2
,
1
1
3
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
4
.
4
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
4
3
億

6
,
4
2
8
万

円
、

1
.
2
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
I
C
T
環

境
整

備
費

の
増

に
よ

る
も

の
で

す
。

○
警

 
察

 
費

○
教

 
育

 
費

-
 
2
3
 
-



26
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

　
最

終
予

算
を

性
質

的
に

分
類

し
、

前
年

度
と

比
較

す
る

と
、

次
の

と
お

り
で

す
。

（
単

位
：

千
円

，
％

）

小
計

災
害

復
旧

事
業

費

普
通

建
設

事
業

費
1
4
.
8

区
　

　
　

分

小
計

公
債

費

社
会

保
障

費

人
件

費

9
9
.
1

1
0
0
.
0

4
2
.
9

1
6
.
1

1
.
1

1
5
.
0

1
6
,
3
3
7
,
7
6
4

△
 
6
,
1
0
0
,
3
6
0

1
0
0
.
7

1
0
3
.
4

1
0
2
.
4

1
0
2
.
6

1
0
1
.
4

4
1
.
0

1
4
.
9

1
6
.
3

9
.
8

6
,
4
7
2
,
1
2
5

令
和

７
年

度
令

和
６

年
度

1
6
.
4

最
終

予
算

額
(
Ａ

)

1
5
.
3

3
8
5
,
9
7
3
,
4
2
0

比
　

　
　

較

×
1
0
0

1
,
0
7
1
,
5
1
1
,
5
7
7

4
1
2
,
3
7
9
,
9
1
2

1
,
0
2
5
,
5
3
9
,
9
6
9

2
4
,
6
3
6
,
4
8
8

構
成

比

2
4
5
,
3
5
1
,
0
0
0

4
1
.
7

2
,
5
1
6
,
8
1
9
,
3
8
3

2
,
5
0
0
,
4
8
1
,
6
1
9

3
9
7
,
3
2
9
,
7
1
3

4
0
3
,
4
3
0
,
0
7
3

1
,
0
5
0
,
1
7
6
,
4
5
7

1
,
0
6
9
,
3
1
3
,
2
1
3

2
5
,
6
5
5
,
6
3
6

2
8
,
4
8
0
,
5
7
5

4
2
.
5

1
5
.
8

1
.
0

△
 
2
,
8
2
4
,
9
3
9

合
　

　
　

　
　

　
　

計

そ
　

　
　

の
　

　
　

他

△
 
3
,
2
7
5
,
4
2
1

9
9
.
8

9
8
.
5

9
0
.
1

1
0
0
.
0

3
7
1
,
6
7
4
,
0
7
7

3
7
4
,
9
4
9
,
4
9
8

5
,
6
0
2
,
2
4
9

(
Ａ

)
最

終
予

算
額

(
Ｂ

)
(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

○
諸

支
出

金

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

6
億

4
,
9
5
3
万

円
の

減
で

、
最

終
予

算
額

は
、

2
,
5
2
1
億

5
,
0
2
5
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
0
.
0
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
6
5
億

3
,
7
9
9
万

円
、

2
.
7
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
県

債
元

金
償

還
金

の
増

に
よ

る
も

の
で

す
。

2
5
1
,
8
2
3
,
1
2
5

△
 
2
,
1
9
8
,
3
6
4

3
7
3
,
4
1
1
,
3
0
6

1
2
,
5
6
2
,
1
1
4

義  務  的  経  費 投  資  的  経  費

1
0
.
0

　
下

半
期

の
補

正
額

は
、

3
7
6
億

4
,
5
3
3
万

円
の

増
で

、
最

終
予

算
額

は
、

4
,
8
7
6
億

6
,
2
9
9
万

円
と

な
り

、
歳

出
予

算
総

額
の

1
9
.
4
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

こ
れ

を
前

年
度

と
比

較
す

る
と

、
9
1
億

5
,
4
0
1
万

円
、

1
.
9
％

の
増

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

の
主

な
も

の
は

、
地

方
消

費
税

交
付

金
の

増
に

よ
る

も
の

で
す

。

令令
和和
７７
年年
度度
一一
般般
会会
計計
歳歳
出出
予予
算算
対対
前前
年年
度度
比比
較較

構
成

比
(
Ｂ

)

4
0
6
,
7
7
7
,
6
6
3

○
公

 
債

 
費

-
 
2
4
 
-



27
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

ⅢⅢ
　　
特特
別別
会会
計計

（
単

位
：

千
円

）

上
半

期
予

算
額

下
半

期
予

算
額

最
終

予
算

額

4
1
1
,
1
4
1

0
1
1
,
6
4
7
,
0
3
7

1
1
,
6
4
7
,
0
3
7

1
2
,
0
5
8
,
1
7
8

6
5
9
,
7
5
6
,
7
7
3

0
△

 
3
5
1
,
7
2
7

△
 
3
5
1
,
7
2
7

6
5
9
,
4
0
5
,
0
4
6

3
4
,
2
1
0

0
2
4
,
5
9
1

2
4
,
5
9
1

5
8
,
8
0
1

2
6
5
,
9
0
6

0
△

 
5
,
5
9
2

△
 
5
,
5
9
2

2
6
0
,
3
1
4

7
,
5
1
0

0
8
6
,
2
0
6

8
6
,
2
0
6

9
3
,
7
1
6

1
7
,
4
9
9

0
0

0
1
7
,
4
9
9

3
0
8
,
8
5
4

0
0

0
3
0
8
,
8
5
4

3
3
,
6
2
3

0
0

0
3
3
,
6
2
3

9
8
,
4
1
6

0
0

0
9
8
,
4
1
6

3
7
5
,
7
5
0

0
△

 
9
4
,
6
0
8

△
 
9
4
,
6
0
8

2
8
1
,
1
4
2

2
,
7
2
1

0
1
,
2
9
5

1
,
2
9
5

4
,
0
1
6

6
,
8
7
0
,
3
2
1

0
△

 
1
0
5
,
3
3
5

△
 
1
0
5
,
3
3
5

6
,
7
6
4
,
9
8
6

6
6
8
,
1
8
2
,
7
2
4

0
1
1
,
2
0
1
,
8
6
7

1
1
,
2
0
1
,
8
6
7

6
7
9
,
3
8
4
,
5
9
1

1
8
,
1
4
4
,
2
5
1

0
△

 
7
9
,
2
6
7

△
 
7
9
,
2
6
7

1
8
,
0
6
4
,
9
8
4

4
4
5
,
5
7
0
,
0
1
6

0
1
6
,
0
0
5
,
5
1
8

1
6
,
0
0
5
,
5
1
8

4
6
1
,
5
7
5
,
5
3
4

1
,
1
3
1
,
8
9
6
,
9
9
1

0
2
7
,
1
2
8
,
1
1
8

2
7
,
1
2
8
,
1
1
8

1
,
1
5
9
,
0
2
5
,
1
0
9

県
営

埠
頭

施
設

整
備

運
営

事
業

1
8
,
1
4
4
,
2
5
1

0
△

 
7
9
,
2
6
7

△
 
7
9
,
2
6
7

1
8
,
0
6
4
,
9
8
4

1
2
月

補
正

計

市
町

村
振

興
基

金

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

林
業

改
善

資
金

助
成

事
業

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

助
成

事
業

(
Ｂ

)
(
Ａ

)
 
＋

 
(
Ｂ

)
会

　
　

計
　

　
名

　
令

和
７

年
度

に
お

け
る

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

を
受

け
な

い
特

別
会

計
は

、
1
4
会

計
が

あ
り

ま
す

。
こ

れ
ら

の
下

半
期

に
お

け
る

補
正

予
算

の
内

訳
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

令令
和和
７７
年年
度度
特特
別別
会会
計計
予予
算算

２
月

補
正

県
営

林
造

成
事

業

普  通  会  計  に  属  す  る  特  別  会  計

公
債

管
理

財
政

調
整

基
金

就
農

支
援

資
金

貸
付

事
業

(
Ａ

)

国
民

健
康

保
険

（
注

）
上

半
期

予
算

額
に

は
、

繰
越

明
許

費
繰

越
額

を
含

む
。

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
貸

付
事

業

公
共

用
地

先
行

取
得

事
業

住
宅

管
理

災
害

救
助

基
金

合
　

　
　

　
計

地 方 公 営 企 業 法 非 適

用 の 公 営 企 業 会 計
計

-
 
2
5
 
-



28
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

（
単

位
：

千
円

，
％

）

(
Ａ

)
(
Ｂ

)

財
政

調
整

基
金

△
 
1
2
,
0
1
1
,
4
4
7

公
債

管
理

1
3
4
,
9
5
7
,
2
0
2

市
町

村
振

興
基

金
2
8
,
4
8
6

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

△
 
1
7
3
,
4
0
1

災
害

救
助

基
金

2
,
9
7
6

就
農

支
援

資
金

貸
付

事
業

△
 
1
1
,
5
4
2

県
営

林
造

成
事

業
△

 
5
,
7
4
1

林
業

改
善

資
金

助
成

事
業

△
 
5
5
,
5
2
5

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

助
成

事
業

3
7
,
3
7
1

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
貸

付
事

業
△

 
2
3
,
9
6
4

公
共

用
地

先
行

取
得

事
業

3
,
5
7
7

住
宅

管
理

△
 
8
7
,
0
0
4

計
1
2
2
,
6
6
0
,
9
8
8

計
1
8
,
0
6
4
,
9
8
4

1
9
,
9
4
9
,
5
0
1

△
 
1
,
8
8
4
,
5
1
7

4
6
1
,
5
7
5
,
5
3
4

4
6
6
,
9
0
7
,
3
0
3

△
 
5
,
3
3
1
,
7
6
9

1
1
5
,
4
4
4
,
7
0
2

1
,
1
5
9
,
0
2
5
,
1
0
9

9
8
.
7

6
,
8
5
1
,
9
9
0

3
3
,
6
2
3

1
,
0
4
3
,
5
8
0
,
4
0
7

3
1
4
,
5
9
5

6
1
,
0
4
5

2
8
1
,
1
4
2

4
,
0
1
6

合
　

　
　

　
計

5
0
.
1

1
2
5
.
7

6
0
.
0

1
0
3
.
3

6
0
.
3

9
2
.
1

1
1
1
.
1

1
6
1
.
2

令令
和和
７７
年年
度度
特特
別別
会会
計計
予予
算算
のの
対対
前前
年年
度度
比比
較較

比
　

　
　

較

2
4
,
0
6
9
,
6
2
5

×
1
0
0

5
2
4
,
4
4
7
,
8
4
4

1
2
,
0
5
8
,
1
7
8

(
Ａ

)
 
－

 
(
Ｂ

)

令
和

６
年

度
最

終
予

算
額

(
Ｂ

)
会

　
　

計
　

　
名

令
和

７
年

度
最

終
予

算
額

(
Ａ

)

9
8
.
9

8
9
,
1
4
8

9
8
.
2

9
1
4
.
8

9
0
.
6

3
7
.
7

4
3
3
,
7
1
5

県
営

埠
頭

施
設

整
備

運
営

事
業

3
0
8
,
8
5
4

3
0
,
3
1
5

9
0
,
7
4
0

2
9
,
0
4
1

5
5
6
,
7
2
3
,
6
0
3

国
民

健
康

保
険

地 方 公 営 企 業 法 非 適

用 の 公 営 企 業 会 計普  通  会  計  に  属  す  る  特  別  会  計

6
5
9
,
4
0
5
,
0
4
6

6
7
9
,
3
8
4
,
5
9
1

1
7
,
4
9
9

9
8
,
4
1
6

9
3
,
7
1
6

5
8
,
8
0
1

2
6
0
,
3
1
4

1
9
4
.
0

9
0
.
6

△
 
1
,
8
8
4
,
5
1
7

1
9
,
9
4
9
,
5
0
1

1
8
,
0
6
4
,
9
8
4

4
3
9

6
,
7
6
4
,
9
8
6

1
2
2
.
0

3
0
5
,
1
0
6

-
 
2
6
 
-



29
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

ⅠⅠ
　　
県県
民民
負負
担担
のの
状状
況況

ⅡⅡ
　　
一一
時時
借借
入入
金金
のの
状状
況況

（
単

位
：

千
円

）

区
　

　
　

　
分

一
時

借
入

金
借

入
現

在
高

区
　

　
　

　
分

一
時

借
入

金
借

入
現

在
高

令
和

７
年

1
0
月

末
現

在
0

令
和

８
年

１
月

末
現

在
0

令
和

７
年

1
1
月

末
現

在
0

令
和

８
年

２
月

末
現

在
0

令
和

７
年

1
2
月

末
現

在
0

令
和

８
年

３
月

末
現

在
5
,
0
2
7
,
5
7
5

第
３

　
県

民
負

担
の

状
況

等

令令
和和
８８
年年
度度
当当
初初
予予
算算
（（
一一
般般
会会
計計
））

県県
民民
１１
人人
当当
たた
りり
のの
目目
的的
別別
支支
出出
額額
のの
状状
況況

県県
民民
１１
人人
当当
たた
りり
県県
税税
のの
負負
担担
状状
況況

　
令

和
８

年
度

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
は

、
２

兆
3
,
0
0
0
億

2
,
7
0
3
万

円
で

県
民

１
人

当
た

り
の

額
（

人
口

は
令

和
８

年
３

月
3
1
日

現
在

の
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
に

よ
る

。
）

に
す

る
と

、
4
5
4
,
2
1
1
円

と
な

っ
て

い
ま

す
。

県
税

の
歳

入
予

算
額

は
、

8
,
3
0
8
億

5
6
2
万

円
で

、
県

民
１

人
当

た
り

の
税

負
担

額
は

、
1
6
4
,
0
6
7
円

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
県

民
１

人
当

た
り

の
目

的
別

支
出

額
及

び
県

税
の

負
担

状
況

は
次

の
と

お
り

で
す

。

令令
和和
７７
年年
度度
下下
半半
期期
一一
時時
借借
入入
金金
のの
状状
況況

　
一

時
借

入
金

は
、

県
税

、
国

庫
支

出
金

等
の

収
入

が
、

こ
れ

を
財

源
と

す
る

事
業

費
等

の
支

出
時

期
と

必
ず

し
も

一
致

し
な

い
た

め
、

一
時

的
に

資
金

が
不

足
す

る
こ

と
に

な
る

場
合

に
、

あ
ら

か
じ

め
議

会
の

議
決

を
経

た
額

の
範

囲
内

で
金

融
機

関
な

ど
か

ら
年

度
内

に
返

還
す

る
こ

と
を

条
件

に
借

り
入

れ
る

も
の

で
す

。
　

令
和

７
年

度
下

半
期

に
お

け
る

各
月

末
の

一
時

借
入

金
の

現
在

高
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

県
民
１
人
当
た
り

の
税
負
担
額

1
6
4
,
0
6
7
円

教
育
費

7
6
,
0
6
2
円

（
1
6
.
7
％
）

公
債
費

5
1
,
3
9
3
円

（
1
1
.
3
％
）

保
健
費

5
1
,
8
1
6
円

（
1
1
.
4
％
）

商
工
費

4
6
,
5
6
0
円

（
1
0
.
3
％
）

生
活

労
働

費

4
3
,
5
2
9
円

（
9
.
6
％

）

警
察

費

2
9
,
4
8
9
円

（
6
.
5
％
）

県
土
整
備
費

2
6
,
5
3
7
円

（
5
.
8
％
）

諸
支
出
金

9
6
,
3
6
5
円

（
2
1
.
2
％
）

総
務

費

1
6
,
3
7
3
円

（
3
.
6
％

）

農
林
水
産
業
費

1
2
,
2
8
2
円

(
2
.
7
％
)

県
民
１
人

当
た
り
の
額

4
5
4
,
2
1
1
円災

害
復
旧
費

2
,
0
4
3
円

(
0
.
5
％
)

環
境

費
1
,
0
3
5
円

(
0
.
2
％
)

議
会

費
6
8
8
円

(
0
.
2
％

)

予
備

費
3
9
円

(
0
.
0
％

)

県
た
ば
こ
税

1
,
3
0
4
円

(
0
.
8
％
)

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

2
1
1
円

(
0
.
1
％
)

旧
法
に
よ
る
税

１
円

(
0
.
0
％
)

鉱
区

税
１
円

(
0
.
0
％
)

宿
泊

税
3
8
5
円

(
0
.
2
％
)

産
業
廃
棄
物
税

3
8
円

(
0
.
0
％
)

狩
猟

税
4
円

(
0
.
0
％
)

法
人
事
業
税

4
0
,
9
6
8
円

(
2
5
.
0
％
) 個
人
事
業
税

1
,
7
9
6
円

(
1
.
1
％
)

個
人
県
民
税

3
4
,
1
5
5
円

(
2
0
.
8
％
)

法
人
県
民
税

3
,
8
5
6
円

(
2
.
4
％
)

利
子
割

5
3
1
円

(
0
.
4
％
)

県
民
税

3
8
,
5
4
2
円

(
2
3
.
6
％
)

不
動
産
取
得
税

4
,
2
9
3
円

(
2
.
6
％
)

事
業
税

4
2
,
7
6
4
円

(
2
6
.
1
％
)

普
通
税

1
6
3
,
6
4
0
円

(
9
9
.
8
％
)

目
的
税

4
2
7
円

(
0
.
2
％
)

軽
油
引
取
税

3
,
7
6
6
円

(
2
.
3
％
)

地
方
消
費
税

6
0
,
9
2
9
円

(
3
7
.
1
％
)

自
動
車
税

1
1
,
8
2
9
円

(
7
.
2
％
)

-
 
2
7
 
-
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令

和
８

年
６

月
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日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

-
 
2
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-
 

 

第
４

 
公

営
企

業
会

計
の

状
況

 
 ⅠⅠ

  
電電

気気
事事

業業
会会

計計
  

((
11
))
  
事事

業業
のの

概概
況況

  

(
ｲ
)
 

施
設

の
概

要
 

本
県

の
電

気
事

業
は

、
矢

部
川

水
系

の
日

向
神

ダ
ム

及
び

松
瀬

ダ
ム

並
び

に
那

珂
川

水
系

の
南

畑
ダ

ム
の

貯

水
を

利
用

し
て

、
八

女
市

黒
木

町
の

大
渕

発
電

所
（

最
大

出
力

7
,
5
0
0
kW

）
及

び
木

屋
発

電
所

（
最

大
出

力

6
,
0
0
0
kW

）
並

び
に

那
珂

川
市

の
ち

く
し

発
電

所
（

最
大

出
力

5
5
0
kW

）
で

、
年

間
目

標
供

給
電

力
量

4
5
,
6
0
2
,
0
0
0
kW

時
の

発
電

を
行

い
、

九
州

電
力

㈱
に

供
給

し
て

い
ま

す
。

 

(
ﾛ
)
 

発
電

の
概

要
 

令
和

７
年

度
下

半
期

に
お

け
る

発
電

の
概

要
は

、
次

表
の

と
お

り
で

す
。

 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
月月

別別
発発

電電
実実

績績
表表

  

（
単

位
：
kW
h
）

 

月
 

別
 

発
生

電
力

量
 

所
内

消
費

電
力

量
 

供
給

電
力

量
 

1
0
 

2
,
5
0
8
,
2
6
9
 

3
0
,
0
7
1
 

2
,
4
7
8
,
1
9
8
 

1
1
 

3
9
1
,
0
8
4
 

3
,
5
4
2
 

3
8
7
,
5
4
2
 

1
2
 

4
4
2
,
4
0
9
 

5
,
2
3
5
 

4
3
7
,
1
7
4
 

１
 

1
,
6
0
9
,
3
8
0
 

2
5
,
4
6
8
 

1
,
5
8
3
,
9
1
2
 

２
 

9
2
5
,
9
1
4
 

1
3
,
3
1
4
 

9
1
2
,
6
0
0
 

３
 

1
,
0
5
0
,
8
2
8
 

1
9
,
3
4
8
 

1
,
0
3
1
,
4
8
0
 

計
 

6
,
9
2
7
,
8
8
4
 

9
6
,
9
7
8
 

6
,
8
3
0
,
9
0
6
 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
業業

務務
量量

  

（
単

位
：
kW
h
，

％
）

 

区
 

 
 

 
分

 
目

標
供

給
電

力
量

 
発

生
電

力
量

 
供

給
電

力
量

 
達

 
成

 
率

 

令
和

７
年

1
0
月

 
1
日

か
ら

 

令
和

８
年

３
月

3
1
日

ま
で

 
1
2
,
1
2
5
,
0
0
0
 

6
,
9
2
7
,
8
8
4
 

6
,
8
3
0
,
9
0
6
 

5
6
.
3
 

 

((
22
))
  
経経

理理
のの

状状
況況

  

(
ｲ
)
 

経
理

の
概

要
 

令
和

７
年

度
下

半
期

に
お

け
る

合
計

残
高

試
算

表
は

「
別

表
１

」
、

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

は
「

別

表
２

」
の

と
お

り
で

す
。

 

 

((
33
))
  
予予

算算
のの

概概
要要

  

令
和

８
年

度
福

岡
県

電
気

事
業

会
計

の
予

算
の

概
要

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出

第
１
款
　
電
気
事
業
収
益

第
１
款
　
電
気
事
業
費

　
第
１
項
　
営
業
収
益

　
第
１
項
　
営
業
費
用

　
第
２
項
　
財
務
収
益

　
第
２
項
　
財
務
費
用

　
第
３
項
　
事
業
外
収
益

　
第
３
項
　
事
業
外
費
用

　
第
４
項
　
予
備
費

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出

第
１
款
　
資
本
的
収
入

第
１
款
　
資
本
的
支
出

　
第
１
項
　
建
設
改
良
費

　
第
２
項
　
投
資

　
第
３
項
　
予
備
費

「「
別別
表表
１１
」」

（
単
位
：
円
）

未
払

費
用

未
払

金

2
2
5
,
2
5
7
,
0
0
0
 

 
4
5
,
0
0
3
,
4
8
2
 

仮
払

消
費

税
4
5
,
0
0
3
,
4
8
2
 

 
 

  
9
,
7
8
7
,
0
0
0
 

1
1
,
4
6
7
,
9
2
0
 

2
6
,
2
0
1
,
5
6
7
 

賞
与

引
当

金

 

5
0
,
7
1
8
,
5
9
6
 

7
2
,
3
8
0
,
3
4
2
 

5
2
,
3
7
2
,
8
4
0
 

2
2
,
2
0
0
,
0
0
0
 

1
1
6
,
0
1
7
,
2
6
1
 

1
2
7
,
4
8
5
,
1
8
1
 

 

8
,
8
5
2
,
7
3
2
 

2
2
5
,
2
5
7
,
0
0
0
 

特
別

修
繕

引
当

金

1
8
,
6
3
9
,
7
3
2
 

2
2
,
2
0
0
,
0
0
0
 

1
,
6
5
4
,
2
4
4
 

大
規

模
点

検
引

当
金

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

科
　
　
　
　
　
目

水
力

発
電

設
備

減
価

償
却

累
計

額

1
5
5
,
8
2
8
 

千
円

千
円

2
0
,
9
5
2

貯
蔵

品

  
 

 

諸
未

収
入

金

千
円

1
3
,
6
6
0
,
5
0
0
 

前
払

金

9
8
,
5
8
1
,
9
0
9
 

千
円

借
　
　
　
　
　
方

5
,
6
2
6
,
5
3
8
,
2
2
3
 

 
5
,
6
9
7
,
1
7
5
,
1
4
5
 

2
8
6
,
0
0
5

（
令
和
８
年
３
月
3
1
日
現
在
）

千
円

 
1
5
5
,
8
2
8
 

 

 

5
6
2
,
8
3
9
,
6
1
3
 

営
業

未
収

入
金

1
3
,
6
6
0
,
5
0
0
 

 

1
4
6
,
2
6
9
,
1
7
9
 

1
,
9
2
6
,
2
4
7
 

1
7
,
5
4
3
,
4
8
2
 

3
,
7
4
6
,
3
2
7
,
0
3
2
 

1
7
8
,
1
4
3
,
5
3
5
 

3
,
7
2
8
,
4
5
3
,
2
4
2
 

2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

他
会

計
貸

付
金

2
,
3
7
8
,
1
3
9
 

減
価

償
却

累
計

額

 
2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

退
職

給
付

引
当

金

 

4
5
,
9
2
4
,
5
5
0
 

2
,
3
1
8
,
8
6
8
,
5
7
4
 

6
0
8
,
7
6
4
,
1
6
3
 

6
,
0
4
7
,
3
2
1
,
8
1
6
 

2
3
,
1
9
4
,
8
4
5
 

 

現
金

預
金

 

 

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

業
務

設
備

残
　
　
　
高

 

3
1
,
8
7
4
,
3
5
6
 

 

 

2
,
3
7
8
,
1
3
9
 

残
　
　
　
高

投
資

有
価

証
券

7
0
,
6
3
6
,
9
2
2
 

1
,
9
2
6
,
2
4
7
  

3
,
7
0
1
,
5
0
5
,
5
2
4
 

合
　
　
　
計

千
円

6
8
8
,
8
1
7

千
円

1
0
,
9
7
6

千
円

合
　
　
　
計

1
8
1
,
0
0
5

1
0
0
,
0
0
0

千
円

合合
　　
計計
　　
残残
　　
高高
　　
試試
　　
算算
　　
表表

千
円

5
,
6
5
1
,
3
6
3
 

千
円

5
,
0
0
0

貸
　
　
　
　
　
方

 

5
,
0
0
0

 
 

千
円

6
3
7
,
3
3
1

6
1
1
,
3
6
9

1
0

建
設

仮
勘

定

0

4
4
,
8
2
1
,
5
0
8
 

5
2
5
千
円

7
0
0
,
3
1
8

千
円

-
 
2
9
 
-
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和
８

年
６

月
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金
曜

日
第
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号

5
3
,
4
3
6
,
8
0
4
 

仮
受

消
費

税
5
3
,
4
3
6
,
8
0
4
 

5
8
,
6
0
8
,
9
4
2
 

5
8
,
6
0
8
,
9
4
2
 

長
期

前
受

金

そ
の

他
の

資
本

剰
余

金
5
6
,
6
1
8
,
5
6
5
 

5
6
,
6
1
8
,
5
6
5
 

3
2
,
5
5
7
,
1
0
6
 

4
5
1
,
1
9
1
,
5
0
6
 

3
3
,
9
4
6
,
2
1
1
 

3
3
,
3
2
1
,
8
4
2
 

6
2
4
,
3
6
9
 

5
0
,
2
0
2
,
4
7
3
 

5
0
,
2
0
2
,
4
7
3
 

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

1
3
 

預
り

金

修
繕

引
当

金
1
9
,
5
7
6
,
2
8
8
 

4
,
6
7
6
,
0
0
0
 

9
,
3
6
4
,
1
5
2
 

2
,
8
0
3
,
0
0
0
 

2
4
,
2
5
2
,
2
8
8
 

1
3
,
8
8
3
,
4
8
2
,
1
2
8

5
,
5
2
0
,
5
1
6
 

1
1
,
2
2
3
,
2
7
4
 

2
7
0
,
1
8
2
 

1
3
,
0
6
1
,
0
0
0
 

計

未
処

分
利

益
剰

余
金

建
設

改
良

積
立

金

3
6
3
,
6
9
9
 

雑
損

失

3
4
,
6
1
0
,
2
8
9
 

受
託

運
転

益

5
5
,
1
5
6
,
2
9
0
 

4
2
9
,
9
5
3
,
5
7
0
 

長
期

前
受

金
戻

入

5
6
,
3
8
3
,
8
1
3
 

5
,
5
2
0
,
5
1
6
 

5
4
,
6
1
1
,
2
0
1
 

8
,
6
8
3
,
5
4
8
,
7
4
9

3
5
,
9
2
8
 

国
庫

補
助

金

4
8
5
,
8
0
1
,
7
9
5
 

営
業

雑
収

益

1
3
,
8
8
3
,
4
8
2
,
1
2
8

8
,
6
8
3
,
5
4
8
,
7
4
9

5
4
5
,
0
8
9
 

2
2
,
1
6
3
 

9
,
7
2
7
,
8
5
1
 

1
1
,
2
2
3
,
2
8
7
 

5
6
,
3
8
3
,
8
1
3
 

6
8
0
,
9
0
8
,
0
3
6
 

2
,
8
0
3
,
0
0
0
 

4
5
,
6
1
8
,
1
0
6
 

一
般

管
理

費

水
力

発
電

費

雑
収

益

2
7
0
,
1
8
2
 

受
取

利
息

4
2
9
,
9
3
1
,
4
0
7
 

3
,
2
5
3
,
5
0
8
,
6
5
4
 

3
,
2
5
3
,
5
0
8
,
6
5
4
 

資
本

金

電
力

料

6
8
0
,
9
0
8
,
0
3
6
 

3
5
,
9
2
8
 

1
,
8
2
3
,
0
0
0
 

法
定

福
利

費
引

当
金

3
,
7
6
4
,
6
2
5
 

1
,
9
4
1
,
6
2
5
 

特
別

利
益

7
0
2
,
5
4
7
 

7
0
2
,
5
4
7
 

-
 
3
0
 
-
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月
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金
曜
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号

「「
別別
表表
２２
」」

キキ
ャャ
ッッ
シシ
ュュ
・・
フフ
ロロ
ーー
計計
算算
書書

（
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

当
年

度
純

利
益

1
8
,
0
4
8
,
6
4
3
 

減
価

償
却

費
1
1
1
,
3
2
0
,
2
4
1
 

退
職

給
付

引
当

金
の

増
加

額
1
3
9
,
8
2
6
 

特
別

修
繕

引
当

金
の

増
加

額
2
9
,
9
6
7
,
0
0
0
 

賞
与

引
当

金
の

減
少

額
△

9
3
4
,
2
6
8
 

大
規

模
点

検
引

当
金

の
増

加
額

3
,
7
0
0
,
0
0
0
 

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

加
額

1
1
8
,
6
2
5
 

修
繕

引
当

金
の

減
少

額
△

4
,
6
7
6
,
0
0
0
 

長
期

前
受

金
戻

入
額

△
2
7
0
,
1
8
2
 

固
定

資
産

除
却

損
3
,
1
6
0
,
4
8
7
 

受
取

利
息

△
9
,
3
6
4
,
1
5
2
 

未
収

入
金

の
減

少
額

6
,
0
8
9
,
7
6
7
 

未
払

金
の

減
少

額
△

1
,
8
4
3
,
2
2
9
 

未
払

費
用

の
減

少
額

△
1
9
,
1
4
7
,
4
0
2
 

預
り

金
の

減
少

額
△

1
3
7
,
3
7
9
 

小
計

1
3
6
,
1
7
1
,
9
7
7
 

利
息

の
受

取
額

2
,
2
3
1
,
8
2
5
 

投
資

有
価

証
券

の
取

得
に

よ
る

支
出

△
1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

△
1
5
9
,
9
6
7
,
0
2
6
 

2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

他
会

計
貸

付
金

の
返

済
に

よ
る

収
入

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

資
金

期
末

残
高

2
,
3
1
8
,
8
6
8
,
5
7
4
 

資
金

減
少

額
2
1
,
5
6
3
,
2
2
4
 

資
金

期
首

残
高

2
,
3
4
0
,
4
3
1
,
7
9
8
 

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

△
2
9
9
,
9
6
7
,
0
2
6
 

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

1
3
8
,
4
0
3
,
8
0
2
 

-
 
3
1
 
-
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６

月
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第
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号

-
 
3
2 
- 

ⅡⅡ
  

工工
業業

用用
水水

道道
事事

業業
会会

計計
  

((
11
))
  
事事

業業
のの

概概
況況

  

本
県

の
工
業

用
水

道
事

業
は

、
苅

田
、
大

牟
田
、
鞍

手
・
宮

田
及

び
田

川
の

四
事

業
で
、
令

和
７

年
度

下
半

期

に
お

け
る
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

す
。
 

 

①
 

苅
田
工

業
用

水
道

事
業
 

(
ｲ)

 
施

設
の
概

要
 

こ
の
事

業
は

、
行

橋
市

を
貫

流
す

る
二

級
河

川
今

川
下

流
に

取
水

堰
を

設
け

て
、
最
大
取
水
量
１
日
当
た
り

90
,0
00

㎥
を

取
水

し
、

そ
の

う
ち

１
日

当
た

り
15
,0
00

㎥
を

渇
水

時
に

備
え

て
殿

川
ダ

ム
（

有
効

貯
水

量

1,
15
0,
00
0㎥

）
に
貯
水
し
、
残
り
の
１
日
当
た
り
75
,0
00
㎥
を
苅
田
町
内
の
企
業
に
対
し
て
工
業
用
水
を
供
給

す
る
も
の
で
、
Ｕ
Ｂ
Ｅ
三
菱
セ
メ
ン
ト
㈱
九
州
工
場
苅
田
第
二
地
区
ほ
か
22
社

に
対

し
、

１
日

当
た

り
4
8,

1
3
0

㎥
の

供
給
を

行
い

ま
し

た
。
 

(
ﾛ)

 
給

水
の
概

要
 

令
和

７
年
度

下
半
期
に

お
け

る
給

水
の

実
績

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
給給

水水
実実

績績
表表

  

給
水

能
力
 7

5,
0
00

㎥
/
日
（

単
位

：
㎥

）
 

月
 

別
 

基
本
使
用
水
量
 

超
過
使
用
水
量
 

合
 

 
 

 
 

計
 

1
0
 

1
,
5
4
0
,
1
6
0
 

2
,
3
0
7
 

1
,
5
4
2
,
4
6
7
 

1
1
 

1
,
3
9
5
,
7
7
0
 

1
,
3
8
2
 

1
,
3
9
7
,
1
5
2
 

1
2
 

1
,
4
4
3
,
9
0
0
 

8
8
7
 

1
,
4
4
4
,
7
8
7
 

１
 

1
,
5
4
0
,
1
6
0
 

9
1
1
 

1
,
5
4
1
,
0
7
1
 

２
 

1
,
4
4
3
,
9
0
0
 

1
,
0
4
6
 

1
,
4
4
4
,
9
4
6
 

３
 

1
,
3
4
7
,
6
4
0
 

2
6
4
 

1
,
3
4
7
,
9
0
4
 

計
 

8
,
7
1
1
,
5
3
0
 

6
,
7
9
7
 

8
,
7
1
8
,
3
2
7
 

 ②
 

大
牟
田

工
業

用
水

道
事

業
 

(
ｲ)

 
施

設
の
概

要
 

こ
の
事
業
は
、
有
明
・
大
牟
田
地
区
新
産
業
都
市
建
設
促
進
の
た
め
の
基
盤
事
業
の
一
環
と
し
て
計
画
さ
れ

た
も
の
で
、
熊
本
県
を
流
れ
る
一
級
河
川
菊
池
川
下
流
白
石
地
点
か
ら
１
日
当
た
り
80
,0
00
㎥

を
取
水
し
、
大

牟
田
地
区
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
、
三
井
化
学
㈱
大
牟
田
工
場
ほ
か
17
社
に
対
し
､１

日
当
た
り

73
,1
60
㎥

の
供
給
を
行

い
ま

し
た

。
 

(
ﾛ)

 
給

水
の
概

要
 

令
和

７
年
度

下
半
期
に

お
け

る
給

水
の

実
績

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
給給

水水
実実

績績
表表

  
給

水
能

力
 7

4,
4
00

㎥
/
日
（

単
位

：
㎥

）
 

月
 

別
 

基
本
使
用
水
量
 

超
過
使
用
水
量
 

合
 

 
 

 
 

計
 

1
0
 

2
,
3
4
1
,
1
2
0
 

0
 

2
,
3
4
1
,
1
2
0
 

1
1
 

2
,
1
2
1
,
6
4
0
 

0
 

2
,
1
2
1
,
6
4
0
 

1
2
 

2
,
1
9
4
,
8
0
0
 

0
 

2
,
1
9
4
,
8
0
0
 

１
 

2
,
3
4
1
,
1
2
0
 

0
 

2
,
3
4
1
,
1
2
0
 

２
 

2
,
1
9
4
,
8
0
0
 

0
 

2
,
1
9
4
,
8
0
0
 

３
 

2
,
0
4
8
,
4
8
0
 

0
 

2
,
0
4
8
,
4
8
0
 

計
 

1
3
,
2
4
1
,
9
6
0
 

0
 

1
3
,
2
4
1
,
9
6
0
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③
 

鞍
手
・

宮
田

工
業

用
水

道
事

業
 

(
ｲ)

 
施

設
の
概

要
 

こ
の

事
業

は
、

地
域

振
興

整
備

公
団

か
ら

鞍
手

工
業

用
水

道
及

び
宮

田
工

業
用

水
道

の
施

設
の

譲
渡

を
受

け
、
平
成

15
年
４

月
か

ら
事

業
開

始
し

た
も

の
で

、
鞍
手

町
に
所

在
す

る
木

月
池

及
び

浮
州

池
並

び
に

宮
若

市

の
犬

鳴
ダ

ム
を

水
源
と
し
て
、
中
間
市
、
宮
若
市
、
遠
賀
町
、
鞍
手
町
に
立
地
す
る
企
業
に
対
し
、
１
日
当
た

り
30
,3
50

ｍ
3
の

工
業

用
水

を
供

給
す

る
も

の
で

、
ト

ヨ
タ

自
動

車
九

州
㈱

ほ
か

12
社

に
対

し
、

１
日

当
た

り

10
,1
60
ｍ

3 の
供
給
を
行
い
ま
し
た
。
 

(
ﾛ)

 
給

水
の
概

要
 

令
和

７
年
度

下
半
期
に

お
け

る
給

水
の

実
績

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
給給

水水
実実

績績
表表

  
給

水
能

力
 3

0,
3
50

㎥
/
日
（

単
位

：
㎥

）
 

月
 

別
 

基
本
使
用
水
量
 

超
過
使
用
水
量
 

合
 

 
 

 
 

計
 

1
0
 

3
2
5
,
1
2
0
 

2
5
 

3
2
5
,
1
4
5
 

1
1
 

2
9
4
,
6
4
0
 

1
6
 

2
9
4
,
6
5
6
 

1
2
 

3
0
4
,
8
0
0
 

1
3
 

3
0
4
,
8
1
3
 

１
 

3
2
5
,
1
2
0
 

1
4
3
 

3
2
5
,
2
6
3
 

２
 

3
0
4
,
8
0
0
 

1
9
 

3
0
4
,
8
1
9
 

３
 

2
8
4
,
4
8
0
 

5
5
0
 

2
8
5
,
0
3
0
 

計
 

1
,
8
3
8
,
9
6
0
 

7
6
6
 

1
,
8
3
9
,
7
2
6
 

 

④
 

田
川
工

業
用

水
道

事
業
 

(
ｲ)

 
施

設
の
概

要
 

こ
の

事
業
は

、
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
か

ら
田

川
工

業
用

水
道

の
施

設
の

譲
渡

を
受

け
、

平
成

26
年
４

月
か

ら
事

業
開

始
し

た
も

の
で

、
陣

屋
ダ

ム
を

水
源
と
し
て
、
田
川
市
、
川
崎
町
に
立
地
す
る
企

業
に
対
し
、
１
日
当
た
り
10
,0
00
ｍ

3 の
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
、
三
好
食
品
工
業
㈱
ほ
か
13
社
に
対
し
、

１
日
当
た
り
7,
37
0ｍ

3 の
供
給
を
行
い

ま
し
た
。

 

(
ﾛ)

 
給

水
の
概

要
 

令
和

７
年
度

下
半
期
に

お
け

る
給

水
の

実
績

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

令令
和和

７７
年年

度度
  

下下
半半

期期
給給

水水
実実

績績
表表

  
給

水
能

力
 1

0,
0
00

㎥
/
日
（

単
位

：
㎥

）
 

月
 

別
 

基
本
使
用
水
量
 

超
過
使
用
水
量
 

合
 

 
 

 
 

計
 

1
0
 

2
3
5
,
8
4
0
 

1
2
,
4
0
2
 

2
4
8
,
2
4
2
 

1
1
 

2
1
3
,
7
3
0
 

1
6
,
1
0
2
 

2
2
9
,
8
3
2
 

1
2
 

2
2
1
,
1
0
0
 

1
3
,
5
5
7
 

2
3
4
,
6
5
7
 

１
 

2
3
5
,
8
4
0
 

5
,
8
9
9
 

2
4
1
,
7
3
9
 

２
 

2
2
1
,
1
0
0
 

3
,
9
2
6
 

2
2
5
,
0
2
6
 

３
 

2
0
6
,
3
6
0
 

3
,
5
1
2
 

2
0
9
,
8
7
2
 

計
 

1
,
3
3
3
,
9
7
0
 

5
5
,
3
9
8
 

1
,
3
8
9
,
3
6
8
 

 

((
22
))
  
経経

理理
のの

状状
況況

  

(
ｲ)

 
経

理
の
概

要
 

令
和

７
年
度

下
半

期
に

お
け

る
合

計
残

高
試

算
表

は
「
別

表
１
」
、
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
計
算

書
は
「

別

表
２

」
の
と

お
り

で
す

。
 

(
ﾛ)

 
企

業
債
 

企
業

債
の
現

在
高

は
、
3
,3
6
6,
2
88
,
85
0
円

で
す

。
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和
８
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６

月
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金
曜

日
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号

　　
((
33
))
  
予予

算算
のの

概概
要要

　
　

　
 
令

和
８

年
度

福
岡

県
工

業
用

水
道

事
業

会
計

の
予

算
の

概
要

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

収
　

　
　

　
　

入
支

　
　

　
　

　
出

第
１

款
　

工
業

用
水

道
事

業
収

益
第

１
款

　
工

業
用

水
道

事
業

費

　
第

１
項

　
営

業
収

益
　

第
１

項
　

営
業

費
用

　
第

２
項

　
営

業
外

収
益

　
第

２
項

　
営

業
外

費
用

　
第

３
項

　
予

備
費

　
　

　

収
　

　
　

　
　

入
支

　
　

　
　

　
出

第
１

款
　

資
本

的
収

入
第

１
款

　
資

本
的

支
出

　
第

１
項

　
負

担
金

　
第

１
項

　
建

設
改

良
費

　
第

２
項

　
企

業
債

償
還

金

　
第

３
項

　
予

備
費

「「
別別

表表
１１

」」

（
単

位
：

円
）

前
払

費
用

1
,
7
9
4
,
7
2
3

3
7
1
,
8
9
8
,
8
9
4

前
払

金
2
7
8
,
6
0
5
,
8
9
4

1
7
,
2
1
1
,
9
5
7

3
,
7
7
8
,
1
5
1

1
7
,
2
1
1
,
9
5
7

1
,
7
9
4
,
7
2
3

3
9
,
1
9
4

4
6
,
3
9
0
,
7
1
4

1
0
,
4
6
8
,
4
3
6

1
2
,
8
1
3
,
8
6
3
,
5
0
9

1
,
1
4
5
,
5
5
4

構
築

物
減

価
償

却
累

計
額

2
,
0
9
7
,
5
1
5
,
3
1
0

1
5
3
,
9
2
0
,
1
6
2

6
,
7
7
1
,
6
0
3
,
1
5
0

3
,
9
8
2
,
1
1
9
,
9
0
2

3
,
7
7
8
,
1
5
1

5
,
3
6
2
,
0
3
4
,
5
2
9

6
,
7
9
0
,
6
3
6
,
3
6
3

2
,
9
7
7
,
0
6
2

2
,
0
1
8
,
6
1
7
,
6
7
4

1
0
,
0
5
0
,
3
1
7

機
械

装
置

減
価

償
却

累
計

額

3
,
3
1
8
,
7
5
9
,
1
3
9

2
7
2
,
2
8
6
,
8
6
8

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

工
具

器
具

備
品

減
価

償
却

累
計

額

車
両

運
搬

具
減

価
償

却
累

計
額

8
7
7
,
8
2
4
,
5
9
6

共
有

設
備

1
4
7
,
6
9
3
,
5
2
0

5
,
0
3
5
,
2
3
1
,
0
3
8

5
6
,
9
5
1
,
5
0
0

2
,
0
6
6
,
8
1
6
,
6
8
1

5
8
,
9
5
1
,
5
0
0

5
5
,
8
9
1
,
2
6
3

9
3
,
2
9
3
,
0
0
0

ダ
ム

使
用

権

1
4
,
5
9
0
,
9
8
7
,
6
6
4

地
上

権

1
0
,
7
9
5
,
0
6
6
,
4
3
9

5
1
,
5
0
0

施
設

利
用

権

5
8
7
,
5
1
4

そ
の

他
の

投
資

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

2
,
4
3
7
,
9
8
2

2
,
0
8
7
,
7
6
2

3
5
0
,
2
2
0

千
円

1
1
,
1
7
2
,
2
0
2
,
1
6
3

3
,
2
0
5
,
5
4
8

5
8
7
,
5
1
4

2
,
0
5
9
,
9
9
4

千
円

3
,
9
7
1
,
6
5
1
,
4
6
6

残
　

　
　

高

千
円

2
,
3
9
6
,
1
9
9

建
設

仮
勘

定

6
6
3
,
0
0
3

1
4
7
,
9
8
6

共
有

設
備

減
価

償
却

累
計

額

千
円

1
0
,
0
5
0
,
3
1
7

機
械

及
び

装
置

9
5
,
8
5
0

5
,
3
5
3
,
0
8
5
,
9
9
6

千
円

6
0
5
,
5
3
7
,
7
2
8

千
円

千
円

2
0
,
7
6
7
,
7
5
2

千
円

1
9
,
0
3
3
,
2
1
3

（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）

8
,
9
4
8
,
5
3
3

7
8
,
8
9
7
,
6
3
6

千
円

2
,
9
7
7
,
0
6
2

9
,
5
0
0
,
5
4
9

2
,
0
0
0
,
0
0
0

9
,
5
5
5
,
7
5
6
,
6
2
6

3
9
,
1
9
4

3
7
7
,
1
3
5
,
7
2
4

営
業

外
未

収
入

金

営
業

未
収

入
金

現
金

預
金

1
,
9
1
9
,
1
2
3
,
1
6
1

建
物

4
7
2
,
1
6
0
,
0
2
9

2
6
7
,
2
9
6
,
5
6
8

1
2
,
8
3
4
,
6
3
1
,
2
6
1

構
築

物

建
物

減
価

償
却

累
計

額
2
9
9
,
2
7
5

工
具

器
具

及
び

備
品

土
地

1
,
0
0
0
千

円

2
,
2
8
0
,
3
4
9

借
　

　
　

　
　

方

2
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

貸
　

　
　

　
　

方

千
円

千
円

合合
　　

計計
　　

残残
　　

高高
　　

試試
　　

算算
　　

表表

（
令

和
８

年
３

月
3
1
日

現
在

）

5
0
5
,
0
1
7

科
　

　
　

　
　

目
合

　
　

　
計

千
円

5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

投
資

有
価

証
券

2
0
0
,
1
8
4
,
7
9
7

3
,
4
7
2
,
6
7
9
,
3
0
1

5
1
,
5
0
0

車
両

運
搬

具

電
話

加
入

権

残
　

　
　

高

4
7
1
,
4
3
6
,
1
9
5

1
9
9
,
8
8
5
,
5
2
2

2
6
7
,
2
9
6
,
5
6
8

合
　

　
　

計

7
2
3
,
8
3
4

-
 
3
4
 
-
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貯
蔵

品
3
9
8
,
0
0
0

2
5
,
0
1
0
,
1
2
5

3
1
7
,
3
9
5
,
8
2
4

4
1
4
,
7
4
5
,
8
2
5

1
4
7
,
9
8
5
,
4
6
7

2
4
,
6
1
2
,
1
2
5

修
繕

引
当

金
（

固
定

負
債

）
7
5
,
0
8
4
,
2
2
6

3
,
2
1
8
,
3
0
3
,
3
8
3

1
3
4
,
5
5
2
,
0
4
5

2
9
0
,
0
7
2
,
9
8
7

2
9
0
,
0
7
2
,
9
8
7

2
3
6
,
0
9
1
,
3
5
3

2
3
,
1
5
4
,
4
2
4

2
,
1
5
3
,
5
1
4
,
1
1
4

給
水

収
益

企
業

債
（

固
定

負
債

）

賞
与

引
当

金

1
4
7
,
9
8
5
,
4
6
7

2
5
4
,
9
7
6
,
7
1
4

2
1
2
,
1
1
2
,
7
9
9

仮
払

消
費

税
1
3
4
,
5
5
2
,
0
4
5

1
,
8
4
4
,
3
2
9

未
払

金

1
1
2
,
2
5
0
,
6
0
5

3
,
3
6
6
,
2
8
8
,
8
5
0

7
5
,
0
8
4
,
2
2
6

5
,
2
1
9
,
8
5
5

1
2
4
,
9
8
3
,
0
0
4

1
3
,
0
5
8
,
0
0
0

7
5
,
0
8
4
,
2
2
6

企
業

債
（

流
動

負
債

）

2
8
,
0
7
6
,
8
4
9

3
0
8
,
2
8
4
,
7
4
2

1
6
9
,
4
1
0
,
3
5
7

1
2
,
7
3
2
,
3
9
9

1
3
2
,
0
7
4
,
4
8
0

1
0
3
,
6
2
2
,
0
0
0

2
,
5
3
6
,
0
0
0

8
,
0
5
4
,
5
5
7
,
4
4
3

国
庫

補
助

金

8
,
0
6
7
,
8
0
5
,
2
9
4

1
9
,
2
1
0
,
1
1
6

資
本

金

5
9
0
,
8
1
3
,
5
9
4

受
贈

財
産

評
価

額

6
6
,
1
1
7
,
3
5
6
,
7
6
7

1
,
7
1
9
,
7
2
2
,
3
4
4

5
0
,
5
8
0
,
7
1
6
,
4
0
2

計

雑
収

益

5
0
,
5
8
0
,
7
1
6
,
4
0
2

6
6
,
1
1
7
,
3
5
6
,
7
6
7

雑
支

出

4
9
4
,
6
2
9
,
1
4
7

5
,
3
4
3
,
5
3
5

7
,
5
1
3
,
9
8
8

前
受

金

1
6
,
3
7
1
,
8
8
2
,
2
8
9

1
5
5
,
7
0
4
,
2
3
4

7
,
5
1
3
,
9
8
8

1
9
5
,
7
4
0

1
0
2
,
2
8
3

1
,
7
1
9
,
5
2
6
,
6
0
4

業
務

費

5
,
3
4
3
,
5
3
5

1
5
5
,
6
0
1
,
9
5
1

支
払

利
息

一
般

管
理

費

2
4
,
0
5
1
,
5
4
7

1
0
3
,
6
2
2
,
0
0
0

1
,
6
5
8
,
9
0
2
,
0
0
5

1
5
,
0
1
8
,
8
4
9

1
3
,
8
0
9
,
6
8
5
,
4
9
8

1
,
6
1
1
,
6
7
1
,
6
9
0

2
3
9
,
6
5
2
,
4
3
3

1
3
,
2
4
7
,
8
5
1

1
5
0
,
6
5
1
,
4
2
7

2
,
6
8
3
,
8
5
5

2
7
,
7
6
8
,
4
9
7

退
職

給
付

引
当

金

1
6
,
3
5
2
,
6
7
2
,
1
7
3

法
定

福
利

費
引

当
金

長
期

前
受

金

仮
受

消
費

税

1
0
0
,
8
4
3
,
5
5
0

1
,
9
1
7
,
4
2
2
,
7
6
1

1
4
,
8
3
2
,
0
6
9

2
9
,
1
0
5
,
5
3
8

3
6
4
,
3
8
7
,
0
0
9

1
5
0
,
6
5
1
,
4
2
7

1
0
0
,
8
4
3
,
5
5
0

1
3
,
8
0
9
,
6
8
5
,
4
9
8

7
2
3
,
0
3
0
,
5
6
7

2
1
2
,
1
1
2
,
7
9
9

1
3
3
,
9
1
8
,
8
0
9

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

修
繕

引
当

金
（

流
動

負
債

）
1
0
2
,
8
5
2
,
7
2
3

未
払

費
用

減
債

積
立

金

未
処

分
利

益
剰

余
金

6
9
4
,
4
3
5
,
5
9
4

4
6
8
,
0
0
9
,
0
0
9

建
設

改
良

積
立

金

受
取

利
息

2
9
,
1
0
5
,
5
3
8

1
4
,
8
3
2
,
0
6
9

営
業

雑
収

益

4
7
,
2
3
0
,
3
1
5

長
期

前
受

金
戻

入

8
9
7
,
1
2
3

1
8
,
3
2
3
,
3
6
7

そ
の

他
預

り
金

1
9
,
3
1
3
,
1
3
7

9
8
9
,
7
7
0

3
,
4
0
0

過
年

度
損

益
修

正
益

3
,
4
0
0

-
 
3
5
 
-
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1
6
9
,
4
1
0
,
3
5
7
 

雑
支

出
3
,
8
4
3
,
9
0
0
 

前
払

費
用

の
減

少
額

1
,
7
9
4
,
7
2
3
 

4
3
0
,
6
4
8
,
5
7
9
 

資
金

期
首

残
高

5
,
4
6
5
,
8
7
9
,
6
1
7
 

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出
△

３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

資
金

期
末

残
高

5
,
0
3
5
,
2
3
1
,
0
3
8
 

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

△
1
6
9
,
4
1
0
,
3
5
7
 

資
金

減
少

額

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

△
1
,
0
5
3
,
5
7
6
,
1
2
9
 

投
資

有
価

証
券

の
取

得
に

よ
る

支
出

△
5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
 

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

7
9
2
,
3
3
7
,
9
0
7
 

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

利
息

の
受

取
額

5
,
4
8
9
,
1
7
8
 

利
息

の
支

払
額

△
7
,
5
1
3
,
9
8
8
 

小
計

7
9
4
,
3
6
2
,
7
1
7
 

そ
の

他
預

り
金

の
減

少
額

△
1
,
4
1
0
,
3
2
0
 

△
2
5
4
,
9
7
6
,
7
1
4
 

貯
蔵

品
の

増
加

額
△

2
,
6
2
5
,
0
0
0
 

前
受

金
の

減
少

額

未
払

金
の

増
加

額
1
3
2
,
3
2
1
,
4
2
5
 

未
払

費
用

の
減

少
額

△
9
4
,
4
6
9
,
3
5
9
 

未
収

入
金

の
増

加
額

△
3
7
0
,
4
1
6
 

支
払

利
息

7
,
5
1
3
,
9
8
8
 

受
取

利
息

△
2
3
,
1
5
4
,
4
2
4
 

固
定

資
産

除
却

費
8
0
,
9
3
1
,
0
8
1
 

雑
収

益
△

3
9
,
8
4
1
 

長
期

前
受

金
戻

入
額

△
2
9
0
,
0
7
2
,
9
8
7
 

賞
与

引
当

金
の

増
加

額
1
,
9
6
0
,
8
4
9
 

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

加
額

1
4
7
,
8
5
5
 

減
価

償
却

費
8
4
4
,
8
6
5
,
7
8
4
 

退
職

給
付

引
当

金
の

増
加

額
1
,
5
0
0
,
4
7
2
 

キキ
ャャ
ッッ
シシ
ュュ
・・
フフ
ロロ
ーー
計計
算算
書書

（
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

当
年

度
純

利
益

3
8
6
,
6
0
1
,
7
0
1
 

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

△
5
5
6
,
3
9
3
,
2
0
2
 

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

2
,
8
1
7
,
0
7
3
 

-
 
3
6
 
-
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 ⅢⅢ
  

工工
業業

用用
地地

造造
成成

事事
業業

会会
計計

  

((
11
))
  
事事

業業
のの

概概
況況

  

本
県

の
工

業
用

地
造

成
事

業
は

、
従

来
臨

海
部

の
み

で
あ

っ
た

も
の

を
、

平
成

４
年

度
か

ら
内

陸
部

に
お

い

て
も

実
施
し

て
い

ま
す

。
 

現
在

ま
で

に
、

臨
海

部
に

つ
い

て
は

、
小

波
瀬

地
区

臨
海

工
業

用
地

造
成

事
業

、
白

石
地

区
臨

海
工

業
用

地

造
成

事
業

及
び

２
号

地
地

区
臨

海
工

業
用

地
造

成
事

業
（

い
ず

れ
も

京
都

郡
苅

田
町

）
の

３
事

業
を

、
内

陸
部

に
つ

い
て

は
、

豊
前

東
部

工
業

用
地

造
成

事
業

（
豊

前
市

）
、

前
原

Ｉ
Ｃ

南
地

区
工

業
用

地
造

成
事

業
（

糸
島

市
）

、
磯

光
地

区
工

業
用

地
造

成
事

業
（

宮
若

市
）

及
び

久
留

米
・

う
き

は
工

業
用

地
造

成
事

業
（

久
留

米
市

及
び

う
き

は
市

）
の

４
事

業
を

実
施

し
て

き
ま

し
た

。
現

在
、

宮
若

北
部

工
業

用
地

造
成

事
業

（
宮

若
市

）
、

直
方

・
鞍

手
工

業
用

地
造

成
事

業
（

直
方

市
及

び
鞍

手
郡

鞍
手

町
）

及
び

う
き

は
西

部
工

業
用

地
造

成
事

業

（
う

き
は
市

）
を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

そ
れ

ぞ
れ
の

事
業

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

す
。

 

①
 
小

波
瀬

地
区

臨
海

工
業

用
地

造
成

事
業
 

昭
和

51
年

度
に

完
成

し
た

埋
立

面
積

約
20
2
.6
h
a
の

う
ち

、
道

路
・

そ
の

他
の

公
共

用
地

を
除

く
約

18
2.
7
ha

を
、

日
産
自

動
車

㈱
外
2
0社

に
全

て
売

却
し

て
い

ま
す
｡ 

②
 
白

石
地

区
臨

海
工

業
用

地
造

成
事

業
 

小
波

瀬
地

区
臨

海
工

業
用

地
の

背
後

地
約

4
7.
3
ha

を
、

小
波

瀬
地

区
と

一
体

と
し

て
開

発
整

備
し

た
も

の

で
、

道
路
・

そ
の

他
の

公
共

用
地

を
除

く
約

34
.
6h
a
を

、
日

産
自

動
車

㈱
外

４
社

等
に

全
て

売
却

し
て

い
ま

す
｡ 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

16
,
30
4
千

円
で

す
。

 

③
 
２

号
地

地
区

臨
海

工
業

用
地

造
成

事
業
 

昭
和

62
年

度
に

完
成

し
た

埋
立

面
積

約
16

6.
2
ha

の
う

ち
、

道
路

・
そ

の
他

の
公

共
用

地
を

除
く

工
業

用
地

、

公
共

埠
頭

用
地

等
約

1
31
.
0h
a
及

び
岸

壁
90
0
ｍ

を
、

日
産

自
動

車
㈱

外
19

社
及

び
福

岡
県

港
湾

管
理

者
に

全
て

売
却

し
て
い

ま
す

。
 

④
 
豊

前
東

部
工

業
用

地
造

成
事

業
 

平
成

７
年

度
に

完
成

し
た

造
成

面
積

約
23

.4
ha

の
う

ち
、

道
路

・
そ

の
他

の
公

共
用

地
を

除
く

約
18
.
9h

a

を
、

フ
レ
ゼ

ニ
ウ

ス
 

メ
デ

ィ
カ

ル
 

ケ
ア

 
ジ

ャ
パ

ン
㈱

外
６

社
に

全
て

売
却

し
て

い
ま

す
｡ 

⑤
 
前

原
Ｉ

Ｃ
南

地
区

工
業

用
地

造
成

事
業
 

前
原

Ｉ
Ｃ

の
南

側
に

お
い

て
、

約
16
.
4h
a
を

九
州

大
学

の
研

究
成

果
を

利
用

し
た

研
究

・
開

発
を

行
う

研
究

機
関

等
の

受
け

皿
と

な
る

用
地

と
し

て
開

発
整

備
し

た
も

の
で

、
平

成
23

年
９

月
に

完
成

し
た

工
業

用
地

約

7
.8
ha

の
う

ち
約

6.
7
ha

を
(
公

財
)
水

素
エ

ネ
ル

ギ
ー

製
品

研
究

試
験

セ
ン

タ
ー

外
３

社
に

売
却

し
、

約
0
.8
ha

を

(
公

財
)
福
岡

県
産

業
・

科
学

技
術

振
興

財
団

に
貸

付
し

、
約

0.
3
ha

の
分

譲
を
行

っ
て

い
ま

す
。

 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

1,
8
82

千
円

で
す
。

 

⑥
 
磯

光
地

区
工

業
用

地
造

成
事

業
 

平
成

20
年

度
に

完
成

し
た

造
成

面
積

約
2
4.

8h
a
の

う
ち

、
道

路
・

そ
の

他
の

公
共

用
地

を
除

く
約

1
8.

9h
a
を

エ
イ

リ
ン
開

発
㈱

外
５

社
に

全
て

売
却

し
て

い
ま

す
。
 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

1,
5
69

千
円

で
す
。

 

⑦
 
久

留
米

・
う

き
は

工
業

用
地

造
成

事
業
 

令
和

５
年

度
に

完
成

し
た

造
成

面
積

約
3
2.

5h
a
の

う
ち

、
道

路
・

そ
の

他
の

公
共

用
地

を
除

く
約

2
6.

5h
a
を

㈱
資

生
堂
外

６
社

に
全

て
売

却
し

て
い

ま
す

。
 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

3,
7
53

千
円

で
す
。
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⑧
 
宮

若
北

部
工

業
用

地
造

成
事

業
 

宮
若

市
に

お
い

て
、

約
2
1.
2
ha

を
内

陸
型

工
業

用
地

と
し

て
開

発
整

備
す

る
も

の
で

、
令

和
２

年
度

か
ら

事

業
を

開
始
し

て
い

ま
す

。
 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

15
1
,5
7
0千

円
で
す

。
 

⑨
 
直

方
・

鞍
手

工
業

用
地

造
成

事
業

 

直
方

市
と

鞍
手

町
に

ま
た

が
る

地
域

に
お

い
て

、
約

23
.0
ha

を
内

陸
型

工
業

用
地

と
し

て
開

発
整

備
す

る
も

の
で

、
令
和

３
年

度
か

ら
事

業
を

開
始

し
て

い
ま

す
。
 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

2,
1
68
,
59
7
千

円
で

す
。
 

 

⑩
 
う

き
は

西
部

工
業

用
地

造
成

事
業

 

う
き

は
市

に
お

い
て

、
約

33
.0
ha

を
内

陸
型

工
業

用
地

と
し

て
開

発
整

備
す

る
も

の
で

、
令

和
６

年
度

か
ら

事
業

を
開
始

し
て

い
ま

す
。
 

令
和

７
年
度

の
事

業
費

は
、

1,
6
90
,
63
8
千

円
で

す
。
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((
22
))
  
経経

理理
のの

状状
況況

 
 
 
(
ｲ
)
　

経
理

の
概

要

　
 
　

　
 
令

和
７

年
度

下
半

期
に

お
け

る
合

計
残

高
試

算
表

は
「

別
表

１
」
、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
は

「
別

 
　

　
 
表

２
」

の
と

お
り

で
す

。

 
 
 
(
ﾛ
)
　

企
業

債

 
　

 
 
　

 
企

業
債

の
現

在
高

は
、

8
,
6
4
0
,
1
0
0
,
0
0
0
円

で
す

。

  
((
33
))
  
予予

算算
のの

概概
要要

　
　

　
令

和
８

年
度

福
岡

県
工

業
用

地
造

成
事

業
会

計
の

予
算

の
概

要
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

収
　

　
　

　
　

入
支

　
　

　
　

　
出

第
１

款
　

造
成

事
業

収
益

第
１

款
　

造
成

事
業

費

　
第

１
項

　

収
　

　
　

　
　

入
支

　
　

　
　

　
出

第
１

款
　

資
本

的
収

入
第

１
款

　
資

本
的

支
出

　
第

１
項

　
　

第
１

項
　

　
第

２
項

　

「「
別別

表表
１１

」」

（
単

位
：

円
）

法
定

福
利

費
引

当
金

1
,
8
3
4
,
9
2
5

8
4
3
,
9
2
5

預
り

金
3
,
0
7
9
,
5
5
2

1
7
7
,
0
3
0

9
9
1
,
0
0
0

2
,
9
0
2
,
5
2
2

未
払

費
用

未
払

金

3
1
0
,
1
0
8

4
,
2
4
1
,
8
0
8

賞
与

引
当

金
9
,
3
4
2
,
8
0
8

5
,
1
0
1
,
0
0
0

5
,
7
7
6
,
1
7
8

5
,
4
6
6
,
0
7
0

9
8
6
,
3
6
5
,
5
1
8

3
8
,
6
7
0
,
6
9
3

2
,
0
1
6
,
5
8
1
,
5
3
2

1
,
5
4
8
,
7
0
1
,
0
0
0

8
,
6
4
0
,
1
0
0
,
0
0
0

1
,
7
1
3
,
1
7
1

2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
7
,
4
2
5
,
6
0
3

4
,
7
1
4
,
6
4
1
,
7
1
0

5
9
8
,
2
2
9

7
9
6
,
6
0
7
,
3
2
9

2
4
6
,
8
9
2
,
1
7
8

企
業

債
（

固
定

負
債

）

7
,
6
3
0

未
成

土
地

2
6
8
,
6
1
5
,
7
3
5

9
,
6
2
5
,
4
3
5
,
9
6
6

6
9
2
,
9
5
5
,
5
3
4

1
2
7
,
4
2
5
,
6
0
3

仮
払

消
費

税

7
,
6
0
8
,
8
5
4
,
4
3
4

1
0
,
0
3
7

7
9
6
,
0
0
9
,
1
0
0

3
4
,
3
6
3
,
0
9
0

2
,
4
0
7

3
5
8
,
7
0
0
,
0
0
0

4
2
4
,
3
3
9
,
7
9
9

営
業

未
収

入
金

企
業

債
（

流
動

負
債

）

現
金

預
金

そ
の

他
の

固
定

負
債

1
9
,
4
1
7
,
3
2
0

1
9
,
4
1
7
,
3
2
0

7
1
,
3
3
6
,
8
5
7

2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

7
3
,
0
5
0
,
0
2
8

1
,
5
4
8
,
7
0
1
,
0
0
0

長
期

前
受

金

営
業

外
未

収
入

金

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

千
円

合
　

　
　

計
残

　
　

　
高

（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）

千
円

2
1
,
2
9
1

千
円

貸
　

　
　

　
　

方
科

　
　

　
　

　
目

千
円

2
1
,
2
9
1

4
,
1
3
9
,
3
6
2

造
成

事
業

費

第
１

項

合合
　　

計計
　　

残残
　　

高高
　　

試試
　　

算算
　　

表表

千
円

1
,
0
2
5
,
0
3
6
,
2
1
1

8
,
6
4
0
,
1
0
0
,
0
0
0

5
,
6
2
4
,
1
7
6
,
6
9
0

千
円

他
会

計
借

入
金

（
固

定
負

債
）

未
成

土
地

収
入

工
業

用
地

造
成

事
業

収
入

7
6
4
,
9
6
2

退
職

給
付

引
当

金

3
4
,
3
6
3
,
0
9
0

2
4
6
,
8
9
2
,
1
7
8

4
0
,
3
0
0

3
5
8
,
7
0
0
,
0
0
0

前
払

金

9
0
9
,
5
3
4
,
9
8
0

3
0
,
1
5
0

3
0
,
1
5
0

5
,
0
8
1
,
4
8
8

営
業

収
益

千
円

5
,
0
8
1
,
4
8
8

営
業

費
用

千
円

企
業

債
3
,
3
7
4
,
4
0
0
千

円

（
令

和
８

年
３

月
3
1
日

現
在

）

4
0
,
3
0
0

借
　

　
　

　
　

方

完
成

土
地

合
　

　
　

計

無
形

固
定

資
産

残
　

　
　

高

-
 
3
9
 
-



42
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

2
,
3
2
9
,
1
7
2
,
8
0
2

2
,
3
2
9
,
1
7
2
,
8
0
2

資
本

金

1
1
0

仮
受

消
費

税
1
1
0

5
8
4
,
2
0
9

5
8
4
,
2
0
9

1
4
,
3
7
1
,
2
6
8
,
9
8
7

1
4
,
3
7
1
,
2
6
8
,
9
8
7

1
9
,
3
3
3
,
0
7
5
,
2
8
7

計
1
9
,
3
3
3
,
0
7
5
,
2
8
7

支
払

利
息

雑
支

出
2
2
2
,
6
9
4

2
0
,
5
1
0
,
7
4
1

2
0
,
5
1
0
,
7
4
1

一
般

管
理

費

未
処

理
欠

損
金

1
,
5
0
8
,
1
1
9
,
0
3
1

1
,
5
0
8
,
1
1
9
,
0
3
1

7
3
6
,
2
2
9
,
7
2
1

土
地

造
成

積
立

金
7
3
6
,
2
2
9
,
7
2
1

2
2
2
,
6
9
4

営
業

雑
収

益
2
1
,
2
9
1
,
0
9
0

2
1
,
2
9
1
,
0
9
0

2
,
1
8
9
,
7
2
6

2
,
1
8
9
,
7
2
6

維
持

管
理

費

1
3
,
0
7
9
,
4
0
1

雑
収

益
1
3
,
0
7
9
,
4
0
1

-
 
4
0
 
-



43
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

「「
別別
表表
２２
」」

資
金

期
首

残
高

5
,
0
1
6
,
8
6
2
,
9
2
6

長
期

前
受

金
に

よ
る

収
入

7
9
6
,
0
0
0
,
0
0
0

資
金

期
末

残
高

7
,
6
0
8
,
8
5
4
,
4
3
4

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

3
,
9
7
2
,
6
0
0
,
0
0
0

資
金

増
加

額
2
,
5
9
1
,
9
9
1
,
5
0
8

△
3
5
8
,
7
0
0
,
0
0
0

企
業

債
に

よ
る

収
入

3
,
7
7
5
,
3
0
0
,
0
0
0

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

２
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

1
,
3
8
0
,
6
0
8
,
4
9
2

△

預
り

金
の

減
少

額
△

2
,
4
9
0

前
払

金
の

減
少

額

利
息

の
支

払
額

△
5
8
4
,
2
0
9

△

未
成

土
地

の
増

加
額

2
6
9
,
5
4
9
,
8
0
6

小
計

1
,
3
8
0
,
0
2
4
,
2
8
3

△

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

当
年

度
純

利
益

1
0
,
8
6
3
,
1
2
1

1
,
4
6
1
,
8
1
5

支
払

利
息

退
職

給
付

引
当

金
の

増
加

額

5
8
4
,
2
0
9

他
会

計
借

入
金

の
返

済
に

よ
る

支
出

△
2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

キキ
ャャ
ッッ
シシ
ュュ
・・
フフ
ロロ
ーー
計計
算算
書書

（
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

）

2
,
6
0
5
,
0
1
9
,
6
0
7

9
4
7
,
6
9
4
,
8
2
5

未
払

費
用

の
減

少
額

△
5
,
1
5
5
,
9
6
2

未
払

金
の

増
加

額

-
 
4
1
 
-



44
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

ⅣⅣ
　　

病病
院院

事事
業業

会会
計計

　　
((
11
))
  
事事

業業
のの

概概
況況

　
　

　
 
地

方
公

営
企

業
法

の
財

務
に

関
す

る
規

定
の

適
用

を
受

け
、

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

太
宰

府
病

院
を

運
営

し
て

　
　

 
い

ま
す

。

　
　

 
　

な
お

、
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
太

宰
府

病
院

は
平

成
1
7
年

４
月

よ
り

公
設

民
営

化
し

て
い

ま
す

。

　
　

(
ｲ
)
　

施
設

の
状

況
等

（
令

和
８

年
３

月
3
1
日

現
在

）
 

　
　

(
ﾛ
)
　

患
者

の
利

用
状

況

（
令

和
７

年
度

）
 

（
床

）

（
人

）

（
人

）

（
人

）

（
％

）

3
0
0

職
員

数
結

核
一

般
計

病
床

利
用

率

病
　

　
床

　
　

数

病
床

数

外
来

延
患

者
数

精
神

3
0
0

開
設

年
月

日

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

8
3
.
4

1
2
4
,
5
9
1

3
3
,
3
1
7

9
1
,
2
7
4

区
　

　
　

　
分

昭
和

６
.
 
1
1
.
 
2
5

延
患

者
数

計

病
　

院
　

名
所

　
在

　
地

太
宰

府
市

五
条

三
丁

目
太

宰
府

病
院

入
院

延
患

者
数

3
0
0

利
用

状
況

-
 
4
2
 
-



45
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

　　
((
22
))
  
経経

理理
のの

状状
況況

　
　

(
ｲ
)
　

経
理

の
概

要

　
　

　
　

 
令

和
７

年
度

の
合

計
残

高
試

算
表

は
「

別
表

１
」

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
は

「
別

表
２

」
の

と

　
　

　
 
お

り
で

す
。

　
　

(
ﾛ
)
　

企
業

債

　
　

　
　

 
令

和
７

年
度

末
に

お
け

る
企

業
債

の
現

在
高

は
、

1
,
8
0
0
,
9
7
1
,
9
9
0
円

で
す

。

　　
((
33
))
  
予予

算算
のの

概概
要要

　
　

　
 
令

和
８

年
度

福
岡

県
病

院
事

業
会

計
の

予
算

の
概

要
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

収
　

　
　

　
入

支
　

　
　

　
出

第
１

款
　

病
院

事
業

収
益

第
１

款
　

病
院

事
業

費

第
１

項
　

医
業

収
益

第
１

項
　

医
業

費
用

第
２

項
　

医
業

外
収

益
第

２
項

　
医

業
外

費
用

第
３

項
　

特
別

利
益

第
３

項
　

特
別

損
失

第
４

項
　

予
備

費

（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）

収
　

　
　

　
入

支
　

　
　

　
出

第
１

款
　

資
本

的
収

入
第

１
款

　
資

本
的

支
出

第
１

項
　

企
業

債
第

１
項

　
建

設
改

良
費

第
２

項
　

負
担

金
第

２
項

　
企

業
債

償
還

金

1
,
0
0
0
千

円

1
,
0
0
7
,
5
5
4
千

円

5
5
5
,
2
3
0
千

円

4
5
2
,
3
2
4
千

円
2
9
2
,
5
8
1
千

円

2
8
7
,
0
0
0
千

円

5
7
9
,
5
8
1
千

円

3
9
3
,
2
2
3
千

円

5
9
7
千

円

8
1
,
8
8
3
千

円

2
,
7
6
3
,
9
6
9
千

円

2
,
6
7
7
,
6
0
9
千

円

2
,
7
6
9
,
2
4
8
千

円

2
,
3
7
5
,
4
2
8
千

円

3
,
4
7
7
千

円

-
 
4
3
 
-



46
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

「「
別別
表表
１１
」」

（
令

和
８

年
３

月
3
1
日

現
在

）

（
単

位
：

円
）

残
　

　
　

高
合

　
　

　
計

合
　

　
　

計
残

　
　

　
高

3
9
2
,
6
3
2
,
8
6
3

3
9
2
,
6
3
2
,
8
6
3

土
地

8
,
8
7
2
,
5
7
8
,
8
6
5

9
,
0
1
0
,
2
7
4
,
5
0
5

建
物

1
3
7
,
6
9
5
,
6
4
0

3
9
1
,
7
4
7
,
9
0
9

4
2
6
,
0
2
4
,
2
0
1

構
築

物
3
4
,
2
7
6
,
2
9
2

4
3
5
,
0
7
4
,
3
9
9

5
1
0
,
4
0
9
,
5
3
7

器
械

備
品

7
5
,
3
3
5
,
1
3
8

1
2
,
6
6
9
,
3
6
1

1
2
,
6
6
9
,
3
6
1

車
両

2
4
,
1
5
4
,
6
0
5

減
価

償
却

累
計

額
6
,
7
5
6
,
5
9
6
,
5
4
0

6
,
7
3
2
,
4
4
1
,
9
3
5

8
4
4
,
9
3
6

8
4
4
,
9
3
6

電
話

加
入

権

6
6
0
,
7
8
9
,
6
5
8

5
,
8
7
2
,
2
1
4
,
3
4
2

預
金

5
,
2
1
1
,
4
2
4
,
6
8
4

8
5
7
,
7
2
3
,
3
2
8

3
,
0
6
9
,
5
1
7
,
7
6
4

医
業

未
収

金
2
,
2
1
1
,
7
9
4
,
4
3
6

4
9
,
8
9
7

7
4
1
,
0
3
1

医
業

外
未

収
金

6
9
1
,
1
3
4

1
5
5
,
5
0
0

貸
倒

引
当

金
4
2
,
0
1
8
,
3
8
9

4
1
,
8
6
2
,
8
8
9

6
0
3
,
9
0
0

前
払

金
6
0
3
,
9
0
0

3
8
,
8
2
0
,
4
7
8

仮
払

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

3
8
,
8
2
0
,
4
7
8

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

そ
の

他
流

動
資

産

4
5
2
,
3
2
3
,
7
8
4

企
業

債
（

固
定

負
債

）
1
,
8
0
0
,
9
7
1
,
9
9
0

1
,
3
4
8
,
6
4
8
,
2
0
6

退
職

給
付

引
当

金
2
0
,
2
3
1
,
9
8
3

2
0
,
2
3
1
,
9
8
3

8
8
8
,
5
0
9
,
6
3
2

企
業

債
（

流
動

負
債

）
1
,
3
4
0
,
8
3
3
,
4
1
6

4
5
2
,
3
2
3
,
7
8
4

9
3
,
7
2
0
,
6
9
6

医
業

未
払

金
2
3
7
,
5
5
8
,
0
9
8

1
4
3
,
8
3
7
,
4
0
2

1
,
2
0
8
,
0
0
0

医
業

外
未

払
金

1
,
7
5
2
,
1
0
0

5
4
4
,
1
0
0

2
6
1
,
9
5
4
,
1
8
0

そ
の

他
未

払
金

4
5
0
,
1
3
5
,
7
0
5

1
8
8
,
1
8
1
,
5
2
5

7
4
5
,
8
8
9

職
員

預
り

金
9
8
0
,
4
7
7

2
3
4
,
5
8
8

7
6
0
,
0
0
0

そ
の

他
預

り
金

4
,
5
8
1
,
1
0
0

3
,
8
2
1
,
1
0
0

1
,
1
4
1
,
5
5
3

賞
与

引
当

金
2
,
4
1
1
,
2
5
6

1
,
2
6
9
,
7
0
3

2
1
5
,
9
2
8

法
定

福
利

費
引

当
金

4
6
0
,
3
2
4

2
4
4
,
3
9
6

4
,
5
9
2
,
4
2
8

仮
受

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

4
,
5
9
2
,
4
2
8

7
2
1
,
5
4
8

そ
の

他
流

動
負

債
7
2
1
,
5
4
8

2
8
7
,
2
0
2
,
0
0
0

長
期

前
受

金
3
,
9
2
3
,
9
3
6
,
7
3
6

3
,
6
3
6
,
7
3
4
,
7
3
6

2
,
2
6
9
,
1
1
2
,
3
1
9

2
,
2
6
9
,
1
1
2
,
3
1
9

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

資
本

金
1
,
1
9
8
,
7
4
5
,
6
4
3

1
,
1
9
8
,
7
4
5
,
6
4
3

資
本

剰
余

金
9
1
6
,
7
9
0
,
6
7
7

9
1
6
,
7
9
0
,
6
7
7

そ
の

他
未

処
分

利
益

剰
余

金
変

動
額

2
3
7
,
1
1
3
,
4
5
2

2
3
7
,
1
1
3
,
4
5
2

8
2
9
,
9
7
7
,
2
8
9

1
,
0
6
7
,
0
9
0
,
7
4
1

繰
越

欠
損

金
2
3
7
,
1
1
3
,
4
5
2

医
業

収
益

2
,
2
9
3
,
7
5
4
,
1
5
7

2
,
2
9
3
,
7
5
4
,
1
5
7

3
0
0
,
7
2
4
,
0
0
0

医
業

外
収

益
6
9
6
,
9
9
3
,
6
3
3

3
9
6
,
2
6
9
,
6
3
3

特
別

利
益

1
,
9
9
2
,
1
5
0

1
,
9
9
2
,
1
5
0

2
,
5
7
1
,
5
6
5
,
8
2
1

5
,
3
6
4
,
9
4
5
,
7
8
7

医
業

費
用

2
,
7
9
3
,
3
7
9
,
9
6
6

7
5
,
8
0
0
,
7
2
5

1
5
1
,
6
0
1
,
4
5
0

医
業

外
費

用
7
5
,
8
0
0
,
7
2
5

6
,
3
6
1
,
2
3
7

6
,
3
6
1
,
2
3
7

特
別

損
失

1
7
,
3
7
7
,
9
2
8
,
6
0
7

3
0
,
5
1
2
,
9
9
4
,
1
9
5

計
3
0
,
7
5
0
,
1
0
7
,
6
4
7

1
7
,
6
1
5
,
0
4
2
,
0
5
9

合合
　　
計計
　　
残残
　　
高高
　　
試試
　　
算算
　　
表表

借
　

　
　

　
　

方
科

　
　

　
　

　
目

貸
　

　
　

　
　

方

-
 
4
4
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

「「
別別
表表
２２
」」

企
業

債
に

よ
る

収
入

0

資
金

期
末

残
高

6
6
0
,
7
8
9
,
6
5
8

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出
△

4
4
4
,
2
5
4
,
8
1
6

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

4
4
4
,
2
5
4
,
8
1
6

資
金

減
少

額
△

4
2
8
,
6
6
0
,
7
3
8

資
金

期
首

残
高

1
,
0
8
9
,
4
5
0
,
3
9
6

３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

△
2
5
3
,
5
5
0
,
4
0
7

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
よ

る
収

入
2
8
7
,
2
0
2
,
0
0
0

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

3
3
,
6
5
1
,
5
9
3

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

△
1
8
,
0
5
7
,
5
1
5

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

利
息

の
支

払
額

△
3
8
,
1
2
8
,
4
6
1

預
り

金
の

増
加

額
1
,
9
3
3
,
3
2
8

小
計

2
0
,
0
7
0
,
9
4
6

未
収

金
の

減
少

額
△

2
3
5
,
3
7
3
,
4
9
8

未
払

金
の

増
加

額
8
0
,
4
8
1
,
1
7
5

支
払

利
息

及
び

企
業

債
取

扱
諸

費
3
8
,
1
2
8
,
4
6
1

長
期

前
受

金
戻

入
額

△
9
3
,
9
2
1
,
5
7
5

貸
倒

引
当

金
の

減
少

額
△

1
5
5
,
5
0
0

固
定

資
産

除
却

費
2
,
6
7
6
,
8
9
5

賞
与

引
当

金
の

増
加

額
1
2
8
,
1
5
0

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

加
額

2
8
,
4
6
8

減
価

償
却

費
1
8
7
,
8
5
6
,
8
8
5

キキ
ャャ
ッッ
シシ
ュュ
・・
フフ
ロロ
ーー
計計
算算
書書

（
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

当
年

度
純

利
益

3
8
,
2
8
8
,
1
5
7

-
 
4
5
 
-
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

-
 
4
6 
- 

 

ⅤⅤ
  

流流
域域

下下
水水

道道
事事

業業
会会

計計
  

 

(
1
)
 
事

業
の

概
況

 

本
県

の
流

域
下
水

道
事

業
は

、
御

笠
川

那
珂

川
、
多

々
良

川
、
宝

満
川

、
宝

満
川

上
流

、
筑

後
川

中
流

右
岸

、
遠

賀
川

下
流

、
矢

部
川

、
遠

賀
川

中
流

及
び

明
星
寺

川
流

域
（

明
星

寺
川

流
域

に
つ

い
て

は
、
県

債
の

償
還

の
み
）
の

９
事

業
で

、
令
和

７
年

度
下

半
期

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
の

概
要

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

(
ｲ)

 
施

設
の
概

要
 

御
笠

川
浄

化
セ
ン

タ
ー

、
多

々
良

川
浄

化
セ

ン
タ

ー
、
宝

満
川
浄

化
セ

ン
タ

ー
、
福

童
浄

化
セ
ン

タ
ー

、
遠

賀
川

下
流

浄
化

セ
ン
タ

ー
、
矢

部
川
浄

化
セ

ン
タ

ー
及

び
遠

賀
川

中
流

浄
化

セ
ン

タ
ー

の
７

箇
所

で
、
汚

水
を

処
理

し
て

い
ま

す
。

 

 

(
ﾛ)

 
流

入
水
量

の
概

要
 

令
和

７
年

度
下
半
期
に

お
け

る
流

入
水

量
の

実
績

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

令
和

７
年

度
下

半
期

流
入

水
量

実
績

表
 

(
単

位
:
ｍ

3 )
 

月
 

別
 

流
入
水
量

 

１
０
 

1
0
,
0
2
6
,
1
3
1
 

１
１
 

9
,
2
7
4
,
7
8
0
 

１
２
 

9
,
8
4
3
,
5
9
8
 

１
 

9
,
7
0
0
,
4
2
5
 

２
 

8
,
8
5
7
,
3
7
3
 

３
 

9
,
9
8
2
,
5
0
6
 

計
 

5
7
,
6
8
4
,
8
1
3
 

 

(
2
)
 

経
理

の
状

況
 

(
ｲ)

 
経

理
の
概

要
 

令
和

７
年

度
下
半

期
に

お
け

る
合

計
残

高
試

算
表

は
「

別
表

１
」
、
キ

ャ
ッ

シ
ュ
・
フ

ロ
ー

計
算

書
は
「

別
表

２
」

の
と

お
り
で

す
。

 

(
ﾛ)

 
企

業
債
 

企
業

債
の

現
在
高

は
、

3
9,

60
8,

32
9,

56
6
円
で
す

。
 

 

(
3
)
 

予
算

の
概

要
 

 
令

和
８

年
度

福
岡

県
流

域
下
水

道
事

業
会

計
の

予
算

の
概

要
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。
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令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出

第
１
款
　
流
域
下
水
道
事
業
収
益
　
1
9
,
9
4
9
,
8
9
8
 
千
円

第
１
款
　
流
域
下
水
道
事
業
費
　
　
1
9
,
9
1
0
,
7
5
9
 
千
円

　
第
１
項
　
営
業
収
益
　
　
　
　
　
1
0
,
9
1
9
,
4
5
2
 
千
円

　
第
１
項
　
営
業
費
用
　
　
　
　
　
1
9
,
5
1
2
,
5
4
3
 
千
円

　
第
２
項
　
営
業
外
収
益
　
　
　
　
 
9
,
0
3
0
,
4
4
6
 
千
円

　
第
２
項
　
営
業
外
費
用
　
　
 
　
　
 
 
3
9
8
,
2
1
6
 
千
円

（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）
収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出

第
１
款
　
資
本
的
収
入
　
　
　
　
　
1
3
,
1
2
0
,
4
5
0
 
千
円

第
１
款
　
資
本
的
支
出
　
　
　
　
　
1
4
,
9
2
1
,
5
5
0
 
千
円

　
第
１
項
　
企
業
債
　
　
　
　
 
　
 
 
4
,
5
5
9
,
4
0
0
 
千
円

　
第
１
項
　
建
設
改
良
費
　
 
　
 
　
1
0
,
2
2
5
,
1
8
8
 
千
円

　
第
２
項
　
他
会
計
補
助
金
　
　
　
 
 
 
4
5
2
,
7
7
2
 
千
円

　
第
２
項
　
企
業
債
償
還
金
　
 
　
　
4
,
6
7
8
,
3
6
2
 
千
円

　
第
３
項
　
国
庫
補
助
金
　
　
　
　
 
5
,
7
7
7
,
5
1
7
 
千
円

　
第
３
項
　
予
備
費
　
　
　
　
　
 
　
　
 
1
8
,
0
0
0
 
千
円

　
第
４
項
　
負
担
金
　
　
　
 
　
　
 
 
2
,
3
3
0
,
7
6
1
 
千
円

「
別
表
１
」

(
令
和
８
年
３
月
3
1
日
）

（
単
位
：
円
）

残
　

　
　

　
高

合
　

　
　

　
計

合
　

　
　

　
計

残
　

　
　

　
高

1
7
,
5
8
1
,
9
7
6
,
1
2
4

1
7
,
5
8
1
,
9
7
6
,
1
2
4

土
地

1
1
,
4
6
0
,
4
5
4
,
5
8
9

1
1
,
4
6
0
,
4
5
4
,
5
8
9

建
物

　

建
物

減
価

償
却

累
計

額
2
,
7
0
1
,
2
4
5
,
1
9
3

2
,
7
0
1
,
2
4
5
,
1
9
3

1
0
3
,
3
7
2
,
2
6
0
,
3
5
7

1
0
3
,
3
7
2
,
2
6
0
,
3
5
7

構
築

物

構
築

物
減

価
償

却
累

計
額

1
9
,
7
0
8
,
7
2
8
,
6
8
1

1
9
,
7
0
8
,
7
2
8
,
6
8
1

8
6
,
7
8
1
,
9
7
6
,
9
4
3

8
7
,
2
0
2
,
9
6
6
,
3
0
1

機
械

及
び

装
置

4
2
0
,
9
8
9
,
3
5
8

1
8
6
,
8
7
9
,
7
9
5

機
械

装
置

減
価

償
却

累
計

額
3
2
,
5
2
1
,
7
9
6
,
7
6
5

3
2
,
3
3
4
,
9
1
6
,
9
7
0

5
,
3
9
3
,
7
8
5

5
,
5
3
6
,
6
2
0

車
両

運
搬

具
1
4
2
,
8
3
5

車
両

運
搬

具
減

価
償

却
累

計
額

7
7
5
,
3
8
7

7
7
5
,
3
8
7

1
5
1
,
6
4
8
,
7
7
1

1
5
4
,
1
8
0
,
1
3
2

工
具

器
具

及
び

備
品

2
,
5
3
1
,
3
6
1

2
,
2
4
1
,
0
0
8
工
具
器
具
備
品
減
価
償
却
累
計
額

8
8
,
7
7
4
,
3
6
1

8
6
,
5
3
3
,
3
5
3

1
,
9
7
4
,
9
4
5
,
9
2
2

8
,
8
6
6
,
2
7
9
,
2
2
7

建
設

仮
勘

定
6
,
8
9
1
,
3
3
3
,
3
0
5

1
4
,
2
3
0
,
0
5
5

1
4
,
2
3
0
,
0
5
5

地
上

権

4
,
7
2
6
,
1
5
5
,
7
1
6

2
8
,
3
6
6
,
3
1
3
,
9
3
5

現
金

預
金

2
3
,
6
4
0
,
1
5
8
,
2
1
9

5
4
9
,
3
1
1
,
4
4
9

1
0
,
8
6
2
,
8
6
3
,
7
9
3

営
業

未
収

金
1
0
,
3
1
3
,
5
5
2
,
3
4
4

3
3
,
3
8
4
,
5
1
0

1
,
8
1
5
,
2
9
2
,
0
6
7

営
業

外
未

収
金

1
,
7
8
1
,
9
0
7
,
5
5
7

3
2
,
9
7
8
,
1
6
9

1
0
,
1
9
9
,
5
6
9
,
9
6
2

そ
の

他
未

収
金

1
0
,
1
6
6
,
5
9
1
,
7
9
3

1
,
4
9
3
,
2
9
5
,
2
2
2

仮
払

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

1
,
4
9
3
,
2
9
5
,
2
2
2

4
,
5
9
8
,
3
4
5
,
6
8
3

企
業

債
（

固
定

負
債

）
3
9
,
6
0
8
,
3
2
9
,
5
6
6

3
5
,
0
0
9
,
9
8
3
,
8
8
3

4
3
,
3
4
3
,
2
2
8

退
職

給
付

引
当

金
（

固
定

負
債

）
6
3
,
6
6
0
,
8
8
6

2
0
,
3
1
7
,
6
5
8

特
別

修
繕

引
当

金
1
9
0
,
9
6
9
,
0
0
0

1
9
0
,
9
6
9
,
0
0
0

1
2
,
9
8
1
,
0
8
8

長
期

預
り

金
1
2
,
9
8
1
,
0
8
8

5
,
1
8
4
,
5
3
1
,
1
5
3

企
業

債
（

流
動

負
債

）
9
,
7
8
2
,
8
7
6
,
8
3
6

4
,
5
9
8
,
3
4
5
,
6
8
3

2
,
1
5
9
,
9
7
1
,
7
6
1

営
業

未
払

金
3
,
9
8
7
,
2
4
6
,
9
8
6

1
,
8
2
7
,
2
7
5
,
2
2
5

1
5
,
7
3
7
,
2
6
1

営
業

外
未

払
金

1
5
,
7
7
8
,
0
4
9

4
0
,
7
8
8

1
,
8
2
0
,
2
2
1
,
9
5
6

そ
の

他
未

払
金

3
,
5
6
5
,
8
9
8
,
3
5
3

1
,
7
4
5
,
6
7
6
,
3
9
7

2
1
,
9
1
7
,
0
4
6

賞
与

引
当

金
4
4
,
0
5
0
,
8
6
3

2
2
,
1
3
3
,
8
1
7

2
,
1
1
9
,
5
7
0

法
定

福
利

費
引

当
金

4
,
3
6
7
,
6
6
6

2
,
2
4
8
,
0
9
6

3
3
4
,
1
0
1
,
1
9
5

預
り

金
6
4
2
,
4
7
4
,
8
8
0

3
0
8
,
3
7
3
,
6
8
5

1
,
0
9
6
,
9
9
7
,
2
2
5

仮
受

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

1
,
0
9
6
,
9
9
7
,
2
2
5

そ
の

他
流

動
負

債
4
,
8
1
1

4
,
8
1
1

4
0
0
,
5
2
6
,
8
2
0

長
期

前
受

金
1
6
7
,
0
6
5
,
3
8
0
,
4
0
1

1
6
6
,
6
6
4
,
8
5
3
,
5
8
1

4
7
,
3
0
1
,
7
0
5
,
3
7
3

4
7
,
3
0
1
,
7
0
5
,
3
7
3

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

　
資

本
剰

余
金

1
5
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イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当するため知事が一

定の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者であって、当該期間を経

過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　次に掲げる法律の規定により届出の義務が課されたものであって、当該届出の

義務を履行していない者

　　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条

　　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条

　　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条

オ　県内の市町村において個人住民税（個人県民税及び個人市町村民税）を特別徴

収すべき者に対して給与の支払を行っている者であって、地方税法（昭和25年法

律第226号）第321条の４に規定する特別徴収義務者の指定を受けていないもの（

特別の理由がある場合を除く。）

カ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

キ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

ク　消費税及び地方消費税に未納のある者

ケ　福岡県内に事業所を有する者であって、福岡県の県税に未納のあるもの

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　嘉麻市口春字楠木450番１、450番３から450番６まで、451番１から451番３まで、

451番５、451番６、451番10、451番11、451番13から451番59まで、452番２の一部及

び452番12から452番15まで並びに字五反田587番１、587番３から587番13まで、588番

１から588番48まで、593番３、593番５から593番16まで、593番17の一部、594番２の

一部及び594番３から594番14まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　直方市日吉町２番２号

　　株式会社プラス不動産

　　代表取締役　河島　大紀

　公告

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　映像変換ソフトウェア賃貸借

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）
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ソ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

タ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

チ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

あるものに係る評価申請書等（ただし、障がい者雇用はクに掲げるもの）

ツ　返信用封筒（460円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウ

ンロードすることにより入手することができる。

　⑶　申請書の受付期間

　　　この公告の日から令和８年７月６日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから令和

９年10月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和９年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　令和８年６月19日

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

エ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

オ　社会保険等加入状況報告（誓約）書（様式第10号）及び確認資料

カ　個人住民税特別徴収実施申告（誓約）書（様式第11号）及び確認資料

キ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

ク　障がい者の雇用状況の報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し

、報告義務がない場合で障がいのある方を雇用しているときには、障がい者雇用

状況調査票（様式第４号）

ケ　営業概要表（様式第５号）

コ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

ス　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

セ　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し
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大分類 中分類 業種名 等級

13 08 リース・レンタル ＡＡ

⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求め

に応じて速やかに提供できると認められる者

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2244

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　令和８年６月19日（金曜日）から令和８年７月８日（水曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）を除く毎日、午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　令和８年７月29日（水曜日）午後５時45分

　⑶　提出方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　映像変換ソフトウェア賃貸借

　⑵　契約内容及び特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　賃貸借期間

　　　令和８年11月１日から令和13年10月31日までの間

　⑷　納入場所

　　　入札説明書による。

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第

244号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　・申請書の提出場所及び入手方法並びに申請に関する問合せ先

　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウン

ロードすることにより入手することができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　令和８年７月29日（水曜日）現在において、次の条件をすべて満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者
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担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される

。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

13　入札の無効

　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに

加わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が提出期限までに納付されず、又は見積

金額（消費税込みの金額）の100分の５に達しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入

　持参（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812-8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　令和８年７月30日（木曜日） 午前10時30分

　⑶　その他

　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により、再度入札を行う。この場合において、再度入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で

、その他の場合にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（消費税込みの金額）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる

担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される

。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額（消費税込みの金額）の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる
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　　検問用資機材賃貸借

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和８年５月18日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナンス株式会社福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市博多区下呉服町１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　42,768,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札不落による随意契約

７　入札公告日

　　令和８年３月31日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県警察統合サーバ賃貸借

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情の申立てについては、福岡県庁ホームペー

ジ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

⑵　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑶　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他の

県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑷　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

　⑴　The name of a contract matter

　　　A leasing contract for Video conversion software

　⑵　Time Limit of Tender

　　　５：45 P. M, July 29, 2026 

　⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters

　　　７−７, Higashi Koen, Hakata−ku, Fukuoka City 812−8576 Japan

　　　Tel 092−641−4141（Ext. 2244）

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

土地改良区名 認可年月日

小郡土地改良区 令和８年６月10日

　公告

　大橋第二土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第19項の規定により次のように公告する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

水落　博喜 久留米市大橋町常持961番地１

秋永　一芳 久留米市大橋町常持1167番地１

園木　正広 久留米市大橋町合楽1069番地３

酒見　隆一 久留米市大橋町蜷川1207番地

芳野　實男 久留米市大橋町常持780番地３

古賀　高則 久留米市大橋町常持1068番地１

鹿毛　　昇 久留米市大橋町合楽342番地１

栁瀨　　茂 久留米市大橋町合楽136番地

柳瀬　淳嘉 久留米市大橋町合楽270番地１

中村　政登 久留米市大橋町蜷川1014番地２、1019番地１合併

井上　晃希 久留米市大橋町蜷川137番地３

鹿毛　克彦 久留米市大橋町蜷川1480番地

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和８年６月５日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ＪＥＣＣ

　⑵　住所

　　　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　672,540,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和８年３月27日

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、次の土地改良区

の定款の変更を認可したので、同条第３項の規定により公告する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

土地改良区名 認可年月日

両筑土地改良区 令和８年６月10日

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、次の土地改良区

の定款の変更を認可したので、同条第３項の規定により公告する。

　　令和８年６月19日
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36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　京都郡苅田町大字与原字浜渕1782番１、1782番３から1782番６まで、1783番、1786

番３の一部、1787番、1788番、1791番、1792番、1793番１、1795番及び1797番、字小

二先1798番、1799番、1800番、1801番、1803番１及び1803番３、字梅ノ木1802番２及

び1802番３並びに字大浦1809番１から1809番５まで、1810番１、1810番２、1872番１

から1872番５まで、1873番、1874番、1875番、1876番、1877番１から1877番４まで、

1878番、1879番、1880番、1882番３及び1882番４並びにこれらの区域内の道路・水路

である町有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　京都郡苅田町与原二丁目11番地２

　　株式会社ワイズ不動産 

　　代表取締役　沖永　義樹

　監査公表第16号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した本庁定期監

査の結果（令和８年３月26日７監総第1623号）に基づき、知事から措置を講じた旨の通

知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂

鹿毛　政利 久留米市大橋町蜷川1182番地２

木稲　隆明 久留米市大橋町蜷川422番地９

重松　寿幸 久留米市国分町171番地18

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

久保　剛幸 久留米市大橋町合楽384番地

秋永　宰 久留米市大橋町常持921番地１

中靍　英喜 久留米市大橋町合楽169番地

草場　信行 久留米市大橋町蜷川1100番地

福島　保雄 久留米市大橋町常持793番地２

内山　郡章 久留米市大橋町常持1174番地３

合原　稔 久留米市大橋町合楽404番地

石井　隆義 久留米市大橋町合楽237番地

木稲　清一 久留米市大橋町蜷川349番地１

鹿毛　一 久留米市大橋町蜷川1492番地

益永　忠夫 久留米市大橋町蜷川1496番地５

益永　輝幸 久留米市大橋町蜷川422番地８

４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

池邉　吉二 久留米市大橋町蜷川1085番地

古賀　輝男 久留米市大橋町常持935番地２

重松　寿幸 久留米市国分町171番地18

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第
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関
係

資
料
を
フ
ァ
イ
ル
に
と
じ
込
み
整
理
し
、

決
め
ら
れ
た
書
架
に
保
管
す
る
。
 

・
 
担
当
者
は
、
フ
ァ
イ
ル
を
新
た
に
作
成

し
た

際
は

、
フ
ァ
イ
ル
目
録

を
作

成
す

る
。
 

・
 
上
司
は
、
フ
ァ
イ
ル
目
録
に
新
た
に
作

成
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
の
情
報
が
入
力
さ
れ

た
時
点
で
、
フ
ァ
イ
ル
目
録
と
現
物
と
に

相
違
が
な
い
か
確
認
す
る
。
 

・
 
担
当
者
及
び
上
司
は
、
内
部
統
制
に
係

る
リ
ス
ク
対
応
シ
ー
ト
に
今
回
の
誤
り
及

び
そ
の
再
発
防
止
策
を
追
記
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
事
務
処
理
を
行
う
。
 

 注
意
事
項
 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

監
査
の
結
果
 

講
じ
た
措
置
の
内
容
 

環
境
部
 

           

雑
入
（
行
政
代
執
行
に
係
る
徴
収

金
）
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年
度
に

比
べ
て

2,
37
8,
04
2
円
減
少
し
て
い

る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
多
額
で
あ

る
。
 

 

本
件
の
収
入
未
済
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理

業
者
の
不
適
正
処
理
に
よ
り
生
じ
た
生
活
環

境
保
全
上
の
支
障
の
お
そ
れ
を
除
去
す
る
た

め
に
実
施
し
た
行
政
代
執
行
費
用
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

行
政
代
執
行
事
案
が
新
た
に
発
生
し
な
い

よ
う
、
不
適
正
処
理
の
未
然
防
止
、
早
期
是

正
を
図
る
た
め
、
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
と

と
も
に
監
視
指
導
課
職
員
も
立
入
検
査
を
行

う
機
会
を
設
け
る
な
ど
産
業
廃
棄
物
処
理
に

対
す
る
監
視
指
導
体
制
を
強
化
し
た
。
 

既
に
発
生
し
て
い
る
収
入
未
済
に
つ
い
て

は
、
滞
納
者
の
財
産
調
査
を
実
施
し
、
新
た

に
判
明
し
た
財
産
の
差
押
え
や
一
括
納
付
が

困
難
な
滞
納
者
か
ら
の
一
部
納
付
等
に
よ

り
、
収
入
未
済
縮
減
に
努
め
て
い
る
。
 

    



61
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

注
意
事
項
 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

監
査
の
結
果
 

講
じ
た
措
置
の
内
容
 

商
工
部
 

                   

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金

貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済
額
が
、

前
年
度
に
比
べ
て
41
,5
02
,0
00
円

減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し

て
多
額
で
あ
る
。
 

 

収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
て
以
下
の
取

組
を
引
続
き
実
施
し
、
一
層
の
回
収
を
図

る
。
 

・
 
事
業
継
続
中
の
延
滞
先
に
対
し
て
は
、

担
当
者
が
定
期
的
に
経
営
状
況
を
把
握

し
、
償
還
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
回

収
額
の
増
額
を
図
る
。
 

・
 
事
業
を
休
廃
止
し
て
い
る
延
滞
先
に
対

し
て
は
、
債
権
管
理
調
査
員
を
活
用
し
、

連
帯
保
証
人
へ
の
督
促
や
担
保
物
件
の
処

分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
延
滞
債
権
の
回

収
を
図
る
。
 

・
 
回
収
が
困
難
な
債
権
に
つ
い
て
は
、
徴

収
停
止
措
置
や
不
納
欠
損
処
理
に
よ
る
債

権
整
理
を
遅
滞
な
く
行
う
。
 

ま
た
、
新
た
な
収
入
未
済
の
発
生
を
防

ぐ
た
め
、
定
期
的
に
貸
付
先
の
経
営
状
況

を
把
握
し
、
貸
付
先
に
対
し
て
、
以
下
の

支
援
策
を
講
じ
る
。
 

・
 
中
小
企
業
診
断
士
の
診
断
結
果
を
活
用

し
て
経
営
改
善
を
支
援
し
て
い
く
。
 

・
 
返
済
条
件
の
変
更
や
履
行
期
限
の
延
期

に
よ
り
、
償
還
を
継
続
で
き
る
よ
う
支
援

し
て
い
く
。
 

                  



62
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

注
意
事
項
 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

監
査
の
結
果
 

講
じ
た
措
置
の
内
容
 

建
築
都
市
部
 

住
宅
管
理
使
用
料
の
収
入
未
済
額

が
、
前
年
度
に
比
べ
て

11
,3
00
,0
14

円
増
加
し
て
い
る
。
 

住
宅
管
理
使
用
料
の
債
権
回
収
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
以
下
の
取
組
を
行
い
、
収
入

未
済
額
の
減
少
を
図
る
。
 

・
 
入
居
者
に
対
し
て
は
、
家
賃
の
滞
納
を

未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
入
居
説
明
会

や
、
入
居
後
に
配
布
す
る
県
営
住
宅
だ
よ

り
を
通
じ
て
、
口
座
振
替
制
度
の
周
知
を

行
い
、
そ
の
積
極
的
活
用
を
促
進
す
る
。
 

・
 
家
賃
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
文
書
に
加

え
、
夜
間
の
電
話
や
訪
問
に
よ
る
督
促
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
滞
納
者
の
事
情
に

応
じ
て
分
割
納
付
を
認
め
、
滞
納
家
賃
の

徴
収
に
取
り
組
む
。
 

・
 
悪
質
な
滞
納
者
及
び
連
帯
保
証
人
に
対

し
て
は
、
滞
納
家
賃
の
支
払
や
明
渡
し
を

求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
厳
正
に
対

処
す
る
こ
と
と
し
、
収
入
の
確
保
及
び
滞

納
増
加
の
防
止
に
取
り
組
む
。
 

・
 
退
去
し
た
滞
納
者
の
家
賃
回
収
に
つ
い

て
は
、
業
務
を
委
託
し
て
い
る
弁
護
士
法

人
の
履
行
状
況
の
把
握
を
徹
底
し
、
回
収

強
化
に
取
り
組
む
。
 

                    



63
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

注
意
事
項
 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

監
査
の
結
果
 

講
じ
た
措
置
の
内
容
 

環
境
部
 

                

 
物
品
（
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
及
び
そ
の

ベ
ー
ス
５
セ
ッ
ト
）
の
購
入
に
つ
い

て
、
１
件
の
金
額
が

10
万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
見
積
書
を
徴
し
一
括

で
契
約
す
べ
き
と
こ
ろ
、
１
件
の
金

額
が

10
万
円
未
満
に
な
る
よ
う
、

発
注
を
３
回
に
分
け
て
支
払
っ
て
い

た
。
 

所
属
長
は
、
職
員
に
対
し
、
今
回
の
誤
り

を
示
し
た
上
で
、
同
様
の
誤
り
を
繰
り
返
さ

な
い
た
め
、
以
下
の
取
組
を
徹
底
す
る
よ
う

指
導
し
た
。
 

・
 
課
内
の
役
付
会
議
や
所
属
研
修
の
際

に
、
発
注
金
額
を
分
割
し
て
発
注
す
る
こ

と
が
不
適
正
な
事
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
、
併
せ
て
財
務
規
則
及
び
同
運
用
要

綱
の
遵
守
を
徹
底
す
る
こ
と
を
周
知
す

る
。
 

・
 
担
当
者
及
び
上
司
は
、
財
務
規
則
及
び

同
運
用
要
綱
の
「
発
注
金
額
を
不
当
に
分

割
し
て
発
注
し
な
い
こ
と
」
の
規
定
を
遵

守
す
る
と
と
も
に
、
疑
義
が
あ
る
場
合
は

制
度
所
管
課
に
確
認
を
行
う
。
 

・
 
支
出
担
当
職
員
は
財
務
会
計
事
務
研
修

を
受
講
す
る
。
 

・
 
担
当
者
及
び
上
司
は
、
内
部
統
制
に
係

る
リ
ス
ク
対
応
シ
ー
ト
に
今
回
の
誤
り
及

び
そ
の
再
発
防
止
策
を
追
記
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
事
務
処
理
を
行
う
。
 

 



64
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号 　監査公表第17号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した本庁定期監

査の結果（令和８年３月26日７監総第1623号）に基づき、教育委員会から措置を講じた

旨の通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂



65
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

８
教

財
第

２
４

２
号

 
令

和
８

年
５

月
７

日
 

   
福
岡
県
監
査
委
員
 
 
 
塩
 
川
 
正
 
一
 
殿

 
 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世
 
利
 
洋
 
介
 
殿

 
 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
行
 
一
 
殿

 
 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
 
渡
 
辺
 
美
 
穂
 
殿

 
  

福
岡
県
教
育
委
員
会
 
 
 

 
  

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

 
 
令

和
８

年
３

月
２

６
日

７
監

総
第

１
６

２
３

号
の

監
査

結
果

の
報

告
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
つ

い
て

、

別
紙
の
と
お
り
、
通
知
し
ま
す
。

 
                   



66
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
紙
 

注
意
事
項
 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

監
査
の
結
果
 

講
じ
た
措
置
の
内
容
 

教
育
庁
 

教
育
振
興
部
 

 
地

域
改

善
奨

学
資

金
貸

付
金

償
還
金
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年

度
に

比
べ

て
58
,2
84
,
74
7
円

減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し

て
多
額
で
あ
る
。
 

  

 
地

域
改

善
奨

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
の

債
権

回
収

に
つ

い
て

は
、

戸
別

訪
問

や
電

話
に

よ
る

督
促

等
の

取
組

を
行

っ
て

き
て

お
り

、
収

入
未

済
額

が
減

少
し

て
き

て
い

る
こ

と
か

ら
、

引
き

続
き

以
下

の
取

組
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
 

・
 
奨
学
金
相
談
員
及
び
課
職
員
に
よ
る
、
滞
納
者
へ

の
戸

別
訪

問
を

実
施

し
、

個
々

に
応

じ
た

返
還

計

画
の

提
案

や
指

導
及

び
免

除
・

猶
予

制
度

の
周

知

徹
底

を
行

う
と

と
も

に
、

訪
問

時
不

在
だ

っ
た

者

に
対
し
て
は
、
電
話
督
促
を
実
施
す
る
な
ど
、
返
還

の
再

開
及

び
継

続
的

な
返

還
が

行
わ

れ
る

よ
う

督

促
を
行
う
。
 

・
 
奨
学
金
返
還
督
促
強
調
月
間
を
設
定
し
、
８
月
と

２
月
を
中
心
に
、
担
当
者
だ
け
で
は
な
く
、
担
当
者

が
所
属
す
る
係
全
員
で
電
話
督
促
を
行
う
。
ま
た
、

こ
れ

ま
で

日
中

の
戸

別
訪

問
で

面
接

が
出

来
な

か

っ
た

滞
納

者
を

中
心

に
、

訪
問

時
間

帯
を

夕
方

へ

変
更
し
た
戸
別
訪
問
を
行
う

。
 

・
 
長
期
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
債
務
承
認
書
を
送
付

し
回

収
を

行
う

と
と

も
に

、
返

還
の

督
促

及
び

返

還
計
画
の
提
案
を
行
う
。
 

・
 
県
外
に
居
住
し
て
い
る
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
職

員
に
よ
る
戸
別
訪
問
を
実
施
す
る
。

 

今
後
も
、
よ
り
効
果
的
な
取
組
を
検
討
す
る
な

ど
、
収
入
未
済
の
解
消
に
向
け
債
権
の
回
収
に
努
め

る
こ
と
と
し
た
。
 

 

 



67
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号 　監査公表第18号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した教育委員会

出先機関定期監査の結果（令和８年３月26日７監総第1623号）に基づき、教育委員会か

ら措置を講じた旨の通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する

。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂



68
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

８
教

財
第

２
４

４
号

令
和

８
年

５
月

７
日

福
岡

県
監
査

委
員

塩
川

正
一

殿

同
世

利
洋

介
殿

同
森

行
一

殿

同
渡

辺
美

穂
殿

福
岡

県
教
育

委
員
会

監
査

の
結
果
に

係
る

措
置
に
つ

い
て

（
通

知
）

令
和

８
年

３
月

２
６

日
７

監
総

第
１

６
２

３
号

の
監

査
結

果
の

報
告

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

つ

い
て
、

別
紙

の
と
お

り
、
通
知

し
ま

す
。



69
令

和
８

年
６

月
19

日
　

金
曜

日
第

70
4 

号

別
紙

注
意

事
項 対
象

機
関

の

属
す

る
部

局
名

監
査

の
結

果
講

じ
た

措
置

の
内

容

教
育

委
員

会
特

別
支

援
教

育
就

学
奨

励
費

の
学

校
給

食
費

に
つ

い
て

、
支

給
額

算
定

を
誤

っ
た

た
め

、
支

給
不

足
と

な
っ

て
い

た
。

所
属

長
は

、
関

係
職

員
に

対
し

、

今
回

の
誤

り
を

示
し

た
上

で
、

同
様

の
誤

り
を

繰
り

返
さ

な
い

た
め

、
以

下
の

取
組

を
徹

底
す

る
よ

う
指

導
し

た
。

・
担

当
者

は
、

「
学

校
給

食
・

寄

宿
舎

食
運

営
規

定
」

に
基

づ
き

欠

食
数

等
を

把
握

し
、

表
計

算
ソ

フ

ト
で

作
成

し
て

い
る

「
学
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台
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を

確
実

に
行

う
。
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独
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に
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。
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号 　福岡県監査委員告示第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第２項の規定に基づき、次のとおり

告示する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

　　奥村　栄隆　　　　熊本県熊本市中央区出水五丁目８番39号

　　橋本　愛　　　　　福岡県福岡市中央区薬院三丁目３番27−703号ブラントン薬院

　　柴田　翔吾　　　　福岡県福岡市中央区薬院二丁目３番15−1105号

　　松本　さぎり　　　福岡県福岡市南区長丘三丁目22番７号

　　六車　響子　　　　福岡県福岡市早良区城西三丁目15番８号

　　簑原　妙子　　　　福岡県福岡市東区筥松一丁目７番17号

２　当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　令和８年６月19日から令和９年３月31日まで

　監査公表第19号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項の規定に基づき、包括外部監

査人諏訪原功一郎から監査の結果に関する報告があったので、同法第252条の38第３項

の規定により、次のとおり公表する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂
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．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
２

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
３

 

３
４

．
デ

ジ
タ

ル
で

ま
も

る
防

災
推

進
費

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
４

 

 
 

（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
４

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
５

 

３
５

．
消

防
ヘ

リ
応

援
体

制
強

化
費

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
６

 

 
 

（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
６

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
６

 

３
６

．
救

急
業

務
高

度
化

推
進

費
 

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
８

 

 
 

（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
８

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

１
９

 

３
７

．
消

防
連

絡
調

整
費

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
０

 

 
 

（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
０

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
０

 

３
８

．
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
運

営
費

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
２
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（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
２

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
２

 

３
９

．
原

子
力

災
害

医
療

対
策

費
 

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
４

 

 
 

（
１

）
事

業
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
４

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

２
４

 

 
４

０
．

福
岡

県
備

蓄
基

本
計

画
に

つ
い

て
 

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．

１
２

８
 

 
 

（
１

）
監

査
の

概
要

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

３
０

 

 
 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．．
．．

．
１

３
５
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第第
１１

  
包包

括括
外外
部部

監監
査査
のの

概概
要要

  

  

１
．

外
部

監
査

の
種

類
 
 

地
方

自
治

法
第

25
2
条
の

37
第

１
項
に

基
づ

く
包

括
外

部
監

査
 

 ２
．

選
定

し
た

特
定

の
事

件
 

（ （
１１

））
監監

査査
のの

テテ
ーー

ママ
  

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財
務

事
務

の
執

行
及

び
事

業
の
管

理
に

つ
い

て
 

 （ （
２２

））
監監

査査
のの

対対
象象

期期
間間
  

原
則

と
し

て
令

和
６

年
度
（
令

和
６
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

７
年
３
月

3
1
日

ま
で

）
を
対

象
と
し

て
い

る
。

必
要

に
応

じ
て

、
上

記
以
外

の
期

間
も

対
象

と
し

て
い
る

。
 

 ３
．

特
定

の
事

件
と

し
て

選
定

し
た
理

由
 

福
岡

県
は

、
従

来
よ

り
比

較
的

、
自
然

災
害

が
少

な
い

地
域

と
思
わ

れ
て

い
た

が
、

平
成

１
７
年

３
月

に
福

岡
県

北
西

沖
の

玄
界

灘
で
マ

グ
ニ

チ
ュ

ー
ド

７
の

西
方
沖

大
地

震
が

発
生

し
、

防
災
の

意

識
も

高
ま

っ
た

。
 そ

の
後
は
、

局
地
的

な
大

雨
に

よ
る

水
害

が
頻
繁

に
発

生
す

る
よ

う
に

な
っ
て

い
る

。
 平

成
２
９

年
７

月
に
、

朝
倉
市

や
東

峰
村

で
記

録
的

な
豪
雨

が
発

生
し

河
川

の
氾

濫
や
土

砂
の

流
出

等
が

県
民

の
生

活
に

甚
大
な

被
害

を
も

た
ら

し
た

。
そ
の

後
、

毎
年

の
よ

う
に

局
地
的

な

大
雨

が
発

生
し

、
令

和
３

年
に

至
る
ま

で
、

５
年

連
続

で
「

大
雨
特

別
警

報
」

が
発

表
さ

れ
て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
事

案
は

、
他

の
県
に

は
見

ら
れ

な
い

。
特

に
、
令

和
２

年
７

月
に

は
、

大
牟
田

市

や
久

留
米

市
等

で
甚

大
な

浸
水

被
害
が

起
き

て
お

り
、

床
上

浸
水
が

発
生

し
た

戸
も

多
く

見
ら
れ

て

い
る

。
平

成
２

３
年

３
月

に
発

生
し
た

東
日

本
大

震
災

を
は

じ
め
と

し
て

、
近

年
の

大
規

模
な
災

害

に
対

応
す

べ
く

、
国

は
「

国
土

強
靱
化

基
本

法
」

を
踏

ま
え

、
平
成

２
６

年
６

月
に

「
国

土
強
靱

化

基
本

計
画

」
を

閣
議

決
定

し
て

い
る
。

福
岡

県
に

お
い

て
も

、
上
記

基
本

計
画

と
の

調
和

を
行
い

な

が
ら

本
県

の
地

域
特

性
を

考
慮

し
た
県

土
の

強
靱

化
を

図
る

「
福
岡

県
地

域
強

靱
化

計
画

」
を
策

定

し
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

状
況

に
お
い

て
、

防
災

に
関

連
す

る
事
業

は
、

福
岡

県
が

２
０

２
２
（

令

和
４

）
年

度
か

ら
２

０
２

６
（

令
和
８

）
年

度
ま

で
の

５
年

間
を
対

象
と

し
て

、
県

の
行

政
運
営

の

指
針

と
し

て
作

成
し

て
い

る
 「

福
岡
県

総
合

計
画

」
の

４
つ

の
柱
の

う
ち

の
「

感
染

症
や

災
害
に

負
け

な
い

強
靱

な
社

会
を

つ
く

る
」
と

い
う

基
本

方
向

に
大

き
く
関

わ
っ

て
お

り
、

身
近

な
課
題

で

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

県
民

の
関

心
は
高

い
と

考
え

る
。

そ
の

た
め
、

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に
関

す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管
理

に
つ

い
て

検
討

し
、

包
括
外

部
監

査
人

の
立

場
に

お
い
て

、

合
規

性
、

有
効

性
、

経
済

性
、

効
率
性

及
び

公
平

性
の

観
点

か
ら
検

討
す

る
こ

と
は

意
義

が
あ
る

も

の
と

考
え

、
特

定
の

事
件

（
テ

ー
マ
）

と
し

て
選

定
を

行
っ

た
。
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2  

 

４
．

監
査

の
方

法
 

（ （
１１

））
監監

査査
のの

視視
点点

にに
つつ

いい
てて

  

①
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す
る

財
務

事
務

の
執

行
及

び
事
業

の
管

理
は

、
関

連
す

る
法
令

、

条
例

、
規

則
等

に
準

拠
し

て
適

切
に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
 

 
②

 
防

災
に

関
連

す
る

事
業

に
関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び
事

業
の

管
理

は
、

事
業

目
的
に

適
合

し
期

待
さ

れ
る

目
的

を
達

成
す

る
た
め

に
最

適
な

執
行

を
実

施
し
て

い
る

か
。

 

 
③

 
防

災
に

関
連

す
る

事
業

に
関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び
事

業
の

管
理

が
、

少
な

い
費
用

で
効

果
を

上
げ

る
よ

う
に

、
経

済
性

に
配
慮

し
て

遂
行

さ
れ

て
い

る
か
。

 
 

 
④

 
防

災
に

関
連

す
る

事
業

に
関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び
事

業
の

管
理

が
、

同
様

の
費
用

で
よ

り
大

き
な

効
果

を
上

げ
る

よ
う

に
、
効

率
性

に
配

慮
し

て
遂

行
さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
⑤

 
防

災
に

関
連

す
る

事
業

に
関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び
事

業
の

管
理

が
、

公
平

性
を
十

分
に

確
保

し
た

う
え

で
遂

行
さ

れ
て

い
る
か

。
 

 
⑥

 
国

、
他

の
地

方
公

共
団

体
及
び

関
連

団
体

と
の

連
携

が
十
分

に
配

慮
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 

（
該

当
あ

る
場

合
）
 

 
過

年
度

に
実

施
さ

れ
た

包
括

外
部

監
査

の
指

摘
事

項
や

意
見

に
対

す
る

措
置

等
は

適
切

に
行

わ

れ
改

善
さ

れ
て

い
る

か
。
 

 

（ （
２２

））
監監

査査
のの

方方
法法

にに
つつ

いい
てて

  

①
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管

理
は

、
関

連
す

る
法

令
、

条
例

、
規

則
等

に
準

拠
し

て
適

切
に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
 

②
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管

理
は

、
事

業
目

的
に

適
合

し
期

待
さ

れ
る

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

最
適

な
執

行
を

実
施

し
て

い
る

か
。

ま
た

、
担

当
者

か

ら
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

っ
た

。
 

③
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管

理
が

、
少

な
い

費
用

で
効

果
を

上
げ

る
よ

う
に

、
経

済
性

に
配
慮

し
て

遂
行

さ
れ

て
い

る
か
。
 

④
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管

理
が

、
同

様
の

費
用

で
よ

り
大

き
な

効
果

を
上

げ
る

よ
う

に
、
効

率
性

に
配

慮
し

て
遂

行
さ
れ

て
い

る
か

。
 

⑤
 

防
災

に
関

連
す

る
事

業
に

関
す

る
財

務
事

務
の

執
行

及
び

事
業

の
管

理
が

、
公

平
性

を
十

分
に

確
保

し
た

う
え

で
遂

行
さ

れ
て

い
る
か

。
 

⑥
 

国
、

他
の

地
方

公
共

団
体

及
び
関

連
団

体
と

の
連

携
が

十
分
に

配
慮

さ
れ

て
い

る
か

。
 
 

 

５
．

監
査

の
実

施
期

間
 

 
 

令
和

７
年

６
月

21
日
か
ら

令
和
８

年
３
月

3
1
日

ま
で
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６
．
監
査
の
実
施
者
 

 
 
包
括
外
部
監
査
人
 
 
諏
訪
原
功
一
郎
 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

 
 
補
 
 
助
 
 
者
 
 
堀
 
 
芳
 
郎
 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

 
 
補
 
 
助
 
 
者
 
 
外
 
山
  
啓
 太

 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

 
 
補
 
 
助
 
 
者
 
 
鈴
 
木
 
 
聡
 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

補
 
 
助
 
 
者
 
 
清
 
水
 
 
剛
 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

補
 
 
助
 
 
者
 
 
水
 城

 
 
寛
 司

 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

補
 
 
助
 
 
者
 
 
佐
 藤

 
 
陽
 平

 
 
公
認
会
計
士
 
 
 

補
 
 
助
 
 
者
 
 
山
 口

 
 
真
 彦

 
 
弁
 
護
 
士
 
 

 

 

７
．
利
害
関
係
 

 
 
包
括
外
部
監
査
の
対
象
と
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
包
括
外
部
監
査
人
は
地
方
自
治
法
第

2
52

条
の

2
9
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
利
害
関
係
は
な
い
。
 

（
本
報
告
書
の
端
数
表
記
に
つ
い
て
）
 

本
報
告
書
の
数
値
は
、
原
則
と
し
て
、
金
額
の
単
位
未
満
及
び
比
率
の
表
示
単
位
未
満
に
つ
い

て
は
、
四
捨
五
入
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
文
中
や
表
中
に
お
け
る
内
訳
金
額
を
加
減
し
た
場
合
、

合
計
金
額
と
合
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
公
表
さ
れ
て
い
る
統
計
資
料
等
を
使
用
す
る
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
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第第
２２

  
監監

査査
対対
象象

のの
概概
要要

  

１
．

我
が

国
の

防
災

に
係

る
政

策
の
概

要
 

我
が

国
の

災
害

法
制

の
歴

史
は

、
戦
前

は
、
防

災
対

策
と
し
て

は
、
治
山

、
治
水

事
業
が

中
心
で

あ

り
、
全

国
的

に
大

き
な

河
川
を

中
央
政

府
が
、
そ
の

他
の
河

川
を
地

方
庁
（

現
在

の
都
道

府
県
）
が

、

特
に

法
的

な
裏

付
け

な
く

管
理

を
行
っ

て
い

た
。
 

そ
の

よ
う

な
な

か
で
、
各
地
で

水
害
が

発
生

し
、
18
9
6
年
に

は
全
国

的
な

大
雨

に
よ

り
、
各
地

で
大

洪
水

が
発

生
し

、
特

に
新

潟
県
（

信
濃

川
流

域
）
、
岐

阜
県
（

木
曽
川

、
長

良
川

、
揖

斐
川
等

の
流
域

）

な
ど

で
、

大
き

な
被

害
が

生
じ

て
い
る

。
 

こ
の

よ
う

な
大

き
な

被
害

が
生

じ
た
こ

と
に

よ
り

、
1
8
9
6
年

に
河
川

法
、

翌
年

の
1
8
9
7
年

に
は
砂

防
法

と
森

林
法

と
い

う
い

わ
ゆ

る
「

治
水

三
法
」
が
制

定
さ

れ
て
い

る
。
一

方
で
、
被
害

者
に
対

す
る

救
護

策
と

し
て

、
1
8
80

年
に
備

荒
儲
畜

法
、
1
89
9
年

に
は
罹

災
救
助

基
金

法
な

ど
が

制
定

さ
れ
て

い

る
。
こ
れ

ら
の

法
は

、
被

災
者
支

援
を
担

う
地

方
庁

に
対

す
る

中
央
政

府
の

財
政

支
援

や
負

担
の
ル
ー

ル
が

中
心

で
あ

り
、

被
災

者
に

対
す
る

支
援

の
具

体
的

内
容

は
地
方

庁
に

委
ね

ら
れ

て
い

た
。
 

  
  
上

記
の

よ
う

な
縦

割
り
型

、
個
別

対
応

型
の

災
害

法
制

は
、
そ

の
後

も
継

続
さ

れ
て

い
く
が

、
以

下

の
よ

う
な

2
つ

の
大

き
な

災
害

を
経
て

、
そ

の
行

政
対

応
に

限
界
が

露
呈

し
て

し
ま

っ
た

。
 

 

（（
１１

））
災災

害害
救救

助助
法法

  

 
 

1
9
46

年
に

紀
伊

半
島

沖
を

震
源
地

と
す

る
マ

グ
ニ

チ
ュ

ー
ド

8
.
0
の

昭
和

南
海

地
震

が
発
生

し
た
。

こ
の

地
震

で
は

大
き

な
津

波
が

発
生
し

て
お

り
和

歌
山

、
高

知
、
徳

島
を

中
心

に
死

者
約

1
千

3
百

人
、

全
壊
約

1
万

1
千

棟
な
ど

大
き
な

被
害

を
も

た
ら

し
て

い
る
。

こ
の

災
害

に
対

し
て

罹
災
救
助

基
金

法
に

よ
る

被
災

者
支

援
が

行
わ
れ

て
い

る
が

、
各
都
道

府
県
の

財
政

力
の

大
小

が
あ

り
、
ま
た
、

救
助

に
関

す
る

方
針

が
各

県
ま

ち
ま

ち
で

あ
っ

た
り

し
た

こ
と

も
あ

り
、

支
援

が
う

ま
く

実
施

さ
れ

な
か

っ
た

。
 

 
 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、
円
滑

か
つ

迅
速

な
救

助
を
実

施
す
る

救
助

内
容

と
費

用
負

担
を
明

確
に
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

、
1
9
47

年
の

災
害

救
助

法
の

制
定

に
つ

な
が
っ

た
。
 

 （（
２２

））
災災

害害
対対

策策
基基

本本
法法

  

ま
た

、
1
9
5
9
年

に
愛

知
県

、
岐

阜
県
、

三
重

県
と

い
っ

た
東

海
地
方

を
中

心
に

大
き

な
被

害
を
も

た
ら

し
た

伊
勢

湾
台

風
は

死
者

約
5
千

人
、

全
壊

約
3
万

5
千

戸
と

い
う

大
災

害
と

な
っ

た
。
当
時

の
台

風
被

害
と

し
て

は
相

当
規

模
な

被
害

で
あ

っ
た

が
、

名
古

屋
市

と
い

う
大

都
市

が
被

害
に

あ
っ

た
こ

と
の

社
会

的
影

響
が

大
き

く
、

戦
後

し
ば

ら
く

基
本

的
な

事
項

を
定

め
た

法
律

は
無

か
っ

た
日

本
の

防
災

及
び

危
機

管
理

に
関

し
て
、
対

応
の

見
直

し
等
の

必
要
性

が
大

き
く

な
っ

て
い

っ
た
。
ま

た
、

伊
勢

湾
台

風
の

被
害

か
ら

の
復

旧
に

関
し

て
は

、
従

来
の

個
別

的
対

応
で

は
対

応
が

出
来

な
い

も
の

も
多

く
、
当

時
、

迅
速

な
復
旧

や
防
災

体
制

整
備

の
た

め
に

、
直

接
的

に
は

、
「
伊

勢
湾
等

高
潮
対

策

事
業

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（

昭
和

34
年
法

律
第

1
72

号
）
」
な

ど
複

数
の

特
別

法
が
制

定
さ
れ

て

い
る

。
 

し
か

し
、
19
6
1
年

に
は
「
災
害

対
策
基

本
法
」
が
公

布
さ
れ

た
。
当
該

法
律

で
は

、
国
や

地
方
公

共
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団
体

な
ど

の
責

務
や

組
織

に
関

し
て
、

ま
た

防
災

計
画

の
作

成
の
義

務
な

ど
が

定
め

ら
れ

て
い
る

。
 

こ
の
「
災

害
対

策
基

本
法

」
は
、
日

本
の

総
合

的
な

防
災

対
策

の
基
本

法
た

る
位

置
づ

け
で

あ
る
た

め
、
そ

の
根

本
的

な
と

こ
ろ
は

維
持
さ

れ
て

い
る

が
、
そ
の

後
発
生

し
た

大
規

模
な

災
害

に
よ
り

そ
の

教
訓

か
ら

し
ば

し
ば

改
正

さ
れ

て
い
る

。
 

１
）

 阪
神

・
淡

路
大

震
災
 

大
都

市
の

直
下

型
地

震
で

あ
り

神
戸
、
芦
屋

、
西
宮

な
ど

に
大
き

な
被

害
が

発
生

し
た

。
こ

の
地

震
で

は
死

者
の

8
割

以
上

が
木

造
住
宅

の
倒

壊
に

よ
る

圧
死

や
窒
息

死
で

亡
く

な
っ

て
い

る
。
発

生
時

期
が

真
冬

の
早

朝
で

あ
っ

た
た
め
、
自
宅

に
い

る
時
間

で
あ
っ

た
こ

と
か

ら
、
建
物

倒
壊
に

よ

る
被

害
が

大
き

く
な

っ
た

と
言

わ
れ
て

い
る
。
上
記

の
教
訓

か
ら
、
建

物
の

耐
震

補
強
を

求
め
る

声

が
強

く
な

っ
て

い
っ

た
。
 

２
）

 東
日

本
大

震
災
 

東
北

地
方

で
発

生
し

た
大

規
模

な
地
震

で
あ

る
が

、
か

つ
て

の
災
害

か
ら

高
さ

1
0ｍ

の
二

重
の

防
潮

堤
を

有
し

て
い

た
岩

手
県

の
田

老
地

区
が

大
津

波
に

よ
り

乗
り

越
え

ら
れ

堤
防

を
破

壊
さ

れ

て
し

ま
っ

た
こ

と
は

驚
き

で
あ

っ
た
。
こ

の
大

規
模

地
震
の

教
訓
と

し
て
、
そ
れ

ま
で
市

町
村
を

中

心
と

し
て

行
わ

れ
て

き
た

防
災

行
政

を
緊

急
時

に
は

県
及

び
国

が
代

行
す

る
権

限
を

拡
大

す
る

と

い
う

流
れ

に
な

っ
て

い
っ

た
。

 

 
 

 
参

考
ま

で
に

、
次

ペ
ー

ジ
に
「

令
和

7
年

版
防

災
白

書
 
付

属
資

料
６

 主
な
災
害

対
策
関

係
法

律
の

類
型

別
整

理
票

」
を

付
け

る
。
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２ ２
．．

福福
岡岡

県県
のの

地地
域域

強強
靱靱
化化

計計
画画

  
 

 
福
岡

県
に

お
け

る
「

福
岡

県
地
域

強
靱

化
計

画
」
の
策

定
に
つ

い
て

、
以

下
の

よ
う

に
①
計

画
策
定

の
趣

旨
及

び
②

計
画

の
位

置
付

け
が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 Ⅰ
 計

画
策
定

の
趣

旨
 

東
日

本
大

震
災

で
は

、
未

曾
有

の
被
害

が
広

範
囲

に
わ

た
り

発
生
し

、
我

が
国

の
社

会
・

経
済
シ

ス
 

テ
ム

の
脆

弱
性

が
露

呈
し

た
。

ま
た
、

近
年

の
気

候
変

動
に

伴
い
、

全
国

各
地

で
大

型
台

風
や
集

中
豪

 
雨

に
よ
る

甚
大

な
被

害
が

発
生

し
て
お

り
、

こ
れ

ま
で

の
復

旧
・
復

興
を

中
心

と
し

た
「

事
後
対

策
」

 
で

は
な
く

、
平

常
時

か
ら

の
「

事
前
防

災
・

減
災

」
の

重
要

性
が
認

識
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た
。

 
こ

の
よ
う

な
中
、
国
で

は
、
平
成

 2
5 

年
 1

2 
月

に
「
強

く
し

な
や
か

な
国

民
生

活
の

実
現

を
図
る
た

 
め

の
防

災
・

減
災

等
に

資
す

る
国

土
強

靱
化

基
本

法
」
（

以
下

、
「

基
本

法
」

と
い

う
。
）

が
施

行
さ

れ
、 

平
成

 2
6 

年
６
月

に
「

国
土
強

靱
化
基

本
計

画
」（

以
下

、「
基
本

計
画

」
と

い
う

。
）
が
閣

議
決
定

さ
れ

 
た

。
（
平

成
 3

0 
年

 1
2 

月
 1

4 
日

、
基
本

計
画

の
変

更
に
つ

い
て
閣

議
決

定
）

 
本

県
に
お

い
て

も
、

基
本

計
画

を
踏
ま

え
、

い
か

な
る

自
然

災
害
が

発
生

し
よ

う
と

も
、

｢
強
さ

｣
と

 
｢
し

な
や

か
さ

｣
を
持

っ
た

安
全

・
安
心

な
県

土
・

地
域

・
経

済
社
会

の
構

築
に

向
け

た
「

県
土
の

強
靱

 
化

」
を
推

進
す

る
た

め
、
「
福
岡

県
地
域

強
靱

化
計

画
」
（
以
下

、
「
本

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定
す

る
 

も
の

で
あ

る
。

 
 Ⅱ

 計
画

の
位

置
付

け
 

本
計

画
は
、
基
本

法
第

 1
3 

条
に

基
づ

く
「
国

土
強

靱
化
地

域
計
画
」
で
あ

り
、
国

土
強
靱

化
に
係

る
 

本
県

の
他

の
計

画
等

の
指

針
と

な
る
も

の
で

あ
る
。
す
な
わ

ち
、
強
靱

化
に

関
す

る
事
項

に
つ
い

て
は

、
 

地
域

防
災

計
画

は
も

と
よ

り
、

本
県
の

様
々

な
分

野
の

計
画

等
よ
り

も
「

上
位

」
に

位
置

付
け
ら

れ
る

 
も

の
で
あ

る
。

 
な

お
、
本

計
画

は
、

基
本

法
第

 1
4 

条
に

基
づ

き
、

基
本
計

画
と
の

調
和

を
図

る
も

の
と

す
る
。
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（
出

所
：

福
岡

県
地

域
強

靱
化

計
画
）
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ま
た

、「
地
域

防
災

計
画

」
と
の

関
係
に

つ
い

て
も

以
下

の
よ

う
に
触

れ
て

い
る

。
 

（
出

所
：

福
岡

県
地

域
強

靱
化

計
画
）

 
 

「
福

岡
県

地
域

防
災

計
画

」
に
お

い
て
は

、
①

そ
の

計
画

の
目
的

及
び
②

性
格

が
記

載
さ

れ
て

い
る
。

 
 第

１
節

 目
的

  
こ

の
計
画

は
、
災
害

対
策

基
本
法
（
昭
和

 3
6 

年
法

律
第

 2
23

 号
）
第

 4
0 

条
の

規
定

に
基

づ
き
、

福
岡

県
の

地
域

に
係

る
 防

災
（

災
害

予
防

、
災

害
応

急
対
策

及
び
災
害
復

旧
・
復

興
）
の

う
ち
風

水

害
対

策
等

に
関

し
、
福

岡
県
・
市
町
村
・
指
定

 地
方

行
政
機

関
、

指
定

公
共

機
関

、
指
定

地
方
公

共

機
関

等
が

処
理

す
べ

き
事

務
及

び
業
務

に
つ

い
て
、

総
合
的

か
つ
計

画
 的

な
大
綱

と
し
て

福
岡
県

防

災
会

議
が

定
め

た
も

の
で

あ
り

、
県
民

の
生

命
、
身

体
及

び
財

産
を
災

害
か

ら
保

護
し

、
被

害
の
軽
減

を
図

り
、

も
っ

て
社

会
秩

序
の

維
持
と

県
民

福
祉

の
確

保
に

万
全
を

期
す

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。
  

計
画

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、
災
害

の
発

生
を

完
全

に
防
ぐ

こ
と
は

不
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら
、
災

害
時

の
被

害
を

最
小

化
し

、
被

害
か
ら

の
迅

速
な

回
復

を
図

る
「
減

災
」
の

考
え

方
を

防
災

の
基
本
理

念
と

す
る
。
た
と

え
被

災
し
た

と
し
て

も
人

命
が

失
わ

れ
な

い
こ
と

を
最

重
視

し
、
ま
た

経
済
的

被
害

が
で

き
る

だ
け

少
な

く
な

る
よ

う
、
衆
知

を
集

め
て

効
果
的

な
災
害

対
策

を
講

じ
る

と
と

も
に
、
県

民

一
人

一
人

の
自

覚
及

び
努

力
を

促
す

こ
と

に
よ

っ
て

、
で

き
る

だ
け

そ
の

被
害

を
軽

減
し

て
い

く
べ

く
、
住
民

が
自

ら
を

災
害

か
ら

守
る
「

自
助

」
、
地

域
社

会
が

お
互
い

を
守

る
「

共
助

」
、
そ

し
て
国
や

地
方

行
政

団
体

等
の

施
策

と
し

て
の
「
公

助
」
の
適

切
な

役
割

分
担
に

基
づ

く
防

災
協

働
社

会
の
実
現

を
目

指
し

た
県

民
運

動
の

展
開

が
必
要

で
あ

る
。
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計
画

に
基

づ
く

災
害

対
策

は
、

以
下
の

事
項

を
基

本
理

念
と

し
て
行

う
も

の
と

す
る

。
  

一
 本

県
の
自

然
的

特
性

に
か
ん

が
み
、
人

口
、
産
業

そ
の

他
の

社
会
経

済
情

勢
の

変
化

を
踏

ま
え
、

災
害

の
発

生
を

常
に

想
定

す
る

と
と

も
に

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

被
害

の
最

小
化

及
び

そ
の

迅
速

な
回

復
を

図
る

こ
と

。
  

二
 国

、
地

方
公

共
団

体
及

び
そ

の
他
の

公
共

機
関

の
適

切
な

役
割
分

担
及

び
相

互
の

連
携

協
力
を

確
保

す
る

と
と

も
に
、
こ
れ
と

併
せ
て
、
住
民

一
人

一
人
が

自
ら
行

う
防

災
活

動
及

び
自

主
防
災

組
織

（
住

民
の

隣
保

協
同

の
精

神
に

基
づ
く

自
発

的
な

防
災

組
織

を
い
う
。

以
下

同
じ

。）
そ
の

他
の
地
域

に
お

け
る

多
様

な
主

体
が

自
発

的
に
行

う
防

災
活

動
を

促
進

す
る
こ

と
。

  
三

 災
害

に
備

え
る

た
め

の
措

置
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
一

体
的

に
講

ず
る

こ
と

並
び

に
科

学

的
知

見
及

び
過

去
の

災
害

か
ら

得
ら
れ

た
教

訓
を

踏
ま

え
て

絶
え
ず

改
善

を
図

る
こ

と
。

  
四

 災
害

の
発

生
直

後
そ

の
他
必

要
な
情

報
を

収
集

す
る

こ
と

が
困
難

な
と

き
で

あ
っ

て
も

、
で
き

る
限

り
的

確
に

災
害

の
状

況
を

把
握
し
、
こ
れ

に
基

づ
き
人

材
、
物
資

そ
の

他
の

必
要
な

資
源
を

適
切

に
配

分
す

る
こ

と
に

よ
り

、
人

の
生
命

及
び

身
体

を
最

も
優

先
し
て

保
護

す
る

こ
と

。
  

五
 被

災
者
に

よ
る

主
体

的
な
取

組
を
阻

害
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う
配

慮
し

つ
つ
、

被
災
者

の
年
齢
、

性
別
、
障
が

い
の

有
無

そ
の
他

の
被
災

者
の

事
情

を
踏

ま
え

、
そ

の
時

期
に

応
じ

て
適
切

に
被
災

者
を

援
護

す
る

こ
と

。
  

六
 災

害
が
発

生
し

た
と

き
は
、

速
や

か
に

、
施

設
の

復
旧
及

び
被
災

者
の

援
護

を
図

り
、

災
害

か

ら
の

復
興

を
図

る
こ

と
。

  
計

画
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
重

点
課

題
の

設
定

や
関

係
機

関
の

連
携

強
化

等
を

戦
略

的
に

行
う

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
地
域

に
お

け
る
生

活
者

の
多

様
な

視
点

を
反
映

し
た

防
災

対
策

の
実

施
に
よ
り

地
域

の
防

災
力

向
上

を
図

る
べ

く
、

男
女

共
同

参
画

そ
の

他
の

多
様

な
視

点
を

取
り

入
れ

た
防

災
体

制
を

確
立

す
る

た
め

に
、
地
方

防
災
会

議
に

お
け

る
委

員
の

性
別
の

偏
り

を
是

正
す

る
等

、
防

災
に

関

す
る

政
策
・
方

針
決

定
過
程
に

お
い
て
、
女

性
や

高
齢

者
、
障
が

い
の

あ
る
人
、
外
国
人

な
ど
の

参
画

を
拡

大
す

る
。

  
な

お
、
石
油

コ
ン

ビ
ナ

－
ト
等
災

害
防

止
法
（

昭
和

 5
0 

年
法

律
第

 8
4 

号
）
に

定
め
る

特
別
防

災

区
域

に
係

る
防

災
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

 3
1 

条
の

規
定

に
基

づ
く

福
岡

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
－

ト
等

防
災

計
画

に
よ

る
。

 
第

２
節

 計
画

の
性

格
  

こ
の

計
画

は
、
福

岡
県

域
の
防

災
に
関

す
る

基
本

計
画

で
あ

り
、
国
の

防
災

基
本

計
画
に

基
づ
い

て

策
定

し
た

も
の

で
あ

っ
て

、
指

定
行
政

機
関

、
指

定
地

方
行

政
機
関

、
指

定
公

共
機

関
及

び
指
定

地
方

公
共

機
関

が
策

定
す

る
防

災
業

務
計

画
に

抵
触

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
緊

密
に

連
携

を
図

っ
た

も
の

で
あ

る
。

 ま
た
、

こ
の

計
画
は

市
町
村

地
域

防
災

計
画

の
指

針
と
な

る
も

の
で

あ
る

。
  

な
お

、
本

計
画

は
、
災
害

対
策
に

関
し
、
関
係

機
関

の
防

災
業
務

の
実
施

内
容

、
責

任
を

明
確
に

し
、

か
つ
、

相
互

間
の

 緊
密

な
連
絡

調
整
を

図
る

上
で

の
基

本
的

な
大
綱

を
示

す
も

の
で
、
毎

年
、

防
災

会
議

に
お

い
て

検
討

を
加

え
、
所
要

の
修

正
を

行
っ

て
い
く

べ
き
も

の
で

あ
る

が
、
そ
の

実
施
細

目
等

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

に
お

い
て
別

途
具

体
的

に
定

め
る

も
の
で

あ
る

。
 

（
出

所
：

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
）
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３ ３
．．

災災
害害

対対
策策

基基
本本

法法
のの

概概
要要

  
災

害
に

関
す

る
法

制
は

、
災
害

対
策

基
本

法
が

災
害

に
関
す

る
法

令
と

し
て

そ
の

目
的
を

は
じ

め
と

し

て
国

の
責

務
、
都
道

府
県

の
責

務
、
市

町
村

の
責

務
と

続
き

、
住
民

等
の

責
務

の
記

載
が

あ
り
、
そ
の

後
、

災
害

予
防

か
ら

復
旧

活
動

に
か

け
て
総

合
的

に
規

定
さ

れ
て

い
る
。

 
目

的
に
は

、「
こ

の
法
律

は
、
国
土

並
び
に

国
民

の
生

命
、
身

体
及

び
財
産

を
災

害
か

ら
保

護
す

る
た
め
、

防
災

に
関

し
、
基

本
理

念
を
定

め
、
国
、
地
方

公
共

団
体
及

び
そ
の

他
の

公
共

機
関

を
通

じ
て
必

要
な

体

制
を

確
立

し
、
責
任

の
所

在
を

明
確
に

す
る

と
と

も
に

、
防
災

計
画

の
作

成
、
災
害

予
防

、
災
害

応
急
対

策
、
災

害
復

旧
及

び
防

災
に
関

す
る
財

政
金

融
措

置
そ

の
他

必
要
な

災
害

対
策

の
基

本
を

定
め
る

こ
と
に

よ
り
、
総 総
合合

的的
かか

つつ
計計

画画
的的
なな
防

災
行

政
の

整
備

及
び

推
進

を
図
り
、
も
つ

て
社

会
の
秩

序
の
維

持
と

公

共
の

福
祉

の
確

保
に

資
す

る
こ

と
を
目

的
と

す
る
」
と
記
載

さ
れ
て

い
る
。
つ
ま

り
、
以

下
の
よ

う
な

構

成
に

な
っ

て
い

る
の

で
あ

る
。

 
 

国
土

、
国

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財
産

を
災

害
か

ら
守

る
た

め
 

↓
 

①
 
防

災
に
関

し
て

、
基

本
理

念
を

定
め

 

↓
 

②
 
国

、
地
方

公
共

団
体

そ
の

他
公

共
機
関

を
通

じ
必

要
な

体
制

を
確
立

し
 

↓
 

③
 
責

任
の
所

在
を

明
確

に
す

る
と

と
も
に

 

↓
 

④
 
災

害
対
策

の
基

本
を

定
め

る
 

・
防

災
計

画
の

作
成
 

・
災

害
予

防
 

・
災

害
応

急
対

策
 

・
財

政
金

融
措

置
等

（
災

害
復

旧
、
防

災
に

関
す

る
）
 

↓
 

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
防

災
行

政
の
整

備
及

び
推

進
を

図
る
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ま
ず

、「
災
害

対
策

基
本

法
」
は

、
国

土
や

国
民

の
生

命
・
身

体
の
み

で
な

く
財

産
を

も
災

害
か
ら

守
る

た
め

の
法

で
あ

る
こ

と
が

分
か

る
。
こ
れ

は
、
被
災

後
の

生
活

も
見
据

え
て

健
康

的
な

生
活

を
行
い

得
る
よ

う
に

定
め

ら
れ

て
い

る
と

思
わ

れ
る
。
 

次
に

、
災

害
対

策
に

関
し

て
以

下
の
よ

う
な

基
本

理
念

を
定

め
て
い

る
。
 

自
国

の
自

然
的

特
性

、
社

会
経

済
情
勢

を
踏

ま
え

て
、
災
害

の
発
生

を
想

定
し

て
、
災
害

発
生
時

に
は
被

害
の

最
小

化
を

図
り
、
迅
速
な

回
復
を

図
る

こ
と

や
各

公
共

機
関
の

役
割

や
相

互
の

連
携

を
確
保

し
、
住

民

自
ら

の
防

災
活

動
等

も
促

進
す

る
。
 

そ
の

次
に

は
、
確
立

す
べ

き
必

要
な
体

制
に

関
し

て
、
第

14
条

、
第

15
条
に

は
、
都
道
府

県
防
災

会
議

を
置

く
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
お

り
、

都
道

府
県

知
事

を
会

長
と

し
て

そ
の

他
の

委
員

を
も

っ
て

組
織

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

災
害

対
策

基
本

法
の

目
的

を
達

成
す
る

手
段

と
し

て
「
体
制

を
確
立

し
、
責

任
の

所
在
を

明
確
に

す
る

」

と
あ

り
、
都
道

府
県

は
、
基

本
理

念
に
の

っ
と

り
、
当
該

都
道

府
県
の

地
域

並
び

に
当

該
都

道
府
県

の
住
民

の
生

命
、
身

体
及

び
財

産
を
災

害
か
ら

保
護

す
る

た
め
、
関

係
機
関

及
び

他
の

地
方

公
共

団
体
の

協
力

を
得

て
、
当

該
都

道
府

県
の

地
域
に

係
る
防

災
に

関
す

る
計

画
を

作
成
し
、
及
び

法
令

に
基
づ

き
こ
れ

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

区
域

内
の

市
町

村
及

び
指

定
地

方
公

共
機

関
が

処
理

す
る

防
災

に
関

す
る

事
務

又
は

業
務

の
実

施
を

助
け

、
か

つ
、

そ
の
総

合
調

整
を

行
う

責
務

を
有
す

る
。
 

上
記

の
よ

う
に

、
地

方
公

共
団

体
等
の

責
務

が
記

載
さ

れ
て

い
る
が

、
本

法
に

は
第

7
条

に
「
住

民
等
の

責
務
」
も
規

定
さ

れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
災

害
時

に
は
、
国

や
地
方

公
共

団
体

等
の

み
で

な
く
、
国

民
、
県

民
と

い
っ

た
住

民
の

責
務

も
記

載
さ

れ
、

公
助

の
み

で
な

く
住

民
も

自
主

的
に

防
災

に
対

し
て

寄
与

す
る

責
務

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

災
害

対
策

基
本

法
の

目
的

を
達

成
す
る

手
段

と
し

て
、
「
防
災

計
画
の

作
成
」

と
記

載
が
あ

る
が
、
福

岡

県
地

域
防

災
計

画
は
、

災
害
対
策

基
本
法
（
昭

和
36

年
法
律

第
22
3
号
）
の

規
定

に
基
づ

き
、

福
岡

県
の

地
域

に
係

る
防

災
（
災

害
予
防

、
災

害
応

急
対

策
及

び
災
害

復
旧
・
復

興
）
対

策
に

関
し

、
福

岡
県
・
市
町

村
・
指
定

地
方

行
政

機
関

、
指
定

公
共
機

関
、
指
定

地
方

公
共

機
関
等

が
処

理
す

べ
き

事
務

及
び
業

務
に
つ

い
て

、
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

大
綱
と

し
て

福
岡

県
防

災
会

議
が
定

め
た

も
の

で
あ

り
、
県

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
を

地
震

災
害

か
ら

保
護
し
、
被
害

の
軽

減
を
図

り
、
も
っ

て
社

会
秩

序
の
維

持
と
県

民
福

祉
の

確
保

に
万

全
を

期
す

る
こ

と
を

目
的
と

し
て

い
る

。
 

  （
基

本
理

念
）
 

第
二

条
の

二
 
 

一
 

我
が

国
の

自
然

的
特

性
に

鑑
み
、

人
口

、
産

業
そ

の
他

の
社
会

経
済

情
勢

の
変

化
を

踏
ま
え

、
災

害
の

発
生

を
常

に
想

定
す

る
と

と
も
に

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合
に

お
け

る
被

害
の

最
小

化
及
び

そ

の
迅

速
な

回
復

を
図

る
こ

と
。

 

二
 

国
、

地
方

公
共

団
体

及
び

そ
の
他

の
公

共
機

関
の

適
切

な
役
割

分
担

及
び

相
互

の
連

携
協
力

を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
と

併
せ
て

、
住

民
一

人
一

人
が

自
ら
行

う
防

災
活

動
及

び
自

主
防
災

組
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織
（

住
民

の
隣

保
協

同
の

精
神

に
基
づ

く
自

発
的

な
防

災
組

織
を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
そ

の
他
の

地
域

に
お

け
る

多
様

な
主

体
が

自
発
的

に
行

う
防

災
活

動
を

促
進
す

る
こ

と
。
 

三
 

災
害

に
備

え
る

た
め

の
措

置
を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
て

一
体
的

に
講

ず
る

こ
と

並
び

に
科
学

的
知

見
及

び
過

去
の

災
害

か
ら

得
ら

れ
た
教

訓
を

踏
ま

え
て

絶
え

ず
改
善

を
図

る
こ

と
。
 

四
 

災
害

の
発

生
直

後
そ

の
他

必
要
な

情
報

を
収

集
す

る
こ

と
が
困

難
な

と
き

で
あ

っ
て

も
、
で

き
る

限
り

的
確

に
災

害
の

状
況

を
把

握
し
、

こ
れ

に
基

づ
き

人
材

、
物
資

そ
の

他
の

必
要

な
資

源
を
適

切

に
配

分
す

る
こ

と
に

よ
り

、
人

の
生
命

及
び

身
体

を
最

も
優

先
し
て

保
護

す
る

こ
と

。
 

五
 

被
災

者
に

よ
る

主
体

的
な

取
組
を

阻
害

す
る

こ
と

の
な

い
よ
う

配
慮

し
つ

つ
、

被
災

者
の
年

齢
、

性
別

、
障

害
の

有
無

そ
の

他
の

被
災
者

の
事

情
を

踏
ま

え
、

そ
の
時

期
に

応
じ

て
適

切
に

被
災
者

を

援
護

す
る

こ
と

。
 

六
 

災
害

復
旧

及
び

災
害

か
ら

の
復
興

に
必

要
な

準
備

を
す

る
と
と

も
に

、
災

害
が

発
生

し
た
と

き

は
、

速
や

か
に

、
施

設
の

復
旧

及
び
被

災
者

の
援

護
を

図
り

、
災
害

か
ら

の
復

興
を

図
る

こ
と
。
 

 

（
住

民
等

の
責

務
）
 

第
７

条
 

地
方

公
共

団
体

の
区

域
内
の

公
共

的
団

体
、

防
災

上
重
要

な
施

設
の

管
理

者
そ

の
他
法

令
の

規
定

に
よ

る
防

災
に

関
す

る
責

務
を
有

す
る

者
は

、
基

本
理

念
に
の

っ
と

り
、

法
令

又
は

地
域
防

災

計
画

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
誠
実

に
そ

の
責

務
を

果
た

さ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

災
害

応
急

対
策

又
は

災
害

復
旧
に

必
要

な
物

資
若

し
く

は
資
材

又
は

役
務

の
供

給
又

は
提
供

を
業

と
す

る
者

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と
り

、
災

害
時

に
お

い
て

も
こ
れ

ら
の

事
業

活
動

を
継

続
的
に

実

施
す

る
と

と
も

に
、

当
該

事
業

活
動
に

関
し

、
国

又
は

地
方

公
共
団

体
が

実
施

す
る

防
災

に
関
す

る

施
策

に
協

力
す

る
よ

う
に

努
め

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

前
二

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ
か

、
地

方
公

共
団

体
の

住
民
は

、
基

本
理

念
に

の
っ

と
り
、

食

品
、

飲
料

水
そ

の
他

の
生

活
必

需
物
資

の
備

蓄
そ

の
他

の
自

ら
災
害

に
備

え
る

た
め

の
手

段
を
講

ず

る
と

と
も

に
、

防
災

訓
練

そ
の

他
の
自

発
的

な
防

災
活

動
へ

の
参
加

、
過

去
の

災
害

か
ら

得
ら
れ

た

教
訓

の
伝

承
そ

の
他

の
取

組
に

よ
り
防

災
に

寄
与

す
る

よ
う

に
努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
都

道
府

県
防

災
会

議
の

設
置

及
び
所

掌
事

務
）
 

第
1
4
条

 
都

道
府

県
に

、
都
道

府
県
防

災
会

議
を

置
く

。
 

２
 

都
道

府
県

防
災

会
議

は
、

次
に
掲

げ
る

事
務

を
つ

か
さ

ど
る
。
 

一
 

都
道

府
県

地
域

防
災

計
画

を
作
成

し
、

及
び

そ
の

実
施

を
推
進

す
る

こ
と

。
 

二
 

都
道

府
県

知
事

の
諮

問
に

応
じ
て

当
該

都
道

府
県

の
地

域
に
係

る
防

災
に

関
す

る
重

要
事
項

を

審
議

す
る

こ
と

。
 

三
 

前
号

に
規

定
す

る
重

要
事

項
に
関

し
、

都
道

府
県

知
事

に
意
見

を
述

べ
る

こ
と

。
 

四
 

当
該

都
道

府
県

の
地

域
に

係
る
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お
い

て
、

当
該

災
害

に
係

る
災
害

復

旧
に

関
し

、
当

該
都

道
府

県
並

び
に
関

係
指

定
地

方
行

政
機

関
、
関

係
市

町
村

、
関

係
指

定
公
共

機
関

及
び

関
係

指
定

地
方

公
共

機
関
相

互
間

の
連

絡
調

整
を

図
る
こ

と
。
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五
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か
、

法
律

又
は

こ
れ

に
基

づ
く
政

令
に

よ
り

そ
の

権
限

に
属
す

る

事
務
 

（
都

道
府

県
防

災
会

議
の

組
織

）
 

第
1
5
条

 
都

道
府

県
防

災
会
議

は
、
会

長
及

び
委

員
を

も
つ

て
組
織

す
る

。
 

２
 

会
長

は
、

当
該

都
道

府
県

の
知
事

を
も

つ
て

充
て

る
。

 

３
 

会
長

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。
 

４
 

会
長

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

指
名

す
る
委

員
が

そ
の

職
務

を
代

理
す
る

。
 

５
 

委
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

を
も
つ

て
充

て
る

。
 

一
 

当
該

都
道

府
県

の
区

域
の

全
部
又

は
一

部
を

管
轄

す
る

指
定
地

方
行

政
機

関
の

長
又

は
そ
の

指

名
す

る
職

員
 

二
 

当
該

都
道

府
県

を
警

備
区

域
と
す

る
陸

上
自

衛
隊

の
方

面
総
監

又
は

そ
の

指
名

す
る

部
隊
若

し

く
は

機
関

の
長
 

三
 

当
該

都
道

府
県

の
教

育
委

員
会
の

教
育

長
 

四
 

警
視

総
監

又
は

当
該

道
府

県
の
道

府
県

警
察

本
部

長
 

五
 

当
該

都
道

府
県

の
知

事
が

そ
の
部

内
の

職
員

の
う

ち
か

ら
指
名

す
る

者
 

六
 

当
該

都
道

府
県

の
区

域
内

の
市
町

村
の

市
町

村
長

及
び

消
防
機

関
の

長
の

う
ち

か
ら

当
該
都

道

府
県

の
知

事
が

任
命

す
る

者
 

七
 

当
該

都
道

府
県

の
地

域
に

お
い
て

業
務

を
行

う
指

定
公

共
機
関

又
は

指
定

地
方

公
共

機
関
の

役

員
又

は
職

員
の

う
ち

か
ら

当
該

都
道
府

県
の

知
事

が
任

命
す

る
者
 

八
 

自
主

防
災

組
織

を
構

成
す

る
者
又

は
学

識
経

験
の

あ
る

者
の
う

ち
か

ら
当

該
都

道
府

県
の
知

事

が
任

命
す

る
者
 

６
 

都
道

府
県

防
災

会
議

に
、

専
門
の

事
項

を
調

査
さ

せ
る

た
め
、

専
門

委
員

を
置

く
こ

と
が
で

き

る
。
 

７
 

専
門

委
員

は
、

関
係

地
方

行
政
機

関
の

職
員

、
当

該
都

道
府
県

の
職

員
、

当
該

都
道

府
県
の

区
域

内
の

市
町

村
の

職
員

、
関

係
指

定
公
共

機
関

の
職

員
、

関
係

指
定
地

方
公

共
機

関
の

職
員

及
び
学

識

経
験

の
あ

る
者

の
う

ち
か

ら
、

当
該
都

道
府

県
の

知
事

が
任

命
す
る

。
 

８
 

前
各

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か
、

都
道

府
県

防
災

会
議

の
組
織

及
び

運
営

に
関

し
必

要
な
事

項

は
、

政
令

で
定

め
る

基
準

に
従

い
、
当

該
都

道
府

県
の

条
例

で
定
め

る
。
 

（
出

所
：

災
害

対
策

基
本

法
）
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４
．

監
査

対
象
 

（ （
１１

））
監監

査査
対対

象象
のの

選選
定定

方方
法法

  

福
岡

県
総
合

計
画
（

2
0
2
2（

令
和

４
）
年

度
→

20
2
6
（
令
和

８
）

年
度

）
に
お

い
て
、
４

つ

の
基

本
方
向

の
な
か

の
１
つ
に

、
「

感
染
症

や
災
害

に
負
け

な
い

強
靱

な
社
会

を
つ
く
る

」
が

う

た
わ

れ
て
い

る
。
そ

し
て
そ
の

基
本

方
向

の
な
か

で
、
「
災

害
か

ら
の

復
旧
・

復
興
、
防

災
・

減

災
、

県
土
強

靱
化
」

が
取
組
事

項
と

さ
れ

て
い
る

。
 

上
記

の
取
組

事
項
に

対
応
す
る

「
災

害
か

ら
の
復

旧
・
復
興

、
防

災
・

減
災
、

県
土
強
靱

化
」

に
か
か

る
令
和

６
年
度
の

当
初

予
算

の
編
成

概
要
の
中

か
ら

、
金

額
的
重

要
性
、
事

業
内

容
等

か
ら
、

総
務
部

（
防
災
危

機
管

理
局

防
災
企

画
課
、
防

災
危

機
管

理
局
消

防
防
災
指

導

課
）
、

人
づ
く

り
・
県

民
生
活

部
（

私
学

振
興
・

青
少
年
育

成
局

私
学

振
興
課

）
、

保
健

医
療

介

護
部

（
医
療

指
導
課

）
、

福
祉

労
働

部
（

福
祉
総

務
課

）、
農

林
水
産

部
（
農

村
森
林
整

備
課

）

及
び

県
土
整

備
部
（

道
路
維
持

課
、

河
川

管
理
課

、
河
川
整

備
課

、
港

湾
課
、

砂
防
課
）

の
以

下
の

予
算
に

関
す
る

業
務
を
監

査
の

対
象

と
し
た

。
 

 
≪≪
令令

和和
66
年年

度度
当当

初初
予予

算算
のの
編編

成成
概概

要要
  

33
..
感感

染染
症症

やや
災災
害害

にに
負負

けけ
なな

いい
強強

靱靱
なな
社社

会会
をを

つつ
くく

るる
≫≫

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

担担
当当

課課
  

（（
※※

監監
査査

対対
象象

にに
はは

◎◎
））
  

事事
項項

名名
  

当当
初初

予予
算算
  

  

（（
千千

円円
））
  

政
策

支
援

課
 

道
路

建
設

課
 

日
田

英
彦

山
沿

線
地

域
振

興
費

 
3
4
9
,
1
34
 

社
会

活
動

推
進

課
 

多
様

な
主

体
の

協
働

に
よ

る
被

災
者

支
援

体
制

機
能

強
化

費
 

3
,
7
4
5 

私
学

振
興

課
 

◎
 

私
立

学
校

耐
震

化
促

進
費
 

3
5
1
,
5
32
 

健
康

増
進

課
 

医
療

指
導

課
 

◎
 

医
療

施
設

近
代

化
施

設
整

備
費

補
助
金
 

4
7
4
,
9
11
 

福
祉

総
務

課
 

◎
 

災
害

福
祉

支
援

体
制

整
備

事
業

費
 

2
0
,
7
1
7 

福
祉

総
務

課
 

◎
 

被
災

者
住

宅
再

建
支

援
費
 

3
3
,
0
0
0 

福
祉

総
務

課
 

◎
 

災
害

救
助

費
 

8
2
6
,
9
20
 

環
境

保
全

課
 

放
射

能
測

定
体

制
強

化
費
 

1
4
1
,
0
11
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担 担
当当

課課
  

（（
※※

監監
査査

対対
象象

にに
はは

◎◎
））
  

事事
項項

名名
  

当当
初初

予予
算算
  

  

（（
千千

円円
））
  

環
境

保
全

課
 

災
害

時
大

気
環

境
観

測
体

制
強

化
費
 

1
2
,
0
8
0 

廃
棄

物
対

策
課
 

災
害

廃
棄

物
処

理
体

制
整

備
費

 
2
4
9 

農
山

漁
村

振
興

課
 

園
芸

振
興

課
 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

流
域

湛
水

減
災

対
策

費
 

1
7
5
,
6
46
 

農
山

漁
村

振
興

課
 

農
村

森
林

整
備

課
 

農
林

災
害

対
応

体
制

強
化

事
業

費
 

4
0
,
5
3
6 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

た
め

池
等

整
備

費
 

4
,
5
6
2
,2
7
6 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

治
山

事
業

費
 

3
,
7
0
9
,2
8
6 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

災
害

関
連

緊
急

治
山

等
事

業
費

 
7
2
4
,
5
43
 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

直
轄

治
山

事
業

負
担

金
 

4
1
8
,
1
67
 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

耕
地

災
害

復
旧

事
業

費
 

5
,
2
1
7
,0
2
2 

農
村

森
林

整
備

課
 

◎
 

農
地

災
害

復
旧

緊
急

支
援

費
 

2
4
,
4
7
7 

企
画

課
 

ド
ロ

ー
ン
と

A
I
を

活
用

し
た
土

木
施
設

点
検

費
 

6
6
,
7
5
6 

道
路

維
持

課
 

◎
 

道
路

管
理

情
報

の
一

元
化

事
業

費
 

8
1
,
0
0
0 

道
路

維
持

課
 

◎
 

道
路

施
設

維
持

管
理

推
進

費
 

4
0
0
,
0
00
 

道
路

維
持

課
 

◎
 

道
路

防
災

事
業

費
 

1
,
9
4
8
,0
8
5 

河
川

管
理

課
 

市
町

村
洪

水
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

充
実
支

援
費
 

4
,
3
8
9 

河
川

管
理

課
 

◎
 

河
川

整
備

課
 

◎
 

河
川

改
修

費
 

8
,
6
0
0
,0
8
7 

河
川

管
理

課
 

◎
 

河
川

整
備

課
 

◎
 

河
川

災
害

関
連

等
事

業
費
 

1
1
,
7
3
9,
8
7
8 
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担 担
当当

課課
  

（（
※※

監監
査査

対対
象象

にに
はは

◎◎
））
  

事事
項項

名名
  

当当
初初

予予
算算
  

  

（（
千千

円円
））
  

河
川

管
理

課
 

◎
 

港
湾

課
 

◎
 

土
木

災
害

復
旧

事
業

費
 

8
,
7
5
3
,6
4
0 

河
川

整
備

課
 

◎
 

流
域

治
水

推
進

費
 

1
7
3
,
0
00
 

河
川

整
備

課
 

◎
 

河
川

総
合

流
域

防
災

事
業

費
 

2
,
6
6
9
,6
2
5 

河
川

整
備

課
 

◎
 

直
轄

河
川

事
業

費
負

担
金
 

3
,
5
5
4
,5
0
6 

河
川

整
備

課
 

◎
 

直
轄

河
川

災
害

復
旧

事
業

費
 

2
0
,
8
0
8 

港
湾

課
 

◎
 

海
岸

整
備

事
業

費
 

1
,
3
2
6
,4
8
0 

港
湾

課
 

◎
 

港
湾

保
安

対
策

管
理

費
 

1
3
6
,
4
24
 

砂
防

課
 

◎
 

砂
防

事
業

費
 

6
,
1
1
9
,8
2
1 

砂
防

課
 

◎
 

砂
防

災
害

関
連

等
事

業
費
 

6
8
1
,
1
80
 

砂
防

課
 

◎
 

砂
防

総
合

流
域

防
災

事
業

費
 

8
0
8
,
7
67
 

都
市

計
画

課
 

都
市

計
画

基
本

方
針

等
策

定
費

 
1
0
,
7
8
5 

都
市

計
画

課
 

官
民

連
携

に
よ

る
公

共
空

間
の

利
活
用

費
 

1
5
,
0
0
0 

都
市

計
画

課
 

 
盛

土
等

規
制

区
域

指
定

調
査

費
 

1
1
,
8
0
0 

都
市

計
画

課
 

盛
土

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

整
備

費
 

1
7
,
6
0
0 

建
築

指
導

課
 

建
築

物
地

震
対

策
事

業
費
 

1
4
,
9
3
2 

建
築

指
導

課
 

民
間

施
設

ブ
ロ

ッ
ク

塀
安

全
対

策
費
 

1
4
,
6
0
0 

住
宅

計
画

課
 

建
築

物
耐

震
化

促
進

費
 

4
3
,
1
3
7 

住
宅

計
画

課
 

住
宅

被
災

者
本

再
建

支
援

費
 

2
,
2
0
0 

防
災

企
画

課
 

地
域

防
災

計
画

強
化

費
 

1
,
3
2
8 

防
災

企
画

課
 

◎
 

原
子

力
災

害
対

策
費
 

5
2
,
6
4
5 
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担 担
当当

課課
  

（（
※※

監監
査査

対対
象象

にに
はは

◎◎
））

  
事事

項項
名名

  
当当

初初
予予

算算
  

  

（（
千千

円円
））
  

防
災

企
画

課
 

◎
 

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

営
費
 

5
5
,
2
1
9 

防
災

企
画

課
 

災
害

対
策

本
部

強
化

費
 

1
,
2
2
6 

防
災

企
画

課
 

◎
 

防
災

対
策

費
 

1
1
,
9
9
4 

防
災

企
画

課
 

◎
 

防
災

情
報

発
信

強
化

費
 

2
2
,
6
9
3 

防
災

企
画

課
 

◎
 

防
災

行
政

無
線

業
務

費
 

1
8
3
,
2
30
 

防
災

企
画

課
 

◎
 

み
ん

な
で

備
え

る
地

震
対

策
費

 
6
0
,
5
8
4 

防
災

企
画

課
 

◎
 

デ
ジ

タ
ル

で
ま

も
る

防
災

推
進

費
 

5
7
,
1
3
5 

防
災

企
画

課
 

◎
 

消
防

ヘ
リ

応
援

体
制

強
化

費
 

9
0
,
0
2
7 

消
防

防
災

指
導

課
 

自
主

防
災

組
織

育
成

強
化

費
 

1
,
0
3
2 

消
防

防
災

指
導

課
 

個
別

避
難

計
画

作
成

促
進

費
 

2
,
8
0
4 

消
防

防
災

指
導

課
 

市
町

村
受

援
計

画
改

善
促

進
費

 
2
,
9
4
6 

消
防

防
災

指
導

課
 

自
主

防
災

組
織

活
性

化
事

業
費

 
4
,
8
7
8 

消
防

防
災

指
導

課
 

◎
 

救
急

業
務

高
度

化
推

進
費
 

1
7
,
8
6
3 

消
防

防
災

指
導

課
 

消
防

広
域

化
推

進
費
 

1
2
4 

消
防

防
災

指
導

課
 

消
防

団
体

加
入

促
進

事
業

費
 

1
,
9
8
9 

消
防

防
災

指
導

課
 

消
防

団
加

入
促

進
強

化
費
 

1
1
,
2
5
0 

消
防

防
災

指
導

課
 

◎
 

消
防

連
絡

調
整

費
 

1
3
7
,
0
25
 

国
際

政
策

課
 

外
国

人
地

域
防

災
力

強
化

事
業

費
 

1
,
8
7
8 

健
康

増
進

課
 

災
害

派
遣

精
神

医
療

チ
ー

ム
整

備
費
 

5
,
0
2
8 

生
活

衛
生

課
 

ペ
ッ

ト
救

援
対

策
推

進
費
 

9
0 

医
療

指
導

課
 

◎
 

救
急

医
療

情
報

セ
ン

タ
ー

運
営

費
 

2
8
9
,
6
44
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担 担
当当

課課
  

（（
※※

監監
査査

対対
象象

にに
はは

◎◎
））
  

事事
項項

名名
  

当当
初初

予予
算算
  

  

（（
千千

円円
））
  

医
療

指
導

課
 

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
運

営
費

 
2
3
,
0
2
5 

医
療

指
導

課
 

◎
 

薬
務

課
 

原
子

力
災

害
医

療
対

策
費
 

5
9
,
4
1
5 

薬
務

課
 

災
害

時
緊

急
医

薬
品

等
備

蓄
事

業
費
 

1
,
3
0
8 

薬
務

課
 

災
害

時
の

調
剤

支
援

事
業

費
 

3
1
4 

警
察

本
部
 

防
災

危
機

管
理

体
制

整
備

費
 

9
,
4
4
9 

警
察

本
部
 

原
子

力
災

害
対

策
費
 

9
,
1
8
0 

警
察

本
部
 

災
害

対
応

力
強

化
費
 

8
,
0
4
7 
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第第
３３

  
監監

査査
のの
結結

果果
及及
びび

監監
査査

のの
結結

果果
にに

添添
ええ
てて

提提
出出

すす
るる

意意
見見
  

１
）

監
査

の
結

果
及

び
監

査
の

結
果
に

添
え

て
提

出
す

る
意

見
の
概

要
 

 
当

報
告

書
で

は
、
「
指

摘
事
項

」
と
「

意
見

」
は

、
次

の
よ

う
に
定

義
し

て
い

る
。

 
 
「

指
摘
事

項
」
現

在
の

法
令
等
（
法

律
、
条

令
、
規

則
等
）
に
照

ら
し

て
、
合

規
制

や
正

確
性
に

大

き
な

問
題

が
あ

る
。
ま

た
は
、
そ
れ
と
同

等
の
問
題

が
あ
る

と
監
査

人
が

判
断

し
た

事
項

。
 

「
意

 
 

見
」
経
済

性
、
効
率

性
及
び

有
効

性
等

の
観

点
か

ら
、
監

査
の

過
程

に
お

い
て

、
監
査

人

が
改

善
の

提
案

と
し

て
記

載
す

る
事
項

。
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（ （
１１

））
監監

査査
のの

結結
果果

及及
びび

意意
見見

のの
一一

覧覧
  

指
摘

事
項

及
び

意
見

の
内

容
 

指
摘

事
項
 

意
見
 

１
．

私
立

学
校

耐
震

化
促

進
費

 
 

 

 
①

 
再

度
通
知

の
実

施
や

計
画

提
出

の
要
請

等
の

検
討

に
つ

い
て

 
 

〇
 

②
 
個

別
面
談

の
実

施
に

つ
い

て
 

 
〇

 

③
 
小

中
学
校
、
高
等

学
校

等
に
対

す
る
経

営
面

も
含

め
た

深
度

あ
る
対

話

の
推

進
等

に
つ

い
て
 

 
○

 

２
．

医
療

施
設

近
代

化
施

設
整

備
費
補

助
金
 

 
 

 
①

 
福

岡
県

共
同

利
用

施
設

整
備

事
業

費
補

助
金

の
交

付
後

の
モ

ニ
タ

リ

ン
グ

に
つ

い
て
 

 
○

 

３
．

災
害

福
祉

支
援

体
制

整
備

事
業
費
 

 
 

４
．

被
災

者
住

宅
再

建
支

援
費

 
 

 

５
．

災
害

救
助

費
 

 
 

 
①

 
備

蓄
物
資

の
管

理
に

つ
い

て
 

 
○

 

６
．

流
域

湛
水

減
災

対
策

費
 

 
 

 
①

 
関

係
者
一

体
の

推
進

体
制

（
協

議
体
）

の
整

備
 

 
○

 

②
 
低

コ
ス
ト

で
の

効
果

の
見

え
る

化
と
理

解
促

進
 

 
〇

 

７
．

た
め

池
等

整
備

費
 

 
 

 
①

 
端

末
利
用

方
針

の
明

確
化
 

 
〇

 

②
 
運

用
ル
ー

ル
・

手
続

の
整

備
 

 
〇

 

③
 
職

員
へ
の

教
育

・
周

知
の

実
施

 
 

〇
 

８
．

治
山

事
業

費
 

 
 

 
①

 
中

期
計
画

の
作

成
及

び
運

用
 

 
〇

 

９
．

災
害

関
連

緊
急

治
山

等
事

業
費
 

 
 

１
０

．
直

轄
治

山
事

業
負

担
金

 
 

 

１
１

．
耕

地
災

害
復

旧
事

業
費

 
 

 

 
①

 
デ

ジ
タ
ル

化
へ

の
提

案
 

 
○

 

②
 
ノ

ウ
ハ
ウ

蓄
積

共
有

、
研

修
へ

の
展
開
 

 
〇

 

１
２

．
農

地
災

害
復

旧
緊

急
支

援
費
 

 
 

１
３

．
道

路
管

理
情

報
の

一
元

化
事
業

費
 

 
 

１
４

．
道

路
施

設
維

持
管

理
費

 
 

 

１
５

．
道

路
防

災
事

業
費
 

 
 

１
６

．
河

川
改

修
費
 

 
 

 
①

 
河

川
整
備

基
本

方
針

の
作

成
に

つ
い
て
 

 
〇

 

②
 
押

印
と
日

付
の

記
載

漏
れ

に
つ

い
て
 

 
○
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③
 
工

事
打
合

せ
簿

の
確

認
に

つ
い

て
 

 
〇

 

④
 
落

札
者
提

出
書

類
の

確
認

に
つ

い
て
 

 
○

 

⑤
 
県

産
資
材

の
不

使
用

理
由

に
つ

い
て
 

 
○

 

１
７

．
河

川
災

害
関

連
等

事
業

費
 

 
 

 
①

 
委

託
先

に
お

け
る

保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に

つ
い

て
 

 
○

 

１
８

．
土

木
災

害
復

旧
事

業
費

 
 

 

 
①

 
特

記
仕
様

書
の

作
成

に
つ

い
て

 
○

 
 

１
９

．
流

域
治

水
推

進
費
 

 
 

２
０

．
河

川
総

合
流

域
防

災
事

業
費
 

 
 

 
①

 
後

閲
の
取

扱
い

に
つ

い
て
 

 
○

 

２
１

．
直

轄
河

川
事

業
負

担
金

 
 

 

２
２

．
直

轄
河

川
災

害
復

旧
事

業
費
 

 
 

２
３

．
海

岸
整

備
事

業
費
 

 
 

２
４

．
港

湾
保

安
対

策
管

理
費

 
 

 

２
５

．
砂

防
事

業
費
 

 
 

 
①

 
文

書
の
記

載
方

法
に

つ
い

て
 

 
〇

 

②
 
文

書
の
記

載
方

法
に

つ
い

て
 

 
○

 

③
 
文

書
の
修

正
方

法
と

記
載

方
法

に
つ
い

て
 

 
〇

 

④
 
文

書
の
修

正
方

法
と

記
載

方
法

に
つ
い

て
 

 
○

 

⑤
 
委

託
先
に

対
す

る
個

人
情

報
の

取
扱
状

況
の

確
認

に
つ

い
て

 
 

〇
 

⑥
 
不

十
分
な

内
容

の
文

書
が

承
認

さ
れ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

 
 

○
 

２
６

．
砂

防
災

害
関

連
等

事
業

費
 

 
 

 
①

 
文

書
の
記

載
内

容
の

修
正

方
法

に
つ
い

て
 

 
○

 

②
 
保

有
個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス

ト
に

つ
い

て
 

 
○

 

２
７

．
砂

防
総

合
流

域
防

災
事

業
費
 

 
 

２
８

．
原

子
力

災
害

対
策

費
 

 
 

２
９

．
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
運

営
費
 

 
 

３
０

．
防

災
対

策
費
 

 
 

３
１

．
防

災
情

報
発

信
強

化
費

 
 

 

３
２

．
防

災
行

政
無

線
事

業
費

 
 

 

３
３

．
み

ん
な

で
備

え
る

地
震

対
策
費
 

 
 

３
４

．
デ

ジ
タ

ル
で

ま
も

る
防

災
推
進

費
 

 
 

３
５

．
消

防
ヘ

リ
応

援
体

制
強

化
費
 

 
 

 
①

 
防

災
消
防

ヘ
リ

に
つ

い
て
 

 
○
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３
６

．
救

急
業

務
高

度
化

推
進

費
 

 
 

３
７

．
消

防
連

絡
調

整
費
 

 
 

 
①

 消
防

学
校

の
給

食
業

務
の

契
約

に
つ
い

て
 

 
○

 

３
８

．
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
運
営

費
 

 
 

 
①

 
随

意
契

約
に

係
る

業
務

の
再

委
託

に
関

す
る

検
討

及
び

再
委

託
の

承

認
に

関
す

る
決

裁
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に
つ

い
て
 

 
○

 

３
９

．
原

子
力

災
害

医
療

対
策

費
 

 
 

 
①

 
資

機
材
の

運
用

及
び

管
理

に
つ

い
て
 

 
○

 

②
 
決

裁
ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

 
 

〇
 

４
０

．
福

岡
県

備
蓄

基
本

計
画

 
 

 

 
①

 
情

報
の
共

有
に

つ
い

て
 

 
○
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２
）
（
総

論
）

各
事

業
に

共
通
し

て
提
出

す
べ

き
意

見
等

は
な

か
っ
た

。
 

 
３

）
（
各

論
）

監
査

の
結

果
及
び

意
見
 

１
．

事
項

名
）

私
立

学
校

耐
震

化
促
進

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

私
学

振
興

課
 

事
業

の
概

要
 

学
校

法
人
が

行
う

学
校
施

設
の

耐
震

改
修

及
び

改
築
工

事
費

用
に

つ
い

て
国

庫
補

助
額

に
上

乗
せ

し
て

補
助

を
行

う
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

・
学

校
法

人
が

行
う

校
舎

、
体

育
館

、
寄

宿
舎

等
（

国
の

補
助

制
度

の
対

象
施

設
）

の
耐

震
改

修
・

改
築

工
事

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
国

庫
補

助
額

に
県

費
を

上
乗

せ
し

て
補

助
す

る
。

 

・
補

助
率

：
国

が
補

助
対

象
と

し
た

経
費

の
６

分
の

１
以

内
。

 

・
事

業
年

数
：

令
和

６
年

度
の

１
年

間
。

 

 
本

事
業

は
、

国
庫

補
助

と
一

体
と

な
っ

た
財

政
支

援
を

通
じ

て
、

耐
震

化
が

遅
れ

て
い

る
私

立
学

校
施

設
の

改
修

を
後

押
し

す
る

役
割

を
担

っ
て

い
る

。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
8
9
,
5
45
 

6
4
0
,
7
27
 

3
5
1
,
5
32
 

4
8
,
5
6
7 

・
高

等
学

校
３

校
（

３
法

人
）
、
幼

稚
園

１
園

（
１

法

人
）

に
対

し
、

補
助

を
実

施
。

 

 

（
２

）
事

業
の

内
容
 

１
）

私
立

学
校

施
設

の
耐

震
化

の
現
状

と
全

国
に

お
け

る
位

置
付
け
 

①
全

体
状

況
（

幼
・

小
・

中
・

義
務
・

高
・

中
等

・
特

別
支

援
）
 

文
部

科
学

省
の

「
私

立
学
校
施

設
の

耐
震

改
修

状
況

等
調
査

」
（

令
和

６
年

４
月

１
日
現

在
）

に
よ

る
と

、
福

岡
県

内
の

私
立

学
校

施
設
は

全
8
4
0
棟
の

う
ち

7
5
4
棟
が

耐
震

性
あ

り
と

さ
れ

、
耐
震

化
率

は
8
9
.
8％

で
全

国
37

位
に
と

ど
ま
っ

て
い

る
。

同
調

査
で

は
、
全

国
平

均
の

耐
震

化
率

は
9
3.
6
％
と
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さ
れ

て
お

り
、

福
岡

県
は

全
国

平
均

を
下

回
っ

て
い
る

状
況

に
あ

る
。

な
お

、
福
岡

県
に

お
け

る
耐

震

性
が

な
い

又
は

耐
震

診
断

未
実

施
の
棟

数
は

86
棟
で

あ
り
、
そ

の
う

ち
耐

震
化

完
了

や
取
壊

し
等
の

予

定
が

示
さ

れ
て

い
な

い
棟
が

6
5
棟
と

多
く

を
占

め
て

い
る
。

 

②
幼

稚
園

 

幼
稚

園
に

つ
い

て
は

、
全

39
8
棟

の
う
ち

35
1
棟
が

耐
震
性

あ
り
、
耐
震

化
率
は

88
.2
％
（

全
国

33
位

）
で
あ

る
。

一
方

で
、

耐
震

性
が
な

い
又

は
耐

震
診

断
未

実
施
の

棟
数
は

47
棟

（
38

法
人
）

で
あ

り
、

件
数

は
神

奈
川

県
（

55
棟

）
、
千

葉
県

（
49

棟
）
に
次

い
で
全

国
３

番
目

に
多

い
。

 

③
小

・
中

・
義

務
・

高
・

中
等

・
特
別

支
援

学
校

 

小
・

中
・

高
等

学
校

等
に

つ
い

て
は
、
全

44
2

棟
の
う
ち

40
3

棟
が
耐

震
性

あ
り

、
耐

震
化
率

は

91
.2
％
（

全
国

35
位
）

で
あ
る

。
 

し
か

し
、
耐
震

性
が

な
い

又
は

耐
震
診

断
未

実
施

の
棟

数
は

39
棟

で
あ

り
、
そ
の

数
は
北

海
道
（

60
棟

）
に
次

い
で

岡
山

県
と

並
び

全
国
で

２
番

目
に

多
い

。
 

 
 

２
）

県
の

こ
れ

ま
で

の
取

組
状

況
 

①
幼

稚
園

に
対

す
る

取
組

 

 
幼

稚
園

に
お

い
て

は
、
実
地

検
査
や
「
私

立
学

校
施

設
整

備
費
補

助
金

」
の

募
集

案
内

等
の
機

会
を
通

じ
て

、
耐

震
性

の
重

要
性

を
周

知
す
る

と
と

も
に

、
補

助
金

の
活
用

を
個

々
の

園
に

促
し

、
耐
震

化
の
推

進
を

依
頼

し
て

い
る

。
 

※
幼

稚
園

で
は
、
経
常

費
補
助

金
の
審

査
を

書
面

審
査

で
対

応
し
て

お
り
、
各
園

と
の
個

別
の
面

談
の

機
会

は
概

ね
実

地
検

査
時

に
限

ら
れ
て

い
る

。
ま

た
、

園
数

は
36

5
園
と

非
常

に
多

い
一

方
、
担

当
職

員
数

が
限

ら
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
未

対
応

園
に

対
す

る
個

別
面
談

等
は

実
施

し
て

い
な

い
。

 

②
小

・
中

・
高

等
学

校
等

に
対

す
る
取

組
 

 
小

中
高

等
学

校
係

に
お

い
て

は
、
学
校

に
対

し
て

交
付
す

る
経
常

費
補

助
金

に
つ

い
て

、
そ

の
審

査
が

複
雑

で
あ

り
、
且
つ
、
内
容
も
多

岐
に
渡
る

こ
と

か
ら

、
原

則
と
し

て
、
県
庁

舎
に

お
い

て
対
面

で
審
査

を
実

施
し

て
お

り
、
そ

の
際

に
合

わ
せ
て

耐
震

診
断

未
実

施
校

に
対
し

て
、
確

認
を

行
っ

て
い

る
。
な
お
、

県
内

の
小

中
高

等
学

校
数
は

99
校
で

あ
る
。
ヒ
ア

リ
ン

グ
で

は
、
取
壊

し
や

代
替

施
設
の
検

討
、
施

設

統
合

の
検

討
状

況
等

に
つ

い
て

各
学

校
法

人
か

ら
回

答
を

得
て

い
る

ほ
か

、
経

営
状

況
に

つ
い

て
も

一

部
学

校
に

対
し

て
確

認
し

て
い

る
。
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ま

た
、
資
金

面
で

の
課

題
が

あ
る
学

校
に

対
し

て
は

、
今
後

も
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
継

続
し

、
法
人

内
で
の

耐
震

化
計

画
の

策
定

を
早

急
に

進
め

る
よ

う
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

補
助

金
の

活
用

を
促

し
て

い
く

方

針
が

示
さ

れ
て

い
る

。
 

③
事

業
実

績
の

推
移

 

 
法

人
の

耐
震

化
計

画
に

基
づ

く
将
来

推
計

で
は
、
福
岡
県

の
私
立

学
校

施
設

の
耐

震
化

率
は
、
令

和
６

年
度

末
に

は
90

.1
％
、

令
和
８

年
度
末

に
は

91
.6
％

へ
と
上

昇
す
る

見
込

み
と

さ
れ

て
い

る
が
、

全
国

平
均

（
令

和
８

年
度
末

94
.8
％

）
と
の

乖
離

は
残

る
と

見
込

ま
れ
て

い
る

。
 

３
）

監
査

に
お

い
て

把
握

さ
れ

た
課
題

 

①
未

耐
震

施
設

数
に

つ
い

て
 

 
前

述
の

と
お

り
、
福
岡

県
は

、
耐
震

性
が

な
い

又
は

診
断

未
実
施

の
棟

数
が

多
く

、
全

国
的
な

水
準
へ

の
キ

ャ
ッ

チ
ア

ッ
プ

の
課

題
が

あ
る
。

 

②
個

別
園

・
学

校
と

の
対

話
の

必
要
性

 

ⅰ
）

幼
稚

園
 

 
幼

稚
園

に
つ

い
て

は
、
実
地

検
査
や

補
助

金
説

明
の

場
で

の
周
知

は
行

わ
れ

て
い

る
も

の
の
、
未
耐

震
の

園
に

対
す

る
個

別
面

談
や

継
続
的

な
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

は
実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
そ

の
た

め
、
耐

震
化

を
進
め

る
た
め

の
課

題
（
園

児
数
の

動
向
、
法

人
全

体
の

経
営
状

況
、
借
入

余

力
な

ど
）

を
確

認
・

共
有

化
し

、
共
に

耐
震

化
に

つ
い

て
考

え
る
機

会
が

限
ら

れ
る

。
 

ⅱ
）

小
中

高
等

学
校

等
 

 
小

中
高

等
学

校
等

に
つ

い
て

は
、

経
常

費
補

助
金

の
審

査
に

伴
う

対
面

の
場

を
活

用
し

て
ヒ

ア
リ

ン
グ

が
実

施
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

資
金

不
足

の
具

体
的

内
容

に
ま

で
踏

み
込

ん
だ

対
話

が
十

分
で

な
い

事
例

が
見

ら
れ

る
。
こ
の

こ
と
か

ら
、
耐

震
化

を
阻
害

し
て
い

る
要

因
（
将

来
投
資

計
画
、
借

入

制
約

、
他

施
設

整
備

と
の

優
先

順
位
等

）
を

踏
ま

え
た

対
話

が
十
分

と
は

い
え

な
い

状
況

が
う
か

が
え

る
。

 

③
他

都
道

府
県

の
先

進
事

例
の

把
握
・

活
用

 

文
部

科
学

省
調

査
で

は
、
様
々

な
取

組
が

紹
介

さ
れ

て
お
り

、
ま

た
、

各
都

道
府

県
の
取

組
も

具
体

的
に

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で

公
表

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ
ら

の
情

報
を

十
分

活
用

し
参
考

に
す

る
必

要
が

あ

る
。
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④
人

的
体

制
の

課
題

 

県
の

担
当

職
員

数
が

限
ら
れ
る

こ
と

も
あ

り
、

個
別

面
談
や

詳
細

な
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
が

困
難

で
あ

る
の

が
実

情
と

認
識

さ
れ

て
い

る
。

 

４
）

私
立

学
校

耐
震

化
促

進
費

の
活
用

に
関

す
る

論
点

 

私
立

学
校

耐
震

化
促

進
費
は
、

国
庫

補
助

に
対

す
る

上
乗
せ

補
助

と
し

て
位

置
付

け
ら
れ

て
お

り
、

耐
震

化
に

取
り

組
む

学
校

法
人

に
と
っ

て
は

重
要

な
財

政
支

援
で
あ

る
。

他
方

で
、

 

・
県

と
し

て
は

起
債

を
活

用
し

て
い
る

も
の

の
、

県
単

独
補

助
率
の

更
な

る
引

上
げ

等
、

財
政
負

担
の

増
加

に
は

限
界

が
あ

る
と

の
認
識

が
示

さ
れ

て
い

る
。

 

・
補

助
制

度
の

存
在

を
知

り
な

が
ら
も

、
資

金
繰

り
や

学
校

運
営
方

針
の

検
討

に
時

間
を

要
し
、

耐
震

化
に

踏
み

出
せ

な
い

学
校

も
存
在

す
る

。
 

こ
の

こ
と

か
ら

、
耐

震
化
促
進

費
の

効
果

を
最

大
化

す
る
た

め
に

は
、

単
に

補
助

制
度
を

用
意

す
る

だ
け

で
な

く
、

個
々

の
学

校
法

人
の

課
題

に
応

じ
た
計

画
策

定
支

援
や

情
報

提
供
を

行
う

と
と

も
に

、

他
県

の
好

事
例

を
本

県
の

実
情

を
踏
ま

え
て

検
討

し
取

組
む

必
要
が

あ
る

と
考

え
る

。
 

 

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
 

災
害

時
の

園
児

児
童

生
徒

の
安

全
確

保
や

地
域

の
防

災
力

向
上

の
た

め
に

も
、

全
国

に
比

べ
耐

震

化
が

遅
れ

て
い

る
現

状
を

踏
ま

え
、

私
立

学
校

施
設

の
耐

震
化

の
一

層
の

推
進

に
向

け
た

以
下

の
よ

う
な

取
組

が
必

要
と

考
え

る
。

 

１
）

幼
稚

園
 

①
 再

度
通
知

の
実

施
や

計
画

提
出

の
要
請

等
の

検
討

【
監

査
意

見
１
】

 
文

部
科

学
省

の
調

査
結

果
公

表
後

、
各

学
校

法
人

へ
耐

震
化

の
早

期
実

施
に

努
め

る
よ

う
再

度
通

知
を

行
う

取
組

や
耐

震
化

未
実

施
の

法
人

に
計

画
の

提
出

を
求

め
る

取
組

な
ど

の
他

都
道

府
県

の
好

事
例

を
参

考
に

、
福

岡
県

に
お

い
て

も
再

度
通

知
の

実
施

や
計

画
提

出
の

要
請

を
検

討
す

る
こ

と
。

 

②
 個

別
面
談

の
実

施
【

監
査

意
見

２
】

 
人

的
体
制

の
課

題
も

踏
ま

え
つ

つ
、
可

能
な

限
り

、
未
耐
震

又
は
診

断
未

実
施
の

47
棟
（

38
法

人
）
に

つ
い

て
、
園

児
数

や
建

築
年
数

な
ど

を
踏

ま
え

、
優

先
度
の

高
い

園
か

ら
順

に
個

別
面

談
を

行
う

こ
と

を
検

討
す

る
こ

と
。
例
え

ば
、
オ
ン

ラ
イ

ン
面

談
の
実

施
な

ど
も

考
え

ら
れ

る
。
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２
）

小
・

中
・

高
等

学
校

等
に

対
す
る

経
営

面
も

含
め

た
深

度
あ
る

対
話

の
推

進
等
 

【
監

査
意

見
３

】
 

経
常

費
補

助
金

審
査

時
の

ヒ
ア

リ
ン
グ

を
、
耐

震
化

促
進
の

機
会
と

し
て

活
用

し
、
耐
震

化
が

進
ま

な
い

要
因

を
財

務
状

況
（

資
金

不
足

の
要
因

を
含

む
）
、
生

徒
数

の
推

移
、
学
校

運
営

方
針

等
か

ら
構

造
的

に
把

握
し

た
上

で
、
学
校

と
深

度
あ

る
対
話

を
行
う

こ
と

が
必

要
と

考
え

る
。
あ

わ
せ

て
、
長

期
的

な
施

設
整
備

計
画
に

お
け

る
耐

震
化

の
位

置
付
け

を
共

有
し
、
今
後
の

実
施
計

画
の

策
定

・
提

出
を

求
め

る
運

用
に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

が
望
ま

れ
る

。
 

 
県

に
お

い
て

は
、
以

上
の
点

を
踏
ま

え
、
個

別
園
・
学

校
と

の
対
話

及
び

計
画

的
な

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

一
層

充
実

さ
せ

る
な

ど
に

よ
り

、
私

立
学

校
施

設
の

耐
震

化
の

推
進

に
努

め
て

い
た

だ
き

た
い

。
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２
．

事
項

名
）

医
療

施
設

近
代

化
施
設

整
備

費
補

助
金
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

医
療

指
導

課
 

事
業

の
概

要
 

施
設

整
備
、

設
備

整
備
等

に
要

す
る

経
費

に
充

て
る
た

め
に

交
付

す
る

補
助

金
で

あ
り

、
も
っ

て
、

良
質
か

つ
適

切
な

医
療

を
効

率
的
に

提
供

す
る

体
制

の
確

保
を
図

る
と

と
も
に

、
医

療
施
設

に
お

け
る

患
者

の
療

養
環
境

及
び

医
療

従
事

者
の

養
成
力

の
充

実
度

を
図

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
地

球
温

暖
化

対
策

施
設

整
備

事
業
】
 

・
地
球

温
暖

化
対

策
に

資
す
る

医
療
施

設
の

整
備

を
補

助
し

、
病
院

等
に

お
け

る
地

球
温

暖
化
対

策
の

取
組

み
を

推
進

す
る

。
 

(
対

象
経

費
)地

球
温

暖
化

対
策

に
資
す

る
医

療
施

設
の

整
備

に
必
要

な
工

事
費

又
は

工
事

請
負
費
 

 

【
医

療
施

設
等

耐
震

整
備

事
業

】
 

・
医
療

施
設

等
の

耐
震

化
又
は

補
強
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
地
震

発
生

時
に

お
い

て
適

切
な
医

療
提

供
体

制
の

維
持

を
図

る
。
 

(
対

象
経

費
)医

療
施

設
等

耐
震

整
備
と

し
て

必
要

な
新

築
、
増
改
築
に

伴
う

補
強

及
び
既

存
建
物

に
対

す
る

補
強

に
要

す
る

工
事

費
又

は
工
事

請
負

費
 

 

【
共

同
利

用
施

設
整

備
事

業
】

 

・
地

域
医

療
支
援

病
院

に
お
け

る
共
同

利
用

部
門

の
体

制
を

整
備
し
、
共
同

利
用
施

設
と

し
て
地

域
の

医
療

機
関

相
互

の
密

接
な

連
携

と
機
能

分
担

の
促

進
、
医
療

資
源
の

効
率

的
活

用
を

図
り

、
も

っ
て

地

域
の

医
療

水
準

の
向

上
に

資
す

る
。
 

(
対

象
経

費
)共

同
利

用
施

設
又

は
地
域

医
療

支
援

病
院

の
共

同
部
門

と
し

て
必

要
な

新
築

、
増
改

築
、

改
修

に
要

す
る

工
事

費
又

は
工

事
請
負

費
 

 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
8
5
,
0
50
 

3
9
4
,
9
27
 

1
8
5
,
3
85
 

1
0
6
,
4
24
 

・
医

療
施

設
等

耐
震

整
備

事
業

 

・
地

球
温

暖
化

対
策

施
設

整
備

事
業
 

・
共

同
利

用
施

設
整

備
事

業
 

※
監

査
対

象
所

属
の

み
の

記
載

で
あ
る

た
め

、
令

和
６

年
度

当
初
予

算
の

編
成

概
要

に
記

載
の
金

額
と

異

な
る

。
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（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
福

岡
県

共
同

利
用

施
設

整
備

事
業
補

助
金

の
交

付
後

の
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

に
つ

い
て

【
監

査
意
見

４
】

 

（
交

付
の

条
件

）
 

7 
こ
の

補
助

金
の

交
付

の
決
定

に
は
、

次
の

条
件

が
付

さ
れ

る
も
の

と
す

る
。

 

 
（

５
)事

業
に
よ

り
取
得

し
、

又
は

効
用
の

増
加
し

た
不
動

産
及

び
そ
の

従
物
に

つ
い
て

は
、

福
岡

県
補

助
金

等
交

付
規

則
第

20
条

の
規
定

に
よ

り
知

事
が

別
に

定
め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
、
知
事

の
承

認
を

受
け

な
い

で
こ

の
補

助
金
の

交
付

の
目

的
に

反
し

て
使
用

し
、
譲
渡

し
、
交
換
し

、
貸
し
付

け
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い
。

 

 （
実

績
報

告
）

 

12
 
補

助
事

業
者

は
、

様
式
第

3
号

に
よ

る
報

告
書

に
関
係

書
類
を

添
え

て
、

事
業

の
完

了
の
日

か

ら
起

算
し

て
一

月
を

経
過

し
た

日
（

7
の
（

３
）
に
よ

り
事
業

の
中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け
た
場

合
に

は
、
当
該

承
認

通
知

を
受
理

し
た
日

か
ら

起
算

し
て

一
月

を
経
過

し
た

日
）
又
は

翌
年
度

の
4
月

10
日
の

い
ず

れ
か

早
い

日
ま
で

に
、
知

事
に

提
出

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 （
補

助
金

の
返

還
）

 

13
 
知

事
は

、
補

助
事

業
者
が

7
に

定
め

る
交

付
の

条
件
に

違
反
し

た
場

合
に

は
、
期
限

を
定
め

て
、

こ
の

補
助

金
の

全
部

又
は

一
部

に
つ
い

て
県

に
返

還
を

す
る

こ
と
を

命
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

（
出

所
：

福
岡

県
共

同
利

用
施

設
設
整

備
事

業
補

助
金

交
付

要
綱
）

 

（
財

産
の

処
分

の
制

限
）

  

第
二

十
条

 補
助
事

業
者

等
は
、
補

助
事

業
等

に
よ
り

取
得
し

、
又
は

効
用

の
増
加

し
た
財

産
の
う

ち

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

は
、

知
事

の
承

認
を

受
け

な
い

で
補

助
金

等
の

交
付

の
目

的
に

反
し

て
使

用

し
、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
又
は

担
保

に
供

し
て

は
な

ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
五
条

第
二
項

の
規

定
に

よ
る

条
件

に
基

き
、

補
助

金
等

の
全

部
に

相
当

す
る

金
額

を
県

に
納

付
し

た
場

合
並

び
に

補
助

金

等
の

交
付

の
目

的
及

び
当

該
財

産
の

耐
用

年
数

を
勘

案
し

て
知

事
が

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

  

一
 不

動
産
及

び
そ

の
従

物
  

二
 機

械
、
重

要
な

器
具

そ
の
他

重
要
な

資
産

で
知

事
が

定
め

る
も
の

及
び

そ
の

従
物

 
（

出
所
：

福
岡

県
補

助
金

等
交

付
規
則

）
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上

記
の
よ

う
に
「
福

岡
県

共
同

利
用
施

設
整

備
事

業
補

助
金

交
付
要

綱
」
及
び
「

福
岡

県
補

助
金
等

交
付

規
則
」
で
は

規
定

さ
れ

て
い
る

が
、
補
助

金
交

付
後

の
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
は

事
業

完
了

時
の

実
績
報

告
の

み
で

あ
り
、
そ
れ

以
降

の
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
に

つ
い

て
は

要
綱

に
規

定
さ
れ

て
お

ら
ず
、
実
績
報

告
後
の

使
用

状
況

の
確

認
ま

で
は

行
わ

れ
て

い
な

い
状
況

で
あ

る
。

 
当

該
補
助

金
は

、
地

域
医

療
の

確
保
や

医
療

機
関

間
の

機
能

分
化
・
連
携

を
推

進
す

る
た

め
、
地

域
の
医

療
機

関
が

共
同

で
利

用
す

る
施

設
設

備
の

整
備

に
補

助
を

行
う

も
の

で
あ

る
た

め
、

た
と

え
ば

年
数

の
経

過
に

伴
っ

て
共

有
の

趣
旨

が
薄

れ
、

設
置

病
院

に
よ

り
占

有
的

に
使

用
さ

れ
る

と
い

っ
た

状
況

を
招

か
な

い
よ

う
に

、
一

定
期

間
は

使
用

状
況
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

が
必

要
で
あ

る
。
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３
．

事
項

名
）

災
害

福
祉

支
援

体
制
整

備
事

業
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

福
祉

総
務

課
 

事
業

の
概

要
 

災
害

時
の
福

祉
支

援
の
中

核
と

な
る

（
社

福
）

福
岡
県

社
会

福
祉

協
議

会
に

災
害

福
祉

支
援
セ

ン
タ

ー
を
設

置
し

、
当

該
セ

ン
タ

ー
に
よ

る
災

害
派

遣
福

祉
チ

ー
ム
の

組
成

・
育

成
を

支
援

す
る

こ
と

で
、
要

配
慮

者
へ

の
的

確
な

支
援
を

行
う

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

・
連

携
及

び
体

制
機

能
の

強
化

 

関
係

団
体

に
よ

る
災

害
福

祉
支

援
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

を
開

催
す
る

。
 

災
害

時
の

派
遣

体
制

に
つ

い
て

協
議
を

行
い

、
団

体
間

の
連

携
体
制

を
強

化
す

る
こ

と
に

よ
り
、

本
県

の
災

害
体

制
向

上
を

図
る

。
 

厚
生

労
働

省
が

毎
年

開
催

し
て

い
る
「

災
害

福
祉
広

域
支
援

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
セ

ミ
ナ

ー
」
へ

参
加

す
る

こ
と

に
よ

り
、

団
体

間
の
連

携
強

化
の

方
法

に
つ

い
て
検

討
す

る
。
 

各
団

体
の

派
遣

リ
ス

ト
登

録
者

を
対
象

と
し

た
研

修
会

を
年

２
回
開

催
す

る
。
 

災
害

福
祉

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

仮
）
を
設

置
し

、
災
害
時

医
療

チ
ー

ム
と

の
連

携
を

図
る
。  

 ・
派

遣
体

制
の

整
備
 

福
祉

避
難

所
等

に
お

け
る

人
材

確
保
対

策
と

し
て
、
災
害
時

に
専
門

人
材

の
派

遣
を

行
う

た
め
の

仕
組

み
を

構
築

す
る

（
下

記
表

の
各
団

体
の

専
門

人
材

を
派

遣
）。

 

災
害

発
生

時
に

専
門

人
材

を
派

遣
す
る

際
、
派

遣
先

で
の
事

故
等
に

備
え

、
派
遣

者
を
対

象
に
傷

害
保

険
に

加
入

す
る

た
め

の
保

険
料
を

負
担

す
る

。
 

毎
年

、
年

度
当

初
に

加
入

し
、

災
害
発

生
時

に
迅

速
に

派
遣

で
き
る

体
制

と
し

て
お

く
。

 

当
保

険
は

、
想

定
し
た

人
数
以

下
の
利

用
の

場
合

、
保
険
を
利

用
し

な
か

っ
た

人
数

分
の

保
険
料

は
返

金
と

な
る

仕
組

み
と

す
る

（
保
険

利
用

０
人

の
場

合
、

事
務
手

数
料

の
支

払
い

の
み

）
。
 

派
遣

人
数

が
想

定
を

超
過

し
た

場
合
は

、
補

正
予

算
に

よ
り

対
応
す

る
。
 

災
害

発
生

に
伴

い
、
実

際
に
人

材
派
遣

を
行

っ
た

際
に

必
要

と
な
る

日
当
、
交
通

費
等
に

つ
い
て

、

必
要

な
場

合
は

、
災

害
発

生
後

に
補
正

予
算

に
よ

り
対

応
す

る
。
 

 （
表

：
各

専
門

団
体

）
 

施
設

団
体

（
1
1
団

体
）
 

職
能

団
体

（
９

団
体

）
 

そ
の

他
（

２
団

体
）
 

福
岡

県
乳

児
院

協
議

会
 

福
岡

県
介

護
支

援
専

門
員

協

会
 

福
岡

県
社

会
福

祉
協

議
会
 

福
岡

県
児

童
養

護
施

設
協

議
会

 
福

岡
県
介

護
福

祉
士

会
 

福
岡

県
 

福
岡

県
母

子
生

活
支

援
施

設
協

議
会

等
（

他
８

団
体

）
 

福
岡

県
言

語
聴

覚
士

会
等

（
他

６
団

体
）
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・
地

域
協

働
型

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
セ

ン
タ

ー
（

以
下

、「
V
C
」

と
い

う
。
）
運

営
体

制
の
構

築
 

県
社

協
が

実
施

す
る

平
時

の
研

修
・
訓
練
、
応
援

職
員

派
遣

団
体
の

開
拓
、
及
び

災
害
時

の
災
害

V
C
運
営

支
援

に
対

し
て

助
成
を

行
う
。
 

・
被

災
者

見
守

り
・

相
談

支
援

の
実
施
 

見
守

り
・
相

談
支

援
実

施
の
手

引
き
作

成
や

市
町

村
に

対
し

て
見
守

り
・
相

談
支

援
研
修

を
実
施

す
る

。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
2
,
0
8
0 

1
4
,
4
6
3 

2
0
,
7
1
7 

1
7
,
9
7
8 

・
D
W
AT

の
体

制
整

備
 

・
市

町
村

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
運

営
支

援
 

・
被

災
者

見
守

り
・

相
談

支
援

の
実

施
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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４
．

事
項

名
）

被
災

者
住

宅
再

建
支
援

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

福
祉

総
務

課
 

事
業

の
概

要
 

災
害

に
よ
り

被
害

を
受
け

た
県

民
に

対
し

、
早

期
の
生

活
再

建
を

図
り

、
被

災
地

の
早

期
復

興
を

後
押

し
す

る
た

め
、
金

銭
的

な
救

済
等

を
行

う
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

県
内

に
お

い
て

被
災

者
生

活
再

建
支
援

法
が

適
用

さ
れ

た
災

害
に
よ

り
、
住

居
が

被
災
し

、
県
内

で

住
宅

再
建

す
る

た
め

に
金

融
機

関
等
か

ら
融

資
を

受
け

た
者

に
対
し

、
利

子
相

当
額

を
支

援
す
る

。
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

3
6
,
0
0
0 

3
3
,
0
0
0 

3
3
,
0
0
0 

6
,
0
0
0 

・
被

災
者

住
宅

再
建

支
援

事
業

補
助

金
の

交
付
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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５
．

事
項

名
）

災
害

救
助

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

福
祉

総
務

課
 

事
業

の
概

要
 

災
害

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
県

民
に
対
し
、

金
銭

的
な

救
済

等
を
行

う
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

・
災

害
救

助
法

に
基

づ
く

救
助

に
係
る

費
用

の
救

済
を

行
う

。
 

（
過

年
度

災
害

対
応

分
）

賃
貸

型
応
急

住
宅

の
供

与
 

（
令
和

6
年
度

発
生

の
災

害
対

応
分
）

①
応

急
仮

設
住

宅
の

供
与
、

②
物

資
の

購
入

等
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

8
3
1
,
9
18
 

8
2
5
,
0
50
 

8
2
6
,
9
20
 

6
2
,
9
3
7 

・
令

和
５

年
７

月
７

日
か

ら
の

大
雨

災
害

及
び

令
和

６
年

台

風
第

10
号
の

被
災

者
に

対

す
る

賃
貸

型
応

急
住

宅
の

提

供
等
 

・
令

和
６

年
能

登
半

島
地

震
の

求
償

経
費
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

①
備

蓄
物

資
の

管
理

に
つ

い
て

【
監
査

意
見

５
】

 

備
蓄

物
資

に
つ

い
て

、
県

本
庁

舎
、
消

防
学

校
、

各
地

区
の

総
合
庁

舎
に

備
え

置
い

て
い

る
。
令

和

3
年

度
の

行
政

監
査

の
結

果
に

記
載
さ

れ
て

い
た

「
各

備
蓄

拠
点
の

品
目

ご
と

に
、

そ
の

受
払
い

が
わ

か
る

台
帳

を
作

成
さ

れ
た

い
」

に
対
し

て
「

備
蓄

品
ご

と
に

台
帳
を

作
成

し
、

各
備

品
の

受
払
を

明
記

す
る

こ
と

と
し

た
」

と
措

置
が

実
施
さ

れ
て

い
る

。
 

当
該

備
蓄

物
資

に
つ

い
て

、
確

認
を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

備
蓄

品
目
ご

と
に

備
蓄

物
資

台
帳

に
て
管

理

を
行

い
、

定
期

的
な

棚
卸

は
実

施
さ
れ

て
い

た
。

し
か

し
、

棚
卸
に

関
す

る
報

告
書

が
な

い
た
め

、
実

施
日

、
実

施
者

が
確

認
で

き
な

か
っ
た

。
備

蓄
物

資
に

つ
い

て
は
、

使
用

可
否

の
判

断
を

含
め
定

期
的

な
棚

卸
を

行
い

、
実

施
日

及
び

実
施
者

を
記

載
し

た
報

告
書

を
作
成

す
べ

き
で

あ
る

。
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６
．

事
項

名
）

流
域

湛
水

減
災

対
策
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

下
記

参
照
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

9
0
,
0
0
0 

1
3
5
,
0
00
 

1
1
3
,
3
63
 

1
1
2
,
9
17
 

・
基

本
計

画
策

定
、

実
施

設
計

 

・
田

ん
ぼ

ダ
ム

導
入

支
援
 

※
監

査
対

象
所

属
の

み
の

記
載

で
あ
る

た
め

、
令

和
６

年
度

当
初
予

算
の

編
成

概
要

に
記

載
の
金

額
と

異

な
る

。
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

１
）

流
域

湛
水

減
災

対
策

の
取

組
 

 

①
 
流

域
治
水

の
推

進
 
 

平
成

2
9
年

7
月

九
州

北
部

豪
雨

を
は
じ

め
、

令
和

元
年

東
日

本
台
風

や
令

和
2
年

7
月
豪

雨
な
ど

、

近
年

、
全

国
各

地
に

お
い

て
激

甚
な

水
災

害
が

頻
発
し

て
お

り
、

さ
ら

に
、

今
後
、

気
候

変
動

に
よ

る

降
雨

量
の

増
大

や
水

災
害

の
激

甚
化

・
頻

発
化

が
予
測

さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

な
水
災

害
リ

ス
ク

の
増

大

に
備

え
る

た
め

、
福

岡
県

で
は

こ
れ

ま
で

の
河

川
整
備

に
加

え
、

流
域

内
の

あ
ら
ゆ

る
関

係
者

と
一

体

と
な

っ
て

、
流

域
全

体
で

水
災

害
を
軽

減
さ

せ
る

「
流

域
治

水
」
を

推
進

し
て

い
る

。
 

 

②
 
流

域
治
水

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
 

こ
れ

ま
で

の
河

川
整

備
に

加
え

、
あ

ら
ゆ

る
関

係
者

が
重
点

的
に
実

施
す

る
治

水
対

策
（

(
1)
氾
濫

を

で
き

る
だ

け
防

ぐ
・

減
ら
す
た

め
の

対
策

、
(
2
)
被
害

対
象
を

減
少

さ
せ

る
た

め
の

対
策
、

(
3
)
被

害
の

軽
減

、
早

期
復

旧
・
復

興
の

た
め

の
対
策

）
の

全
体

像
を

と
り

ま
と
め

た
「

流
域

治
水

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
」

を
公

表
。
 

 

「
流

域
治

水
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
」

は
、

様
々

な
対

策
と

そ
の
実

施
主

体
を

「
見

え
る

化
」
し

た
【

位
置

図
】
、
対

策
の

実
施

時
期

を
示
し

た
【

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

】
等
で

構
成
し

て
い

る
。
な

お
、
ロ

ー
ド
マ

ッ
プ

の
工

程
に

お
い

て
、
短
期

は
概

ね
5
年

、
中

期
は

概
ね

10
～

1
5
年

、
中

長
期

は
概

ね
20

年
～
3
0
年
を

目
標

と
し

て
い

る
。
 

 

 流
域

治
水

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
支

援
す
る

事
業

の
一

つ
と

し
て

、「
農
地

湛
水

対
策

事
業

費
」
が
予

算
化

さ
れ

て
お

り
、

事
業

の
概

要
は

以
下
の

と
お

り
で

あ
る

。
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 ２
）

農
地

湛
水

対
策

事
業

費
 

 （
事

業
の

目
的

）
 

大
雨

時
に

お
け

る
内

水
に

よ
る

施
設

園
芸

作
物

を
中

心
と

し
た

湛
水

被
害

を
解

消
す

る
た

め
の

、
効

果

的
な

対
策

と
し

て
事

業
計

画
を

策
定
し

た
上

で
、

施
設

等
の

整
備
を

実
施

す
る

。
 

ま
た
、
県
下

全
域

に
お

け
る
「
田
ん
ぼ
ダ

ム
」
や
、
基
幹
的

水
利
施

設
が
「

平
地

ダ
ム
」
と
し

て
機

能
し

て
い

る
地

域
に

お
け

る
「

先
行

排
水
」
を
実

施
す

る
た

め
の

取
組
み

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
必

要
な

施
設

整
備

を
実

施
す

る
。
 

  （
事

業
の

概
要

）
 

区
分
 

事
業

主
体

 
事

業
内
容
 

流
域

湛
水

減
災

対
策
 

県
・

市
町

村
等

 

大
刀

洗
川

,
陣

屋
川

,
山

ノ
井

川
,
飯

江
川

及
び

大
根

川
,
桂

川
流

域
の

内
水

に

よ
る

農
地

湛
水

の
解

消
の

た
め

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

(
1
)
事

業
計

画
策

定
業

務
 

湛
水

解
消

に
向

け
た

事
業

計
画

策
定

等
を

実
施

す
る

。
 

(
2
)
対

策
工

事
 

(
1
)
の

事
業

計
画

策
定

に
基

づ
く

対
策

工
事

を
実

施
す

る
。

 

先
行

排
水

広
域

化
推

進
 県

・
市

町
村

等
 

筑
後

川
下

流
域

に
お

い
て

先
行

排
水

を
広

域
的

に
推

進
す

る
と

と
も

に
、

先

行
排

水
の

推
進

に
必

要
な

施
設

整
備

を
実

施
す

る
。

 

(
1
)
事

業
計

画
策

定
業

務
 

先
行

排
水

の
広

域
的

な
推

進
に

向
け

た
事

業
計

画
策

定
等

を
実

施
す

る
。
 

(
2
)
対

策
工

事
 

(
1
)
の

事
業

計
画

策
定

に
基

づ
く

対
策

工
事

を
実

施
す

る
。

 

 

 

田
ん

ぼ
ダ

ム
導

入
支

援
 

 

市
町

村
等
 

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

導
入

に
必

要
と

な
る

施
設

整
備

の
経

費
に

つ
い

て
、

県
が

支

援
す

る
。

 

(
1
)
通

常
型
 

地
区

の
5
 
0%

以
上

で
田

ん
ぼ

ダ
ム
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

整
備

を
支

援
す

る
も

の
。

 

(
国

事
業

活
用

地
区

) 

(
2
)
小

規
模

型
 

地
区

の
2
 
5%

以
上

で
田

ん
ぼ

ダ
ム
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

整
備

を
支

援
す

る
も

の
。

 

 本
事

業
の
主

な
取
組

に
つ
い
て

、
以

下
に

示
す
。
 

  
①

 
流

域
湛
水

減
災

対
策

の
取

組
 

令
和

6
年
度

に
お

い
て

は
、
流

域
治
水

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
一

環
と
し

て
、

大
刀

洗
川

・
陣

屋
川
流

域

地
区

に
お

け
る

降
雨

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

※
の

結
果
に

基
づ

く
基

本
計

画
・

経
済
効

果
算

定
等

を
踏

ま

え
た

排
水

機
場

整
備

の
た

め
の

実
施

設
計

、
山

ノ
井
川

流
域

地
区

・
飯

江
川

・
大
根

川
流

域
地

区
に

お

け
る

降
雨

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
結
果

に
基

づ
く

基
本

計
画

策
定
・
経
済

効
果

算
定

が
行
わ

れ
て
い

る
。 
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※
降

雨
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
…

地
域

の
地

形
や

降
雨

の
状

況
を

考
慮

し
て

、
想

定
さ

れ
る

降
雨

に
よ

っ
て

浸
水

が
発

生
す

る
場

所
、

深
さ
、

時
間

を
予

測
す

る
も

の
。

 
 
②

 
田

ん
ぼ
ダ

ム
導

入
支

援
の

取
組

 

田
ん

ぼ
ダ

ム
と

は
、
水

田
に
雨

水
を
通

常
の

管
理

水
位

以
上

に
一
時

貯
留

す
る

こ
と

に
よ

り
、
水
路
・

河
川

へ
の

流
出

を
抑

制
し

、
下

流
域

の
急

激
な

水
位
上

昇
を

緩
和

す
る

取
組

で
あ
る

。
下

流
域

の
浸

水

被
害

の
低

減
に

資
す

る
こ

と
か

ら
、

流
域

治
水

の
観
点

で
、

排
水

機
場

等
の

ハ
ー
ド

対
策

を
補

完
す

る

ソ
フ

ト
対

策
と

し
て

位
置

付
け

ら
れ
る

。
 

本
事

業
は

令
和

5
年
度

に
創
設

さ
れ
、

初
年

度
は

豪
雨

災
害

を
契
機

に
意

欲
が

高
ま

っ
た

農
業
法

人

に
つ

い
て

、
普

及
指

導
セ

ン
タ

ー
か

ら
紹

介
を

受
け
、

直
接

訪
問

し
て

事
業

内
容
の

説
明

を
行

っ
た

。

令
和

6
年
度

は
、

市
町

村
担
当

者
が
参

集
す

る
会

議
に

お
い

て
事
業

説
明

を
行

い
、

市
町

村
を
通

じ
た

周
知

を
図

る
な

ど
、
田

ん
ぼ

ダ
ム

の
普
及

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
し

か
し

、
令

和
6
年
度

は
予

算
36
,
3
63

千
円

（
小

規
模

型
34
,
2
8
5
千

円
、
通

常
型

2
,
07
8
千
円
）

に
対
し

、
実

績
43
3
千
円
に

留
ま
っ

て
い

る
。
 

こ
の

理
由

と
し

て
、

田
ん
ぼ
ダ

ム
は

、
効

果
の

受
益

が
下
流

域
に

現
れ

や
す

い
一

方
で
、

上
流

域
の

実
施

主
体

（
農

家
・

農
業

法
人

等
）

に
と

っ
て

は
直
接

的
な

便
益

が
見

え
に

く
い
性

質
を

有
す

る
。

こ

の
た

め
、

導
入

に
は

農
家

の
理

解
と

協
力

が
不

可
欠
で

あ
る

。
加

え
て

、
専

用
の
堰

板
設

置
や

、
増

水

時
の

水
位

に
耐

え
得

る
畦

畔
の

整
備

等
が

必
要

と
な
り

、
地

元
負

担
や

維
持

管
理
負

担
が

生
じ

得
る

。

農
業

生
産

法
人

へ
の

事
業

推
進

を
図
る

に
当

た
り

、「
高
齢
化

が
進
ん

で
お

り
新

た
な

取
組

を
行
え

る
組

織
で

は
な

い
た

め
断

り
た

い
」「

管
理
費

へ
の

支
援

が
あ

れ
ば

取
り
組

み
や

す
い

」
と

の
声

も
あ
る

。
 

 

本
県

は
園

芸
農

業
が

盛
ん
で
あ

り
、

田
ん

ぼ
の

中
に

も
ハ
ウ

ス
が

点
在

し
て

い
る

。
田
ん

ぼ
ダ

ム
の

効
果

を
発

揮
さ

せ
る

た
め

に
は

、
ま

と
ま

っ
た

地
域
で

の
取

組
が

必
要

で
あ

る
が
、

園
芸

農
業

と
の

兼

ね
合

い
か

ら
、

実
施

に
適

し
た

地
域

は
限

ら
れ

る
た
め

、
可

能
な

範
囲

で
農

家
の
賛

同
を

得
て

実
施

で

き
る

ソ
フ

ト
対

策
と

し
て

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

導
入

を
図
る

こ
と

に
は

合
理

性
が

あ
る
。

県
は

引
き

続
き

、

市
町

村
と

連
携

し
つ

つ
、

過
去

に
浸

水
被

害
を

受
け
た

地
域

等
を

中
心

に
、

導
入
効

果
、

支
援

制
度

、

先
行

事
例

の
紹

介
等

を
通

じ
て

、
更

な
る

導
入

を
働
き

か
け

、
田

ん
ぼ

ダ
ム

を
活
用

し
た

流
域

治
水

の

取
組

を
推

進
す

る
方

針
と

し
て

い
る
。
 

 （
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

①
田

ん
ぼ

ダ
ム

の
事

業
促

進
に

つ
い
て
  

本
事

業
は

令
和

5
年
度

か
ら
開

始
し
た

施
策

で
あ

る
が

、
令

和
6
年

度
の
執

行
は

予
算
に

対
し
て

実

績
が

低
水

準
に

留
ま

っ
て

い
る

。
田

ん
ぼ

ダ
ム

は
、
排

水
機

場
等

の
ハ

ー
ド

対
策
を

補
完

す
る

ソ
フ

ト

対
策

と
し

て
、

比
較

的
安

価
に

着
手

し
得

る
可

能
性
が

あ
り

、
下

流
域

の
浸

水
被
害

低
減

と
い

う
公

共

的
利

益
が

期
待

で
き

る
。

ま
た

、
多

数
の

農
家

、
市
町

村
、

県
、

関
係

団
体

が
協
働

す
る

こ
と

で
、

災

害
リ

ス
ク

や
水

管
理

に
関

す
る

認
識

共
有

が
進

み
、
地

域
一

体
と

な
っ

た
災

害
対
応

に
も

つ
な

が
り

得

る
点

で
意

義
が

あ
る

と
考

え
る

。
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一

方
で

、
上

流
域

の
実

施
主
体

に
と

っ
て

直
接

的
な

便
益
が

見
え

に
く

い
こ

と
、

堰
板
・

畦
畔

等
の

整
備

や
維

持
管

理
、

降
雨

時
対

応
の

作
業

負
担

、
収
量

・
品

質
へ

の
影

響
懸

念
等
が

導
入

障
壁

と
な

り

得
る

こ
と

か
ら

、
現

状
の

周
知

・
協

力
依

頼
の

み
で
は

、
実

施
主

体
の

納
得

感
が
十

分
に

形
成

さ
れ

て

い
な

い
可

能
性

が
あ

る
。
し
た

が
っ
て

県
は
、
単
な

る
「
協

力
依
頼
」
に
と

ど
ま

ら
ず

、「
自
分

た
ち

の

圃
場

管
理

や
地

域
の

安
全

に
ど

う
役

立
つ

の
か

」
を
農

家
が

具
体

的
に

イ
メ

ー
ジ
で

き
る

よ
う

、
導

入

障
壁

の
低

減
と

便
益

の
可

視
化

に
重
点

を
置

い
た

普
及

手
法

へ
転
換

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

 
具

体
的
に

は
、

次
の

取
組

を
検

討
す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

 
 1.

 
関

係
者
一

体
の

推
進

体
制

（
協

議
体
）

の
整

備
【

監
査

意
見

６
】

 
田

ん
ぼ
ダ

ム
は

、
複

数
の

農
家
・
関
係

機
関

の
協

力
の

も
と

で
効
果

が
発

現
す

る
取

組
で

あ
る
こ

と
か

ら
、
関

係
者

が
継

続
的

に
情

報
を

共
有
し
、
課
題

を
整

理
・
改
善

し
て
い

く
体

制
づ

く
り

が
重

要
で
あ

る
。

 
他

県
の
事

例
と

し
て

、
農

家
・
県
・
市

町
村

等
で

構
成

す
る

協
議
体

を
設

け
、
田
ん

ぼ
ダ

ム
の
推

進
に

係
る

情
報

共
有

や
課

題
検

討
を

継
続
的

に
行

う
取

組
は

有
効

と
考
え

ら
れ

る
。
個

別
訪
問

や
単
発

の
説
明

会
に

依
存

す
る

の
で

は
な

く
、
地
域

一
体

と
な

っ
て

災
害
対

応
に
継

続
的

に
取

り
組

む
枠

組
み
を

構
築
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 2.
 低

コ
ス

ト
で

の
効

果
の

見
え

る
化
と

理
解

促
進

【
監

査
意

見
７
】

 
田

ん
ぼ
ダ

ム
を

推
進

す
る

に
当

た
っ
て

は
、
取

組
が

具
体
的

に
ど
の

よ
う

に
地

域
防

災
に

貢
献
し

得
る

の
か

を
分

か
り

や
す

く
示

し
、
関
係

者
の

納
得

感
を

高
め
る

こ
と
が

不
可

欠
で

あ
る
。
そ

の
た
め
、
効
果

の
見

え
る

化
（

効
果

測
定

）
は

重
要
な

要
素

と
な

る
。
た
だ

し
、
効

果
測

定
に

過
度

な
費

用
を
要

す
る
手

法
を

前
提

と
す

る
の

で
は

な
く

、
国

が
無

料
で

提
供

す
る
試

算
ツ
ー

ル
（
例
：
水

田
流
出

の
簡
易

計
算

ツ

ー
ル

等
）
を

活
用

し
、
重
点
地

区
の
代

表
的

な
条

件
に

基
づ

い
て
「
田

ん
ぼ

ダ
ム

有
／
無

」
の

比
較
（
流

出
量

や
水

深
の

推
移

等
）
を
簡

便
に
提

示
す

る
な

ど
、
低
コ

ス
ト
で

実
施

可
能

な
方

法
を

採
用
す

る
こ
と

が
現

実
的

で
あ

る
。

 
併

せ
て
、
国
が

提
供

す
る
「
田

ん
ぼ
ダ

ム
の

手
引

き
」
を
共

通
教
材

と
し

て
活

用
し

、
先

行
事
例

や
留

意
点
（

作
業

負
担

、
収

量
・
品

質
へ
の

影
響
、
設
備

維
持
管

理
等
）
を

関
係

者
間

で
共
有

す
る
こ

と
も

有

効
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
解

説
動

画
・
実

験
動

画
等

を
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

等
で

公
開

し
、
仕
組

み
を
分

か
り
や

す
く

周
知

し
て

い
る

他
県

の
取

組
も
参

考
に

な
る

。
 

 以
上

を
踏

ま
え

、
協

議
体

を
通

じ
た
継

続
的

な
合

意
形

成
及

び
運
用

改
善

を
推

進
の

基
盤

と
し
、
国
の

無
料

ツ
ー

ル
や
「

田
ん

ぼ
ダ
ム

の
手
引

き
」
等

を
活

用
し
た

低
コ
ス

ト
効

果
の

見
え

る
化

に
よ
り
、
実
施

主
体

の
理

解
促

進
に

資
す

る
説

明
材
料

を
整

備
し

た
上

で
、
得
ら

れ
た

知
見

を
横

展
開
す

る
こ
と

に
よ

り
、

田
ん

ぼ
ダ

ム
事

業
の

促
進

を
図

る
こ
と

が
望

ま
れ

る
。
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７
．

事
項

名
）

た
め

池
等

整
備

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

下
記

参
照
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

3
,
8
4
0
,0
0
8 

4
,
1
0
0
,2
4
7 

4
,
5
6
2
,2
7
6 

2
,
9
3
7
,8
0
4 

・
地

震
・

集
中

豪
雨

等
に

よ
る

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た

め
の

た
め

池
・

用
排

水
路

・

井
堰

等
の

農
業

用
水

利
施

設

を
改

修
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

た
め

池
等

整
備

費
 

１
）

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

お
け
る

た
め

池
対

策
方

針
 

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

お
い

て
、
た

め
池

対
策

と
し

て
、

以
下
の

方
針

等
が

策
定

さ
れ

て
い
る

。
 

①
 た

め
池
施

設
整

備
の

実
施

方
針

 
た

め
池
の

決
壊

等
に

よ
る

災
害

を
未
然

に
防

止
す

る
た

め
、
堤

体
、
余

水
吐

、
樋
管

等
の
整

備
を
必

要
と

す
る

た
め

池
に

つ
い

て
、
市

町
村

等
か

ら
の

申
請
に
基

づ
き
、
県
営

た
め

池
等
整
備

事
業
、
団
体

営
た

め
池

等
整

備
事

業
等

で
、

整
備
を

推
進

す
る

。
 

ま
た
、
緊
急

を
要

す
る

も
の
に

つ
い
て

は
適

切
な

措
置

を
講

ず
る
。
特

に
、
防

災
重
点

農
業

用
た
め

池
に

つ
い

て
は

、
「

防
災

重
点

農
業

用
た

め
池

に
係

る
防

災
工

事
等

の
推

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
以

下
「
法
」

と
い

う
）
」
第
５

条
の
規
定
に
基
づ

き
、
防
災

工
事
等

推
進

計
画

を
策

定
・

公
表

し
て

お
り

、
本

計
画

に
基

づ
い

て
防

災
工
事

等
の

集
中

的
か

つ
計

画
的
な

推
進

を
図

る
。

 
※

防
災

重
点

農
業

用
た

め
池

：
決

壊
に

よ
る

水
害

そ
の

他
の

災
害

に
よ

り
周

辺
区

域
の

住
宅

等
に

被

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
農

業
用
た

め
池

 
 

②
 安

全
対
策

の
指

導
及

び
防
災

情
報
連

絡
体

制
の

整
備

 
県

は
、

た
め

池
の

管
理

者
で

あ
る

市
町

村
及

び
水

利
組

合
等

と
連

携
し

て
た

め
池

を
調

査
し

安
全

対
策

の
指

導
及

び
防

災
情

報
連

絡
体
制

の
整

備
を

図
る

。
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市
町

村
は

、
た

め
池

に
関

す
る

ハ
ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
作

成
に

あ
た
っ

て
は

、
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ
を
開

催
す

る
な

ど
十

分
に

地
域

と
連

携
す
る

と
と

も
に

、
作

成
後

に
お
い

て
は

、
説

明
会

や
防

災
学
習

な
ど

の
場

な
ど

を
通

じ
て

継
続

的
な

住
民
へ

の
分

か
り

や
す

い
周

知
に
努

め
る

。
 

 ２
）

福
岡

県
防

災
重

点
農

業
用

た
め
池

に
係

る
防

災
工

事
等

推
進
計

画
 

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

記
載

の
あ
る
「
防

災
工

事
等

推
進

計
画
」
に
つ

い
て

、「
福

岡
県

防
災
重

点
農

業
用

た
め

池
に

係
る

防
災

工
事

等
推
進

計
画

」
を

定
め

、
防

災
工
事

等
の

推
進

に
関

す
る

基
本
的

な
方
針

と
し

て
、

以
下

が
掲

げ
ら

れ
て

い
る
。

 
 ①

防
災
工

事
等

の
推

進
に

関
す

る
基
本

的
な

方
針

 
ⅰ

）
福
岡

県
に

お
け

る
農

業
用

た
め
池

の
概

要
 

県
内

に
は
、
農
業

用
た

め
池
が

 
4
,
73
8
 箇

所
存

在
し

、
そ
の

内
、「

法
」
第
４

条
に

基
づ
き

、
県

が
指

定
し

た
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
は
 
3
,
46
9
 
箇
所

で
あ
る

。
し
か

し
、

そ
の

多
く

の
防

災
重
点

農
業
用

た
め

池
が

造
成

時
か

ら
の

改
修

歴
が

な
く

、
堤

体
、

洪
水

吐
、

取
水

施
設

等
の

老
朽

化
が

進
ん

で
お

り
、

ま
た

地
震

や
豪

雨
に

対
す

る
耐

性
の
有

無
が

不
明

で
あ

る
。
こ
の
こ

と
か

ら
、
た

め
池
の

決
壊
に

よ
る
被

災
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
、
以
下

の
方

針
に

基
づ

き
、
法

の
有
効

期
間

内
に
、
た
め
池

の
防
災

減
災

対

策
を

推
進

す
る

。
 

・
劣

化
状

況
評

価
 

劣
化

状
況

評
価

に
つ

い
て

は
、
改
修

歴
が

あ
り

必
要

な
地
震
・
豪

雨
耐

性
を

有
す

る
、
又

は
廃
止

工
事

を
実

施
す

る
た

め
池

を
除

き
、
法

の
有

効
期

間
内

に
全

て
の
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
に

対
し
、
評
価
を

実
施

す
る

。
 

 ・
地

震
・

豪
雨

耐
性

評
価

 
地

震
・
豪

雨
耐

性
評

価
に

つ
い

て
は
、
改
修

歴
が

あ
り

必
要

な
地
震
・
豪

雨
耐

性
を

有
す

る
、
又

は
こ

れ
ま

で
の

評
価

に
よ

っ
て

必
要

な
地

震
・

豪
雨

耐
性

を
有

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
た

め
池

を
除

き
、
「
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
に

係
る

防
災
工

事
等

基
本

指
針
（
以

下
、「

指
針
」
）
」
に

示
す

実
施

要
件
に

該
当
す

る
た

め
池

に
対

し
、
評

価
を
実

施
す
る
。
な
お

、
実

施
要
件

に
該
当

し
な

い
た

め
池

に
つ

い
て
も

劣
化

状

況
評

価
の

結
果
、
防
災

工
事
が

必
要
で

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

た
め
池

に
つ

い
て

は
、
地
震
・
豪

雨
耐

性
評

価
を

併
せ

て
実

施
す

る
。

 
 ・

防
災
工

事
 

上
記

の
た

め
池

に
対

す
る

評
価
（
法

の
有

効
期

間
以

前
に
実

施
し
た

評
価

を
含

む
）
の
結

果
、
防
災

工

事
が

必
要

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

た
た
め

池
に

つ
い

て
は
、
防

災
工
事

の
優

先
順

位
を

明
ら

か
に
し

た
上

で
、

防
災

工
事

を
集

中
的

か
つ

計
画

的
に
推

進
す

る
。
優

先
順

位
は

、
決

壊
し

た
場

合
の

下
流

へ
の

影
響
度
（
た

め
池

貯
水

量
と

浸
水

区
域

の
家

屋
や
公

共
施

設
等

と
の

距
離

に
応
じ

た
影

響
の

大
き

さ
）
及
び

浸
水

区
域

内
に

存
す

る
公

共
施

設
の

重
要

度
、
劣

化
の

程
度

、
地

震
・
豪

雨
に

対
す

る
耐

性
の

有
無

、
又
は

地
域
の

事
情

（
地

域
の

推
進

体
制

が
整

っ
て
い

る
等

）
を

踏
ま

え
て

決
定
す

る
。
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ま
た
、
防
災

工
事

等
を

計
画
的

に
実
施

す
る

た
め
、
県
・
市

町
村
等

の
役

割
分

担
（
事
業

主
体
）
を

明

確
に

す
る

。
 

 ・
管

理
対

策
 

防
災

工
事

ま
で

に
一

定
の

期
間

を
要
す

る
防

災
重

点
農

業
用

た
め
池

に
お

い
て

は
、
応
急

的
な
防

災
工

事
の

実
施

及
び

管
理
・
監
視
体
制

の
強

化
を

図
り
、
ソ
フ
ト

対
策
を

実
施

す
る

こ
と

で
、
緊
急

時
の

避
難

行
動

に
つ

な
げ

る
。

 
 ３

）
福
岡

県
防

災
重

点
農

業
用

た
め
池

に
係

る
防

災
工

事
等

推
進
計

画
の

現
状

に
つ

い
て

 
「

法
」
の

有
効

期
限

が
現

時
点

で
令
和

 
12
 
年
度

ま
で

と
さ

れ
て
い

る
た

め
、
計
画

的
に

事
業
が

推
進

さ
れ

て
い

る
。
 

「
劣

化
状

況
評

価
」
に

つ
い
て

は
、
国
の

担
当

者
会

議
等
で

、
令

和
 1
0
 年

度
末

ま
で
に

完
了
す

る
よ

う
指

導
を

受
け

て
い

る
こ

と
か

ら
、
当

初
計

画
よ

り
も

順
調

に
進
ん

で
い

る
。
 

ま
た

、
劣

化
状

況
評

価
の

結
果

、
防
災

工
事

は
不

要
で

あ
る

も
の
の

、
変

状
等

が
認

め
ら

れ
経
過

観
察

が
必

要
で

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

防
災
重

点
農

業
用

た
め

池
に

つ
い
て

は
、
福

岡
県

た
め
池

管
理
保

全
支
援

セ
ン

タ
ー

や
市

町
村

等
で

経
過

観
察
を

行
っ

て
い

る
。
 
定
期
（
日
常

）
点

検
に

つ
い

て
は
、
地

震
や

豪
雨

等
に

よ
り

防
災

重
点

農
業

用
た

め
池

の
劣

化
が

進
行

す
る

等
の

不
測

の
事

態
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る

こ
と

か
ら
、
防
災

工
事

が
完
了
し

た
も

の
も

含
め
、
防
災
重

点
農
業

用
た

め
池

に
つ

い
て

は
、
管
理

者
が

行
う

定
期

的
な

点
検

（
日

常
点

検
）

に
よ

り
、

決
壊

の
危

険
性

を
早

期
に

把
握

す
る

よ
う

に
し

て
い

る
。 

「
地

震
・
豪

雨
耐

性
評

価
」
に

つ
い
て

は
、
1 
箇
所

あ
た
り

の
作
業

期
間

が
か

か
る
（
ボ

ー
リ
ン

グ
調

査
）
こ
と

や
営

農
計

画
に

よ
り

落
水
が

で
き

な
い

等
、
地
元

調
整
に

時
間

を
要

し
て

い
る

。
た
だ

し
、
重

要
度

が
高

い
た

め
池

に
関

し
て

、
令
和

12
年
ま

で
に

完
了
す

る
よ
う

計
画

し
て

い
る

。
 

「
防

災
工

事
」
に

つ
い

て
は

、「
法
」
の

有
効

期
間

内
を

前
期

及
び
後

期
に

区
分

し
、
た
め

池
が
決

壊

し
た

場
合

の
影

響
度

等
に

よ
る

優
先
順

位
を
「
福

岡
県

防
災
重

点
農

業
用

た
め

池
総

合
判

定
指
標

」
と
し

て
取

り
纏

め
、
福
岡

県
、
各
農

林
事
務

所
、
市
町

村
と

情
報

共
有
を

図
り

、
計

画
的

に
防

災
工
事

を
実
施

す
る

方
針

に
し

て
い

る
。
地
元

と
の
合

意
形

成
が

は
か

れ
て
い

る
た

め
池

に
関

し
て

は
、
防

災
工

事
を
実

施
し
、
す
ぐ

に
対

応
が

で
き
な

い
た
め

池
に

関
し

て
は
、
ソ

フ
ト
対

策
（
ハ

ザ
ー

ド
マ
ッ

プ
作
成

や
低

水

管
理

等
）
を
実

施
す

る
な

ど
に

よ
り
対

応
し

て
い

る
。
総
合

的
な
リ

ス
ク

が
相

対
的

に
高

い
に
も

関
わ
ら

ず
、
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

が
未
作
成

の
箇

所
も

一
部

あ
る

が
、
ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催
等

で
、
地
元

調
整

が
整

わ
な

い
こ

と
等

が
原

因
と

考
え
ら

れ
る

。
未

作
成

期
間

中
の
各

市
町

村
の

代
替

的
な

取
組
み

、
今
後

の
予

定
な

ど
に

つ
い

て
も
、
リ

ス
ク
の

程
度

も
踏

ま
え

各
市

町
村
と

の
情

報
共

有
、
対
話

を
図
り
、
適
切

に
事

業
管

理
を

行
う

こ
と

に
留

意
さ
れ

て
い

る
。

 
ま

た
、
た

め
池

数
が

多
い

な
か

、
各
市

町
村

で
も
「
予

算
不

足
」
、「

技
術

職
員

不
足

等
」
の

課
題

が
あ

り
、
防
災

工
事

の
実

施
が

思
う

よ
う
に

進
ま

な
い

場
合

が
あ
る

が
、
特
に

技
術

者
不

足
等

に
つ
い

て
は
県

へ
の

期
待

も
大

き
い

と
思

わ
れ

、
引
き

続
き

可
能

な
支

援
を

継
続
し

、
強

化
す

る
こ

と
が

望
ま
し

い
。
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４
）

安
全

対
策

の
指

導
及

び
防

災
情
報

連
絡

体
制

の
整

備
の

現
状
に

つ
い

て
 

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

あ
る
「

安
全

対
策

の
指

導
及

び
防
災

情
報

連
絡

体
制

の
整

備
」
の

具
体

的
な

取
組

は
以

下
の

通
り

。
 

①
安

全
対

策
の

指
導
：
令
和
元

年
７
月

に
「
農

業
用

た
め
池

の
管
理

及
び

保
全

に
関

す
る

法
律
」
が

制

定
さ

れ
、
た
め

池
の

適
正

管
理

を
進
め

て
い

く
な

か
で

、
福

岡
県
た

め
池

管
理

保
全

支
援

セ
ン
タ

ー
業

務
を

福
岡

県
土

地
改

良
事

業
団

体
連
合

会
へ

委
託

し
、
本
業

務
の
な

か
で

、
市

町
村

や
た

め
池
管

理
者

等
に

向
け

て
、

研
修

会
を

実
施

し
て
い

る
。

 
②

防
災

情
報

連
絡

体
制
：

防
災

情
報

連
絡

体
制

表
を
農

林
事

務
所

毎
に

作
成

。
ま
た

、
国

の
た

め
池

防

災
支

援
シ

ス
テ

ム
で

、
大

雨
特

別
警

報
時

等
の

農
業
用

た
め

池
緊

急
点

検
を

国
の
要

領
に

基
づ

き
、

た

め
池

の
被

害
報

告
を

実
施

し
て

い
る
。
ま
た

、
同

シ
ス

テ
ム
と

連
動
し

て
い

る
「

た
め

池
管

理
ア
プ

リ
」

の
利

用
者

に
つ

い
て

、
登

録
者

管
理
を

行
っ

て
い

る
。

 
 

以
上

の
計

画
を

達
成

す
る

た
め

に
、
令

和
 
6
 年

度
予

算
に
お

い
て
、
た
め

池
等

整
備

費
と

し
て
、「

災

害
に

強
い

た
め

池
等
整

備
事
業

費
」
、
「
県

営
た

め
池

等
整
備

事
業

費
」
、
「

団
体

営
た
め
池

等
整

備
事

業

費
」

が
計

上
さ

れ
て

い
る

。
各

事
業
の

目
的

、
概

要
は

以
下

の
通
り

。
 

 

１
）

災
害

に
強

い
た

め
池

等
整

備
事
業

費
 

（
事

業
の

目
的

）
 

た
め

池
が

被
災

す
る

と
、
農
業

用
水

の
確

保
が

困
難

と
な
る

う
え

、
下

流
の

家
屋

等
に
も

被
害

を
及

ぼ
す

た
め

、
工

期
延

長
や

着
工

凍
結

は
許

さ
れ

な
い
。

こ
の

た
め

、
た

め
池

等
改
修

が
計

画
ど

お
り

進

む
よ

う
に

県
単

事
業

を
構

築
し

、
国

庫
削

減
の

影
響
を

受
け

な
い

計
画

的
な

防
災
対

策
を

図
り

、
た

め

池
等

の
災

害
発

生
を

防
止

す
る

。
 

 （
事

業
の

概
要

）
 

県
営

事
業

と
し

て
国

の
採

択
基

準
を

満
た

す
規

模
で

、
決

壊
の

恐
れ

の
あ

る
た

め
池

等
の

改
修

事
業

を
実

施
す

る
。
 

区
分
 

事
業

主
体
 

事
業

内
容
 

た
め

池
等

整

備
工

事
 

県
 

農
業

用
た

め
池

等
の

改
修

又
は

廃
止
 
【

R6
 
実
施

地
区

数
:1
4
】
 

(
1
)
受
益

面
積

:
1
0h
a
 以

上
 

総
事

業
費

:
80
0
 万

円
以

上
 

負
担

割
合

:県
 
8
0%
 
(
85
)
 市

町
村

・
地

元
 
2
0％

(
1
5)
 

(
 

)
書
き

は
中

山
間

地
域

等
 

⑵
農

山
漁

村
地

域
整

備
交

付
金

実
施
要

綱
第

 
3
 
に
定

め
る

農
山
漁

村
地

域
整

備
計

画
を

策
定

し
て

い
る

地
区
で

あ
っ

て
、
農
山

漁
村

地
域
整

備
交

付
金

実
施

要
領

に
定

め
る

農
地

防
災

事
業

及
び

農
地

の
改

良
又

は
保

全

事
業

に
該

当
す

る
も

の
 

負
担

割
合

:県
 
7
5%
、
市

町
村
 
2
5
% 



12
2

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

44
  

農
業

用
河

川
 

工
作

物
応

急

対
策

事
業
 

 

県
 

 

国
及

び
県

が
管

理
す

る
河

川
区

域
内

に
設

置
し

て
あ

る
農

業
用

河
川

工

作
物

の
う

ち
、
前

後
一

連
の
区

間
に
対
し
て
、
治
水
機
能
が

劣
っ
て

い
る

工
作

物
の

改
修

及
び

廃
止
 

【
R
6
 実

施
地

区
数

：
１

】
 

総
事

業
費

:
80
0
 万

円
以

上
 

負
担

割
合

:県
 
9
2%
 
市
町

村
・

地
元
 
8
% 

ク
リ

ー
ク

防

災
機

能
保

全

対
策

事
業
 

 

県
 

 

湛
水

被
害

及
び

水
路

機
能

障
害

が
発

生
す

る
恐

れ
の

あ
る

農
業

用
用

排

水
路

(ク
リ
ー

ク
)の

整
備
 

【
 
R
6
 実

施
地

区
数

:
0】

 

①
受

益
面

積
：

概
ね

 
20
h
a
 以

上
 

②
湛

水
被

害
及

び
水

路
機

能
障

害
が

発
生

し
て

い
る

か
又

は
発

生
す

る

恐
れ

の
あ

る
も

の
 

負
担

割
合

:県
 
9
5%
 
(
90
)
・
市

町
村
 
5
%
 (
1
0
) 

(
 

)
書
き

は
小

規
模

・
受

益
面

積
 
20
h
a
 以

上
 
1
0
0h
a
 未

満
 

農
業

用
用

排

水
路

整
備

事

業
 

 

県
 

 

湛
水

被
害

及
び

水
路

機
能

障
害

が
発

生
す

る
恐

れ
の

あ
る

農
業

用
用

排

水
路

等
の

整
備
 

【
 
R
6
 実

施
地

区
数

:
12
】
 

農
山

漁
村

地
域

整
備

交
付

金
実

施
要
綱

第
 
3
 
に

定
め

る
農

山
漁
村

地
域

整
備

計
画

を
策

定
し

て
い

る
地

区
で
あ

っ
て

、
農

山
漁

村
地

域
整
備

交
付

金
実

施
要

領
に

定
め

る
農

業
用

用
排

水
施

設
整

備
事

業
及

び
農

業
集

落

排
水

施
設

整
備

事
業

に
該

当
す

る
も
の
 

負
担

割
合

:県
 
7
5%
、
市

町
村
 
2
5
% 

湛
水

防
除

事

業
 

県
 

 

既
存

施
設

の
立

地
条

件
の

変
化

や
機

能
低

下
に

よ
り

湛
水

被
害

が
生

じ

る
恐

れ
の

あ
る

地
域

で
、

予
想

さ
れ
る

被
害

を
未

然
に

防
止

す
る
た

め
、

排
水

機
、

樋
門

、
排

水
路

の
新

設
又
は

改
修

更
新
 

【
R
6
 実

施
地

区
数

:
0】

 

①
受

益
面

積
:
3
0
ha
 
以
上

 、
事

業
費
：

 
50
,
 
00
0
 千

円
以
上

 

②
排

水
改

良
事

業
実

施
後

に
お

い
て

そ
の

耐
用

年
数

内
で

の
立

地
条

件

の
変

化
に

よ
り

著
し

く
排

水
不

良
と
な

っ
た

地
域

。
 

③
受

益
戸

数
中

農
家

戸
数

以
外

の
戸

数
が

占
め

る
割

合
又

は
受

益
面

積

中
農

地
以

外
の

土
地

の
面

積
が

占
め
る

割
合

が
 
5
 
分
の
 
1
 
以

上
で

あ

る
地

域
。
 

④
地

盤
沈

下
等

に
よ

り
著

し
く

排
水
不

良
と

な
っ

た
地

域
。

 

負
担

割
合

：
県

 
95
%
 
(9
0
)、

市
町

村
 
5
%
 (
1
0
) 

(
 

)
書
き

は
小

規
模

、
受

益
面

積
 
40
0
h
a 
未
満
 

農
業

水
利

施

設
保

全
対

策

県
 

 

国
営

又
は

県
営

土
地

改
良

事
業

に
よ

り
造

成
さ

れ
た

農
業

水
利

施
設

の

老
朽

化
に

よ
る

機
能

低
下

停
止

に
対
す

る
補

修
・
更

新
【
 R
6
 
実
施

地
区
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事
業
 

 

数
:
1
2】

 

①
県

の
基

幹
的

農
業

水
利

施
設

の
機

能
不

全
に

関
す

る
実

施
方

針
の

対

象
施

設
で

あ
る

こ
と
 

②
対

象
施

設
の

機
能

保
全

計
画

に
基
づ

く
対

策
工

事
で

あ
る

又
は
、
対
象

施
設

の
突

発
的

事
故

に
対

す
る

緊
急
補

修
工

事
で

あ
る

こ
と

 

負
担

割
合

:県
 
7
5%
 
(
80
)
,市

町
村

 
25
%
 
(2
0
) 

(
 

)
書
き

は
中

山
間

地
域

等
 

海
岸

堤
防

等

老
朽

化
対

策

事
業
 

 

県
 

海
岸

保
全

区
域

内
の

海
岸

保
全

施
設
に

お
い
て
、
機
能

低
下

し
た
施

設
の

対
策

工
事

又
は

、
緊

急
補

修
工

事
を
行

う
事

業
【

R
6 
実
施
地

区
数
:
3
】
 

①
海

岸
保

全
区

域
内

の
海

岸
保

全
施
設

で
あ

る
こ

と
。
 

②
対

象
施

股
の

機
能

保
全

計
画

に
基
づ

く
対

策
工

事
で

あ
る

又
は
、
対
象

施
設

の
突

発
的

事
故

に
対

す
る

緊
急
補

修
工

事
で

あ
る

こ
と

 

負
担

割
合

：
県

 
10
0
％
 

現
場

技
術

業

務
事

業
 

 

県
 

 

災
害

の
発

生
等

に
よ

り
工

事
の

適
正

な
執

行
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら

れ
る

場
合

に
お

け
る

工
事

等
の

現
地
確

認
や

検
測

等
の

補
助

的
業
務
 

【
R
6
 実

施
地

区
数

:
0】

 

負
担

割
合

：
県

 
10
0
％
 

  ２
）

県
営

た
め

池
等

整
備

事
業

費
  

（
事

業
の

目
的

）
 

た
め

池
・
用

排
水
路
・
井
堰
等

の
農
業

用
水

利
施

設
を

改
修

す
る
こ

と
に

よ
り

、
地

震
・
集

中
豪
雨

等
に
よ

る
災

害
を

防
止

し
、

農
村

地
域

の
総
合

的
な

防
災

・
減

災
対

策
の
推

進
を

目
的

と
す

る
。

 
 （

事
業
の

概
要

）
 

区
分

 
事

業
主
体

 
事

業
内
容

 
た

め
池

整
備

事
業

 
県

 
 

R
6 

実
施
地

区
数

 4
8 

地
区

 
農

業
用
た

め
池

の
改

修
又

は
廃

止
 

受
益

面
積

:2
ha

 以
上

 
総

事
業
費

:8
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

:国
 5

0%
 県

 3
0％

 市
町

村
・

地
元

 2
0%

 
(5

5%
) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 (
15

%
) 

( 
)書

き
は

農
村

地
域

防
災

減
災

事
業
に

お
け

る
中

山
間

地
域

等
 

用
排

水
施

設

整
備

事
業

 
県

 
 

R
6 

実
施
地

区
数

 6
 地

区
 

農
業

用
用

排
水

施
設

の
改

修
 

受
益

面
積

:2
0h

a 
以

上
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総
事

業
費

:8
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

:国
 5

0%
 県

 3
0％

 市
町

村
・

地
元

 2
0％

 
(5

5%
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(1
5%

) 
( 

)書
き
は

農
村

地
域

防
災

減
災

事
業
に

お
け

る
中

山
間

地
域

等
 

農
業

用
河

川

工
作

物
応

 
急

対
策
事

業
 

 

県
 

 
R

6 
実

施
地

区
数

 5
 地

区
 

国
・
県
の

管
理

河
川

区
域

内
に

設
置
し

て
あ

る
農

業
用

河
川

工
作
物

の
う

ち
、
前

後
の

区
間

に
対

し
て
、
治

水
機
能

が
劣

っ
て

い
る

工
作

物
の
改

修
・

廃
止

 
総

事
業
費

:8
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

:国
 5

0%
 県

 4
2％

 市
町

村
・

地
元

 8
％

 
(5

5%
) 

 (
37

%
) 

( 
)書

き
は

大
規

模
 総

事
業
費

 1
0,

 0
00

 万
円
以

上
 

及
び

農
村

地
域

防
災

減
災

事
業

に
お
け

る
中

山
間

地
域

等
 

 
実

施
計

画
策

定
等

事
業

 
県

 
 

R
6 

実
施
地

区
数

 3
 地

区
 

事
業

に
係

る
施

設
の

諸
条

件
等

に
つ

い
て

の
調

査
及

び
事

業
に

係
る

実

施
計

画
の

策
定

 負
担
割

合
:国

 1
00

%
 

  
農

業
水

路
等

長
寿

命
 

化
・

防
災

減

災
事

業
 

県
 

 
R

6 
実

施
地

区
数

 2
 地

区
 

農
業

水
利

施
設

の
長

寿
命

化
を

図
る
ほ

か
、
施
設

の
機

能
低

下
に
よ

る
災

害
の

発
生

を
未

然
に

防
ぐ

た
め

の
対
策

等
の

実
施

 
①

長
寿
命

化
対

策
 

②
防

災
減

災
対

策
 

③
た

め
池

の
保

全
・

避
難

対
策

 
負

担
割
合

 ①
②

:国
 5

0 
(5

5)
 %

県
 3

0%
 市

町
村
・

地
元

 2
0 

(1
5)
％

 
③

:国
 1

00
%

 
( 

)書
き

は
農

業
水

路
等

長
寿

命
化

・
防

災
減

災
事

業
に

お
け

る
中

山
間

地
域

等
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（ （
事事

例例
紹紹

介介
））

  
本

事
業
の

最
近

の
事

例
で

、
田

代
地
区

（
う

き
は

市
）

を
紹

介
す
る

。
 

 【
整

備
前

】
 

 
 【

整
備
後

】
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３
）

団
体

営
た

め
池

等
整

備
事

業
費

 
  (事

業
の
目

的
）

 
農

業
用
た

め
池

、
農

業
用

用
排

水
施
設

を
改

修
し

、
農

用
地

、
農
業

用
施

設
、
公
共

施
設

、
人
命

等
に

対
す

る
災

害
を

未
然

に
防

止
す

る
こ

と
を
目

的
と

す
る

。
ま

た
、
こ

れ
ら
の

改
修

に
よ

り
、
農
業

用
水
の

安
定
的

供
給

を
図

る
。

 
 （

事
業
の

概
要

）
 

区
分

 
事

業
主
体

 
事

業
内
容

 
１

．
農

地
防

 
災

事
業

 
【

補
助
金

】
 

【
交

付
金

】
 

市
町

村
・

 
土

地
改

良

区
等

 
 

た
め

池
整

備
 

事
業

対
象

:受
益

面
積

 2
ha

 以
上

か
つ

総
事

業
費

 8
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

: 
(防

災
重
点

た
め

池
)国

 5
0 

(5
5)

 %
 県

 2
5%

  
市

町
村
・

地
元

 2
5 

(2
0)

 %
 

(そ
の

他
の

た
め

池
)国

 5
0 

(5
5)

 %
 県

 1
0％

  
市

町
村
・

地
元

 4
0(

35
) %

 
( 

)は
国
庫

の
農

村
地

域
防

災
減

災
事
業

に
お

け
る

中
山

間
地

域
等

 
R

6 
実

施
地

区
数

 2
 地

区
 

用
排

水
施

設
整

備
・

河
川

工
作

物
等
応

急
対

策
 

事
業

対
象

:受
益

面
積

 2
0 

(1
0)

 h
a 

以
上

か
つ

総
事

業
費

 8
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

：
 

(用
排

水
施

設
整

備
)国

 5
0(

55
)％

 県
 1

0％
  

市
町

村
・

地
元

 4
0 

(3
5)

%
 

(河
川

工
作

物
等

応
急

対
策

)国
 5

0(
55

)%
 県

 3
2%

  
市

町
村

 1
8 

(1
3)

 %
 

( 
)は

国
庫

の
農

村
地

域
防

災
減

災
事
業

に
お

け
る

中
山

間
地

域
等

 
R

6 
実

施
地

区
数

 0
 地

区
 

調
査

設
計

 
①

事
業
計

画
策

定
 

②
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
の

劣
化
状

況
評

価
 

③
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
の

耐
震
状

況
評

価
 

④
所

有
者

確
定

に
関

す
る

調
査

測
量

 
負

担
割
合

:①
～

③
国

 定
額
、

④
 国

 5
0 

(5
5)

 %
 市

町
村

・
地
元

 5
0 

(4
5)

 %
 

( 
)は

国
庫

の
農

村
地

域
防

災
減

災
事
業

に
お

け
る

中
山

間
地

域
等

 
R

6 
実

施
地

区
数

 6
9 

地
区

 



12
7

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

49
  

農
業

水
路

等

長
寿

命
化
・
防

災
減

災
事

業
 

【
非

公
共

】
 

市
町

村
・

 
土

地
改

良

区
等

 
 

た
め

池
の

防
災

減
災

対
策

 
①

た
め
池

整
備

 
②

危
機
管

理
シ

ス
テ

ム
等

整
備

 
③

地
域
防

災
上

の
リ

ス
ク

除
去

 
事

業
対
象

:受
益

面
積

 2
ha

 未
満

か
つ

総
事

業
費

 2
00

 万
円

以
上

 
負

担
割
合

: 
①

(防
災

重
点

た
め

池
)国

 5
0 

(5
5)

 ％
 県

 2
5%

 市
町

村
・

地
元

 
25

(2
0)

 %
 

(そ
の

他
の

た
め

池
)国

 5
0 

(5
5)
％

 市
町

村
・

地
元

 5
0(

45
) %

 
( 

)は
国
庫

の
農

業
水

路
等

長
寿

命
化
・
防
災

減
災

事
業

に
お
け

る
中
山

間
地

域
等

 
②

③
 国

 定
額

 
R

6 
実

施
地

区
数

 1
7 

地
区

 
調

査
設
計

 
①

事
業
計

画
策

定
 

②
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

 
③

耐
震
性

点
検

・
調

査
 

負
担

割
合

：
国

 定
額

 
R

6 
実

施
地

区
数

 2
4 

地
区

 
  （

３
）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
「

防
災
情

報
連

絡
体

制
の

課
題

」
に
つ

い
て

 
 １ １

  現現
状状

  
防

災
情
報

連
絡

体
制

と
し

て
、
国
立

研
究

開
発

法
人

農
研
機

構
が
提

供
す

る
「
た

め
池
防

災
支
援

シ
ス

テ
ム

」

に
よ

り
、
大

雨
特

別
警

報
時
等

の
農
業

用
た

め
池

緊
急

点
検

を
国
の

要
領

に
基

づ
き

実
施

し
、
た
め

池
の

被

害
報

告
を

行
っ

て
い

る
。
担
当

職
員
等

は
、
同
シ

ス
テ

ム
と

連
動
す

る
「

た
め

池
管

理
ア

プ
リ
」
を

私
用
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

等
に

導
入

し
、
現
地

で
災

害
状

況
を

撮
影
し

、
ア

プ
リ

内
で

撮
影

し
た
写

真
等
を

サ
ー

バ
に

送
信

す
る

こ
と

で
、
国
・
県
・
市

町
村
等

の
登

録
者

間
で

災
害

情
報
を

共
有

し
て

い
る

。
迅

速
な
情

報
共
有

は
、
初

動
対

応
の

精
度

向
上
や

関
係
機

関
の

連
携

強
化

に
資

す
る
も

の
で

あ
り
、
当
該
ア

プ
リ
が

実
務

上
重

要
で

あ
る

こ
と

は
理

解
で

き
る

。
ま

た
国

が
利

用
を

推
奨
し

て
い
る

こ
と

か
ら
、
ア
プ
リ

お
よ
び

サ
ー

バ
側

で
一

定
の

安
全

対
策

が
講

じ
ら

れ
て
い

る
前

提
が

あ
る

と
考

え
ら
れ

る
。

 
一

方
、
県

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対
策

基
準

で
は
「
業

務
の

た
め
に

私
物

の
パ

ソ
コ

ン
等

を
用
い

て
、
情
報

処
理

作
業

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
」
と
さ

れ
て

い
る

と
こ
ろ

、
私

用
端

末
で

業
務

ア
プ
リ

を
利
用

す
る

場
合

の
方

針
、

端
末

要
件

、
承

認
手

続
等
の

ル
ー

ル
は

明
確

に
整

備
さ
れ

て
い

な
い

。
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２ ２
  問問

題題
点点

・・
リリ

スス
クク

  
国

が
推
奨

す
る

ア
プ

リ
で

あ
る

と
し
て

も
、
リ

ス
ク

は
ア
プ

リ
そ
の

も
の

よ
り
「

私
用
端

末
で
利

用
す

る
こ

と
」
に
起

因
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ
る

。
具

体
的

に
は

、
端

末
の
紛

失
・
盗
難

、
O

S 
更

新
遅
れ

、
マ

ル
ウ

ェ
ア

等
の

影
響
、

撮
影

画
像
が

端
末
に

保
存

さ
れ

る
こ

と
に

よ
る
想

定
外

の
情

報
拡

散
等

が
挙
げ

ら
れ

る
。

災
害

写
真

に
は

、
住

居
・
車
両
・
人

物
等

が
写
り

込
む

可
能

性
も
あ

り
、
個
人

情
報

や
プ

ラ
イ
バ

シ
ー

へ
の

配
慮

が
必

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
私
用

端
末

を
使

用
す
る

場
合
の

運
用

が
職

員
個

々
の

判
断
に

委
ね

ら
れ

る
場

合
に

は
、
セ
キ

ュ
リ

テ

ィ
確

保
や

イ
ン

シ
デ

ン
ト

対
応

等
の
観

点
で

不
確

実
性

を
高

め
る
。

 
 ３ ３

  改改
善善

のの
方方

向向
性性

検検
討討

  
本

件
は
、
災

害
対

応
上

の
即
時

性
を
確

保
し

つ
つ
、
情
報
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ

対
策

基
準

と
の

整
合
を

図
る

必
要

が
あ

る
。
県
と

し
て

、
次
の

観
点

を
参
考

に
検

討
を

行
い

、
実

務
に
即

し
た

形
で

ル
ー

ル
化

す
る
こ

と
が
望

ま
し

い
。

 
 ①

 
 端

末
利

用
方

針
の

明
確

化
【
監

査
意
見

８
】

 
原

則
、
県
支

給
端

末
の

利
用
と

し
、
災
害

対
応

等
や

む
を
得

な
い
場

合
に

限
り

私
用

端
末

の
利
用

を
例

外
的

に
認

め
る
、
あ
る

い
は

一
定
の

要
件
を

満
た

す
場

合
に

限
り

条
件
付

き
で

許
容

す
る
、
な

ど
の
基

本
方

針
を

検
討

し
明

確
化

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 ②

 運
用

ル
ー

ル
・

手
続

の
整
備

【
監
査

意
見

９
】

 
私

用
端
末

で
の

利
用

を
認

め
る

場
合
に

は
、
事
前

申
請
・
承

認
、
利
用

端
末
の

台
帳

管
理

等
を
定

め
る

。
ま

た
、
最
低

限
の

安
全

管
理

要
件

と
し
て

、
端

末
の

画
面

ロ
ッ

ク
（
パ

ス
コ

ー
ド
・
生

体
認

証
）、

O
S・

ア
プ

リ
更

新
の

徹
底

、
紛

失
時

の
即

時
報
告

等
を

明
確

に
す

る
。
退

職
者
・
異

動
者
・
機
種
変

更
時
に

、
ア

プ
リ

削
除

や
ア

カ
ウ

ン
ト

無
効

化
が

確
実

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

台
帳

管
理

す
る

な
ど

、
運

用
手

続
き

を
整

備
す

る
。

 
 ③

 職
員

へ
の

教
育

・
周

知
【
監

査
意
見

１
０

】
 

ル
ー

ル
を

整
え

て
も
、
現
場
で

の
理
解

と
実

践
が

伴
わ

な
け

れ
ば
実

効
性

は
確

保
さ

れ
な

い
。
定
期

的
な

災

害
研

修
な

ど
の

機
会

を
通

じ
て

、
当

該
ア

プ
リ

を
県

支
給

端
末

で
利

用
す

る
場

合
や

私
用

端
末

で
利

用
を

認
め

る
場

合
の

基
本

ル
ー

ル
（

情
報
漏

洩
・
個

人
情

報
保

護
に

関
す
る

事
項

等
を

含
む

）
に

つ
い
て

職
員
へ

周
知

徹
底

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 ４

 ま
と

め
 

本
件

は
、
国

推
奨

ア
プ

リ
を
活

用
し
た

迅
速

な
情

報
共

有
と

い
う
効

果
が

あ
る

一
方
、
私

用
端
末

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
の

不
存

在
等

に
よ

り
、
様
々

な
リ

ス
ク

や
運
用

上
の
課

題
が

残
る

状
況

に
な

っ
て
い

る
。
県

と

し
て
、
上
記

①
～

③
の

観
点
を

参
考
に

検
討

を
行

い
、
安
全

か
つ
持

続
可

能
な

運
用

体
制

を
早
期

に
構

築
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
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８
．

事
項

名
）

治
山

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

森
林

の
維
持

造
成

を
通
じ

て
山

地
災

害
か

ら
生

命
・
財

産
を

守
り

つ
つ

、
水

源
涵

養
や

生
活

環
境

の
保

全
・

形
成

を
図
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
,
4
6
1
,5
8
8 

3
,
7
2
3
,0
1
9 

3
,
7
0
9
,2
8
6 

3
,
2
5
2
,2
7
8 

・
治

山
施

設
（

谷
止

工
、

山
腹

工
等

）
の

設
置
 

・
保

安
林

の
整

備
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

１
）
治

山
事

業
の

概
要

に
つ
い

て
（

8
.治

山
事

業
費

、
9
.災

害
関
連

緊
急

治
山

等
事

業
費

及
び

1
0
.直

轄
治

山
事

業
負

担
金

で
共

通
）

 

 ①
 
目
的

・
役

割
 

治
山

事
業

は
、

森
林

の
維
持
造

成
を

通
じ

て
山

地
災

害
か
ら

生
命

・
財

産
を

守
り

つ
つ
、

水
源

涵
養

や
生

活
環

境
の

保
全

・
形

成
を

図
る

国
土

保
全

政
策
で

あ
り

、
法

的
に

は
森

林
法
等

に
基

づ
く

保
安

施

設
事

業
・

地
す

べ
り

防
止

工
事

等
で
構

成
さ

れ
る

。
 

福
岡

県
地

域
強

靱
化

計
画
で
も

同
様

の
観

点
か

ら
、

保
安
林

・
治

山
施

設
の

整
備

と
施
設

の
予

防
保

全
型

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

を
、

山
地

災
害
対

策
の

柱
の

一
つ

と
し

て
位
置

付
け

て
い

る
。
 

 

②
 
実

施
体
制

（
県

の
所

管
）
 

農
林

水
産

部
の

「
農

村
森
林
整

備
課

」
が

治
山

・
林

道
事
業

、
お

よ
び

林
道

・
治

山
施
設

等
の

整
備

計
画

・
実

施
、

災
害

復
旧

等
を

所
掌
す

る
。
 

 

③
 
対

象
地
域

・
リ

ス
ク

情
報

の
公

開
（
山

地
災

害
危

険
地

区
）

 

福
岡

県
は
、
山
地

災
害

に
よ
る

被
害
軽

減
に

は
「
日

頃
か
ら

の
備
え
」
と
「

早
め

の
避
難

」
が

重
要

で
あ

る
と

し
て

、
山

地
災

害
危

険
地

区
に

関
す

る
位
置

情
報

を
公

開
し

て
い

る
。
危

険
地

区
は

「
山

腹

崩
壊

危
険

地
区

」
「

地
す

べ
り

危
険
地

区
」

「
崩

壊
土

砂
流

出
危
険

地
区

」
の

3
類
型
と

さ
れ
、

県
内

民
有

林
の

情
報

は
「

ふ
く

お
か

森
林
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

」
等

で
閲
覧

可
能

に
し

て
い

る
。

 

 

④
 
施

設
整
備

の
内

容
 

福
岡

県
が

公
表

す
る
「
治

山
施

設
個
別

施
設

計
画

」（
令
和

3
年

2
月

）
で

は
、
県

が
管

理
す

る
治
山

施
設

の
範

囲
（

保
安

施
設

事
業

施
設

、
地

す
べ

り
防
止

施
設

等
）

を
定

義
し

た
上
で

、
計

画
対

象
施

設

を
7
,
63
5
施
設

（
令
和

2
年

3
月

時
点

台
帳

等
に

基
づ

く
）

と
し
て

い
る

。
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同
計

画
に

お
け

る
種

別
・

工
種

の
整
理

例
と

し
て

は
、
 

•
渓

間
工

（
治

山
ダ

ム
工

〔
谷
止

工
・
床

固
工

、
ス

リ
ッ

ト
ダ

ム
工
〕
、
護

岸
工

、
流

路
工
等

）
 

•
山

腹
施

設
（
落

石
対

策
工
、
土

留
工
・
法

枠
工
、
地
す

べ
り

防
止
工
〔

ア
ン

カ
ー

工
、
集

水
井
工
〕
等
）
 

•
海

岸
施

設
（

防
潮

護
岸

 
等
）

 

が
挙

げ
ら

れ
、
施
設

数
の

内
訳
（

渓
間
工

7
,
20
0
、
山

腹
施
設

4
0
9、

海
岸

施
設

2
6）

も
示
さ

れ
て
い

る
。
 

 

⑤
 
維

持
管
理

・
更

新
（

予
防

保
全

へ
の
転

換
）
 

福
岡

県
の

治
山

施
設

個
別

施
設

計
画
で

は
、
計
画

期
間

を
令
和

2
年

度
～

令
和

8
年
度

と
し
た

上
で
、

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

サ
イ

ク
ル

（
計

画
作

成
→

点
検

→
健
全

度
評

価
→

維
持

管
理

対
策
）

に
基

づ
き

優
先

順

位
を

付
け

、
目

視
を

基
本

と
す

る
定
期

点
検

や
災

害
後

の
緊

急
点
検

等
を

行
う

方
針

を
示

し
て
い

る
。
 

福
岡

県
地

域
強

靱
化

計
画
で
も

、
同

様
に

「
個

別
施

設
計
画

に
基

づ
く

予
防

保
全

型
イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

へ
の

転
換

」
を

明
記

し
て

お
り

、
整

備
と
維

持
管

理
を

一
体

で
進

め
る
方

向
性

が
読

み
取

れ

る
。
 

 

⑥
 
ま

と
め
 

福
岡

県
の

治
山

事
業

は
、
上
記

の
よ

う
に

、
山

地
災

害
リ
ス

ク
の

高
い

区
域

を
念

頭
に
施

設
整

備
等

を
進

め
る

枠
組

み
を

設
定

し
、

地
権
者

、
国

や
市

町
村

等
と

連
携
し

、
事

業
を

推
進

し
て

い
る
。
 

  ２
）

各
治

山
事

業
の

概
要
 

 

令
和

6
年

度
の

治
山

関
係

と
し

て
、「

治
山

事
業

費
」・
「

県
単

治
山
事

業
費
」
の
事

業
が
予

算
化
さ

れ

て
お

り
、

各
々

の
事

業
の

概
要

は
以
下

の
通

り
で

あ
る

。
 

 

①
 
治

山
事
業

費
 

 

ⅰ
）

事
業

の
目

的
 

・
山

地
に

起
因

す
る

災
害

か
ら

国
民

の
生

命
・

財
産
を

保
全

し
、

ま
た

、
水

源
の
か

ん
養

、
生

活
環

境

の
保

全
・

形
成

等
を

図
る

目
的

で
、
「
治

山
激

甚
災

害
対

策
特

別
緊

急
事

業
」
「

山
地
治

山
総

合
対

策
事

業
」
「

水
源

地
域

等
保

安
林

整
備

事
業

」
「

農
山

漁
村

地
域

整
備

交
付

金
」

に
区

分
し
て

事
業

を
実

施
す

る
。
 

・「
治

山
激

甚
災

害
対

策
特

別
緊

急
事
業

」
は

、
台

風
、
集
中

豪
雨
等

に
よ

り
著

し
く

甚
大

な
災
害

が
発

生
し

た
地

区
に

お
い

て
、

一
定

の
計

画
に

基
づ

き
緊
急

か
つ

集
中

的
に

復
旧

・
整
備

を
行

う
事

業
。

災

害
発

生
年

度
は

災
害

関
連

緊
急

治
山
事

業
で

実
施

し
、

次
年

度
以
降

お
お

む
ね

3
箇

年
で

実
施
。
 

・
「

山
地

治
山

総
合

対
策

事
業
」

は
荒
廃

山
地

や
荒

廃
危

険
山

地
等
の

復
旧

・
整

備
等

を
行

う
事
業

。
 

・「
農
山

漁
村

地
域

整
備

交
付
金

」
は
、
森
林

の
山
地
災

害
防

止
機
能

を
確

保
す

る
た

め
荒

廃
地
の

崩
壊

防
止

や
森

林
整

備
等

を
行

う
事

業
。
 

 

ⅱ
）

事
業

の
概

要
 

「
山

地
治

山
総

合
対

策
事

業
」

 

•
事

業
主

体
 

福
岡

県
 

•
事

業
内

容
 

 

a
復

旧
治

山
…

荒
廃

山
地

を
復

旧
整
備

し
、

災
害

の
防

止
、

軽
減
を

図
る

。
 

b
緊

急
総

合
治

山
…

災
害

関
連

緊
急
治

山
事

業
を

実
施

し
た

地
区
に

お
い

て
、

同
事

業
に

引
き
続
き

荒
廃

地
の

復
旧

や
荒

廃
危

険
山

地
の
崩

壊
等

を
防

止
す

る
。

 

c
緊

急
予

防
治

山
…

山
地

災
害

の
発
生

が
特

に
懸

念
さ

れ
る

山
地
災

害
危

険
地

区
に

お
い

て
崩
壊
等

を
未

然
に

防
止

す
る

。
 

d
緊

急
機

能
強

化
・

老
朽

化
対

策
 
…

山
地

災
害

の
発

生
が

特
に

懸
念

さ
れ

る
山

地
災

害
危

険
地

区

に
お

い
て

、
既

存
の

治
山

施
設

を
有

効
活

用
し

て
山

地
災

害
を

未
然

に
防

止
す
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る
。
 

e
防

災
林

造
成

…
保

安
林

機
能

が
失
わ

れ
た

森
林

に
お

け
る

森
林
の

造
成

・
整

備
、

又
は

海
岸
保
安

林
に

お
け

る
潮

風
等

の
被

害
を

防
止
す

る
た

め
の

事
業

を
実

施
す
る

。
 

f
保

安
林

整
備

…
荒

廃
し

た
保

安
林
の

復
旧

整
備

や
治

山
事

業
施
行

地
の

保
育

事
業

を
実

施
す
る

。
 

g
流

域
保

全
総

合
治

山
…

重
要

な
水
源

地
域

に
お

い
て

、
水
資

源
確
保

と
国

土
保

全
に

資
す

る
た
め

、

荒
廃

地
等

の
復

旧
整

備
を

総
合

的
に
実

施
す

る
。
 

 

「
農

山
漁

村
地

域
整

備
交

付
金

事
業
」
 

•
事

業
主

体
 

福
岡

県
 

•
事

業
内

容
 

a
予

防
治

山
…

荒
廃

危
険

山
地

の
崩
壊

等
を

未
然

に
防

止
す

る
。
 

b
緊

急
防

災
減

災
対

策
総

合
治

山
…
荒

廃
危

険
地

等
の

集
中

し
た
地

域
や

火
山

地
域

に
お

け
る
荒
廃

地
の

復
旧

等
を

総
合

的
に

実
施

す
る
。
 

c
機

能
強

化
・
老
朽

化
対

策
…
既

存
の
治

山
施

設
を

有
効

活
用

し
て
山

地
災

害
を

未
然

に
防

止
す
る

。 

d
林

地
荒

廃
防

止
…

激
甚

災
害

に
よ
り

被
災

し
た

地
域

等
に

お
い
て

山
地

災
害

を
未

然
に

防
止
す

る
。 

 

②
 
県

単
治
山

事
業

費
 

 ⅰ
）

事
業

の
目

的
 

国
庫

補
助

の
対

象
と

な
ら
な
い

箇
所

で
、

荒
廃

地
の

復
旧
等

を
県

と
市

町
村

で
適

切
に
役

割
分

担
し

て
復

旧
し

、
公

共
の

利
益

の
保

護
、
林

業
生

産
基

盤
の

確
保

及
び
民

生
の

安
定

を
図

る
。

 

 ⅱ
）

事
業

の
概

要
 

•
事

業
主

体
 

福
岡

県
、

市
町
村

 

•
事

業
内

容
 

荒
廃

地
の

復
旧

及
び

県
が

実
施

し
た

治
山

施
設

の
災

害
復

旧
工

事
並

び
に

維
持

工
事

を
計

画
的

に
実

施
。
 

a
.
対

象
と

な
る

災
害
 

防
風

、
洪

水
、

高
潮

、
地

震
、

そ
の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

に
よ
り

生
じ

た
災

害
 

b
.
対

象
と

な
る

災
害

復
旧

事
業

 

•
施

設
維

持
管

理
事

業
 
 

箇
所

の
全

体
計

画
の

工
事

費
用

等
が

3
0
0
万

円
以

上
で

あ
る

こ
と
。
 

•
県

単
独

補
助

治
山

事
業
 

 

箇
所

の
年

度
計

画
の

工
事

費
用

等
が

1
0
0
万

円
以

上
で

あ
る

こ
と
。
 

c
.
「

施
設

維
持

管
理

事
業

」
と

「
県
単

補
助

治
山

事
業

」
の

区
分
 

•
施

設
維

持
管

理
事

業
…

保
安
林

(
保
安

林
指

定
が

確
実

な
も
の

を
含
む

)内
の
事

業
で

、
国
庫

補
助

の
対

象
と

な
ら

な
い

小
規

模
な

災
害
復

旧
工

事
 

•
県

単
補

助
治

山
事

業
…

林
地
に

係
る
災

害
で

、
国

庫
補

助
の

対
象
と

な
ら

ず
、
林
地

崩
壊

防
止
事

業
で

採
択

で
き

な
い

小
規

模
な

災
害
復

旧
工

事
 

 （
風

水
害

時
の

緊
急

対
策

工
事

に
つ
い

て
）
 

風
水

害
時

に
お

い
て

、
福
岡
県

民
の

生
命

、
財

産
を

守
り
、

安
全

な
社

会
経

済
活

動
が
行

え
る

よ
う

に
、

農
林

事
務

所
等

が
管

理
す

る
公

共
施

設
、

区
域
の

機
能

を
保

持
し

、
ま

た
は
速

や
か

な
復

旧
を

図

る
た

め
に

必
要

な
緊

急
対

策
工

事
等

を
迅

速
か

つ
適
切

に
実

施
す

る
た

め
の

取
扱
要

領
が

定
め

ら
れ

、

こ
れ

に
基

づ
く

対
応

が
実

施
さ

れ
て
い

る
。
 

  

③
 
自

然
災
害

防
止

事
業

費
 

 ⅰ
）

事
業

の
目

的
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国
庫

補
助

の
対

象
と

な
ら

な
い

箇
所

で
、

荒
廃
地

等
の

復
旧

、
予

防
工

事
を
実

施
す

る
こ

と
で

、

公
共

の
利

益
の

保
護

、
林

業
生

産
基
盤

の
確

保
及

び
民

生
の

安
定
を

図
る

。
 

 ⅱ
）

事
業

の
概

要
 

自
然

災
害

防
止

事
業
 

 

•
事

業
主

体
 

福
岡

県
 

•
事

業
内

容
 

災
害

対
策

基
本

法
に

基
づ

く
地

域
防

災
計

画
に

掲
上

さ
れ

て
い

る
災

害
危

険
区

域
に

お
い

て
、
災

害
の

発
生

を
予
防

し
、
又
は

災
害

の
拡

大
を
防

止
す
る

小
規

模
な

治
山

事

業
を

実
施

。
 

 

a
．

対
象

と
な

る
災

害
 

防
風

、
洪

水
、

高
潮

、
地

震
、

そ
の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

に
よ
り

生
じ

た
災

害
 

b
．

対
象

と
な

る
復

旧
(予

防
)事

業
 

1
箇

所
の

全
体

計
画

の
工

事
費

等
が

3
0
0
万

円
以

上
で

あ
る

こ
と
。
 

  ３
）

治
山

事
業

の
課

題
 

 

治
山

事
業

は
、

市
町

村
か
ら
の

要
望

を
受

け
、

現
地

調
査
の

上
で

採
択

要
件

に
合

致
す
る

場
合

に
事

業
計

画
を

作
成

し
、

国
の

審
査

を
経

て
事

業
化

し
、
翌

年
度

に
工

事
を

実
施

す
る
運

用
が

基
本

と
な

っ

て
い

る
。

一
方

、
事

業
確

定
後

に
実

施
す

る
立

木
等
補

償
の

承
諾

段
階

に
お

い
て
、

地
権

者
等

が
難

色

を
示

し
、

事
業

廃
止

を
余

儀
な

く
さ
れ

る
事

例
が

一
定

程
度

発
生
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る
。
 

ま
た

、
計

画
箇

所
の

測
量
・
設

計
は

、
県

単
治

山
事

業
（
施

設
維

持
管

理
事

業
、

事
務
費

等
）

を
活

用
し

て
先

行
実

施
す

る
こ

と
が

多
い

と
こ

ろ
、

近
年
は

国
庫

補
助

事
業

に
お

い
て
も

測
量

試
験

費
の

先

行
計

上
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

を
活

用
し
た

場
合

、
工

事
の

速
や

か
な
実

施
が

強
く

求
め

ら

れ
る

。
加

え
て

、
工

事
単

価
の

上
昇
等

に
よ

り
1
箇

所
当
た

り
事
業

費
は

増
大

傾
向

に
あ

る
一
方

、
国

庫
補

助
事

業
の

当
初

予
算

の
大

幅
な

増
加

は
見

込
め
な

い
た

め
、

補
正

予
算

を
計
画

的
に

活
用

し
た

箇

所
管

理
と

年
度

調
整

の
重

要
性

が
高
ま

っ
て

い
る

。
 

 

以
上

を
踏

ま
え

る
と

、
従

来
の

単
年
度

中
心

の
計

画
・

調
整

で
は
、

(
1)
 
地

元
関

係
者
と

の
合
意

形

成
不

足
に

よ
る

事
業

の
不

確
実

性
、
(
2
)
 
事

業
廃
止

に
伴
う

行
政
コ

ス
ト

の
損

失
、

(
3)
 
測

量
設
計

費

の
先

行
実

施
箇

所
に

お
い

て
廃

止
の
リ

ス
ク

が
顕

在
化

す
る

可
能
性

が
あ

る
。
 

  

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

  
①

中
期

計
画

の
作

成
及

び
運

用
【
監

査
意

見
１

１
】
 

 

県
に

お
い

て
、

治
山

事
業
の
計

画
的

・
効

率
的

な
推

進
と
事

業
不

確
実

性
の

低
減

を
目
的

と
し

て
、

中
期

計
画

（
市

町
村

か
ら

要
望

を
受

け
調

査
し

、
採
択

基
準

に
適

合
し

た
箇

所
に
つ

い
て

、
治

山
事

業

計
画

案
を

作
成

し
市

町
村

は
実

施
の

可
否

（
土

地
使
用

の
承

諾
や

保
安

林
指

定
の
同

意
取

得
が

可
能

か

含
む

）
を

調
査

し
報

告
、

そ
の

結
果

を
反

映
し

農
林
事

務
所

長
が

作
成

す
る

中
期
計

画
）

を
策

定
し

、

地
元

市
町

村
及

び
関

係
者

と
の

協
議

を
事

前
に

深
化
さ

せ
る

た
め

の
取

組
を

検
討
し

て
い

る
が

、
事

業

の
有

効
性

・
効

率
性

の
観

点
か

ら
必
要

か
つ

合
理

的
で

あ
る

。
 

特
に

、
中

期
計

画
を

通
じ
て
、

事
業

着
手

前
に

同
意

取
得
上

の
論

点
（

保
安

林
指

定
同
意

、
土

地
使

用
承

諾
、

補
償

承
諾

等
）

を
把

握
し

、
合

意
形

成
上
の

ボ
ト

ル
ネ

ッ
ク

を
早

期
に
顕

在
化

さ
せ

る
こ

と

は
、

事
業

廃
止

の
発

生
抑

制
に

資
す

る
。

ま
た

、
実
施

確
度

の
高

い
計

画
を

前
提
に

測
量

試
験

費
を

国

庫
補

助
事

業
へ

計
上

で
き

る
状

態
を

整
え

る
こ

と
は
、

財
源

の
適

正
化

と
必

要
な
防

災
対

策
の

充
実

に

も
つ

な
が

る
。

さ
ら

に
、

計
画

箇
所

を
一

覧
化

し
、
年

度
調

整
の

ル
ー

ル
を

明
確
化

す
る

こ
と

で
、

補
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正
予

算
へ

の
迅

速
対

応
や

、
対

外
説
明

の
透

明
性

向
上

が
期

待
で
き

る
。
 

 

県
は

、
治

山
事

業
の

実
施

に
伴

う
リ
ス

ク
（

地
権

者
等

の
同

意
・
補

償
、
測

量
試

験
費

の
先

行
実
施

、

予
算

確
保

・
年

度
調

整
等

）
を

箇
所

別
に

整
理

し
て
見

え
る

化
し

、
当

該
リ

ス
ク
に

対
す

る
対

応
策

、

実
施

時
期

等
を

中
期

計
画

に
織

り
込

む
こ

と
に

よ
り
、

事
業

の
確

実
性

を
よ

り
高
め

る
運

用
と

な
る

よ

う
引

き
続

き
検

討
を

進
め

て
い

た
だ
き

た
い

。
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９
．

事
項

名
）

災
害

関
連

緊
急

治
山
等

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

災
害

に
よ
り

新
た

に
発
生

し
、

又
は

拡
大

し
た

荒
廃
山

地
又

は
地

す
べ

り
地

で
、

次
に

該
当

す
る

箇
所

を
緊

急
に

復
旧
整

備
す

る
。
 

１
．

 次
期

降
雨

に
よ

り
荒

廃
の

拡
大

若
し
く

は
、
土

砂
、

土
石
、

流
木

の
流

出
の

お

そ
れ

が
認

め
ら

れ
る

も
の

。
 

２
．

 公
共

の
利

害
に

密
接

な
関

係
を

有
し
、

民
生

安
定

上
放

置
し

が
た
い

も
の

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

7
2
4
,
5
43
 

7
2
4
,
5
43
 

7
2
4
,
5
43
 

-
 

・
治

山
施

設
（

谷
止

工
、

山
腹

工
等

）
の

設
置
 

  （
２

）
事

業
の

内
容
 

 ⅰ
）

事
業

の
目

的
 

災
害

に
よ

り
新

た
に

発
生
し
、

又
は

拡
大

し
た

荒
廃

山
地
又

は
地

す
べ

り
地

で
、

次
に
該

当
す

る
箇

所
を

緊
急

に
復

旧
整

備
す

る
。

 

1
 
次

期
降

雨
に

よ
り

荒
廃

の
拡

大
若
し

く
は

、
土

砂
、
土
石

、
流
木

の
流

出
の

お
そ

れ
が

認
め
ら
れ

る
も

の
。
 

2
 
 
公
共

の
利

害
に

密
接

な
関
係

を
有
し

、
民

生
安

定
上

放
置

し
が
た

い
も

の
。
 

 ⅱ
）

事
業

の
概

要
 

災
害

関
連

緊
急

治
山

等
事

業
  

•
事

業
主

体
 福

岡
県
 

•
事

業
内

容
 県

は
、
渓

流
で
の

土
砂
等

の
流

出
防

止
や

山
腹

崩
壊
の

拡
大

防
止

の
た

め
、
緊
急

に
復
旧

整
備

を
行

う
。
 

a
 

対
象

と
な

る
災

害
 

防
風

、
こ

う
水

、
高

潮
、

地
震

、
そ
の

他
の

異
常

な
天

然
現

象
に
因

り
生

じ
た

災
害

。
 

 

ｂ
 

対
象

と
な

る
災

害
復

旧
事

業
 

1
箇

所
の

復
旧

事
業

費
が

6
00

万
円
以

上
の

も
の

。
人
家

10
戸

以
上

に
被

害
を

与
え

る
と

認

め
ら

れ
た

も
の

。
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ｃ
「

災
害

関
連

緊
急

治
山

事
業

」
と
「

災
害

関
連

緊
急

地
す

べ
り
防

止
事

業
」

の
区

分
 

•
災

害
関

連
緊

急
治

山
事

業
…
民

有
林
等

に
お

い
て
、

災
害
に

よ
り
新

た
に

発
生

し
、
又
は

拡
大

し
た

荒
廃

山
地

又
は

な
だ

れ
発

生
地

に
つ

き
、

当
該

発
生

年
に

緊
急

に
行

う
復

旧
整

備
に

係
る

保
安

施
設

事
業

。
 

•
災

害
関

連
緊

急
地

す
べ

り
防
止

事
業
・
・

・
地

す
べ

り
等
防

止
法
第

3
条

の
規

定
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
林

野
庁

所
管

に
係

る
地

す
べ

り
防

止
区

域
(
当

該
年

度
内

に
地

す
べ

り
防

止
区

域
の

指

定
を

行
う

こ
と

が
確

実
な

区
域

を
含
む

)内
に
お

い
て
、

緊
急

に
地
す

べ
り

防
止

工
工

事
を

行
う

事
業

。
 

 

ｄ
 

補
助

率
 
 

2
/
3 

 

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
 



13
6

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

58
  

１
０

．
事

項
名

）
直

轄
治

山
事

業
負
担

金
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

平
成

29
年

7
月
九

州
北

部
豪
雨

に
よ
り

、
朝

倉
市

な
ど

の
山

間
部
に

お
い

て
、
多

数
の

山
腹
崩

壊
や

そ
れ
に

伴
う

土
石

流
及

び
流

木
の
発

生
に

よ
り

、
人

的
及

び
家
屋

等
に

甚
大

な
被

害
が

発
生

し
た

。
 

上
記

災
害
の

復
旧

対
策
に

つ
い

て
は

、
規

模
が

大
き
く

早
期

復
旧

を
図

る
必

要
が

あ
る

こ
と
か

ら
、

朝
倉
市

の
う

ち
、

旧
朝

倉
町

及
び
旧

杷
木

町
に

つ
い

て
は

、
民
有

林
直

轄
治
山

事
業

を
国
に

要
請

し
事

業
を

計
画

的
に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
本
地

区
の

安
全

を
早

期
に

確
保

す
る

。
（
民

有
林

直
轄

治
山

事
業
負

担
金
の

支
払

）
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
1
8
,
1
67
 

4
1
8
,
1
67
 

4
1
8
,
1
67
 

1
3
0
,
3
67
 

・
国

が
実

施
す

る
治

山
事

業
に

対
す

る
負

担
金

の
支

払
い
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

 （
事

業
の

目
的

・
概

要
）
 

本
災

害
の

復
旧

対
策

に
つ

い
て

は
、
規
模

が
大

き
く

早
期
復

旧
を
図

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら
、
朝
倉

市
の

う
ち

、
旧

朝
倉

町
及

び
旧

杷
木

町
に

つ
い

て
は
、

民
有

林
直

轄
治

山
事

業
を
国

に
要

請
し

事
業

を

計
画

的
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、
本

地
区

の
安

全
を

早
期

に
確
保

す
る

。
 

・
民

有
林

直
轄

治
山

事
業

負
担

金
の
支

払
（

実
施

主
体

：
国

）
 

・
支

払
期

間
:
平
成

2
 9

年
度
〜
令
和

9
年
度
 

・
総

事
業

費
：

8
,9
9
6
,0
1
4
千

円
 

・
支

払
総

額
：

2
,9
9
8
,6
6
4
千

円
 

・
負

担
割

合
 
国

2
/
3、

県
1/
3
 
 

 

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
 

県
の

担
当

者
よ

り
事

業
の

概
要
を

聴
取

し
、

入
手

し
た

資
料
の

閲
覧

を
行

い
、

必
要

に
応
じ

て
ヒ

ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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１
１

．
事

項
名

）
耕

地
災

害
復

旧
事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

下
記

参
照
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

5
,
1
6
9
,9
7
6 

5
,
1
9
0
,6
1
4 

5
,
2
1
7
,0
2
2 

1
,
5
8
7
,9
3
1 

・
農

地
（

田
・

畑
）

や
農

業
用

施
設

（
た

め
池

、
井

堰
、

農
業

用
水

路
な

ど
）

の
復

旧
工

事
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

 

１
）

災
害

別
被

害
概

要
 

 近
年
、

福
岡

県
に

お
い

て
は
、

平
成

2
9
年

7
月

の
九

州
北
部

豪
雨
以

降
も

毎
年

の
よ

う
に

多
く
の

災
害

が
発

生
し

て
い

る
。
 

「
農

林
水

産
業

施
設

災
害

復
旧

事
業
費

国
庫

補
助

の
暫

定
措

置
に
関

す
る

法
律

」
(暫

定
法

)の
適
用

対
象

の
各

年
災

毎
（
平

成
29

年
以
降
）
の

農
地

・
農

業
用

施
設
に

お
け
る

被
害

額
、
申

請
額
、

査
定

額
は

以
下

の
通

り
。
 

 各
年

度
ご
と

の
農
地

・
農
業
施

設
災

害
推

移
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
被

害
額
 

申
請

額
 

査
定

額
 

 
箇

所
 

金
額

（
千

円
）
 

箇
所
 

金
額

（
千

円
）
 

箇
所
 

金
額

（
千

円
）
 

平
成

29
年

災
 

9
,0
5
4 

3
4,
3
24
,
04
4 

1
,5
1
6 

1
3,
5
98
,
21
2 

1
,5
1
6 

1
2,
5
60
,
32
7 

平
成

30
年

災
 

2
,7
1
2 

6
,8
3
3,
7
08
 

6
55
 

2
,8
9
6,
1
27
 

6
55
 

2
,8
4
5,
3
78
 

平
成

31
年

災
 

8
48
 

3
,2
5
6,
5
20
 

2
20
 

1
,7
9
3,
9
47
 

2
20
 

1
,7
8
5,
1
57
 

令
和

2
年
災
 

1
,5
8
7 

6
,9
8
4,
3
10
 

4
00
 

2
,5
8
8,
4
69
 

4
00
 

2
,5
2
3,
5
20
 

令
和

3
年
災
 

6
70
 

3
,4
5
3,
7
58
 

2
21
 

1
,4
0
8,
9
40
 

1
95
 

1
,0
7
7,
1
66
 

令
和

4
年
災
 

3
38
 

8
61
,
31
0 

6
7 

2
29
,
31
1 

6
7 

2
18
,
41
3 

令
和

5
年
災
 

6
,2
7
7 

2
2,
1
09
,
41
7 

9
36
 

8
,7
5
9,
2
72
 

9
36
 

7
,8
8
0,
5
74
 

令
和

6
年
災
 

2
40
 

9
35
,
10
0 

6
3 

3
21
,
63
5 

6
3 

3
18
,
67
3 

  ２
）

耕
地

災
害

復
旧

関
連

事
業

の
概
要
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令
和

6
年
度

の
耕

地
災

害
復
旧

関
連
事

業
と

し
て

、「
団
体
営

耕
地
災

害
復

旧
事

業
費

」・
「

県
営
耕

地

災
害

復
旧

事
業

費
」
・
「

農
地
災

害
復

旧
緊

急
支

援
事
業

費
」

の
事

業
が

予
算

化
さ
れ

て
お

り
、

各
々

の

事
業

概
要

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
。

 
 ①

 
団

体
営
耕

地
災

害
復

旧
事

業
費

 
 （

事
業
の

目
的

）
 

異
常

な
天

然
現

象
に

よ
っ
て
発

生
し

た
災

害
に

よ
り

被
害
を

受
け

た
農

地
及

び
農

業
用
施

設
を

原
形

に
復

旧
す

る
こ

と
(原

形
に

復
旧

す
る

こ
と

が
不

可
能

な
場

合
は

従
前

の
効

用
を

回
復

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

を
作

る
工

事
)を

目
的

と
す
る

。
 

 （
事

業
の

概
要

）
 

団
体

営
耕

地
災

害
復

旧
事

業
費

は
、「

農
林

水
産

業
施

設
災
害

復
旧
事

業
費

国
庫

補
助

の
暫

定
措
置

に

関
す

る
法

律
」

(暫
定
法

)に
基
づ

き
、
田

、
畑
な

ど
の
「

農
地

」
や
た

め
池

、
井
堰

、
農
業

用
水
路

、
揚

水
機

、
農

道
な

ど
の

「
農

業
用

施
設

」
の

天
災

に
よ
る

被
害

に
対

し
て

、
国

庫
補
助

を
受

け
市

町
村

や

土
地

改
良

区
等

が
復

旧
工

事
を

実
施
す

る
も

の
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ⅰ
）

対
象

と
な

る
要

件
 

一
）

1
箇

所
の

工
事

費
用

が
40

万
円
以

上
の

も
の
 

※
1
つ
の

施
設

に
お

い
て

被
災

し
た
箇

所
が

1
50
m
以
内

の
範

囲
の
間

隔
で

連
続

し
て

い
る

場
合
も

1
箇

所
と

す
る

。
 

二
）
【
降

雨
】

被
災

当
時

に
お
け
る

最
大

24
時
間

雨
量

が
80
m
m
以
上
 

※
た

だ
し
、

最
大

2
4
時

間
雨
量

が
80
m
m
未

満
で

あ
っ

て
も
、

連
続

雨
量

又
は

時
間

雨
量

(2
0
m
m
/
h

以
上

)が
大
で

あ
っ

た
場

合
 

三
）
【
洪

水
】

河
川

の
出

水
に
よ

る
被
害

は
、

被
災

箇
所

の
推

移
が
警

戒
水

位
以

上
 

四
）
【
暴

風
】

最
大

風
速

1
5m
(
1
0
分
間

平
均

)以
上
 

五
）
【
干

害
】

連
続

干
天

日
数
(
日

雨
量

が
5
m
m
未

満
の

日
を
含

む
)が

2
0
日

以
上

 
六

）
【
地

震
】

震
度

の
定

め
は
な

い
 

 ⅱ
）

補
助
率

 
暫

定
法

に
よ

る
基
本

補
助
率

 
区

分
 

事
業

費
 

県
分

事
務

費
 

国
 

事
業

主
体

 
国

 
県

 
農

地
 

50
％

 
50

％
 

0％
 

10
0%

 
施

設
 

65
％

 
35

％
 

0%
 

10
0%

 
*県

分
事

務
費

=事
業

費
×4

.5
%
以

内
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ⅲ
）

補
助

率
の

増
嵩

 
市

町
村
別

に
被

災
し

た
農

家
一

戸
当
た

り
の

災
害

復
旧

事
業

費
が

8
万

円
を

超
え

る
も
の

に
つ
い

て

補
助

率
の

増
嵩

が
あ

る
。

 
 令
和

6
年
度

団
体

営
災

害
復
旧

事
業
決
算
調

書
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

単
位

：
円
）

 
年

災
 

区
分

 
予

算
額

(2
月

補
正

後
) 

①

決
算

額
 

③
 

 
工

事
費

 
事

務
費

 
事

業
費

 
工

事
費

 
事

務
費

 
事

業
費

 

29
 

農
地

 
25

2,
30

2,
00

0 
11

,5
63

,0
00

 
26

3,
86

5,
00

0 
20

,7
26

,7
39

 
5,

62
7,

00
0 

 

施
設

 
67

5,
62

3,
00

0 
30

,4
33

,0
00

 
70

6,
05

6,
00

0 
29

8,
93

7,
85

5 
14

,8
09

,0
00

 
 

計
 

92
7,

92
5,

00
0 

41
,9

96
,0

00
 

96
9,

92
1,

00
0 

31
9,

66
4,

59
4 

20
,4

36
,0

00
 

34
0,

10
0,

59
4 

2 
農

地
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

施
設

 
30

8,
71

0,
00

0 
13

,9
19

,0
00

 
32

2,
62

9,
00

0 
26

7,
47

2,
00

0 
11

,9
83

,0
00

 
27

9,
45

5,
00

0 
関

連
 

14
1,

81
1,

00
0 

6,
86

9,
00

0 
14

8,
68

0,
00

0 
11

1,
55

7,
00

0 
5,

46
3,

00
0 

11
7,

02
0,

00
0 

計
 

45
0,

52
1,

00
0 

20
,7

88
,0

00
 

47
1,

30
9,

00
0 

37
9,

02
9,

00
0 

17
,4

46
,0

00
 

39
6,

47
5,

00
0 

3 
農

地
 

0 
0 

0 
0 

0 
 

施
設

 
0 

0 
0 

0 
0 

 
計

 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
4 

農
地

 
0 

0 
0 

0 
0 

 

施
設

 
3,

84
6,

00
0 

17
8,

00
0 

4,
02

4,
00

0 
3,

42
2,

00
0 

17
8,

00
0 

 
計

 
3,

84
6,

00
0 

17
8,

00
0 

4,
02

4,
00

0 
3,

42
2,

00
0 

17
8,

00
0 

3,
60

0,
00

0 

5 
農

地
 

62
1,

58
5,

00
0 

29
,1

06
,0

00
 

65
0,

69
1,

00
0 

35
1,

62
4,

59
3 

14
,1

64
,0

00
 

 

施
設

 
1,

90
9,

48
4,

00
0 

86
,8

82
,0

00
 

1,
99

6,
36

6,
00

0 
33

5,
20

3,
61

5 
34

,6
69

,0
00

 
 

生
活

関
連

 
4,

46
9,

00
0 

40
2,

00
0 

4,
87

1,
00

0 
4,

06
3,

00
0 

38
3,

00
0 

 
計

 
2,

53
5,

53
8,

00
0 

11
6,

39
0,

00
0 

2,
65

1,
92

8,
00

0 
69

0,
89

1,
20

8 
49

,2
16

,0
00

 
74

0,
10

7,
20

8 
過

年
総

計
 

3,
91

7,
83

0,
00

0 
17

9,
35

2,
00

0 
4,

09
7,

18
2,

00
0 

1,
39

3,
00

6,
8

87
,2

76
,0

00
 1

,4
80

,2
82

,8
02

 
6 

農
地

 
12

3,
67

0,
00

0 
6,

10
7,

00
0 

12
9,

77
7,

00
0 

23
,1

51
,8

52
 

1,
59

5,
00

0 
 

施
設

 
26

2,
35

6,
00

0 
12

,1
96

,0
00

 
27

4,
55

2,
00

0 
67

,0
54

,5
97

 
2,

06
0,

00
0 

 

査
定

委
託

50
,0

00
,0

00
 

4,
50

0,
00

0 
54

,5
00

,0
00

 
11

,0
95

,0
00

 
2,

69
2,

00
0 

 
計

 
43

6,
02

6,
00

0 
22

,8
03

,0
00

 
45

8,
82

9,
00

0 
10

1,
30

1,
44

9 
6,

34
7,

00
0 

10
7,

64
8,

44
9 

合
計

 
4,

35
3,

85
6,

00
0 

20
2,

15
5,

00
0 

4,
55

6,
01

1,
00

0 
1,

49
4,

30
8,

25
1 

93
,6

23
,0

00
 1

,5
87

,9
31

,2
51

 

  ②
 
県

営
耕
地

災
害

復
旧

事
業

費
 

 （
事

業
の

目
的

）
 

異
常

な
天

然
現

象
に

よ
っ
て
発

生
し

た
災

害
に

よ
り

被
害
を

受
け

た
農

地
及

び
農

業
用
施

設
を

原
形

に
復

旧
す

る
こ

と
(原

形
に

復
旧

す
る

こ
と

が
不

可
能

な
場

合
は

従
前

の
効

用
を

回
復

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

を
作

る
工

事
)を

目
的

と
す
る

。
 

 （
事

業
の

概
要

）
 

県
営

耕
地

災
害

復
旧

事
業

は
、
下
記

内
容

で
国

庫
補

助
を
受

け
、
県
が

復
旧

工
事

を
実
施

す
る
も

の
。 

ⅰ
）
「
農

林
水

産
業

施
設

災
害
復

旧
事
業

費
国

庫
補

助
の

暫
定

措
置
に

関
す

る
法

律
」

(暫
定

法
)に

基
づ

く
、

県
営

事
業

実
施

中
(県

管
理
を

含
む

)の
農

地
、

農
業

用
施
設

の
災

害
復

旧
事

業
 

ⅱ
）
「
公

共
土

木
施

設
災

害
復
旧

事
業
費

国
庫

補
助

負
担

法
」

(負
担
法

)に
基

づ
く

、
県

管
理

の
農

地
海

岸
保

全
施

設
、

地
す

べ
り

施
設
の

災
害

復
旧

事
業
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ⅲ
）

一
定

の
要

件
を

満
た

し
、

高
度
な

技
術

を
要

す
る

も
の

。
 

 一
）

対
象

と
な

る
要

件
 

㈠
暫

定
法

は
、

1
箇
所

の
工
事

費
用
が

4
0
万
円

以
上

の
も

の
。
負

担
法

は
、

1
箇
所
の

工
事
費

用
が

1
2
0
万
円

以
上

の
も

の
 

※
暫

定
法

は
、
1
つ

の
施

設
に
お

い
て
被

災
し

た
箇

所
が

15
0
m
以
内

(
負
担

法
1
0
0m

以
内
)
の

範
囲

の

間
隔

で
連

続
し

て
い

る
場

合
も

1
箇
所

と
す

る
。
 

㈡
降

雨
、

洪
水

、
暴

風
、

干
害

、
地
震

、
そ

の
他

異
常

な
天

然
現
象

に
よ

り
生

じ
た

災
害

で
あ
る

事
 

【
降

雨
】

被
災

当
時

に
お

け
る

最
大

2
4
時

間
雨

量
が

8
0m
m
以

上
 

※
た

だ
し

、
最
大

2
4
時

間
雨
量

が
80
m
m
未

満
で

あ
っ

て
も
、
連

続
雨

量
又

は
時

間
雨

量
(2
0
m
m
/h

以

上
)
が
大

で
あ

っ
た

場
合
 

【
洪

水
】

河
川

の
出

水
に

よ
る

被
害
は

、
被

災
箇

所
の

水
位

が
警
戒

水
位

以
上
 

【
暴

風
】

最
大

風
速

15
m
(
10

分
間

平
均

)以
上
 

【
干

害
】

連
続

干
天

日
数

(日
雨

量
が

5
m
m
未

満
の

日
を

含
む

)
が

2
0
日
以

上
 

【
地

震
】

震
度

の
定

め
は

な
い

 

㈢
A
.
県
防

災
重

点
た

め
池

(堤
高

が
1
5
m
以

上
ま

た
は

堤
高

1
0
m
以

上
か

つ
貯

水
量

が
1
0
万

m3
以
上

の
た

め
池

)が
被
災

を
受

け
た
も

の
。
 
 

B
.
貯

水
量
が

5
万

m
3
以

上
で
か

つ
、
た
め

池
堤
体

と
洪

水
吐

、
も

し
く

は
た
め

池
堤

体
と

取
水
設
備

の
複

合
施

設
に

甚
大

な
被

災
が

あ
る
高

度
な

技
術

を
要

す
る

た
め
池

。
 

C
.
知

事
が

特
別

に
認

め
た

も
の

。
 

 二
）

補
助

率
 

暫
定

法
に

よ
る

基
本

補
助

率
 

区
分
 

事
業

費
 

県
分

事
務

費
 

国
 

県
 

国
 

県
 

農
地
 

5
0
% 

5
0
% 

0
%
 

1
0
0
% 

施
設
 

6
5
% 

3
5
% 

0
%
 

1
0
0
% 

＊
県

分
事

務
費

=事
業

費
×

4.
5%

以
内

 
 

負
担

法
に

よ
る

基
本

補
助

率
(農

地
海
岸

保
全

施
設

、
地

す
べ

り
施
設

) 

区
分
 

事
業

費
 

県
分

事
務

費
 

国
 

県
 

国
 

県
 

施
設
 

6
6
.
6
% 

3
3
.
4
% 

0
%
 

1
0
0
% 

＊
県

分
事

務
費

=事
業

費
×

 4
.5

%
以

内
 

 三
）

補
助

率
の

増
嵩

に
つ

い
て

 
暫

定
法
（
市

町
村

別
に

算
出

）、
負
担

法
（

農
地

海
岸

保
全
施

設
、
地
す

べ
り

施
設

）
の
そ

れ
ぞ
れ

に

つ
い

て
、

災
害

復
旧

費
が

一
定

値
を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て

補
助
率

の
増

嵩
が

あ
る

。
 

 （
令
和

6
年

度
の

実
績

）
 

 
 

令
和

6
年
度

の
実

績
は
な

し
（
当

初
予

算
額

10
4,

63
8
千

円
）
。

 
本

事
業
は

、
対

象
と

な
る

災
害

が
発
生

し
た

場
合

に
対

応
す

る
も
の

で
、

令
和

6
年
度
に

関
し
て

は
、

該
当

が
な

か
っ

た
。
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３
）

県
の

耕
地

等
災

害
対

応
体

制
 

①
現

状
と

課
題

認
識

 

県
の

耕
地

等
災

害
対

応
は

、
限

ら
れ
た

人
員

体
制

（
担

当
係

3
名

、
各

農
林

事
務

所
3
名

体
制
が

平
成

29
年

災
以

降
大

き
な

変
動

な
し

）
の
下

で
運

用
さ

れ
て

い
る

。
一
方

で
、

近
年

は
毎

年
の

よ
う
に

大
規
模

農
地

災
害

が
発

生
し
、
初
動
対

応
（

被
害

把
握
・
査
定

準
備
・
国

協
議

等
）
に

加
え

て
、
過
年

度
災

害
の

復

旧
業

務
が

累
積

し
、

平
時

か
ら

業
務
負

荷
が

高
止

ま
り

し
て

い
る
と

思
わ

れ
る

。
 

特
に
、
災
害

発
生

後
概

ね
3
週

間
以
内

に
被

害
報

告
（
確
報

）
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い
と

さ
れ
る

中
で

、

市
町

村
側

の
負

担
は

大
き

く
、
報

告
漏

れ
や

把
握

遅
れ

の
リ

ス
ク
が

あ
る

。
ま

た
、
市

町
村

職
員
は

事
務
職

が
中

心
で

、
技

術
系

知
識
・
経
験

が
十
分

で
な

い
場

合
、
被
害

額
算
定

や
復

旧
工

法
検

討
を

短
期
間

で
実
施

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
り

、
県

へ
の
支

援
要

望
が

急
増

す
る

構
造
に

あ
る

。
 

②
現

状
の

取
組

 

ⅰ
）

業
務

の
デ

ジ
タ

ル
化

に
よ

る
効
率

化
期

待
 

国
が

開
発

中
の

災
害

復
旧

事
業

支
援
シ

ス
テ

ム
（

被
害

状
況

把
握
、
災
害

事
務

効
率

化
等

の
目
的

）
を

今
後

一
部

運
用

予
定

と
さ

れ
、

将
来

的
に

は
補

助
金

事
務

ま
で

一
連

化
す

る
開

発
が

進
む

見
込

み
で

あ
る

。
県

と
し

て
も

期
待

は
大

き
く
、
市
町

村
・
県
・
国
の

負
担
軽

減
、
早
期

被
害

把
握

に
資
す

る
方

向
性

は
妥

当
で

あ
る

。
 

ⅱ
）

ノ
ウ

ハ
ウ

の
蓄

積
・

共
有

 
担

当
者
間

の
引

継
ぎ

、
災

害
派

遣
か
ら

帰
庁

し
た

職
員

に
よ

る
経
験

報
告

の
場

を
設

け
て

お
り
、

災

害
対

応
ノ

ウ
ハ

ウ
の

蓄
積

・
共

有
化
が

図
ら

れ
て

い
る

。
 

 

ⅲ
）

研
修

体
制

（
ス

キ
ル

向
上

）
 

国
主

催
研

修
（

梅
雨

前
）

に
加

え
、
県

単
の

防
災

・
災

害
支

援
事
業

と
し

て
県

・
市

町
村

向
け
研

修

会
を
年

1、
２

回
実

施
し

て
お

り
、
継

続
的

な
取

組
が

あ
る

。
 

 ⅳ
）

応
援

体
制
 

災
害

時
の
各

係
か
ら

の
応
援
や

、
地

方
公

共
団
体

間
の
職
員

派
遣

制
度

を
活
用

で
き
る
体

制
が

あ
り

、
一
定

の
臨
機

応
変
性
は

確
保

さ
れ

て
い
る

。
 

 （
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

頻
発

化
・

激
甚

化
す

る
災
害
に

対
し

て
、

限
ら

れ
た

人
員
下

で
も

持
続

可
能

な
執

行
体
制

を
確

立
で

き
る

た
め

に
、

以
下

の
よ

う
な

点
に
つ

い
て

検
討

を
進

め
る

こ
と
が

望
ま

し
い

。
 

１
）

デ
ジ

タ
ル

化
へ

の
提

案
【

監
査
意

見
１

２
】
 

 
国

が
被

害
把

握
か

ら
補

助
金

事
務

ま
で

一
連

化
さ

れ
た
シ

ス
テ

ム
を

開
発

中
で

あ
る
現

状
は

、
県
・

市
町

村
の

課
題

（
報

告
期
限
、

被
害

額
の

算
定

、
添

付
資
料

、
査

定
・

補
助

金
事

務
の
一

連
化

等
）

を

整
理

し
、

ま
た

、
試

行
段
階
の

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

は
使
用

感
な

ど
に

つ
い

て
、

体
系
的

に
国

へ
提

案
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す
る

こ
と

が
で

き
る

良
い
機
会

で
あ

る
。

今
後

も
被

害
把
握

か
ら

補
助

金
事

務
ま

で
の
一

気
通

貫
に

管

理
で

き
る

シ
ス

テ
ム

に
な

る
よ

う
に
、

県
と

し
て

継
続

的
に

意
見
提

案
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま
し

い
。

 

２
）

ノ
ウ

ハ
ウ

蓄
積

共
有

、
研

修
へ
の

展
開

【
監

査
意

見
１

３
】
 

経
験

談
報

告
会

に
つ

い
て

は
、

経
験

知
を

体
系

化
し

、
検
索

可
能

な
形

で
蓄

積
す

る
仕
組

み
（

事
例

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

、
復

旧
工

法
の

判
断

事
例

、
査

定
時

の
質
疑

応
答

、
災

害
規

模
別

の
体
制

例
）

を
整
備

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
に

蓄
積

さ
れ

た
実
践

ノ
ウ

ハ
ウ

等
に

つ
い

て
の
研

修
の

機
会
を

設
け

、
災

害
対

応
職

員
全

体
の

レ
ベ
ル

ア
ッ

プ
を

図
る

こ
と

が
望
ま

し
い

。
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１
２

．
事

項
名

）
農

地
災

害
復

旧
緊
急

支
援

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

農
村

森
林

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

下
記

参
照
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
7
,
8
3
2 

1
4
,
4
3
5 

2
4
,
4
7
7 

8
,
6
4
4 

・
農

地
の

災
害

復
旧

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

助
成
 

・
土

地
利

用
計

画
に

要
す

る
経

費
に

対
す

る
助

成
 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

 農
地

災
害

復
旧

緊
急

支
援

事
業

費
 

 （
事

業
の

目
的

）
 

重
要

な
生

産
基

盤
で

あ
る
農
地

と
と

も
に

、
作

付
け

さ
れ
て

い
る

農
作

物
、

ハ
ウ

ス
等
が

一
体

的
に

被
害

を
受

け
て

い
る

た
め

、
農

業
者

の
災

害
復

旧
に
要

す
る

費
用

の
負

担
軽

減
を
図

り
、

経
営

意
欲

の

減
退

に
よ

る
離

農
を

防
止

す
る

。
 

ま
た

、
甚

大
な

被
害

を
受
け
た

農
地

等
に

つ
い

て
、

区
画
整

理
型

に
よ

る
復

旧
事

業
を
推

進
す

る
た

め
に

、
地

元
が

負
担

す
る

こ
と

に
な
る

換
地

経
費

を
補

助
し

、
被
災

地
の

早
期

復
旧

を
図

る
。
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（
事

業
の

概
要

）
 

区
分
 

事
業

主
体
 

事
業

内
容
 

1
農

地
災

害
復

旧
 

緊
急

支
援

事
業
 

市
町

村
 

永
年

作
物

及
び

ハ
ウ

ス
等

が
一

緒
に

被
災

し
た

農
地

の
災

害
復

旧
に

要
す

る
経

費
に

対

す
る

助
成

 

実
施

要
件

:
(
1
)
激

甚
指

定
さ

れ
た
災

害
で

あ
る

こ
と

 

(
2
)
農

地
の

災
害

復
旧

事
業

の
う

ち
、
永

年
作

物
又

は
ハ

ウ
ス

等
が

同
時

に

被
害

を
受

け
た

も
の

 

事
業

主
体

：
市

町
村

 

補
助

率
 
 
：

地
元

負
担

額
の

1
/2
 

2
土

地
利

用
計

画
 

策
定

事
業

 
市

町
村

 

換
地

を
伴

う
復

旧
事

業
に

か
か

る
地

域
の

土
地

利
用

計
画

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

助

成
 実

施
要

件
:
 
(
1
)
激

甚
指

定
さ

れ
た
災

害
で

あ
る

こ
と

 

(
2
)
農

地
災

害
復

旧
事

業
の

う
ち

、
土

地
利

用
計

画
策

定
が

必
要

な
も

の
 

事
業

主
体

:
 

市
町

村
 

補
助

率
 
 
:
 

事
業

費
の

1
/
2 

 

（
令
和

6
年

度
の

実
績

）
 

 
農

地
災

害
復

旧
緊

急
支

援
事

業
 
 

14
4,

78
9
円
（

令
和

5
年

災
）

 
 

土
地
利

用
計

画
策

定
事

業
 

 
 

8,
49

9,
00

0
円

（
平
成

29
年

災
）

 
 

 

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
 

県
の

担
当

者
よ

り
事

業
の

概
要
を

聴
取

し
、

入
手

し
た

資
料
の

閲
覧

を
行

い
、

必
要

に
応
じ

て
ヒ

ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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１
３

．
事

項
名

）
道

路
管

理
情

報
の
一

元
化

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

道
路

維
持

課
 

事
業

の
概

要
 

道
路

台
帳
を

基
盤

と
し
、

3
次

元
点

群
デ

ー
タ

や
防
災

情
報

等
を

紐
付

け
て

一
元

管
理

す
る

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

  

イ
．
 

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）

 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

－
 

－
 

8
1
,
0
0
0 

8
1
,
0
0
0 

・
シ

ス
テ

ム
開

発
 

・
デ

ー
タ

実
装
 

 （
２

）
事

業
の

内
容

 
 地

図
図
面

上
で

、
各

種
情

報
が

同
時
に

確
認

で
き

、
現

地
確

認
や
資

料
探

索
の

時
間

の
縮

減
効
果

を
得

る
と

と
も

に
、
防
災

情
報

を
紐

づ
け
る

こ
と

で
、
災
害

時
に

迅
速
な

対
応

が
可

能
と

な
る

た
め
の

事
業
費

で
あ

る
。

 
 シ

ス
テ
ム

上
で

一
元

管
理

さ
れ

る
も
の

は
、

下
記

の
情

報
で

あ
る
。

 
・

地
図
図

面
 

・
道

路
台

帳
（

基
盤

）
 

・
3
次
元

点
群

デ
ー

タ
：

道
路

の
3
次
元

の
位

置
情

報
、
地

形
を
立

体
的

に
把

握
可

能
な

も
の

 
・

防
災
情

報
：

緊
急

輸
送

道
路

箇
所
、

防
災

点
検

箇
所

等
 

・
そ
の

他
の
道

路
管

理
情

報
：

占
有

情
報

（
電

柱
、

埋
設
管

等
）、

道
路

施
設

情
報

（
橋
梁

・
ト

ン
ネ

ル
等

）、
補
修

履
歴

、
苦

情
・
要

望
履
歴

等
 

 こ
こ

に
、
令
和

7
年

度
の

重
点

目
標
と

し
て

は
、
国
・
警
察

の
道
路

交
通

情
報

等
の

シ
ス

テ
ム
と

連
携

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

る
。

 
当

該
事
業

に
関

し
て

は
、
令
和

6
年

度
か

ら
制

度
設

計
及
び

シ
ス
テ

ム
開

発
を

行
い
、
一

部
運
用

開
始

を
さ

れ
て

お
り
、
令
和

10
年
度

を
目
途

に
一

元
化

事
業
を
行

い
、
令
和

11
年

よ
り

本
格
運

用
を
目

指
し

て
い

る
。
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（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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１
４

．
事

項
名

）
道

路
施

設
維

持
管
理

推
進

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

道
路

維
持

課
 

事
業

の
概

要
 

道
路

施
設
構

造
物

が
老
朽

化
し

て
い

く
中

、
総
合

的
な

「
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

道
路

施
設

構
造

物
が

老
朽

化
し

て
い
く

中
、
客

観
的

な
把
握
・
評

価
、
中

長
期

的
な

施
設

の
状
態

予

測
な

ど
、
総
合

的
な
「

ア
セ
ッ

ト
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

」
を

行
い

、
道
路

施
設

構
造

物
の

適
切

な
維
持

管
理

を
行

っ
て

い
く

。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
0
0
,
0
00
 

4
0
0
,
0
00
 

4
0
0
,
0
00
 

3
4
7
,
1
33
 

・
道

路
施

設
の

点
検
 

・
道

路
施

設
の

維
持

補
修
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
 

県
の

担
当

者
よ

り
事

業
の

概
要
を

聴
取

し
、

入
手

し
た

資
料
の

閲
覧

を
行

い
、

必
要

に
応
じ

て
ヒ

ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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１
５

．
事

項
名

）
道

路
防

災
事

業
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

道
路

維
持

課
 

事
業

の
概

要
 

道
路

交
通

の
安

全
確

保
、

災
害

に
強
い

道
路

環
境

の
整

備
を

行
う
。
 

落
石

・
法
面

崩
壊

等
の
災

害
の

発
生

を
未

然
に

防
ぎ
、

道
路

利
用

者
や

地
域

住
民

の
人

名
・

財
産

を
守

る
。
 

災
害

時
に
お

け
る

緊
急
車

両
や

救
援

物
資

の
輸

送
路
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
橋

梁
を

優
先

に
、

耐
震

補
強

工
事
を

行
う

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
道

路
災

害
防

除
費

】
 

 
・

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ
き

、
道

路
の

法
面

防
災

工
事
を

実
施

す
る

。
 

 【
道

路
防

災
費

】
 

・
県

管
理

道
路

の
法

面
防

災
工

事
、
モ

ル
タ

ル
吹

付
工

、
落

石
防
護

柵
等

を
実

施
す

る
。

 

 

【
橋

り
ょ

う
震

災
対

策
費

】
 

 
 
・
県

管
理

道
路

に
お

け
る
橋

梁
の
耐

震
補

強
等

に
関

す
る

事
業
を

実
施

す
る

。
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
,
9
3
8
,4
0
9 

1
,
9
4
1
,4
0
9 

1
,
9
4
8
,0
8
5 

1
,
4
2
8
,7
7
7 

・
法

面
防

災
工

事
 

・
道

路
防

災
点

検
 

 （
２

）
事

業
の

内
容

 
 

１
）

 道
路

災
害

防
除

費
 

平
成

18
年
度

以
降

に
実

施
し
て

い
る
道

路
防

災
点

検
の

結
果

、
風
化

や
豪

雨
等

に
よ

り
落
石

や
法
面

崩
壊

等
の

災
害

の
発

生
の

恐
れ

が
あ
る

、
危

険
箇

所
が

4
57

か
所

で
確

認
さ

れ
て

い
る
。

ま
た
、

災
害

発
生

時
に

は
道

路
の

封
鎖

に
よ

る
集

落
の

孤
立

等
も
懸

念
さ

れ
て

い
る

。
そ

こ
で
、

事
業

の
ね

ら
い

と

し
て

は
、

落
石

・
法

面
崩

壊
等

の
災

害
の

発
生

を
未
然

に
防

ぎ
、

道
路

利
用

者
地
域

住
民

の
人

命
・

財

産
を

守
る

こ
と

を
目

的
と

さ
れ

て
い
る

。
 

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、
道

路
の

法
面

防
災

工
事

を
3
か
所

（
八

女
香

春
線
・

湯
之
原

合

川
線

・
北

矢
部

冬
野

黒
木

線
）

順
次
実

施
し

て
い

る
。
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２
 国

・
県
（

道
路

維
持

課
、
道

路
建
設

課
）
・
市

町
村

・
警
察

（
公
安

委
員

会
）

 
道

路
防

災
対

策
 風

水
害

等
時

に
お

け
る

道
路

機
能

の
確

保
の

た
め

、
所

管
道

路
に

つ
い

て
、

道
路

防
災

点
検

を
実

施
し

、
対

策
工

事
の
必

要
な

箇
所

を
指

定
し

て
、
道

路
の

整
備

を
推

進
す

る
。

 
ア

 
道
路

防
災

点
検

  
道

路
隣

接
法

面
の

路
面

へ
の

崩
落

が
予

想
さ

れ
る

箇
所

及
び

路
体

崩
壊

が
予

想
さ

れ
る

箇
所

等
を

把
握

す
る

た
め

、「
道
路

防
災
点

検
」
を

実
施

す
る

。
 

イ
 

道
路

の
防

災
工

事
 

ア
の

調
査

に
基

づ
き

、
道

路
の

防
災

工
事

が
必

要
な

箇
所

に
つ

い
て

、
工

法
決

定
の

た
め

の
測

量
、

地
質

調
査
、
設
計

等
を

行
い
そ

の
対
策

工
事

を
実

施
す

る
。
特
に

、
緊

急
輸

送
道

路
の
法

面
未
対

策
箇

所
の

整
備

に
つ

い
て
、
計
画
的

に
推
進

す
る
。
ま
た

、
渡
河

部
の
道

路
橋

や
河

川
に

隣
接

す
る
道

路
の

流
失

に
よ

り
、
被
災

地
の

孤
立

が
長
期

化
し

な
い

よ
う

、
洗

堀
防
止

や
橋

梁
の

架
け

換
え

等
の
対

策
を

推
進

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

出
所
：

福
岡

県
地

域
防

災
計

画
を
一

部
抜

粋
）

 
２

）
 道

路
防
災

費
 

風
化

や
ゲ

リ
ラ

豪
雨

に
よ

り
、
そ

の
ま

ま
放

置
す

れ
ば

法
面

の
崩
壊
・
落

石
等

の
災

害
が

発
生
す
る

恐
れ

が
あ

る
箇

所
が

残
っ

て
お

り
、
道

路
の

通
行

に
危

険
が

あ
る
状

況
が

あ
る

。
事

業
の

狙
い
と

し
て

は
、

道
路

交
通

の
安

全
確

保
、

災
害
に

強
い

道
路

環
境

の
整

備
を
目

的
と

し
て

い
る

。
 

実
際

の
点

検
補

修
に

関
し

て
は

、
県

の
出

先
機

関
で

あ
る

15
か

所
（
実

働
は

14
か
所

）
に

て
、
県

管
理

道
路

の
法

面
防

災
工

事
、

モ
ル
タ

ル
吹

付
工

事
、

落
石

防
護
柵

等
を

実
施

さ
れ

て
い

る
。

 
 

３
）

 橋
り

ょ
う

震
災

対
策

費
 

福
岡

県
管

理
道

路
（
国

道
・
県
道

）
の

供
用

延
長

は
年

々
増
加
し

て
お
り
、
管
理

延
長

は
約

3,
50

0k
m

で
、
道

路
施

設
は

年
々

老
朽
化

し
て
お

り
、
古

い
基

準
で
建

設
さ
れ
、
地
震

等
災

害
時
の

安
全
性

が
十

分
で

な
い

橋
梁

が
あ

る
よ

う
で

あ
る
。
事

業
の

狙
い

と
し
て

は
、
災
害

時
に

お
け

る
緊
急

車
両
や

救
援

物
資

の
輸

送
路

と
し

て
位

置
付

け
ら
れ

て
い

る
橋

梁
を

優
先

に
、
耐
震

補
強

工
事

を
行

っ
て

ゆ
く
こ
と

を
目

的
と

さ
れ

て
い

る
。

 
 

（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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１
６

．
事

項
名

）
河

川
改

修
費

 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

管
理

課
、

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

現
在

、
劣

化
に

よ
る

不
具

合
が
発

生
し
て

い
る

管
理

ダ
ム

の
各

種
設
備

に
つ

い
て

、

更
新

・
改
良

を
行

う
こ
と

で
、

安
全

性
や

信
頼

性
の
確

保
、

操
作

性
の

向
上

及
び
管

理
コ

ス
ト

の
削

減
を

図
る

。
 

河
道

の
流
下

断
面

の
確
保

や
施

設
の

機
能

維
持

を
行
い

な
が

ら
、

適
正

な
維

持
管

理
に

努
め

る
。
 

河
川

法
第

1
6
条

河
川

整
備

基
本

方
針
及

び
、
第

16
条
の

2
河

川
整
備

計
画

等
に

沿
っ

た
、

事
業

の
推

進
を

図
る

。
 

河
道

堀
削
、

橋
梁

架
け
替

え
、

排
水

機
場

の
更

新
等
に

よ
り

河
川

の
流

下
能

力
を

向
上

さ
せ

、
治

水
安

全
度

を
向

上
さ
せ

る
。
 

河
道

拡
幅
に

伴
う

橋
梁
架

け
替

え
等

に
よ

り
河

川
の
流

下
能

力
を

向
上

さ
せ

、
治

水
安

全
度

を
向

上
さ

せ
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

9
,
4
2
6
,8
1
3 

8
,
9
7
1
,9
0
5 

8
,
6
0
0
,8
6
7 

4
,
3
8
9
,9
5
3 

・
河

道
掘

削
 

・
拡

幅
等
 

 （
２

）
事

業
の

内
容

 
 

【 【
河河

川川
のの

現現
況況

にに
つつ

いい
てて

】】
  

１
）

概
要

 
日

本
の
国

土
の

７
０

％
は

山
地

及
び
急

傾
斜

地
で

あ
る

が
、
福

岡
県
は

面
積

の
４

４
％

が
山

地
部
で

、

平
坦

部
が

残
り

を
占

め
比

較
的

平
地

に
恵

ま
れ

て
い
る

。
こ

の
山

地
を

源
と

す
る
河

川
は

、
東

は
周

防

灘
、

西
は

有
明

海
、

北
は

玄
界

灘
及

び
響

灘
に

注
い
で

い
る

。
本

県
の

一
級

河
川
は

筑
後

川
を

は
じ

め

４
水

系
、
二
級

河
川

は
御

笠
川

、
多
々

良
川

、
釣
川

、
紫
川
、
今

川
を

は
じ

め
、
５

２
水
系

が
あ
り

、
合

計
３

４
１

河
川

と
な

っ
て

い
る

。
 

河
川

に
は

、「
河
川

法
」

に
よ
り

、
そ
の

種
類

や
管

理
者

が
下

表
の
よ

う
に

定
め

ら
れ

て
い

る
。
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【
河

川
の

種
類

と
河

川
管

理
者

の
一
覧

表
】

 
          

 【
福

岡
県

内
河

川
延

長
】

 
※

R
4.

4.
30

時
点

 

 

河
川
の
種
類

 
内
 
 
 
容

 
河
川
管
理
者

 

一
 
級

 
  

河
 
川

 

直
轄

 
管
理

 
区
間

 

国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
水
系
（
政
令
で
指
定
）
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し

た
一
級
河
川
の
う
ち
、
重
要
度
の
高
い
区
間
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
直
接
的
、
全
面
的
に
管
理
す

る
区
間

 

国
土
交
通

 
大
 
 
臣

 

指
定

 
区
間

 
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
区
間
（
指
定
区
間
）
で
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
都
道

府
県
知
事
又
は
政
令
指
定
都
市
の
長
が
行
う
区
間

 

国
土
交
通
大
臣

 
( た

だ
し
、
事
務
の
一

部
は
知
事
又
は
政
令

指
定
都
市
の
長
が
権

限
を
行
使
す
る
。

)  

二
級
河
川

 
一
級
河
川
に
指
定
さ
れ
た
水
系
以
外
で
公
共
の
利
害
に
重
要
な
関
係
が
あ
り
、
都
道
府
県
知
事

が
指
定
し
た
河
川

 
知
 
 
事

 

準
用
河
川

 
一
級
河
川
及
び
二
級
河
川
以
外
の
河
川
の
中
か
ら
市
町
村
長
が
指
定
。
河
川
法
を
準
用
す
る
河

川
 

市
町
村
長

 

普
通
河
川

 
河
川
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
河
川

 
市
町
村
長
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【
福

岡
県

内
主

要
河

川
図

】
 

 

  ２
）

河
川

管
理

の
目

的
 

河
川

に
つ

い
て

、
洪

水
、
津
波

、
高

潮
等

に
よ

る
災

害
の
発

生
が

防
止

さ
れ

、
河

川
が
適

正
に

利
用

さ
れ

、
流

水
の

正
常

な
機

能
が

維
持

さ
れ

、
及

び
河
川

環
境

の
整

備
と

保
全

が
さ
れ

る
よ

う
に

こ
れ

を

総
合

的
に

管
理

す
る

こ
と

に
よ

り
、
国
土

の
保

全
と

開
発

に
寄

与
し
、
も

っ
て

公
共

の
安

全
を

保
持
し
、

か
つ

、
公

共
の

福
祉

を
増

進
す

る
こ
と

を
目

的
と

す
る

。（
河

川
法
第

１
条

）
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 ３
）

河
川

の
管

理
（

水
利

権
、

施
設
の

管
理

）
 

河
川

に
お

い
て

は
、

上
水
道
、

か
ん

が
い

、
工

業
用

水
等
の

河
川

の
流

水
の

利
用

や
河
川

区
域

内
の

土
地

の
利

用
、

土
砂

の
採

取
等

の
排

他
独

占
的

な
利
用

の
ほ

か
、

漁
業

等
と

の
利
用

関
係

も
存

在
し

て

お
り

、
河

川
管

理
者

と
し

て
護

岸
、

堤
防

等
の

河
川
管

理
施

設
の

維
持

管
理

は
も
と

よ
り

、
こ

れ
ら

利

用
者

間
の

調
整

を
図

り
、

河
川

の
持

つ
公

共
用

物
と
し

て
の

機
能

を
適

切
に

管
理
す

る
こ

と
も

重
要

で

あ
る

。
ま

た
、

河
川

管
理

施
設

の
中

で
も

、
排

水
機
場

、
水

門
、

ダ
ム

等
の

洪
水
調

節
施

設
は

、
そ

の

効
用

が
長

期
に

わ
た

り
発

揮
で

き
る
よ

う
に

、
十

分
な

管
理

が
必
要

と
な

る
。

 
【

河
川
管

理
の

模
式

図
】
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４
）

河
川

管
理

の
内

容
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

○
河

川
工

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

実
管

理
 
 

 
 

○
河

川
（

河
川

管
理
施

設
を

含
む

）
の

維
持

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
河

川
管
理

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
○

河
川

区
域

、
河
川

保
全

区
域

、
河
川

予
定

地
、
河

川
立
体

区
域

の
指

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

○
河

川
台

帳
の

調
製
保

管
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

政
管

理
 
 

 
 

○
河

川
の

使
用

許
可

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

○
河

川
に

影
響

を
及
ぼ

す
行

為
の
規
制

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

○
河

川
保

全
区

域
、
河

川
予

定
地

に
お

け
る

行
為
規

制
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

○
河

川
愛

護
意

識
の
啓

発
等

 
  ５

）
河
川

区
域

 

 

１
号

区
域

：
河

状
を

呈
し

て
い

る
土
地

の
区

域
 

２
号

区
域

：
堤

防
等

の
河

川
管

理
施
設

の
敷

地
で

あ
る

土
地

の
区
域

 
３

号
区
域
：
堤

外
の

土
地
（
堤

防
よ
り

河
川

側
の

土
地

）
の

区
域
の

う
ち

、
１

号
地

と
一

体
と
し

て
管
理

を
行

う
必

要
の

あ
る

も
の

と
し

て
河
川

管
理

者
が

指
定

し
た

区
域

 
 ６

）
河
川

法
の

変
遷

と
改

正
河

川
法

 
河

川
法

は
、

我
が

国
で

最
初
の

近
代

的
な

公
物

管
理

制
度
で

あ
り

、
河

川
管

理
に

つ
い
て

の
体

系
的

な
制

度
と

し
て

明
治

２
９

年
に

制
定

さ
れ

た
。

そ
の
後

、
昭

和
３

９
年

に
新

河
川
法

が
制

定
さ

れ
、

数

回
の

小
改

正
を

経
て

、
平

成
９

年
に
大

々
的

な
河

川
法

の
改

正
が
行

わ
れ

、
現

在
に

至
っ

て
い
る

。
 

さ
ら

に
平

成
２

５
年

度
に

は
、
近

年
頻

発
す

る
水

害
や

構
造

物
の
老

朽
化

等
を

踏
ま

え
、
新

た
に
「
維

持
」
が

目
的

と
し
て

加
え

ら
れ

た
「

水
防

法
及
び

河
川

法
の

一
部
を

改
正

す
る

法
律

」
が

公
布
さ

れ
、
河

川
管

理
施

設
等

の
維

持
又

は
修

繕
の

義
務

の
明

確
化

及
び

技
術

的
基

準
の

策
定

並
び

に
従

属
発

電
に

係

る
流

水
の

占
用

の
登

録
に

係
る

改
正
が

行
わ

れ
た

。
 

こ
の

背
景

に
は

、
河

川
環
境
に

対
す

る
人

々
の

意
識

の
高
ま

り
が

挙
げ

ら
れ

る
。

更
に
、

河
川

は
貴

重
な

水
と

緑
の

空
間

と
し

て
人

々
に

う
る

お
い

を
与
え

、
様

々
な

生
物

の
多

様
な
生

息
・

生
育

環
境

を
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形
成

す
る

も
の

と
し

て
そ

の
役

割
が

大
き

く
見

直
さ
れ

て
い

る
。

現
在

に
い

た
る
過

程
に

お
い

て
、

河

川
が

地
域

文
化

を
形

成
す

る
重

要
要

素
で

あ
る

こ
と
が

再
認

識
さ

れ
、

地
域

の
個
性

を
生

か
し

た
川

づ

く
り

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

こ
の

河
川

法
改

正
に

伴
い
、
河

川
の

整
備

計
画

制
度

の
見
直

し
も

な
さ

れ
た

。
従

来
は
「

河
川

工
事

実
施

基
本

計
画
」
に

基
づ

き
河

川
改
修

等
の

方
針

が
定

め
ら

れ
て
い

た
が
、
改

正
河

川
法

で
は
、
治

水
・

利
水

の
み

で
は

な
く

河
川

環
境

面
に

も
配

慮
し

た
長
期

的
計

画
で

あ
る

「
河

川
整
備

基
本

方
針

」
を

定

め
る

と
も

に
、

そ
の

方
針

の
具

体
的

な
実

施
項

目
を
定

め
た

中
期

的
計

画
で

あ
る
「

河
川

整
備

計
画

」

の
策

定
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
。

 

 
  （

３
）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
 
①

河
川
整

備
基

本
方

針
の

作
成

に
つ
い

て
【

監
査

意
見

１
４

】
 

福
岡

県
で

は
、
流

域
面

積
・
流

域
の
都

市
化

状
況
・
氾
濫
区

域
の
想

定
資

産
額

(被
害

額
)・

既
往

洪

水
の

状
況

等
を

考
慮

し
、
順
次
「
河

川
整

備
基

本
方

針
」
の

策
定
を

進
め

て
い

る
。
令
和

７
年
６

月
現

在
の

作
成

状
況

は
、

以
下

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

  
策

定
済

 
未

策
定

 
合

計
 

策
定

率
 

水
系

 
21

 
31

 
52

 
40

％
 

流
域

面
積

(㎢
) 

1,
30

0 
50

0 
1,

80
0 

72
％
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注
：

流
域

面
積

は
、

概
算

で
あ

る
。

 
 表

の
よ
う

に
、

作
成

を
義

務
付

け
た
河

川
法

の
改

正
か

ら
25

年
以

上
が

経
過
し

て
い

る
に

も
か
か
わ

ら
ず

、「
河
川

整
備

基
本

方
針
」

の
策
定

が
完

了
し

て
い

な
い

。
 

現
状

で
は

、
策

定
未

了
の

河
川

に
つ
い

て
は

関
連

す
る

事
業

に
つ
い

て
、
期
待

さ
れ

る
目

的
を
達

成
す

る
た

め
の

最
適

な
執

行
が

な
さ

れ
て
い

る
と

は
必

ず
し

も
言

え
な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、
少

な
い
費

用
で

効
果

を
上

げ
る

経
済

性
に

関
し
て

も
、
目
に

見
え

る
形
で

は
な

い
に

し
ろ

、
長

期
的

観
点
か

ら
は
影

響
を

与
え

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
と
考

え
ら

れ
る

。
よ

っ
て

、
策
定

計
画

を
立

て
る

等
、「

河
川
整

備
基
本

方
針

」
策

定
に

向
け

た
取

り
組

み
を
進

め
る

べ
き

で
あ

る
。

 
な

お
、
国
土

交
通

省
の

資
料
を

基
に
作

成
し
た
令
和

5
年

4
月

現
在

の
状

況
を

記
載

し
た

西
日
本

新
聞

記
事

に
よ

る
と

、
九

州
の

河
川

整
備
基

本
方

針
策

定
率
は

20
.4
％

、
全

国
は

28
.5
％
で
あ

る
。
表

記
載

の

福
岡

県
の

状
況

が
記

事
の

2
年

後
時
点

で
は

あ
る

も
の

の
、

河
川
整

備
基

本
方

針
策

定
率

が
40

％
で
あ

る
こ

と
か

ら
、
福
岡

県
は

九
州

、
全
国

の
策

定
率

を
大

幅
に

上
回
っ

て
い

る
。
た
だ

、
同

記
事
で

は
宮
城

県
と

東
京

都
の

河
川

整
備

基
本

方
針
策

定
率
を

10
0％

と
し

て
お
り
、
す
で

に
策

定
が
完

了
し
た
自
治
体

が
あ

る
こ

と
を

報
じ

て
い

る
。

 
 （

河
川
整

備
基

本
方

針
）

 
第

16
条

 
河

川
管

理
者

は
、
そ

の
管
理

す
る

河
川

に
つ

い
て

、
計

画
高

水
流

量
そ

の
他
当

該
河
川
の

河
川

工
事

及
び

河
川

の
維

持
（

次
条
に

お
い

て
「
河

川
の
整

備
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
の

基
本
と

な
る

べ
き

方
針

に
関

す
る

事
項
（
以

下
「
河

川
整

備
基

本
方

針
」
と

い
う

。
）
を

定
め

て
お

か
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

河
川

整
備

基
本

方
針

は
、
水
害

発
生

の
状

況
、
水

資
源
の

利
用
の

現
況

及
び

開
発

並
び

に
河
川
環

境
の

状
況

を
考

慮
し

、
か

つ
、
国

土
形
成

計
画

及
び

環
境

基
本

計
画
と

の
調

整
を

図
っ

て
、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
水

系
ご
と

に
、
そ
の

水
系

に
係

る
河
川

の
総
合

的
管

理
が

確
保

で
き

る
よ
う

に
定

め

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3～
6 

（
略
）

 
（

出
所
：

河
川

法
）

  
（

河
川
整

備
基

本
方

針
及

び
河

川
整
備

計
画

の
作

成
の

準
則

）
 

第
十

条
 

河
川

整
備

基
本

方
針

及
び

河
川

整
備

計
画

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 

洪
水
、
津
波

、
高
潮
そ
の
他

の
天

然
現

象
（
以

下
こ
の

号
に
お

い
て
「

洪
水

等
」
と

い
う
。
）
に

よ
る

災
害

の
発

生
の

防
止

又
は

軽
減

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
主

要
な

洪
水

等
及

び
こ

れ

ら
に

よ
る

災
害

の
発

生
の

状
況

並
び

に
流

域
及

び
災

害
の

発
生

を
防

止
す

べ
き

地
域

の
現

在
及

び
将

来

の
気

象
の

状
況

、
土

地
利

用
の

現
状
及

び
将

来
の

見
通

し
、
地

形
、
地
質

そ
の

他
の

事
情
を

総
合
的

に
考

慮
す

る
こ

と
。

 
二

 
河

川
の

適
正

な
利

用
及

び
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

流
水

の
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占
用
、
舟
運

、
漁

業
、
観

光
、
流

水
の
清

潔
の

保
持
、
塩
害
の

防
止
、
河

口
の

閉
塞

の
防
止

、
河

川
管

理

施
設

の
保

護
、

地
下

水
位

の
維

持
そ
の

他
の

事
情

を
総

合
的

に
考
慮

す
る

こ
と

。
 

三
 

河
川

環
境

の
整

備
と

保
全

に
関
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
流
水

の
清

潔
の

保
持

、
景
観

、
動
植
物

の
生

息
地

又
は

生
育

地
の

状
況

、
人

と
河

川
と

の
豊

か
な

触
れ

合
い

の
確

保
そ

の
他

の
事

情
を

総
合

的

に
考

慮
す

る
こ

と
。

 
（

出
所
：

河
川

法
施

行
令

）
 

 

②
押

印
と

日
付

の
記

載
漏

れ
に

つ
い
て

【
監

査
意

見
１

５
】

 
副

所
長

欄
に

押
印

の
な

い
工
事

設
計

書
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト
が

あ
っ

た
。

ま
た

、
決

裁
日
付

に
記

載
の

な
い

監
督

員
（

変
更

）
任

命
兼

監
督

員
（

変
更

）
通
知

伺
書

が
あ

っ
た

。
２

つ
の
書

類
は

同
じ

工
事

に

関
す

る
も

の
で

あ
り

、
起

工
伺

の
添

付
資

料
と

し
て
回

覧
さ

れ
て

い
る

。
起

工
伺
に

は
副

所
長

の
印

が

押
さ

れ
て

お
り

決
裁

日
付

も
記

載
さ

れ
て

い
る

こ
と
か

ら
実

質
的

な
問

題
は

生
じ
て

い
な

い
と

思
わ

れ

る
が

、
そ

れ
ぞ

れ
単

独
の

書
類

と
し

て
は

未
完

成
で
あ

り
、

単
独

の
書

類
と

し
て
も

完
成

さ
せ

る
必

要

が
あ

る
。

 
 ③

工
事
打

合
せ

簿
の

確
認

に
つ

い
て
【

監
査

意
見

１
６

】
 

「
材

料
承

認
願

い
 

こ
の
こ
と

に
つ

い
て

別
添

の
と

お
り
提

出
い

た
し

ま
す

。
ま

た
、
下

記
に

つ
い

て
は
、
不
使

用
理

由
書

等
を
添

付
い
た

し
ま

す
。」

と
記

載
が

あ
る
受

注
者

の
作

成
し

た
工

事
打
合

せ
簿

が
あ

っ
た

。
こ

の
工

事
打

合
せ

簿
に

は
、

総
括

監
督
員

、
主

任
監

督
員

、
担

当
監
督

員
で

あ
る

県
職

員

3
名

の
印

が
押

さ
れ

て
い

る
。
し

か
し
な

が
ら
、
県
産

資
材
不

使
用
理

由
書

の
添

付
が

不
要

の
た
め
、
県

産
資

材
不

使
用

理
由

書
の

添
付

が
な

か
っ

た
。

ま
た
、

こ
の

別
添

で
あ

る
材

料
承
認

願
に

は
全

て
県

産

資
材

を
使

用
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず
、「

全
て

県
産

資
材

使
用
：
い
い

え
」
と

の
記

載
が
あ

っ
た
。
受
注

者
か

ら
の

提
出

書
類

は
不

備
が

な
い

か
ど

う
か

を
、
慎

重
に

確
認

す
る

必
要

が
あ
る

。
ま

た
、

不
備

が

あ
る

場
合

に
は

適
切

に
訂

正
を

依
頼

す
る

必
要

が
あ
る

。
な

お
、

工
事

完
成

後
に
作

成
さ

れ
る

工
事

成

績
採

点
表

に
は

担
当

監
督

員
の

所
見
と

し
て

、「
提
出

書
類
に

不
備
が

あ
っ

た
」
と

の
記
載

が
あ
る
。
不

備
の

多
い

受
注

者
の

提
出

資
料

は
、
よ

り
注

意
し

て
確

認
す

る
必
要

が
あ

る
。

 
 ④

落
札
者

提
出

書
類

の
確

認
に

つ
い
て

【
監

査
意

見
１

７
】

 
落

札
法

人
の

商
号

ま
た

は
名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

、
押
印

、
所

在
地

の
記

載
の

な
い
説

明
書

（
対

象
建

設
工

事
の

分
別

解
体

等
の

計
画

等
に

係
る

事
項
に

つ
い

て
説

明
す

る
書

類
）
が

あ
っ

た
。

ま
た

、

こ
の

説
明

書
の

添
付

資
料

と
し

て
「

別
表

１
（
建

築
物
に
係

る
解
体

工
事

）」
に
チ

ェ
ッ
ク

マ
ー
ク

が
付

し
て

あ
る

も
の

の
、

実
際

に
添

付
さ

れ
て

い
る

書
類
は

「
別

表
３

（
建

築
物

以
外
の

も
の

に
係

る
解

体

工
事

又
は

新
築

工
事

等
（

土
木

工
事

等
）
）
」

で
あ

っ
た

。
落

札
者

か
ら

の
提

出
書
類

は
不

備
が

な
い

か

ど
う

か
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
不

備
が
あ

る
場

合
に

は
適

切
に

訂
正
を

依
頼

す
る

必
要

が

あ
る

。
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⑤
県

産
資

材
の

不
使

用
理

由
に

つ
い
て

【
監

査
意

見
１

８
】

 
 （

県
産
資

材
の

優
先

使
用

）
 

第
13

条
 
１

．
工

事
に
使

用
す

る
資
材

に
つ

い
て

は
、
県
内

で
産
出

、
生

産
ま

た
は

製
造

さ
れ
た
も

の
（

以
下

「
県

産
資

材
」

と
い

う
）
の

使
用

に
努

め
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

ま
た
、
県
産

資
材

の
調

達
が
困

難
な
資

材
に

つ
い

て
は
、
県

内
中
小

企
業

か
ら

調
達

す
る

よ
う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
２

．
請
負

者
は

、
前

項
で

定
め

た
県
産

資
材

を
使

用
し

な
い

場
合
は

、「
県
産

資
材

不
使
用

理
由
書
」

を
監

督
員

に
提

出
す

る
こ

と
。

 
（

出
所
：

楠
田

川
護

岸
整

備
工

事
特
記

仕
様

書
）

 
 

県
産

資
材

不
使

用
理

由
書

に
は
「
弊

社
取

引
業

者
が

県
内
に

な
い
為
」
と
記

さ
れ

、
県

外
生

産
資
材
を

入
手

し
て

い
る

例
が

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

取
引

業
者
が

県
内

に
な

い
か

ら
と

い
っ
て

県
産

品
を
扱

っ
て

い
な

い
と

は
限

ら
な

い
。

監
督

員
は

、
不

使
用

理
由
の

内
容

が
特

記
仕

様
書

と
矛
盾

せ
ず

、
合
理

的
な

説
明

が
な

さ
れ

て
い

る
か

を
確
認

す
る

必
要

が
あ

る
。
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１
７

．
事

項
名

）
河

川
災

害
関

連
等
事

業
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

管
理

課
、

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

災
害

復
旧
事

業
で

は
、
被

災
し

た
施

設
等

を
原

形
に
復

旧
す

る
こ

と
を

原
則

と
す

る
た

め
、
事

業
の

効
果
が

限
定

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る
た

め
、

こ
の

よ
う

な
場

合
に
、

未
被

災
箇
所

も
含

め
て
一

連
区

間
に

つ
い

て
災

害
防
止

と
安

全
度

の
向

上
を

図
る
た

め
に

一
定

計
画

等
に

基
づ

き
復

旧
を
行

う
。（

令
和

5
年

7
月

の
大
雨

に
よ

り
、
大
規

模
に

被
災

し
た

朝
倉

・
久

留
米

の
河
川

施
設

）
 

中
小

河
川

の
氾

濫
に

よ
り

深
刻

な
影
響

が
生

じ
た

地
域

に
お

い
て
、

概
ね

5
年
間

で
緊

急
的
か

つ
集

中
的
な

河
川

整
備

等
を

お
こ

な
う
こ

と
で

再
度

災
害

の
防

止
を
図

る
。
 

特
定

都
市
河

川
浸

水
被
害

対
策

法
に

基
づ

き
指

定
さ
れ

た
特

定
都

市
河

川
流

域
で

流
域

水
害

対
策

計
画

の
策

定
を

行
い
、
河
川

の
整

備
、
雨
水
貯

留
浸
透

施
設

の
整

備
、

土
地

利
用
規

制
と

併
せ
た

二
線

堤
の

築
造

や
排

水
施
設

整
備

な
ど

を
計

画
的

・
集
中

的
に

実
施
す

る
こ

と
で
、

早
期

に
治

水
安

全
度

を
向
上

さ
せ

浸
水

被
害

を
軽

減
さ
せ

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
河

川
災

害
関

連
事

業
費

】
 

・
令

和
５

年
７

月
の

大
雨

に
よ

り
、
特

に
朝

倉
・
久
留

米
で

は
河
川

施
設

の
大

規
模

な
被

災
が
発

生
し

て
い

る
。
そ

の
た

め
、
本

事
業

に
よ
り

被
災

箇
所

を
含

め
て

改
良
復

旧
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
治

水
安

全
度

の
向

上
、

再
度

災
害

の
防

止
・
軽

減
を

図
る

。
 

【
浸

水
対

策
重

点
地

域
緊

急
事

業
費
】
 

・
令

和
６

年
度

に
、

築
堤

、
護

岸
、
放

水
路

等
の

工
事

を
行

い
、
事

業
進

捗
を

図
る

。
対

象
河
川

は
、

庄
内

川
・

金
丸

川
・

池
町

川
他

３
河
川

。
 

【
浸

水
対

策
重

点
地

域
緊

急
事

業
（
受

託
）
】
 

・
令

和
６

年
度

当
初

予
算

に
お
い

て
、
排
水
機

場
の

整
備
等
を

行
い
、
事
業

進
捗

を
図
る

も
の
で

あ
る

。

排
水

機
場

の
整

備
等

を
行

う
理

由
か
ら

、
施

設
管

理
者

で
あ

る
久
留

米
市

の
費

用
負

担
に

よ
り
受

託
事

業
を

行
う

。
対

象
河

川
は

金
丸

川
・
池

町
川

で
あ

る
。
 

【
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
事
業

費
】
 

・
令

和
６

年
度

、
流

域
水

害
対

策
計
画

の
査

定
を

行
う
。
対

象
河
川

は
、
久

留
米

市
の
下

弓
削
川

流
域

及
び

金
丸

川
流

域
（

池
町

川
流

域
を
含

む
）
。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

7
,
0
5
5
,4
2
6 

4
,
5
7
6
,9
5
0 

1
1
,
7
3
9,
8
7
8 

4
,
9
5
0
,8
1
9 

・
護

岸
工

・
放

水
路
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・
特

定
都

市
河

川
の

指
定

に
よ

る
流

域
水

害
対

策
計

画
の

作
成

 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 

①
委

託
先

に
お

け
る

保
有

個
人

情
報
の

取
扱

状
況

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

に
つ

い
て

【
監

査
意

見
１
９

】
 

 第
３

章
 

個
人

情
報

取
扱

特
記

事
項
の

順
守

 
第

２
条
 

前
条

の
特

記
事

項
の

順
守
事

項
を

確
認

す
る

た
め

、「
委

託
先

に
お

け
る

保
有
個

人
情
報
の

取
扱

状
況

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
記

載
要
領

」
を

参
照
し

、「
委
託

先
に
お

け
る

保
有

個
人

情
報

の
取
扱
状

況
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」
で

自
己

点
検
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

提
出
す

る
こ

と
。

 
（

出
所
：

下
弓

削
川

流
域

水
害

対
策
計

画
策

定
業

務
委

託
特

記
仕
様

書
）

 
 特

記
仕

様
書

に
て

提
出

を
求
め

て
い

る
「

委
託

先
に

お
け
る

保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状
況

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

の
提

出
を

受
け

て
い

な
い
契

約
が

あ
っ

た
。

 
当

該
契

約
に

つ
い

て
は

契
約
者

と
の

打
ち

合
わ

せ
の

中
で
問

題
の

な
い

旨
を

確
認

し
て
い

る
が

、
特

記
仕

様
書

通
り

に
提

出
を

受
け

書
面
に

て
確

認
す

る
必

要
が

あ
る
。
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１
８

．
事

項
名

）
土

木
災

害
復

旧
事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

管
理

課
 

事
業

の
概

要
 

令
和

4
年

度
、
5
年

度
及
び

6
年

度
に
発

生
し

た
豪

雨
等

に
よ

り
被
災

し
た

河
川

、

海
岸

、
砂
防

設
備

、
地
す

べ
り

防
止

施
設

、
急

傾
斜
地

崩
壊

防
止

施
設

、
道

路
等
の

公
共

土
木

施
設

の
早

期
復

旧
を

図
る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
令

和
４

年
災

害
土

木
施

設
費

】
 

・
大
海

、
防

風
、
洪
水

、
高
潮

、
地
震

等
の

異
常

な
天

然
現

象
に
よ

っ
て

、
被

災
を

受
け

た
県
管

理
の

公
共

土
木

施
設

を
原

形
に

復
旧

さ
せ
る

。
 

 

【
令

和
５

年
災

害
土

木
施

設
費

】
 

・
大
海

、
防

風
、
洪
水

、
高
潮

、
地
震

等
の

異
常

な
天

然
現

象
に
よ

っ
て

、
被

災
を

受
け

た
県
管

理
の

公
共

土
木

施
設

を
原

形
に

復
旧

さ
せ
る

。
令

和
５

年
７

月
７

日
か
ら

1
0
日
に

か
け

て
西

日
本
か

ら
東

北
地

方
付

近
に

梅
雨

前
線

が
停

滞
し
た

た
め

、
記
録

的
な
大

雨
が
発

生
し

た
。
特

に
久
留

米
・
朝

倉
周

辺
で

大
き

く
被

災
し

て
い

る
。

 

 

【
令

和
６

年
災

害
土

木
施

設
費

】
 

・
大

海
、
防
風
、
洪
水

、
高
潮

、
地
震
等

の
異

常
な
天
然
現

象
に
よ

っ
て
、
被
災

を
受
け

た
県
管
理
の

公
共

土
木

施
設

を
原

形
に

復
旧

さ
せ
る

。
 

・
過

去
3
0
年
間

の
平

均
査
定

額
程
度

を
確

保
す

る
こ

と
で
、

補
正

予
算

を
計

上
す

る
こ

と
な
く

着
実

な
進

捗
を

図
れ

る
よ

う
に

す
る

。
 

・
過
去

1
0
年

間
の

初
年

度
災
害

復
旧
費

所
要

額
の

平
均

を
工

事
費
で

計
上

す
る

。
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

3
,
6
5
6
,0
0
0 

3
,
8
6
3
,1
0
7 

8
,
7
5
3
,6
4
0 

3
,
4
5
3
,1
7
4 

・
災

害
復

旧
（

護
岸

工
等

）
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（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 

①
特

記
仕

様
書

の
作

成
に

つ
い

て
【
指

摘
事

項
１

】
 

 ２
．

対
象

工
事

 
 

福
岡
県

県
土

整
備

部
が

発
注

す
る
建

設
工

事
を

対
象

と
す

る
。

 
 

た
だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

工
事

は
対

象
外
と

す
る

。
 

 
（

１
）

通
常

、
仮

設
ト

イ
レ

が
設
置

さ
れ

ず
に

施
工

さ
れ

る
工
事

（
緊

急
対

応
工

事
等

）
 

 
（

２
）

主
た

る
工

種
が

屋
外

作
業
で

な
い

工
事

 
 

（
３
）

災
害

復
旧

工
事

 
（

出
所
：

建
設

現
場

に
設

置
す

る
「
快

適
ト

イ
レ

」
の

実
施

要
領
）

 
 対

象
外

で
あ

る
災

害
復

旧
工

事
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

対
象

で
あ

る
通

常
の

工
事

と
誤

認
し

快
適

ト
イ

レ
の

設
置

を
可

能
と

す
る

特
記

仕
様

書
に

て
契

約
し

て
い

る
工

事
が

あ
っ

た
。

結
果

的
に

当
該

工
事

で
快

適
ト

イ
レ

の
設

置
は

行
わ

れ
な
か

っ
た

が
、
特

記
仕
様

書
は
実

施
要

領
に

従
う

必
要

が
あ
る
。
な
お

、

建
設

現
場

に
設

置
す

る
「

快
適

ト
イ
レ

」
の

実
施

要
領

は
改

訂
さ
れ

て
お

り
、

令
和

７
年

4
月

1
日
以
降

指
名

通
知

又
は

入
札

公
告

す
る

工
事

に
対

し
て

は
災

害
復

旧
工

事
を

対
象

外
か

ら
外

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、

現
在

で
は

災
害

復
旧

工
事

も
快

適
ト
イ

レ
の

対
象

工
事

と
な

っ
て
い

る
。
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１
９

．
事

項
名

）
流

域
治

水
推

進
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

安
全

、
安
心

に
暮

ら
せ
る

生
活

環
境

の
確

保
の

た
め
、

自
然

環
境

と
の

調
和

に
配

慮
し

た
治

水
対

策
及

び
水

辺
環

境
整
備

を
実

施
す

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
通

常
事

業
・

臨
時

河
川

等
整

備
事
業

】
 

 
（

改
修

事
業

系
）

 
治

水
効

果
を
図

る
た

め
、

河
道

掘
削

・
拡
幅

等
を

行
う

。
 

 
（

環
境

整
備

系
）
 

緩
傾
斜

護
岸
や

階
段

設
置

な
ど

川
と

ふ
れ
あ

え
る

親
水

空
間

づ
く

り
や
魚

道

整
備

な
ど

の
生

態
系

に
配

慮
し

た
川
づ

く
り

を
行

う
。
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
7
,
3
1
4 

1
6
4
,
6
89
 

1
7
3
,
0
00
 

1
,
1
7
0 

・
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
へ

の
補

助
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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２
０

．
事

項
名

）
河

川
総

合
流

域
防
災

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

河
道

拡
幅
、

橋
梁

架
け
替

え
等

に
よ

り
河

川
の

流
下
能

力
を

向
上

さ
せ

、
治

水
安

全
度

を
向

上
さ

せ
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
河

川
総

合
流

域
防

災
事

業
費

】
 

・
令

和
６

年
度
当

初
予

算
に
お

い
て
、
河

道
堀

削
や
そ

れ
に

伴
う
護

岸
工

事
等

を
行

い
流

下
能
力

を
向

上
さ

せ
、

事
業

進
捗

を
図

る
。

対
象
河

川
は

、
戸

切
川
他

1
0
河
川

で
あ

る
。
 

【
河

川
総

合
流

域
防

災
事

業
費

（
受
託

）】
 

・
令

和
6
年
度

当
初

予
算

に
お

い
て
、
橋

梁
架

替
工

事
等
を

行
い
、
事

業
進

捗
を

図
る
。
橋
梁

の
架

替

等
を

伴
う

理
由

か
ら

、
道

路
管

理
者

で
あ

る
鞍

手
町

他
２

市
町

の
費

用
負

担
に

よ
り

受
託

事
業

を
行

う
。

対
象

河
川

は
、

西
川

他
２

河
川
で

あ
る

。
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
,
0
7
6
,5
3
0 

2
,
2
6
6
,7
6
9 

2
,
6
6
9
,6
2
5 

1
,
6
5
7
,2
9
4 

・
河

道
拡

幅
 

・
橋

梁
架

替
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 ①
後

閲
の

取
扱

い
に

つ
い

て
【

監
査
意

見
２

０
】

 
往

査
県

土
整

備
事

務
所

の
事
務

書
面

に
お

い
て

副
所

長
欄
に

「
後

閲
」

と
し

て
い

る
と
こ

ろ
、

押
印

が
な

い
ま

ま
と

な
っ

て
い

る
も

の
が
あ

っ
た

。
 

後
閲

と
さ

れ
た

副
所

長
欄
に
押

印
が

な
い

状
態

で
あ

り
、
副

所
長

が
当

該
文

書
を

閲
覧
し

た
の

か
、

閲
覧

は
し

て
い

る
も

の
の

押
印

を
失

念
し

て
い

る
の
か

は
不

明
で

あ
る

。
後

閲
と
さ

れ
た

者
は

当
該

内

容
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

後
閲

を
行
う

必
要

が
あ

る
。

そ
の

際
に
押

印
を

怠
れ

ば
、

本

来
文

書
の

保
管

が
で

き
な

い
は

ず
で

あ
り

、
自

身
が
内

容
を

把
握

し
た

こ
と

を
示
し

、
文

書
を

保
管

で

き
る

状
態

に
完

成
さ

せ
る

た
め

に
も
後

閲
者

は
押

印
す

る
必

要
が
あ

る
。
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２
１

．
事

項
名

）
直

轄
河

川
事

業
費
負

担
金
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

直
轄

河
川
災

害
復

旧
事
業

に
よ

り
、

被
災

し
た

護
岸
や

堤
防

を
修

復
し

、
従

来
の

状
態

へ
回

復
を

図
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

令
和

6
年

度
に

被
災

を
受

け
た

直
轄
管

理
の

公
共

土
木

施
設

を
原
形

に
復

旧
さ

せ
る

。
 

対
象

は
、

隈
上

川
で

あ
る

。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

3
,
9
6
5
,2
7
2 

3
,
7
7
0
,0
0
0 

3
,
5
5
4
,5
0
6 

5
,
7
8
0
,8
7
4 

・
河

道
掘

削
 

・
築

堤
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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２
２

．
事

項
名

）
直

轄
河

川
災

害
復
旧

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

河
川

整
備

課
 

事
業

の
概

要
 

直
轄

河
川
災

害
復

旧
事
業

に
よ

り
、

被
災

し
た

護
岸
や

堤
防

を
修

復
し

、
従

来
の

状
態

へ
回

復
を

図
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

令
和

6
年

度
に

被
災

を
受

け
た

直
轄
管

理
の

公
共

土
木

施
設

を
原
形

に
復

旧
さ

せ
る

。
 

対
象

は
、

隈
上

川
で

あ
る

。
 

 

イ
．
 

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）

 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
0
,
8
0
8 

2
0
,
8
0
8 

2
0
,
8
0
8 

9
4
,
6
6
5 

・
災

害
復

旧
（

護
岸

工
等

）
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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２
３

．
事

項
名

）
海

岸
整

備
事

業
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

港
湾

課
 

事
業

の
概

要
 

・
老

朽
化
し

た
海

岸
保
全

施
設

の
長

寿
命

化
を

計
画
的

に
推

進
し

、
ラ

イ
フ

サ
イ
ク

ル
コ

ス
ト

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に
、

背
後

地
の

人
命

や
資

産
を
防

護
す

る
。

  
・

既
設

護
岸

高
さ

が
低
い

海
岸

保
全

施
設

の
嵩

上
げ
を

実
施

し
、

台
風

等
に

よ
る
高

潮
被

害
か

ら
人

命
や

資
産

を
防

護
す
る

。
 

・
侵

食
傾

向
に

あ
る

海
岸

を
保

全
し
、

背
後

地
の

人
命

や
資

産
を
防

護
す

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
海

岸
高

潮
対

策
事

業
費

・
港

湾
海
岸

高
潮

対
策

事
業

費
】

 

・
令
和

６
年

度
当

初
予

算
に
お

い
て

、
護

岸
、
堤

防
の

嵩
上
げ

や
老
朽

化
し

た
施

設
の

補
修

を
行
い

、
背

後
地

の
防

護
を

図
る

。
対

象
海

岸
は
柳

川
海

岸
他

10
海
岸
で

あ
る
。
 

【
海

岸
調

査
費

（
交

付
金

）】
 

・
令

和
６

年
度

当
初

予
算

に
お

い
て

、
気

候
変

動
の

影
響

を
踏

ま
え

た
海

岸
保

全
基

本
計

画
の

改
定

に

向
け

た
検

討
や

、
施

設
の

長
寿

命
化
計

画
策

定
を

行
う

。
 

【
海

岸
災

害
防

除
対

策
事

業
費

】
 

・
令

和
６

年
度

当
初

予
算

に
お

い
て
、
護
岸

、
堤
防

の
築
造

、
補
修

を
行

い
、
背

後
地
の

防
護
を

図
る

。

対
象

箇
所

は
長

井
海

岸
や

姫
島

海
岸
、

和
白

海
岸
外

1
2
海
岸

で
あ
る

。
 

【
海

岸
調

査
費

】
 

・
令
和

６
年

度
当

初
予

算
に
お

い
て
、
侵

食
傾

向
に

あ
る
海

岸
の
保

全
対

策
を

検
討

す
る

た
め
、
地

形
測

量
や

波
浪

解
析

等
の

調
査

を
行

う
。
対

象
海

岸
は

玄
界

灘
沿

岸
で
あ

る
。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
,
3
3
4
,8
6
7 

1
,
3
3
1
,2
0
5 

1
,
3
2
6
,4
8
0 

6
5
1
,
4
29
 

・
海

岸
高

潮
対

策
事

業
 

・
港

湾
海

岸
高

潮
対

策
事

業
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
 

県
の

担
当

者
よ

り
事

業
の

概
要
を

聴
取

し
、

入
手

し
た

資
料
の

閲
覧

を
行

い
、

必
要

に
応
じ

て
ヒ

ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
 

 
 



16
8

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

90
  

２
４

．
事

項
名

）
港

湾
保

安
対

策
管
理

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

港
湾

課
 

事
業

の
概

要
 

国
際

航
海
船

舶
及

び
国
際

港
湾

施
設

の
保

安
の

確
保
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

策
定

し
た
埠

頭
及

び
水
域

保
安

規
程

で
定

め
る

、
苅
田

港
及

び
三

池
港

の
制

限
区
域

（
埠

頭
・
水

域
）

に
お
い

て
、

テ
ロ

等
の

危
害

行
為
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
、
各

種
の

保
安

措
置

を
講

ず
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

下
記

参
照
 

   

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

8
8
,
8
3
7 

1
0
3
,
5
93
 

1
3
6
,
4
24
 

8
9
,
1
9
2 

・
苅

田
港

及
び

三
池

港
の

国
際

港
湾

施
設

保
安

（
監

視
）

業
務

 

 （
２

）
事

業
の

内
容
 

SO
LA

S
条

約
に

対
応

す
る

た
め

に
苅
田

及
び

三
池

港
の

保
安

管
理
に

要
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

１
）

 苅
田

港
務

所
費

（
国

際
港

湾
施

設
保
安

業
務

）
 

重
要

港
湾

苅
田

港
に

お
い

て
、
年

間
１

２
回

以
上

外
貿

貨
物

を
取
り

扱
う

岸
壁

を
、
国
際

航
海
船
舶

及
び

国
際

港
湾

施
設

の
保

安
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
制

限
区

域
と

し
て

設
定

し
、

制
限

区
域

ご
と

に
策

定
し

た
保

安
規

程
に
基

づ
き

必
要

な
保

安
措

置
を
講

じ
て

い
る

。
 

制
限

区
域

は
南
港

1
0
号

岸
壁
、
南
港

7
C
岸

壁
、
本
港

7・
1
0・

1
3
号

岸
壁

及
び

、
松

山
木
材

岸
壁
、

新
松
山

1
3
号

岸
壁

の
５

箇
所
で

あ
る
。

 
本

業
務
委

託
は

、
保

安
規

程
に

基
づ
き

実
施

す
る

制
限

区
域
（

埠
頭

及
び

水
域

施
設

）
の

出
入
管
理

（
人

又
は

車
両

）、
内
外

監
視
、

貨
物
等

の
管

理
等

の
業

務
を

委
託
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
２

）
港
湾

管
理

費
（

SO
LA

S）
 

 
重

要
港

湾
三

池
港

に
お

い
て

、
年

間
１

２
回

以
上

外
貿
貨

物
を
取

り
扱

う
岸

壁
を
、
国

際
航
海

船
舶

及
び

国
際

港
湾

施
設

の
保

安
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
制

限
区

域
と

し
て

設
定

し
、

制
限

区
域

ご
と

に
策

定
し

た
保

安
規

程
に
基

づ
き

必
要

な
保

安
措

置
を
講

じ
て

い
る

。
 

制
限

区
域

は
公

共
埠

頭
に

お
け

る
内
港

北
岸

壁
及

び
荷

捌
き

地
で
あ

る
。

 
本

業
務
委

託
は

、
保

安
規
程
に

基
づ
き

実
施

す
る

制
限

区
域
（

埠
頭

及
び

水
域

施
設
）
の
出

入
管
理

（
人

又
は

車
両

）、
内
外

監
視
、

貨
物
等

の
管

理
等

の
業

務
を

委
託
す

る
も

の
で

あ
る

。
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（
３

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概
要

を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資
料

の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に
応

じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業

が
適

正
・

効
率
的

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
特
に

記
載

す
べ

き
事

項

は
な

か
っ

た
。
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２
５

．
事

項
名

）
砂

防
事

業
費

 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

砂
防

課
 

事
業

の
概

要
 

【
通

常
砂

防
事

業
費

】
 

流
域

に
お
け

る
荒

廃
地
域

の
保

全
及

び
土

石
流

等
の
土

砂
災

害
か

ら
下

流
部

に
存

在
す

る
人

家
、

耕
地

、
公

共
施

設
等
を

守
る

こ
と

を
主

た
る

目
的
と

す
る

。
 

【
地

す
べ

り
対

策
事

業
費

】
 

地
す

べ
り
対

策
事

業
を
実

施
し

て
地

す
べ

り
防

止
施
設

の
設

置
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
人
家

、
公

共
建
物

、
河

川
、

道
路

等
の

公
共
施

設
そ

の
他

の
施

設
に

対
す
る

地
す

べ
り
等

に
よ

る
被
害

を
除

去
し

、
又

は
軽

減
し
、

国
土

の
保

全
と

民
生

の
安
定

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

【
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
費

】
 

急
傾

斜
地
崩

壊
防

止
施
設

の
設

置
等

を
行

う
こ

と
に
よ

っ
て

、
急

傾
斜

地
の

崩
壊

に
よ

る
災
害

か
ら

国
民
の

生
命

を
保

護
し

、
も

っ
て
民

生
の

安
定

と
国

土
の

保
全
と

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

【
砂

防
事

業
費

】
 

治
水

上
、
砂

防
設

備
を
必

要
と

す
る

が
、

規
模

・
経
済

効
果

等
の

面
か

ら
国

庫
補

助
事

業
の
対

象
と

な
ら
な

い
箇

所
に

つ
い

て
、

県
単
独

事
業

と
し

て
砂

防
事

業
の
施

工
を

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

【
砂

防
調

査
費

】
 

砂
防

関
係
事

業
の

施
工
上

必
要

な
事

前
調

査
（

平
面
、

縦
断

及
び

横
断

測
量

等
）

に
施

工
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

【
県

単
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
費
】
 

国
庫

補
助
事

業
の

対
象
と

な
ら

な
い

小
規

模
の

急
傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
で

、
災

害
か

ら
住
民

の
生

命
を
保

護
し

、
民

生
の

安
定

を
図
る

た
め

、
市

町
村

が
施

行
す
る

事
業

に
補

助
す

る
。
 

 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
通

常
砂

防
事

業
費

】
 

砂
防

施
設
、
床
固

工
等

の
砂
防

設
備
の

整
備

及
び

必
要

に
応

じ
た
除

石
工

事
を

実
施

す
る

事
業
で

あ
る

。
 

【
地

す
べ

り
対

策
事

業
費

】
 

国
土

交
通

大
臣

が
指

定
す

る
地

す
べ
り

防
止

区
域

に
お

い
て

、
排
水

施
設

、
擁
壁

そ
の
他

の
地
す

べ
り

防
止

施
設

等
を

新
設

し
、
又

は
改

良
す

る
事
業

、
そ
の
他

地
す

べ
り

等
を

防
止

す
る

た
め
に

実

施
す

る
事

業
で

あ
る

。
 

【
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
費

】
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自
然

が
け

に
対

し
、
急

傾
斜
地

の
所
有

者
等

が
崩

壊
防

止
工

事
を
行

う
こ

と
が

困
難

な
場

合
、
擁

壁
工
、
排
水

工
及

び
法

面
工
等

急
傾
斜

地
崩

壊
防

止
施

設
の

設
置
そ

の
他

急
傾

斜
地

の
崩

壊
を
防

止

す
る

工
事

を
行

う
事

業
で

あ
る

。
 

【
砂

防
事

業
費

】
 

土
石

流
等

の
土

砂
災

害
か

ら
県

民
を
守

る
た

め
に

砂
防

施
設

等
を
整

備
し
、
災
害

に
よ
る

被
害
を

未
然

に
防

止
す

る
事

業
で

あ
る

。
 

【
砂

防
調

査
費

】
 

土
石

流
等

の
土

砂
災

害
か

ら
県

民
の
生

命
・
財

産
を

守
る
た
め

に
砂

防
設

備
等

を
整

備
す

る
必
要

が
あ

り
、

そ
の

事
業

に
先

立
ち

測
量
・

調
査

・
設

計
を

行
う

。
 

【
県

単
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
費
】
 

が
け

高
が

比
較

的
低

く
、
保
全

戸
数
が

少
な

い
な

ど
小

規
模

な
箇
所

に
つ

い
て

、
急
傾
斜

地
の
所

有
者

等
に

よ
る

崩
壊

防
止

工
事

の
実
施

が
困

難
な

場
合

に
、
市
町

村
が

事
業

主
体

と
な
り

、
擁

壁
工

、

排
水

工
、
法
面

工
そ
の

他
必
要

な
急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

施
設

を
整
備

し
、
が

け
崩

れ
に
よ

る
被
害

の

防
止

を
図

る
事

業
で

あ
る

。
 

 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

6
,
2
9
5
,4
4
6 

6
,
0
7
7
,0
5
8 

6
,
1
1
9
,8
2
1 

 

3
,
2
7
3
,9
7
6 

・
砂

防
施

設
等

の
整

備
 

・
市

町
村

が
行

う
急

傾
斜

対
策

の
支

援
 

 

（
２

）
 
監

査
の
結

果
及

び
意

見
 

文
書

の
日

付
等

が
鉛

筆
若

し
く

は
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
等

、
容

易
に

修
正

が
可

能
な

筆
記

具
で

記
入

さ
れ

て
い

る
事

案
が

４
件
（
①

文
書
の

記
載

方
法

に
つ

い
て
（
２

件
）、

②
文
書

の
記

載
内

容
の
修

正
方

法
と

記
載

方
法

に
つ

い
て

（
２

件
））

あ
っ

た
。

 
 ①

 
文

書
の
記

載
方

法
に

つ
い

て
【

監
査
意

見
２

１
、

２
２

】
 

 
ⅰ

）
事

案
１

 
 

 
日
付

の
記

載
が

鉛
筆

に
よ

っ
て
な

さ
れ

て
お

り
、
容
易

に
削
除
・
修
正

が
で

き
る
状

態
に
な

っ
て

い

た
。

 
令

和
7
年

2
月

21
日

 
急

傾
斜
地

崩
壊

対
策

事
業

 
愛

宕
2
丁
目

地
区

急
傾

斜
地
崩

壊
対
策

工
事

（
2
工
区

）
 

変
更

設
計

書
 

令
和

5
年
補

助
第

34
05

0-
00

1
号
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上
記

の
文

書
は

課
長

に
よ

る
決

裁
が

行
わ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

日
付

は
い

つ
決

裁
が

行
わ

れ

た
の

か
を

示
す

重
要

な
も

の
と

な
る
。

 
本

事
案
の

よ
う

に
、
鉛

筆
に
よ

る
記
載

が
行

わ
れ

た
場

合
、
担
当

者
が

決
裁

権
者

の
承
認

を
経
る

こ
と

な

く
容

易
に

起
案

内
容

の
削

除
・
修
正

を
行

う
こ

と
も

可
能
と

な
る
こ

と
か

ら
、
記

載
方
法

と
し
て

は
適

切
で

な
い

。
 

今
後

は
、

ボ
ー

ル
ペ

ン
等

の
容

易
に
削

除
・

修
正

で
き

な
い

方
法
で

な
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 
 ⅱ

）
事
案

２
 

所
管

 
朝

倉
県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号

 
42

66
9-

00
1 

事
業

 
地

す
べ
り

対
策

事
業

費
 

目
的

 
高

山
地
区

地
す

べ
り

対
策

工
事

（
10

工
区

）
 

債
権

者
 

K
社

 
請

負
金
額

 
43

,6
70

,0
00

 
 以

下
の
文

書
に

お
い

て
、

消
せ

る
ボ
ー

ル
ペ

ン
で

記
載

さ
れ

て
い
る

箇
所

が
あ

っ
た

。
 

 工
事

打
合

せ
簿

（
発

議
年

月
日

：
令
和

6
年

5
月

24
日
）

 
→

発
注
者

の
欄

の
記

載
内

容
に

つ
い
て

、
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
で
記

載
さ

れ
て

い
る

 
 記

載
内
容

が
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
で
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

、
担

当
者

が
決

裁
権

者
の
承

認
を
経

る
こ

と
な

く
容

易
に

内
容

の
削

除
・
修

正
を

行
う

こ
と

が
可

能
と
な

る
こ

と
か

ら
、
記
載

方
法

と
し
て

は
適
切

で
な

い
。

 
よ

っ
て
、
文

書
の

記
載

方
法
と

し
て
は
、
ボ
ー

ル
ペ

ン
等
の

容
易
に

削
除
・
修
正

で
き
な

い
方
法

で
記

載
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 
  ②

 
文

書
の
修

正
方

法
と

記
載

方
法

に
つ
い

て
【

監
査

意
見

２
３

、
２
４

】
 

以
下

の
事

案
に

お
い

て
、
修
正

者
の
記

載
が

な
さ

れ
ず

に
修
正

さ
れ

て
い

る
も

の
と

、
①

と
同
様

に
加

筆
・

修
正

の
内

容
を

消
せ

る
ボ

ー
ル
ペ

ン
で

記
載

さ
れ

て
い

る
も
の

が
あ

っ
た

。
 

 ⅰ
）

事
案

１
 

所
管
 

朝
倉

県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号
 

5
0
6
-
3
80
8
0
-3
0
1 

事
業
 

通
常

砂
防

事
業

費
 

目
的
 

寺
村

上
谷

川
砂

防
管

理
用

道
路

工
事
積

算
補

助
業

務
委

託
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債
権

者
 

G
社
 

請
負

金
額
 

2
,
2
0
0
,0
0
0 

 以
下

の
文

書
に

お
い

て
、
修
正

者
の
記

載
が

な
さ

れ
ず

に
修

正
さ
れ

て
い

る
箇

所
と

、
加

筆
・
修

正
の
内

容
を

消
せ

る
ボ

ー
ル

ペ
ン

で
記

載
さ
れ

て
い

る
箇

所
が

あ
っ

た
。
 

 業
務

計
画

書
 

１
－

４
 
.
 対

象
工

事
の

概
要
 

起
工

番
号

：
未

定
 

→
 

5
06
-
3
8
0
8
0-
3
0
1 
【
加

筆
】

 
 

工
 
事

 名
：
寺

村
上

谷
川

 
砂

防
管
理

用
道

路
工

事
 

→
 
工

事
用

道
路

工
事

 【
修
正
】
 

工
事

箇
所

：
朝

倉
郡

東
峰

村
福

井
 
地

内
 

工
事

区
分

：
道

路
改

良
 

 ま
ず

、
文

書
の

内
容

の
修

正
方

法
に
つ

い
て

は
、
福
岡

県
文

書
管
理

規
程

に
て

、
以

下
の

よ
う
に

定
め
ら

れ
て

い
る

。
 

(
起

案
の

内
容

の
修

正
及

び
廃
案

) 

第
二

十
六

条
 

起
案

の
回

議
又

は
合

議
を

受
け

た
者

は
、

当
該

起
案

の
内

容
を

修
正

す
る

と
き

は
、

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
修

正
す
る

内
容

を
登

録
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

2
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
書

面
に

よ
る

起
案

の
回
議

又
は
合

議
を

受
け

た
者

は
、
当
該

起

案
の

内
容

を
修

正
す

る
と

き
は

、
当

該
起

案
文

書
に

修
正

す
る

内
容

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
起

案
者
は

、
修

正
さ

れ
た

箇
所

及
び
当

該
修

正
を

し
た

者
を

明
ら
か

に

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
出

所
:
 
福
岡

県
文

書
管

理
規

程
）
 

 

文
書

の
内

容
を

修
正

す
る

際
に

は
、
そ
の

修
正

を
行

っ
た
担

当
者
が

誰
で

あ
る

か
を

明
ら

か
に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

本
事

案
の

よ
う

に
、
誰
が

修
正

を
行
っ

た
か

が
明

ら
か

で
な
い

場
合

、
担

当
者

が
決

裁
権

者
の
承

認
を

経
る

こ
と

な
く

起
案

内
容

の
修

正
を
行

う
こ

と
も

可
能

と
な

る
こ
と

か
ら
、
修
正

方
法
と

し
て
は

適
切
で

な
い

。
 

ま
た
、
加
筆
・
修

正
の

内
容
が

消
せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
で

記
載

さ
れ
て

い
る

場
合
、
担
当
者

が
容
易

に
内

容
の

削
除

・
修

正
を

行
う

こ
と

が
可
能

と
な

る
こ

と
か

ら
、

記
載
方

法
と

し
て

は
適

切
で

な
い
。
 

よ
っ

て
、
修

正
を

行
う

際
に
は

、
担

当
者

が
押

印
を

行
う
な

ど
に
よ

っ
て
、
誰
が

修
正
を

行
っ
た

か
を

明
ら

か
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。
そ
し

て
、
修
正

内
容

な
ど
を

記
載
す

る
際

に
は
、
ボ
ー
ル

ペ
ン
等

の
容

易

に
削

除
・

修
正

で
き

な
い

方
法

で
記
載

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
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ⅱ
）

事
案

２
 

所
管
 

朝
倉

県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号
 

5
0
6
-
3
80
8
0
-0
0
1 

事
業
 

通
常

砂
防

事
業

費
 

目
的
 

寺
村

上
谷

川
砂

防
管

理
用

道
路

工
事
 

債
権

者
 

S
社
 

請
負

金
額
 

4
5
,
7
2
3,
7
0
0 

 以
下

の
文

書
に

お
い

て
、
修
正

者
の
記

載
が

な
さ

れ
ず

に
修

正
さ
れ

て
い

る
箇

所
と
、
消

せ
る
ボ

ー
ル

ペ

ン
で

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
が

あ
っ
た

。
 

 1
.
 
工

事
打
合

せ
簿

（
発

議
年

月
日

：
令
和

6
年

8
月

9
日

）
 

→
発

注
者

の
欄

の
確

認
日

の
修

正
に
つ

い
て

、
修

正
者

が
明

ら
か
に

さ
れ

て
い

な
い
 

2
.
 
工

事
打
合

せ
簿

（
発

議
年

月
日

：
令
和

7
年

2
月

5
日

）
 

→
発

注
者

の
欄

の
記

載
方

法
に

つ
い
て

、
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
で
記

載
さ

れ
て

い
る
 

 ま
ず

、
文

書
の

内
容

の
修

正
方

法
に
つ

い
て

は
、
福
岡

県
文

書
管
理

規
程

に
て

、
以

下
の

よ
う
に

定
め
ら

れ
て

い
る

。
 

(
起

案
の

内
容

の
修

正
及

び
廃
案

) 

第
二

十
六

条
 

起
案

の
回

議
又

は
合

議
を

受
け

た
者

は
、

当
該

起
案

の
内

容
を

修
正

す
る

と
き

は
、

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
修

正
す
る

内
容

を
登

録
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

2
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
書

面
に

よ
る

起
案

の
回
議

又
は
合

議
を

受
け

た
者

は
、
当
該

起

案
の

内
容

を
修

正
す

る
と

き
は

、
当

該
起

案
文

書
に

修
正

す
る

内
容

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
起

案
者
は

、
修

正
さ

れ
た

箇
所

及
び
当

該
修

正
を

し
た

者
を

明
ら
か

に

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
出

所
:
 
福
岡

県
文

書
管

理
規

程
）
 

 

文
書

の
内

容
を

修
正

す
る
際
に

は
、

そ
の

修
正

を
行

っ
た
担

当
者

が
誰

で
あ

る
か

を
明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

本
事

案
の

よ
う

に
、

誰
が
修
正

を
行

っ
た

か
が

明
ら

か
で
な

い
場

合
、

担
当

者
が

決
裁
権

者
の

承
認

を
経

る
こ

と
な

く
起

案
内

容
の

修
正

を
行

う
こ

と
も
可

能
と

な
る

こ
と

か
ら

、
修
正

方
法

と
し

て
は

適

切
で

な
い

。
 

ま
た

、
記

載
内

容
が

消
せ
る
ボ

ー
ル

ペ
ン

で
記

載
さ

れ
て
い

る
場

合
、

担
当

者
が

容
易
に

内
容

の
削

除
・

修
正

を
行

う
こ

と
が

可
能

と
な
る

こ
と

か
ら

、
記

載
方

法
と
し

て
は

適
切

で
な

い
。

 

よ
っ

て
、

修
正

方
法

と
し
て
は

、
担

当
者

が
押

印
を

行
う
な

ど
に

よ
っ

て
、

誰
が

修
正
を

行
っ

た
か

を
明

ら
か

に
す

る
べ

き
で

あ
る

。
そ

し
て

、
文

書
の
記

載
方

法
と

し
て

は
、

ボ
ー
ル

ペ
ン

等
の

容
易

に

削
除

・
修

正
で

き
な

い
方

法
で

記
載
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
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③
委

託
先

に
対

す
る

個
人

情
報

の
取
扱

状
況

の
確

認
に

つ
い

て
【
監

査
意

見
２

５
】

 
 

所
管

 
朝

倉
県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号

 
50

5-
43

39
0-

30
1 

事
業

 
地

す
べ
り

対
策

事
業

費
 

目
的

 
高

山
地
区

地
す

べ
り

観
測

解
析

業
務
委

託
 

債
権

者
 

B
社

 
請

負
金
額

 
28

,6
82

,5
00

 
 個

人
情

報
を

取
り

扱
う

委
託

業
務

に
お

い
て

、
業

務
委

託
先

か
ら

保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
提

出
を

受
け

て
い

な
い
事

案
が

あ
っ

た
。

 
 個

人
情

報
を

取
り

扱
う

委
託

先
の

監
督

に
つ

い
て

、
総

務
部

県
民

情
報

広
報

課
長

よ
り

以
下

の
内

容
の

文
書

が
発

行
さ

れ
て

い
る

。
 

 
5
広
第

82
4
号
 

  
令

和
5
年

10
月

10
日

 
本

庁
各
課

（
室

）
長

 
 

各
 出

 先
 機

 関
 の

 長
 

総
務

部
県

民
情

報
広

報
課

長
 

 
保保
有有

個個
人人

情情
報報

のの
取取

扱扱
いい

をを
伴伴

うう
事事

務務
をを

委委
託託

すす
るる
場場

合合
のの

監監
督督

のの
徹徹

底底
にに

つつ
いい
てて

（（
通通

知知
））

  
 

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

 
記

 
 １１

  
「「

保保
有有

個個
人人

情情
報報
取取

扱扱
特特

記記
事事

項項
」」

のの
一一

部部
改改
正正

にに
つつ

いい
てて

  
令

和
5
年

10
月

10
日

以
降
に

保
有
個

人
情

報
の

取
扱

い
を

伴
う
事

務
を

委
託

す
る

場
合

は
、
改
正

後
の

特
記

事
項

を
契

約
書

に
添

付
し

、
契

約
締

結
後

速
や

か
に

委
託

先
に

お
け

る
保

有
個

人
情

報
の

管

理
体

制
及

び
実

施
体

制
に

つ
い

て
、
報
告

書
（
委

託
先

に
お
け

る
保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

）
又

は
実

地
調

査
に

よ
り
、

必
ず

確
認

し
て

く
だ

さ
い
。

 
既

に
改

正
前

の
特

記
事

項
を

添
付

し
て

委
託

契
約

を
締

結
し

て
い

る
場

合
は

、
特

記
事

項
の

差
替

え

は
不 不
要要

で
す

。
 

※
た

だ
し

、
委

託
先

に
お

け
る

保
有
個

人
情

報
の

管
理

体
制

及
び
実

施
体

制
に

つ
い

て
、
報

告
書
（
委

託
先

に
お

け
る

保
有

個
人

情
報

の
取
扱

状
況

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等
）
又

は
実

地
調

査
に
よ

り
、
必
ず

自
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

 

殿
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・

・
・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

 
２ ２

  
保保

有有
個個

人人
情情

報報
のの
取取

扱扱
いい

をを
伴伴

うう
事事

務務
をを

委委
託託
すす

るる
場場

合合
のの

留留
意意

点点
にに

つつ
いい
てて

  
  

別別
紙紙

22
のの

通通
りり

  
【【

主主
なな

ポポ
イイ

ンン
トト

】】
  

  
委委

託託
契契

約約
締締

結結
前前

のの
留留

意意
点点

  
((アア

)) 
委委
託託

先先
のの

選選
定定

  
過

去
、
同
一

の
委

託
事

業
に
つ

い
て
、
保

有
個

人
情

報
の
漏

え
い
等

が
発

生
し

た
者

を
選

定
す

る
場

合
は
、
特
に

次
の
「

特
記

事
項
及

び
安

全
管

理
措

置
に

係
る
内

容
の

周
知
」
を
入
念

に
行

う
こ

と
。

 
( (イイ

)) 
委委
託託

先先
にに

対対
すす

るる
安安

全全
管管

理理
措措

置置
にに

係係
るる

内内
容容

のの
周周
知知

  
保

有
個

人
情

報
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
義

務
が

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
際

、
委

託
先

が
講

ず
る

べ
き

措
置

の
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
把

握
で

き
る

よ

う
、
「
委

託
先

に
お

け
る

保
有
個

人
情

報
の

取
扱

状
況

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」
や

「
個

人
情
報

保

護
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

手
交

し
て

説
明
す

る
こ

と
。

 
 

委委
託託

契契
約約

締締
結結

後後
のの

留留
意意

点点
  

((ウウ
)) 
実実
地地

調調
査査

にに
よよ

るる
確確

認認
のの

対対
象象

事事
例例

  
特

定
個
人

情
報

や
要

配
慮

個
人

情
報
等

を
取

り
扱

う
場

合
、

1,
00

0
件

以
上

の
保

有
個

人
情

報

を
取

り
扱

う
場

合
、
提

出
さ
れ

た
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

疑
義

が
あ
る

場
合

等
は
、
原
則
と

し
て

実
地

調
査

を
行

う
こ

と
。

 
((エエ

)) 
委委
託託

先先
でで

漏漏
ええ

いい
等等

がが
発発

生生
しし

たた
場場

合合
のの

報報
告告

  
県

が
主
体

と
な

っ
て

初
期

対
応

を
行
う

必
要

が
あ

る
た

め
、
直

ち
に
県

に
概

要
を

一
報

す
る

よ

う
指

導
す

る
こ

と
。

 
 個

人
情
報

を
取

り
扱

う
委

託
業

務
に
つ

い
て

は
、
特

記
事
項

に
合
わ

せ
て

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を
配

付
し
、

業
務

委
託

先
に

お
け

る
個

人
情

報
の

管
理

体
制

の
整

備
状

況
や

、
そ

の
運

用
状

況
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
そ
し

て
、
提

出
さ

れ
た

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
お

い
て

何
ら
か

の
疑

義
が

生
じ

る
場

合
は
、
実
地
調

査
を

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
る

。
 

 県
の

資
料

を
閲

覧
し

、
担

当
者

へ
の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

っ
た

結
果
、
委
託

業
務

の
う

ち
、
個

人
情
報

を
取

り
扱

う
業

務
と

判
断

し
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

特
記

事
項

を
契

約
書

に
添

付
す

る
と

と
も

に
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

も
配

付
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い
る

。
 

 本
事

案
は
、
保
有

個
人

情
報
を

取
扱
う

事
務

と
判

断
さ

れ
た

こ
と
か

ら
、
特

記
事

項
を
契

約
書
に

添
付

し

て
い

た
が

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
配
付

は
行

っ
て

い
な

か
っ

た
。
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 今
後

は
、
特

記
事

項
と

と
も
に

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
配

付
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
業
務
委

託
先
に

お
け

る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

責
任

者
等

を
含

め
、

個
人

情
報

の
管

理
体

制
全

般
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 ④

不
十
分

な
内

容
の

文
書

が
承

認
さ
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
【
監

査
意

見
２

６
】

 
 
所

管
 

福
岡

県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号

 
50

5-
34

05
0-

00
1 

事
業

 
急

傾
斜
地

崩
壊

対
策

事
業

費
 

目
的

 
愛

宕
2
丁
目

地
区

急
傾

斜
地
崩

壊
対
策

工
事

（
2
工
区

）
 

債
権

者
 

F
社

 
請

負
金
額

 
44

,7
02

,9
00

 
 以

下
に
記

載
し

た
、
内

容
が
不

十
分
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
上
席

者
が

確
認

印
を
押

印
し
て

承
認

が

な
さ

れ
て

い
る

事
案

が
あ

っ
た

。
 

 （ （
急急

傾傾
斜斜

地地
崩崩

壊壊
対対

策策
事事

業業
費費

））
  

1.
 

工
事

打
合

せ
簿

（
発

議
年

月
日

：
令
和

6
年

9
月

25
日
）

 
→

担
当
監

督
員

の
押

印
が

な
さ

れ
て
い

な
い

ま
ま

、
総

括
監

督
員
が

押
印

・
承

認
し

て
い

る
。

 
2.

 
工

事
打
合

せ
簿

（
発

議
年

月
日

：
令
和

6
年

7
月

1
日
）

 
→
「

発
議

者
」
の
欄

に
チ

ェ
ッ
ク

が
な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、
発

注
者

と
受

注
者

の
ど

ち
ら

が
発

議
し

た
文

書
で

あ
る

の
か

不
明
で

あ
る

。
 

→
「
処

理
・
回
答

」
の
欄
に
お
い

て
、
発
注

者
と

受
注

者
と
も

に
、
日
付

を
は

じ
め

と
す
る

記
載

が
全

く
な

さ
れ

て
い

な
い

。
 

→
主

任
（

監
理

）
技

術
者

お
よ

び
現
場

代
理

人
の

押
印

が
な

さ
れ
て

い
な

い
。

 
→

当
該
文

書
に

は
「

後
日

」
と
書

か
れ
た

付
箋

が
張

ら
れ

て
い

る
が
、
上
記

の
な

さ
れ

る
べ

き
対

応
が

未
了

の
ま

ま
、

総
括

監
督

員
が
押

印
・

承
認

し
て

い
る

。
 

 決
裁
・
承

認
は

、
文
書

に
記

さ
れ

る
べ
き

内
容

が
漏

れ
な

く
記
載

さ
れ

て
い

る
か

、
そ

し
て

記
載
さ

れ
た

内
容

が
正

当
な

も
の

で
あ

り
問

題
な
い

か
を

十
分

に
確

認
し

た
う
え

で
な

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る
。

 
今

後
は
、
上

席
者

は
各

種
文
書

の
内
容

が
十

分
で

あ
る

こ
と

を
確
認

し
た

う
え

で
決

裁
・
承
認

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
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２
６

．
事

項
名

）
砂

防
災

害
関

連
等
事

業
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

砂
防

課
 

事
業

の
概

要
 

【
特

定
緊

急
砂

防
事

業
費

】
 

土
砂

災
害
発

生
箇

所
の
応

急
的

対
策

の
み

な
ら

ず
、
周

辺
地

域
を

含
め

た
対

策
の

集
中

的
・
重

点
的

実
施
に

よ
り

、
甚

大
な

土
砂

災
害
が

発
生

し
た

地
域

の
災

害
防
止

対
策

を
図

る
。
 

【
災

害
関

連
地

域
防

火
が

け
崩

れ
対
策

事
業

費
】
 

が
け

崩
れ
は

直
接

人
家
等

に
被

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ
が

あ
る

た
め

小
規

模
で

あ
っ

て
も

人
命
の

損
失

に
結
び

つ
く

こ
と

が
多

い
。

し
た
が

っ
て

、
が

け
崩

れ
が

発
生
も

し
く

は
発
生

す
る

お
そ
れ

が
顕

著
な

地
域

に
お

け
る
安

全
性

確
保

に
万

全
を

期
す
た

め
に

は
、
小

規
模

で
あ
っ

て
も

地
域

防
災

上
重

要
な
箇

所
の

復
旧

整
備

を
重

点
的
に

推
進

す
る
必

要
が

あ
る
。

こ
の

た
め

、
が

け
地

の
崩
壊

等
が

発
生

し
て

い
る

箇
所
に

つ
い

て
、
が
け

崩
れ

防
止

工
事

を
行
い

、
次

期
降

雨
等

に
よ

る
再
度

災
害

を
防

止
し

、

も
っ

て
民

生
の

安
定

を
図

る
こ

と
を
目

的
と

す
る

。
 

【
災

害
関

連
緊

急
急

傾
斜

地
崩

壊
対
策

事
業

】
 

風
水

害
、
震

災
等

が
発
生

し
た

地
域

に
つ

い
て

、
急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

施
設

を
緊

急
的

に
施
工

す
る

こ
と
に

よ
り

、
再

度
災

害
の

防
止
を

図
り

、
も

っ
て

国
土

の
保
全

と
民

生
の

安
定

に
資

す
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
。
 

【
災

害
関

連
緊

急
砂

防
事

業
】

 

風
水

害
、
震

災
、

火
山
活

動
等

に
よ

る
土

砂
の

崩
壊
等

危
険

な
状

況
に

緊
急

に
対

処
す

る
た

め
の

砂
防

設
備

の
設

置
を
目

的
と

す
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
特

定
緊

急
砂

防
事

業
費

】
 

土
石

流
等

に
よ

り
人

的
被

害
、
家

屋
被
害

等
が

発
生

し
た
一

定
の
地

区
に

お
い

て
、
被
害

を
も
た

ら

し
た

同
規

模
の

土
石

流
が

再
び

発
生
し

た
場

合
で

も
、
安
全
が

確
保
さ

れ
る

よ
う

災
害

関
連

緊
急
事
業

と
一

体
的

な
計

画
に

基
づ

き
、

一
定
期

間
内

に
緊

急
的

に
施

設
整
備

を
実

施
す

る
。
 

【
災

害
関

連
地

域
防

火
が

け
崩

れ
対
策

事
業

費
】
 

「
災

害
対

策
基

本
法

」（
昭

和
３

６
年
法

律
第

２
２

３
号
）
に
よ

る
市

町
村

地
域

防
災

計
画

に
危
険

箇

所
と

し
て

記
載

さ
れ

、
又
は
記

載
さ
れ

る
こ

と
が

確
実

で
あ

る
が
け

地
の

う
ち

、
激
甚
災

害
に
伴

い
崩

壊
等

が
発

生
し

、
こ

れ
を

放
置
す

る
と
人

家
２

戸
以

上
又

は
公

共
的
建

物
に

倒
壊

等
著

し
い

被
害
を
及

ぼ
す

と
認

め
ら

れ
る

箇
所

に
お

い
て
、
直
接

人
命

保
護

を
目
的

と
す
る

が
け

崩
れ

防
止

工
事

を
実
施
す

る
。
 

【
災

害
関

連
緊

急
急

傾
斜

地
崩

壊
対
策

事
業

】
 

当
該

年
発

生
の

風
水

害
、
震
災

等
に
よ

り
急

傾
斜

地
に

新
た

に
崩
壊

が
生

じ
、
放

置
す
れ

ば
次
期

降

雨
等

に
よ

り
被

害
を

与
え

る
お

そ
れ
が

あ
る

場
合

に
、
緊
急
的

に
急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

工
事

を
実
施
す
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る
。
 

【
災

害
関

連
緊

急
砂

防
事

業
】

 

砂
防

設
備

を
緊

急
に

設
置

す
る

。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
7
1
,
1
74
 

1
0
2
,
0
00
 

6
8
1
,
1
80
 

2
7
1
,
6
37
 

・
被

災
箇

所
の

復
旧

と
併

せ

て
、

土
砂

・
流

木
を

捕
捉

す
る

砂
防

ダ
ム

等
の

整
備
 

 

 
（

２
）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
①

文
書
の

記
載

内
容

の
修

正
方

法
に
つ

い
て

【
監

査
意

見
２

７
】

 
 
所

管
 

朝
倉

県
土

整
備

事
務

所
 

起
工

番
号

 
50

5-
43

23
8-

30
1 

事
業

 
特

定
緊
急

砂
防

事
業

費
 

目
的

 
迫

谷
川
３

砂
防

用
地

測
量

業
務

委
託

 
債

権
者

 
G

社
 

請
負

金
額

 
14

,6
85

,0
00

 
 以

下
の
通

り
、

修
正

者
の

記
載

が
な
さ

れ
ず

に
修

正
さ

れ
て

い
る
事

案
が

あ
っ

た
。

 
 調

査
員
変

更
通

知
伺

書
（

令
和

6
年

4
月

12
日
起

案
・
決

裁
）

 
 

→
工
事

番
号

お
よ

び
工

事
名

に
つ
い

て
、
二

重
線

を
引
い

て
修
正

を
行

っ
て

い
る

が
、
修
正

者
が

誰
で

あ
る

か
明

ら
か

で
な

い
。

 
  文

書
の
内

容
の

修
正

方
法

に
つ

い
て
は
、
福
岡

県
文

書
管
理

規
程
に

て
、
以

下
の

よ
う
に

定
め
ら

れ
て

い

る
。
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(起
案

の
内

容
の

修
正

及
び

廃
案

) 
第

二
十
六

条
 

起
案

の
回

議
又

は
合
議

を
受

け
た

者
は
、
当

該
起
案

の
内

容
を

修
正

す
る

と
き
は
、
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

修
正

す
る

内
容
を

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

2 
前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず
、
書
面

に
よ

る
起

案
の

回
議

又
は
合

議
を

受
け

た
者

は
、
当

該
起
案

の
内

容
を

修
正

す
る

と
き

は
、
当
該

起
案

文
書

に
修

正
す
る

内
容
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
こ
の

場
合

に
お

い
て
、
起
案

者
は
、
修

正
さ
れ

た
箇

所
及

び
当

該
修

正
を
し

た
者

を
明

ら
か

に
し

て
お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
出

所
: 
福

岡
県

文
書

管
理
規

程
）

 
 文

書
の

内
容

を
修

正
す

る
際

に
は

、
そ

の
修

正
を

行
っ

た
担

当
者

が
誰

で
あ

る
か

を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

本
事

案
の

よ
う

に
、
誰

が
修
正

を
行
っ

た
か

が
明

ら
か

で
な

い
場
合
、
担
当

者
が

決
裁
権

者
の
承

認
を

経

る
こ

と
な

く
起

案
内

容
の

修
正

を
行

う
こ

と
も

可
能

と
な

る
こ

と
か

ら
、

修
正

方
法

と
し

て
は

適
切

で
な

い
。

 
よ

っ
て
、
修

正
を

行
う

際
は
、
担
当

者
が

押
印

を
行

う
な
ど

に
よ
っ

て
、
誰

が
修

正
を
行

っ
た
か

を
明

ら

か
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
 

 ②
保

有
個

人
情

報
の

取
扱

状
況

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
つ

い
て

【
監
査

意
見

２
８

】
 

 
受

注
者

か
ら

交
付

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
関

し
て

、
チ

ェ
ッ

ク

項
目

欄
の

う
ち

2
か
所

に
お
い

て
チ
ェ

ッ
ク

マ
ー

ク
が

な
さ

れ
て
い

な
い

事
案

が
あ

っ
た

。
 

 個
人

情
報

を
取

り
扱

う
委

託
先

の
監
督

に
つ

い
て
、
総
務
部

県
民
情

報
広

報
課

長
よ

り
以

下
の
内

容
の

文
書

が
発

行
さ

れ
て

い
る

。
 

 
5
広
第

82
4
号
 

  
令

和
5
年

10
月

10
日

 
本

庁
各
課

（
室

）
長

 
 

各
 出

 先
 機

 関
 の

 長
 

総
務

部
県

民
情

報
広

報
課

長
 

 
保保
有有

個個
人人

情情
報報

のの
取取

扱扱
いい

をを
伴伴

うう
事事

務務
をを

委委
託託

すす
るる
場場

合合
のの

監監
督督

のの
徹徹

底底
にに

つつ
いい
てて

（（
通通

知知
））

  
 

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

 
記

 

殿
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 １ １
  

「「
保保

有有
個個

人人
情情

報報
取取

扱扱
特特

記記
事事

項項
」」

のの
一一

部部
改改
正正

にに
つつ

いい
てて

  
令

和
5
年

10
月

10
日

以
降
に

保
有
個

人
情

報
の

取
扱

い
を

伴
う
事

務
を

委
託

す
る

場
合

は
、
改
正

後
の

特
記

事
項

を
契

約
書

に
添

付
し

、
契

約
締

結
後

速
や

か
に

委
託

先
に

お
け

る
保

有
個

人
情

報
の

管

理
体

制
及

び
実

施
体

制
に

つ
い

て
、
報
告

書
（
委

託
先

に
お
け

る
保
有

個
人

情
報

の
取

扱
状

況
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

）
又

は
実

地
調

査
に

よ
り
、

必
ず

確
認

し
て

く
だ

さ
い
。

 
既

に
改

正
前

の
特

記
事

項
を

添
付

し
て

委
託

契
約

を
締

結
し

て
い

る
場

合
は

、
特

記
事

項
の

差
替

え

は
不 不
要要

で
す

。
 

※
た

だ
し

、
委

託
先

に
お

け
る

保
有
個

人
情

報
の

管
理

体
制

及
び
実

施
体

制
に

つ
い

て
、
報

告
書
（
委

託
先

に
お

け
る

保
有

個
人

情
報

の
取
扱

状
況

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等
）
又

は
実

地
調

査
に
よ

り
、
必
ず

自
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

 
２２

  
保保

有有
個個

人人
情情

報報
のの
取取

扱扱
いい

をを
伴伴

うう
事事

務務
をを

委委
託託
すす

るる
場場

合合
のの

留留
意意

点点
にに

つつ
いい
てて

  
  

別別
紙紙

22
のの

通通
りり

  
【【

主主
なな

ポポ
イイ

ンン
トト

】】
  

  
委委

託託
契契

約約
締締

結結
前前

のの
留留

意意
点点

  
((アア

)) 
委委
託託

先先
のの

選選
定定

  
過

去
、
同
一

の
委

託
事

業
に
つ

い
て
、
保

有
個

人
情

報
の
漏

え
い
等

が
発

生
し

た
者

を
選

定
す

る
場

合
は
、
特
に

次
の
「

特
記

事
項
及

び
安

全
管

理
措

置
に

係
る
内

容
の

周
知
」
を
入
念

に
行

う
こ

と
。

 
( (イイ

)) 
委委
託託

先先
にに

対対
すす

るる
安安

全全
管管

理理
措措

置置
にに

係係
るる

内内
容容

のの
周周
知知

  
保

有
個

人
情

報
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
義

務
が

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
際

、
委

託
先

が
講

ず
る

べ
き

措
置

の
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
把

握
で

き
る

よ

う
、
「
委

託
先

に
お

け
る

保
有
個

人
情

報
の

取
扱

状
況

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」
や

「
個

人
情
報

保

護
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

手
交

し
て

説
明
す

る
こ

と
。

 
 

委委
託託

契契
約約

締締
結結

後後
のの

留留
意意

点点
  

((ウウ
)) 
実実
地地

調調
査査

にに
よよ

るる
確確

認認
のの

対対
象象

事事
例例

  
特

定
個
人

情
報

や
要

配
慮

個
人

情
報
等

を
取

り
扱

う
場

合
、

1,
00

0
件

以
上

の
保

有
個

人
情

報

を
取

り
扱

う
場

合
、
提

出
さ
れ

た
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

疑
義

が
あ
る

場
合

等
は
、
原
則
と

し
て

実
地

調
査

を
行

う
こ

と
。

 
((エエ

)) 
委委
託託

先先
でで

漏漏
ええ

いい
等等

がが
発発

生生
しし

たた
場場

合合
のの

報報
告告

  
県

が
主
体

と
な

っ
て

初
期

対
応

を
行
う

必
要

が
あ

る
た

め
、
直

ち
に
県

に
概

要
を

一
報

す
る

よ

う
指

導
す

る
こ

と
。
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提
出

さ
れ

た
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
お

い
て

何
ら

か
の

疑
義

が
生

じ
る

場
合

は
、

実
地

調
査

を
行

う
こ

と

が
必

要
と

な
る

。
 

今
後

は
、
当

該
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
の
提

出
を

受
け

た
際

に
は

、
何

ら
か

の
疑

義
が

生
じ
て

い
な
い

か
も

含

め
て

、
チ

ェ
ッ

ク
項

目
に

不
備

が
な
い

こ
と

を
確

認
す

る
必

要
が
あ

る
。

 
な

お
、

上
記

の
特

定
個

人
情

報
等

を
取

り
扱

う
業

務
委

託
に

関
す

る
実

地
調

査
等

及
び

委
託

先
に

よ
る

再
委

託
先

の
監

督
と

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

に
よ

る
確

認
の

徹
底

に
つ
い

て
、

令
和

6
年

度
の

行
政
監

査
の
結

果
に

記
載

が
あ

り
、
令

和
７
年

６
月
１

６
日

付
け

で
発

出
し

た
通
知

に
お

い
て
、
実
地
調

査
の
意

義
等

の
意

義
等

に
対

す
る

周
知

と
と

も
に

実
地

調
査

を
適

切
に

行
う

よ
う

に
指

示
す

る
と

い
う

措
置

が
実

施
さ

れ
て

い
る
。
ま
た

、
再

委
託

す
る

際
の

委
託
先

に
よ

る
再

委
託

先
へ

の
チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

に
よ

り
確
認

を
行
う

必
要

性
改

め
て

周
知

し
、
再
委

託
先
か

ら
委

託
先

に
提

出
さ

れ
た
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
を

県
に
提

出
し
、
再

委
託

先
に

対
す

る
監

督
を

適
切

に
指
示

す
る

と
い

う
措

置
が

実
施
さ

れ
て

い
る

。
 

 
７

広
第
６

５
９

号
 

  
令

和
7
年

6
月

16
日

 
本

庁
各
課

（
室

）
長

 
 

各
 出

 先
 機

 関
 の

 長
 

総
務

部
県

民
情

報
広

報
課

長
 

 
保保
有有

個個
人人

情情
報報

のの
取取

扱扱
いい

をを
伴伴

うう
事事

務務
をを

委委
託託

すす
るる
場場

合合
のの

適適
切切

なな
監監

督督
にに

つつ
いい
てて

（（
依依

頼頼
））

  
 

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

 
 

( (２２
))実実

地地
調調

査査
にに

つつ
いい

てて
  

業
務

委
託

に
お

い
て

、
特

定
個

人
情
報

や
要

配
慮

個
人

情
報

等
を
取

り
扱

う
場

合
、

1,
00

0
件
以

上
の

保
有

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
場

合
、
提
出

さ
れ

た
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス
ト

に
疑

義
が

あ
る

場
合

等
は
、
原

則
と

し
て
年

1
回

以
上

実
地

調
査
を

行
う
必

要
が

あ
り

ま
す

の
で

、
以
下

を
参

考
に

適
切

に
実

施
し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・
（
略
）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
 

   
 

 殿
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２
７

．
事

項
名

）
砂

防
総

合
流

域
防
災

事
業

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

砂
防

課
 

事
業

の
概

要
 

総
合

流
域
防

災
事

業
は
、

個
々

の
事

業
規

模
が

小
さ
い

こ
と

等
か

ら
個

別
箇

所
ご

と
の

予
算

管
理

を
行

う
必

要
性

が
低
い

事
業

に
つ

い
て

、
流
域

単
位
を

原
則

と
し

て
、

包
括

的
に
水

害
・

土
砂
災

害
対

策
の

施
設

整
備

等
及
び

災
害

関
連

情
報

の
提

供
等
の

ソ
フ

ト
対
策

を
行

う
事
業

に
対

し
、

国
が

交
付

を
行
う

制
度

を
定

め
る

こ
と

に
よ
り

豪
雨

災
害
等

に
対

し
流
域

一
体

と
な

っ
た

総
合

的
な
防

災
対

策
を

推
進

す
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

土
砂

災
害

対
策

施
設

で
あ

る
砂

防
堰
堤

等
を

整
備

す
る

こ
と

で
土
砂

災
害

に
よ

る
被

害
を

防
止
し
、

ま
た

ソ
フ

ト
対

策
と

し
て

土
砂

災
害
警

戒
区

域
の

指
定

を
行

い
、
危
機

の
周

知
等

を
行
う

こ
と
で

防
災

対
策

を
推

進
し

、
安

心
安

全
な

県
民
生

活
の

確
保

を
図

る
も

の
で
あ

る
。
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

6
5
7
,
6
60
 

8
6
6
,
4
30
 

8
0
8
,
7
67
 

3
7
0
,
2
51
 

・
土

砂
災

害
警

戒
区

域
等

の
指

定
 

 

 
（

２
）

 監
査

の
結

果
及

び
意

見
 

県
の

担
当

者
よ

り
事

業
の

概
要

を
聴
取

し
、

入
手

し
た

資
料

の
閲
覧

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て
ヒ

ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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２
８

．
事

項
名

）
原

子
力

災
害

対
策
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

防
災

活
動
資

機
材

等
を
整

備
し

、
緊

急
時

に
お

け
る
住

民
の

安
全

確
保

及
び

防
災

業
務

に
従

事
す

る
者

の
安

全
確

保
を
図

る
。
 

原
子

力
防
災

訓
練

の
実
施

に
よ

り
、

防
災

業
務

関
係
者

の
原

子
力

災
害

対
策

へ
の

習
熟

、
防
災

関
係

機
関
相

互
の

連
携

協
力

体
制

の
強
化

、
県

民
の

原
子

力
防

災
意
識

の
向

上
を

図
る

。
 

上
記

訓
練
の

実
施

に
よ
り

、
県

地
域

防
災

計
画

（
原
子

力
災

害
対

策
編

）
や

原
子

力
災

害
広
域

避
難

基
本
計

画
、

糸
島

市
の

広
域

避
難
個

別
計

画
の

実
効

性
を

検
証
す

る
。
 

原
子

力
防
災

業
務

に
従
事

す
る

県
・

市
町

村
職

員
等
に

、
放

射
線

、
原

子
力

防
災

に
関

す
る

知
識

を
習

得
さ

せ
、

資
質
の

向
上

を
図

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
原

子
力

災
害

対
策

費
（

資
機

材
等
整

備
費

）】
 

１
）

原
子

力
防

災
活

動
資

機
材

等
の
整

備
・

管
理

に
係

る
経

費
 

・
防

災
業

務
に

従
事

す
る

者
の

安
全
を

確
保

す
る

た
め

の
資

機
材
の

整
備

・
管

理
 

①
 
個

人
線
量

計
、

放
射

線
測

定
器

の
保
守

点
検

料
、

校
正

費
（

隔
年
点

検
に

よ
り

増
減

す
る

）
 

②
 
衛

星
携
帯

電
話

利
用

料
 

③
 
原

子
力
防

災
資

機
材

総
合

管
理

シ
ス
テ

ム
（

N
EM
S
）
ラ

イ
セ

ン
ス
契

約
 

④
 
防

護
服
、

防
護

マ
ス

ク
等

防
災

従
事
者

用
防

護
資

機
材

整
備

 

２
）

福
岡

県
原

子
力

発
電

施
設

緊
急
時

安
全

対
策

補
助

金
 

①
 
防

災
活
動

資
機

材
等

整
備

事
業

（
離
島

に
お

け
る

放
射

線
防

護
対
策

施
設

の
保

守
・

点
検

費
等
）
 

②
 
緊

急
時
対

策
調

査
・

普
及

等
事

業
（
福

岡
県

原
子

力
防

災
訓

練
経
費

等
）
 

３
）

緊
急

時
に

防
災

業
務

に
従

事
す
る

者
の

免
許

・
資

格
取

得
に
係

る
経

費
 

①
 
大

型
バ
ス

で
避

難
住

民
を

輸
送

す
る
糸

島
市

職
員

の
大

型
一

種
自
動

車
運

転
免

許
の

取
得

費
 

４
）

国
と

の
連

絡
調

整
 

①
 
道

府
県
原

子
力

防
災

担
当

者
会

議
へ
の

参
加

等
 

 【
原

子
力

災
害

対
策

費
（

教
育

訓
練
費

）】
 

１
）

 計
画

及
び

広
域

避
難

基
本

原
子

力
防
災

訓
練

（
地

域
防

災
計

画
に
基

づ
く

実
動

訓
練

）
 

原
子

力
防

災
に

特
化

し
た

訓
練
を

3
県

連
携

し
て

10
月
～
1
1
月
に

実
施
 

①
 

関
係

機
関

協
議

費
 

関
係

機
関

（
県

・
糸

島
市

・
16

市
町
・

警
察

・
消

防
等

）
に

お
け
る

協
議

の
実

施
 

全
体

会
議

：
訓

練
参

加
機

関
に

よ
る
訓

練
実

施
要

領
等

を
決

定
す
る
 

調
整

会
議

：
訓

練
種

目
ご

と
の

参
加
機

関
が

訓
練

の
詳

細
を

検
討
す

る
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他
道

府
県

訓
練

視
察

：
他

道
府

県
の
原

子
力

防
災

訓
練

を
視

察
す
る
 

②
 
実

動
訓
練

の
実

施
 

原
子

力
災

害
情

報
収

集
・
伝
達

訓
練
：
九
州

電
力

及
び

玄
海

原
子
力

規
制

事
務

所
か

ら
収

集
し
た

異
常

時
・

非
常

時
の

情
報

を
関

係
機
関

へ
伝

達
す

る
。
 

緊
急

時
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
訓

練
：
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

に
よ

る
空
間

放
射

線
量

の
測

定
、
県

内
全

域
で

の
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

ー
に

よ
る
空

間
放

射
線

量
の

測
定

を
行
う

。
 

２
）

 原
子

力
防

災
に

関
す

る
研

修
へ

の
職
員

派
遣

及
び

県
主

催
に

よ
る
研

修
会

開
催
 

 
 

原
子

力
防

災
業

務
に

従
事

す
る
県
・
市
町

村
職

員
、
地
域

の
防
災

活
動

を
リ

ー
ド

す
る

消
防
団

や
自

主
防

災
組

織
、
防
災

士
な

ど
に

、
放
射

線
、
原

子
力

防
災
に

関
す
る

知
識

を
習

得
さ

せ
、
資

質
の

向
上

を
図

る
。
 

①
 
原

子
力
防

災
訓

練
図

上
演

習
委

託
（
委

託
費

）
 

②
 
原

子
力
安

全
技

術
セ

ン
タ

ー
等

が
主
催

す
る

研
修

講
座

へ
の

参
加
に

係
る

経
費
（

旅
費

、
負

担
金

、
資

料
代

等
）
 

③
 
県

が
主
催

す
る

講
習

会
の

経
費

（
委
託

費
）
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
3
,
5
7
4 

3
6
,
8
3
0 

5
2
,
6
4
5 

3
8
,
1
3
0 

・
U
P
Z
内

の
住

民
の

避
難

誘
導

等
に

必
要

な
資

機
材

の
整

備
 

・
原

子
力

防
災

研
修

の
開

催
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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２
９

．
事

項
名

）
原

子
力

防
災

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
運

営
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

原
子

力
災
害

の
危

機
管
理

体
制

に
必

要
不

可
欠

な
情
報

イ
ン

フ
ラ

を
整

備
し

、
原

子
力

災
害

時
に

お
け

る
体

制
の

基
盤
整

備
を

強
化

す
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

運
営
費

】
 

原
子

力
災

害
に

備
え

た
緊

急
時

通
信
回

線
網
（「

統
合

原
子
力

防
災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
）
は
、
国

の
機

関

と
各

地
の

オ
フ

サ
イ

ト
セ

ン
タ

ー
（

緊
急

事
態

応
急

対
策
等

拠
点
施

設
）
を

接
続

す
る
（
「
広

域
系

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」
）

と
、

オ
フ

サ
イ

ト
セ

ン
タ

ー
と

各
地

方
公

共
団

体
を

接
続

す
る

（
「

地
域

系
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
）
で

構
成

さ
れ

る
。
 

こ
の

う
ち

、「
地
域

系
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
」
に
つ

い
て

は
、
関
係

道
府
県

が
、
交
付

金
を

活
用

し
て
整

備
・

運
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
本
県

で
は

、
県
庁

、
佐

賀
県

オ
フ
サ

イ
ト

セ
ン

タ
ー

、
糸

島
市
庁

を
専

用
回

線
で

結
ん

で
い

る
。
 

ま
た

、
連

絡
手

段
の

多
重

化
の

観
点
か

ら
、

通
信

回
線

に
つ

い
て
、

地
上

系
と

衛
星

系
の

2
つ

を
整

備
・

運
用

し
て

い
る

。
 

本
県

地
域
「
地

域
系

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
」
に
係

る
地

上
系

回
線

、
衛
星

系
回

線
の

維
持
・
運

用
に
係

る
経

費
で

あ
る

。
 

－
地

上
系

回
線

に
係

る
経

費
 

①
 
専

用
回
線

の
使

用
料

：
長

期
継

続
契
約

の
更

新
 

②
 
制

御
装
置

、
電

話
機

、
フ

ァ
ク

シ
ミ
リ

、
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム
の

リ
ー

ス
料

の
更

新
 

－
衛

星
系

回
線

に
係

る
経

費
 

専
用

回
線

の
使

用
料

、
保

守
点

検
料
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
3
,
3
8
9 

2
9
,
8
1
9 

5
5
,
2
1
9 

5
3
,
0
9
8 

・
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

運
営

費
 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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３
０

．
事

項
名

）
防

災
対

策
費

 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

防
災

会
議

の
開

催
、

防
災

訓
練

の
実
施
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
防

災
対

策
費

】
 

・
防

災
会

議
の

開
催
 

・
災

害
危

険
個

所
の

調
査
 

・
災

害
の

状
況

及
び

被
害

状
況

の
調
査
 

・
災

害
対

策
本

部
及

び
地

方
本

部
の
設

置
 

・
災

害
応

急
対

策
の

要
望

書
の

作
成
・

陳
情
 

・
風

水
害

対
策

の
推

進
 

【
防

災
訓

練
費

】
 

・
福

岡
県

防
災

訓
練

の
実

施
 

  

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
0
,
5
4
7 

1
0
,
6
3
5 

1
1
,
9
9
4 

1
4
,
7
8
0 

・
県

防
災

会
議

運
営

費
 

・
防

災
訓

練
費
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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３
１

．
事

項
名

）
防

災
情

報
発

信
強
化

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

防
災

情
報

等
メ

ー
ル

配
信

シ
ス

テ
ム
や

防
災

ア
プ

リ
等

の
運

用
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

・
防

災
情

報
等

メ
ー

ル
配

信
シ

ス
テ
ム

の
運

用
に

要
す

る
経

費
 

・
防

災
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

運
用

に
要
す

る
経

費
 

・
防

災
ア

プ
リ

「
ふ

く
お

か
防

災
ナ
ビ

・
ま

も
る

く
ん

」
の

運
用
に

要
す

る
経

費
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
5
,
4
4
8 

3
0
,
5
3
9 

2
2
,
6
9
3 

2
2
,
6
9
2 

・
防

災
情

報
等

メ
ー

ル
配

信
シ

ス
テ

ム
の

運
用
 

・
防

災
ア

プ
リ

「
ふ

く
お

か
防

災
ナ

ビ
・

ま
も

る
く

ん
」

の
運

用
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
 

 



18
9

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

11
1  

３
２

．
事

項
名

）
防

災
行

政
無

線
業
務

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

福
岡

県
防

災
行

政
無

線
局

を
運

営
す
る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

・
福

岡
県

防
災

行
政

無
線

局
の

管
理
運

営
及

び
保

全
業

務
の

実
施
を

実
施

す
る

。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
7
4
,
8
18
 

1
7
7
,
7
65
 

1
8
3
,
2
30
 

1
9
9
,
9
44
 

・
防

災
行

政
無

線
の

維
持

管
理

 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
 

 
 



19
0

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

11
2  

３
３

．
事

項
名

）
み

ん
な

で
備

え
る
地

震
対

策
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

福
岡

県
で
は

、
平
成

23
年
に

東
日

本
大

震
災
を

契
機

に
地

震
防

災
ア

セ
ス
メ

ン

ト
調

査
を
実

施
し

て
お
り

、
当

時
の

調
査

で
は

、
想
定

さ
れ

て
い

な
い

地
震

等
に
つ

い
て

、
被

害
想

定
等

を
調

査
す

る
。
 

・
南

海
ト
ラ

フ
地

震
（
本

県
は

南
海

ト
ラ

フ
地

震
防
災

対
策

推
進

地
域

に
指

定
さ

れ
て

お
り

、
国

は
令
和

6
年

3
月

末
を
目

途
に

基
本

計
画

を
策

定
予
定

し
て

い
た

）  

・
新

た
に

国
の

主
要

活
断

層
に

追
加
さ

れ
た

県
内
の

3
つ
の

断
層
（

①
福

智
山

、

②
宇

美
、

③
日

向
峠

-小
笠
木
峠

）
 

・
前

回
調

査
し

た
県

内
の

4
つ

の
断
層

（
①

警
固

、
②

小
倉

東
、
③

西
山

、
④

水

縄
）
 

ま
た

、
能
登

半
島

地
震
を

踏
ま

え
、

海
域

活
断

層
に
よ

る
地

震
・

津
波

被
害

想
定

調
査

の
必

要
性

を
判

断
す

る
た

め
の
予

備
調

査
を

実
施

す
る

。
 

調
査

結
果
を

踏
ま

え
て
、

県
・

市
町

村
の

地
震

対
策
強

化
や

県
民

へ
の

啓
発

を
図

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

 
１

）
地

震
防

災
ア

セ
ス

メ
ン

ト
調
査
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
及

び
新

た
に

追
加
さ

れ
た

県
内

主
要

活
断

層
等
の

被
害

想
定

を
調

査
し

、
県

や
市

町
村

の
地

域
防

災
計

画
等

へ
反

映
さ
せ

る
。
 

委
託

内
容

）
各

断
層

等
及

び
市

町
村
ご

と
の

被
害

想
定

（
建

物
・
人

的
被

害
等

）
を

調
査

 

対
象

断
層

等
）
南

海
ト

ラ
フ
地

震
、
福
智

山
断

層
帯

、
宇
美

断
層
、
日

向
峠

-
小
笠

木
峠
断

層
帯
、
警

固
断

層
帯

、
小

倉
東

断
層

、
西

山
断
層

帯
、

水
縄

断
層

帯
 

・
国

の
被

害
想

定
に

追
加

さ
れ

た
項
目

や
考

え
方

を
踏

ま
え

て
、
調

査
を

実
施

す
る

。
 

２
）

ふ
く

お
か

防
災

ナ
ビ

・
ま

も
る
く

ん
機

能
強

化
 

 
「

ふ
く

お
か

防
災

ナ
ビ
・
ま

も
る
く

ん
」
に
地

震
メ

ニ
ュ

ー
を
追

加
し

、
調

査
結

果
を

反
映
し

、
県

民
へ

の
啓

発
を

図
る

。
 

委
託

内
容
）
現
在

地
や

登
録
地

域
の
断
層
別
「

想
定
震
度
」
や
「
液

状
化

想
定
」
を
地
図

で
知
ら
せ

る
。

ま
た

、「
災
害

時
徒

歩
帰
宅

者
支
援

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

」
を

地
図
で

知
ら

せ
る

。
 

 

３
）

地
震

対
策

の
啓

発
強

化
 

 
令

和
６

年
度

能
登

半
島

地
震

等
を
踏

ま
え
、
子
ど

も
か
ら

大
人
ま

で
を

対
象

に
地

震
防

災
の
啓

発
 

及
び
「

ふ
く

お
か

防
災

ナ
ビ
・
ま

も
る
く

ん
」
を

広
め

る
「

防
災

フ
ェ

ア
」
を

 
11
 
月
頃

に
開
催

す

る
。
 

委
託

内
容

）
①

地
域

の
自

主
防

災
組
織

や
消

防
団

の
活

動
紹

介
、
②

防
災

車
両

展
示

、
企

業
・
団

体

ブ
ー

ス
出

展
、
③
「
ふ

く
お
か

防
災
ナ

ビ
・
 
ま
も

る
く

ん
」
登

録
サ

ポ
ー

ト
及

び
登

録
者

へ
の
ノ

ベ
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1

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

11
3  

ル
テ

ィ
配

布
（

エ
コ

バ
ッ

ク
）

及
び
④

著
名

人
に

よ
る

ス
テ

ー
ジ
シ

ョ
ー
 

 

４
）

海
域

活
断

層
の

予
備

調
査

 

能
登

半
島

地
震

を
踏

ま
え

、
海

域
活
断

層
の

予
備

調
査

を
実

施
す
る

。
 

委
託

内
容

）
各

断
層

の
震

度
分

布
や
津

波
高

等
を

調
査
 

対
象

断
層

）
福

岡
県

近
海

の
９

つ
の
海

域
活

断
層
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

-
 

-
 

6
0
,
5
8
4 

7
9
,
2
2
1 

・
地

震
被

害
想

定
の

調
査
 

・
地

域
防

災
計

画
の

見
直

し
 

・
防

災
ア

プ
リ

「
ふ

く
お

か
防

災
ナ

ビ
・

ま
も

る
く

ん
」

へ
の

地
震

メ
ニ

ュ
ー

追
加
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
 

 
 



19
2

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

11
4  

３
４

．
事

項
名

）
デ

ジ
タ

ル
で

ま
も
る

防
災

推
進

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

福
岡

県
で
は

、
大

雨
災
害

発
生

時
に

増
水

し
た

河
川
等

に
近

づ
か

な
い

よ
う

、
不

要
不

急
の
外

出
を

控
え
る

こ
と

を
強

く
呼

び
か

け
て
い

る
が

、
毎

年
の

よ
う

に
屋
外

で
の

人
的
被

害
が

発
生
し

て
い

る
。

ま
た

、
災

害
規
模

が
大

き
い

ほ
ど

情
報

整
理
に

時
間

を
要

し
、
迅

速
な

初
動
対

応
に
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

。
そ

の
た

め
、
AI

等
D
X

技
術

を
活
用

し
、

災
害
情

報
の

可
視

化
・

予
測

で
き
る

環
境

の
整

備
に

よ
り

、
県
民

の
早

期
避

難
支

援
や

発
災

時
の

初
動
対

応
の

迅
速

化
、

災
害

の
未
然

防
止

を
図

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

 
１
）
Ａ
Ｉ

防
災
・
危

機
管
理

情
報
サ

ー
ビ

ス
「

Sp
e
c
te
e（

ス
ペ

ク
テ

ィ
）」

の
活
用

拡
大

に
よ
る

初
動

対
応

の
教

化
 

 
・
S
p
e
c
te
e
を

県
防

災
情

報
シ

ス
テ
ム

と
連

携
し
、
庁
内
関

係
課
、
県

関
係

出
先

機
関
、
市
町

村
等

へ

活
用

を
拡

大
す

る
こ

と
で

県
全

体
の
初

動
対

応
（
通

行
規
制

、
流

域
治

水
、
救
命
・
救

助
等

）
の

強
化

を
図

る
。
 

 
工

事
内

容
）

県
防

災
情

報
シ

ス
テ
ム

の
改

修
及
び

S
p
ec
t
e
e
の
配

信
サ

ー
バ

ー
の

新
設

 

 
２

）
河

川
カ

メ
ラ

を
活

用
し

た
早
期

避
難

支
援
 

・「
ふ
く

お
か

防
災

ナ
ビ
・
ま
も

る
く
ん

」
を
改

修
し

、
県
内

1
6
4
か

所
に

設
置

さ
れ

て
い

る
河
川
カ

メ
ラ

画
像

を
県

民
が

容
易

に
確

認
で
き

る
機

能
を

追
加

す
る

。
 

委
託

内
容

）「
防
災

ナ
ビ
・
ま
も

る
く
ん

」
に

現
在

地
や

登
録
地

域
の

河
川

カ
メ

ラ
画

像
等

を
表
示

す

る
機

能
を

追
加

す
る

。
 

３
）

Ａ
Ｉ

技
術

を
活

用
し

た
災

害
リ
ス

ク
予

測
シ

ス
テ

ム
の

実
証
導

入
 

・
過

去
の

災
害
・
気

象
情

報
か

ら
Ａ
Ｉ

が
災

害
リ

ス
ク

を
分

析
・
予

測
す

る
シ

ス
テ

ム
を

、
県

防
災

情
報

シ
ス

テ
ム

へ
令
和

7
年
度

に
導
入

す
る

た
め

の
実

証
調

査
 

委
託

内
容

）
Ａ

Ｉ
技

術
を

活
用

し
た
災

害
リ

ス
ク

予
測

シ
ス

テ
ム
の

実
証

導
入

調
査
 

４
）

災
害

時
に

お
け

る
衛

星
デ

ー
タ
の

利
活

用
実

証
 

委
託

内
容

）
災

害
時

に
お

け
る

浸
水
被

害
の

状
況

把
握

等
に

関
す
る

衛
星

デ
ー

タ
の

利
活

用
実
証
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

-
 

-
 

5
7
,
1
3
5 

6
2
,
5
4
4 

・
Ａ

Ｉ
防

災
・

危
機

管
理

サ
ー

ビ
ス

の
活

用
拡

大
 

・
衛

星
デ

ー
タ

の
利

活
用

実
証
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（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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８
年

６
月
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金

曜
日

第
70

4 
号
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6  

３
５

．
事

項
名

）
消

防
ヘ

リ
応

援
体
制

強
化

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

 

事
業

の
概

要
 

福
岡

県
は

消
防

ヘ
リ

を
保

有
し

て
お
ら

ず
、
両
政

令
市
（
福
岡

市
、
北

九
州

市
）
に

対
し

て
、
ヘ

リ
の

維
持
管

理
経

費
の

一
部

を
補

助
す
る

こ
と

で
、

県
内

市
町

村
等
が

費
用

負
担
無

く
ヘ

リ
の
応

援
要

請
を

で
き

る
仕

組
み
を

継
続

す
る

と
と

も
に

、
両
政

令
市

保
有

の
ヘ

リ
の

安
全

運
航

を
確
保

す
る

。
 

近
隣

県
の
消

防
ヘ

リ
と
の

応
援

体
制

を
構

築
し

、
県
内

の
ヘ

リ
が

運
行

で
き

な
い

場
合

に
お
い

て
も

、
大
規

模
災

害
時

等
に

お
け

る
ヘ
リ

の
対

応
を

迅
速

か
つ

円
滑
に

行
う

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

 
１

）
両

政
令

市
（

福
岡
市

2
台

、
北

九
州

市
1
台
）

が
保

有
す
る

消
防

ヘ
リ

の
維

持
管

理
経
費
 

両
政

令
市

が
保

有
す

る
消

防
ヘ

リ
の
維

持
管

理
経

費
の

一
部

を
補
助

す
る

（
1
機

あ
た
り

3
0
百

万

円
）
こ

と
で
、
両
政

令
市

の
ヘ

リ
安
全

運
航

の
取

組
が

円
滑

に
行
わ

れ
る

と
と

も
に
、
県

内
市
町

村
が

躊
躇

な
く

ヘ
リ

応
援

要
請

を
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

２
）
「
防

災
消

防
ヘ

リ
コ

プ
タ
ー

相
互
応

援
協

定
」

の
事

務
打

合
せ
会

議
へ

の
参

加
費
 

両
政

令
市

と
連

携
し

て
近

隣
県

と
締
結

す
る
「

防
災

消
防
ヘ

リ
コ
プ

タ
ー

相
互

応
援

協
定

/
九
州
（

福

岡
県

に
加

え
て

長
崎

県
、
熊
本
県
、
大
分

県
、
宮

崎
県
、
鹿

児
島
県
、
佐
賀

県
が

加
入

）」
の
事

務
打
合

せ
会

議
に

参
加

し
、
平

時
か
ら

各
県
と

の
連

携
体

制
を

確
保

す
る
こ

と
で

、
ヘ
リ

が
必
要

な
大
規

模
災

害
時

等
に

お
け

る
対

応
を

迅
速

か
つ
円

滑
に

行
う

。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

4
1
3
,
4
69
 

9
0
,
0
0
0 

9
0
,
0
2
7 

9
0
,
0
0
0 

・
両

政
令

市
所

有
の

消
防

ヘ
リ

の
維

持
管

理
経

費
の

補
助
 

※
令
和

4
年
度

は
、

政
令

市
の

消
防
ヘ

リ
の

維
持

管
理

経
費

に
対
す

る
助

成
 
9
0
百

万
円

に
加
え

て
、

福

岡
市

の
消

防
ヘ

リ
機

体
更

新
に

対
す
る

助
成

 
32
3
百

万
円
が

予
算
化

さ
れ

た
。
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
 

①
防

災
消

防
ヘ

リ
に

つ
い

て
【

監
査
意

見
２

９
】
 

 
防

災
消

防
ヘ

リ
は

、
消

火
活

動
な
ど

の
た

め
に

大
人

数
が

搭
乗
で

き
る

と
い

う
有

用
性

は
認
め

ら
れ

る
も

の
の

大
変

高
額

な
機

体
で

あ
る
た

め
、

そ
の

購
入

は
財

政
上
の

負
担

が
大

き
い

。
一

般
的
に

は
、

新
機
体

1
機
の

価
格

は
、
約

2
0
億
円

か
ら

3
0
億

円
以

上
か

か
る
も

の
と

言
わ

れ
て

い
る

。
 

 
福

岡
県

は
、

県
独

自
に

は
防

災
消
防

ヘ
リ

を
保

有
し

て
い

な
い
。

福
岡

市
（

2
機

）
及

び
北
九

州
市

（
1
機
）

の
消

防
機

関
が

保
有

す
る
ヘ

リ
の

維
持

管
理

に
要

す
る
経

費
の

一
部

負
担

を
行

い
、
ヘ

リ
の
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安
全

運
航

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、
県

内
の

市
町

村
が

要
請

し
や
す

い
状

況
を

作
っ

て
い

る
。
両

政
令

市
の

維
持

管
理

経
費

は
、

年
間

で
1
機

あ
た

り
少

な
く

と
も

2
億
円

か
ら

3
億

円
は

必
要

と
さ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
県

か
ら

の
助

成
だ
け

で
は

不
足

す
る

た
め

、
将
来

に
お

い
て

、
政

令
市

か
ら
助

成
の

ア
ッ

プ
を

要
請

さ
れ

る
可

能
性

も
考
え

ら
れ

る
。

ま
た

、
安

全
運
航

の
た

め
の

機
体

・
エ

ン
ジ
ン

の
点

検
や

耐
空

検
査

も
義

務
付

け
ら

れ
使
用

で
き

な
い

機
体

も
出

る
た
め

、
近

隣
県

と
の

消
防

ヘ
リ
の

相
互

応
援

協
定

を
結

ん
で

い
る

。
 

 
防

災
消

防
ヘ

リ
を

保
有

す
る

か
否
か

も
含

め
、

現
状

の
よ

う
な
運

用
を

続
け

て
い

く
の

か
、
防

災
の

観
点

か
ら

、
ま

た
、

長
期

的
な

観
点
か

ら
定

期
的

な
検

討
を

行
っ
て

い
く

こ
と

が
望

ま
し

い
と
考

え

る
。
 

 

 

（
出

所
：

全
国

航
空

消
防

防
災

協
議
会

消
防

・
防

災
ヘ

リ
コ

プ
タ
ー

の
配

備
状

況
（

令
和

7
年

5
月

1
日

現
在
）
）
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３
６

．
事

項
名

）
救

急
業

務
高

度
化
推

進
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
消

防
防

災
指

導
課
 

事
業

の
概

要
 

救
急

救
命

士
の

充
足

率
を

高
め

、
福
岡

県
に

お
け

る
救

急
業
務

の
高
度

化
を

図
り

、

プ
レ

ホ
ス

ピ
タ

ル
ケ

ア
の

充
実

を
図
る

。
 

平
成

14
年
度

か
ら
本

県
に
お

い
て

も
県

及
び
地

域
の

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト
ロ

ー

ル
協

議
会
（

M
C
協

議
会
）
を
設

置
し
、
課

題
（

①
医

師
か

ら
の

直
接
的

指
示
、
指
導
・

助
言

体
制

の
構

築
、
②
救

急
救

命
士
の

再
教

育
、
③
救

急
活

動
に
対

す
る

事
後

検
証

）

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、
MC

体
制

を
構

築
す

る
と

と
と

も
に

、
救

急
救

命
士

が
実

施

で
き

る
救
命

処
置

の
中
で

も
、

よ
り

高
度

な
処

置
（
気

管
挿

管
、

薬
剤

投
与

）
が
可

能
な

救
急

救
命

士
を

早
急

に
育

成
し
、

プ
レ

ホ
ス

ピ
タ

ル
ケ

ア
の
充

実
を

図
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
救

急
業

務
高

度
化

推
進

事
業

費
】
 

・
救

急
救

命
士

要
請

を
目

的
と

し
て
全

国
都

道
府

県
の

共
同

出
資
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
救

急
振
興

財
団

の
都

道
府

県
負

担
金

で
あ

り
、
東
京
・
九
州

研
修

所
の

事
業

推
進
等

に
要

す
る

財
団

運
営

費
に
充

当
す

る
。
 

実
施

主
体

）
一

般
財

団
法

人
救

急
振
興

財
団
 

実
施

箇
所

）
救

急
救

命
東

京
研

修
所
、

救
急

救
命

九
州

研
修

所
 

 

【
救

急
業

務
高

度
化

推
進

事
業

費
（
救

急
業

務
高

度
化

連
絡

調
整
費

）】
 

１
）

県
の

（
※

）
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
（

以
下

Ｍ
Ｃ

と
略
す

）
協

議
会

の
実

施
 

・
県
の

Ｍ
Ｃ

体
制

の
構

築
を
図

り
、
救
急

医
療

機
関

医
師
の

指
示
・
指

導
・
助

言
体

制
や
事

後
検
証

、

救
急

救
命

士
等

に
対

す
る

再
教

育
の
諸

課
題

を
検

討
す

る
。

 

２
）

県
内

４
地

域
の

Ｍ
Ｃ

協
議

会
の
実

施
 

・
各

地
域

の
Ｍ

Ｃ
体

制
の

構
築

を
図
る

た
め

、
事

後
検

証
、
再
教

育
、
各
種

プ
ロ
ト

コ
ー

ル
等
の
検

討
を

行
う

。
 

３
）

気
管

挿
管

認
定

登
録

委
員

会
の
実

施
 

・
気

管
挿

管
の

実
施

が
で

き
る

救
急
救

命
士

の
認

定
と

同
救

急
救
命

士
の

再
教

育
等

に
つ

い
て
検
討

を
行

う
。
 

４
）

全
国

Ｍ
Ｃ

協
議

会
 

 
・
都
道

府
県

、
全
国

救
急
医

学
会
等

で
組

織
す

る
全

国
Ｍ

Ｃ
協
議

会
（

Ｈ
19

年
度

に
設

置
）
へ

参
加

し
、

県
Ｍ

Ｃ
、

地
域

Ｍ
Ｃ

の
レ

ベ
ル
ア

ッ
プ

を
図

る
。
 

（
※

）
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル
（

Ｍ
Ｃ

）
 

・
救
急

現
場

か
ら

医
療

機
関
へ

搬
送
さ

れ
る

ま
で

の
間

に
お

い
て
、
救
急

救
命

士
等

に
医

行
為
の

実

施
が

委
ね

ら
れ

る
場

合
、
医
行

為
を
医

師
が

指
示

又
は

指
導
・
助
言

並
び

に
検
証

し
て
そ

れ
ら
の

医

行
為

の
質

を
保

証
す

る
こ

と
を

意
味
す

る
。
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イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
7
,
8
5
8 

1
7
,
8
8
8 

1
7
,
8
6
3 

1
7
,
5
4
2 

・
救

急
振

興
財

団
へ

の
負

担
金

 

・
M
C
協

議
会

の
開

催
 

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

 
県

の
担

当
者

よ
り

事
業

の
概

要
を
聴

取
し

、
入

手
し

た
資

料
の
閲

覧
を

行
い

、
必

要
に

応
じ
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

た
結

果
、

事
業
が

適
正

・
効

率
的

に
実

施
さ
れ

て
お

り
、

特
に

記
載

す
べ
き

事
項

は
な

か
っ

た
。
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３
７

．
事

項
名

）
消

防
連

絡
調

整
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

防
災

危
機

管
理

局
消

防
防

災
指

導
課
 

事
業

の
概

要
 

消
防

団
は
、

消
防

本
部
（

局
）

と
連

携
し

て
、

消
火
活

動
や

風
水

害
、

林
野

火
災

な
ど

の
消
防

防
災

面
等
で

幅
広

く
活

動
し

て
い

る
。
そ

の
消

防
団

員
が

減
少

し
て
い

る
な

か
で
、

地
域

防
災
の

要
で

あ
る

消
防

団
員

を
維
持

し
活

性
化

さ
せ

て
い

く
た
め

に
、

消
防
団

員
の

訓
練
上

達
、

士
気

高
揚

を
図

る
消
防

協
会

等
の

関
係

機
関

の
事
業

を
支

援
す

る
。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
消

防
関

係
団

体
育

成
事

業
費

】
 

・
地

域
防

災
の
要

で
あ

る
消
防

団
員
の

維
持
、
活

性
化

を
図

り
消
防

団
員

の
福

利
厚

生
や

技
能
向

上
功

績
の

表
彰

等
を

行
う

経
費

に
対

す
る
助

成
を

行
う

。
 

【
消

防
学

校
運

営
費

】
 

・
福

岡
県

消
防

学
校

の
運

営
を

行
う
上

で
必

要
な

経
費
 

「
福

岡
県

消
防

学
校

に
お

け
る

派
遣
職

員
の

身
分

の
取

扱
等

に
関
す

る
協

定
書

」
に

基
づ

き
県
内
の

消
防

本
部

職
員

３
名
（

福
岡
市

消
防
局

１
名
、
北
九
州
市
消

防
局
１

名
及
び

2
2
消

防
本
部

か
ら

1
名

（
輪

番
）
）
の

派
遣

を
受

け
、
消

防
学
校

派
遣

教
官

を
受

け
入

れ
て
い

る
。
 

消
防

学
校

に
お

け
る

調
理

業
務

の
円

滑
な

運
営

体
制

の
確

保
及

び
入

校
生

に
対

す
る

適
切

な
給

食

の
提

供
を

図
る

。
 

消
防

学
校

で
の

教
育

に
必

要
な

呼
吸
器

等
の

器
具

を
準

備
す

る
。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

1
3
1
,
9
29
 

1
3
3
,
0
86
 

1
3
7
,
0
25
 

1
2
8
,
8
07
 

・
福

岡
県

消
防

学
校

の
運

営
に

要
す

る
経

費
 

・
派

遣
教

官
に

係
る

県
負

担
金

 

 

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
 

①
消

防
学

校
の

給
食

業
務

の
契

約
に
つ

い
て

【
監

査
意

見
３

０
】
 

消
防

学
校

の
給

食
業

務
に
関
し

て
、

従
前

の
業

者
の

中
に
は

、
調

理
員

の
不

足
に

よ
り
業

務
へ

の
支

障
が

生
じ

て
賃

金
支

払
い

遅
延

等
も

あ
り

、
そ

の
後
も

選
定

業
者

の
辞

退
が

多
く
、

予
算

額
と

の
関

連

か
ら

、
適

切
に

業
務

を
遂

行
す

る
業
者

が
多

く
な

か
っ

た
。

 

当
時

実
施

し
て

い
た

指
名
競
争

入
札

は
、

価
格

を
最

優
先
と

す
る

こ
と

か
ら

、
経

費
削
減

に
は

つ
な

が
る

が
、

調
理

体
制

に
無

理
が

生
じ
る

場
合

が
少

な
く

な
い

。
 

そ
の

た
め

、
令

和
4
年
度

の
契

約
（
令

和
4
年
度

～
令

和
6
年

度
）

か
ら

は
、

民
間

の
技

術
等
を

活
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用
す

べ
く

、
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル
方

式
に

よ
る

随
意

契
約

を
実
施

し
て

い
る

。
 

複
数

の
審

査
員

に
よ

り
、
選
定

基
準

（
経

営
方

針
、

理
念
、

実
績

や
給

食
業

務
実

施
体
制

、
衛

生
管

理
体

制
、

給
食

提
供

）
に

点
数

を
付
し

て
、

合
計

点
数

を
争

う
方
式

で
あ

る
。

 

令
和

4
年

度
の

契
約

で
は

、
応

募
申
請
が

4
社
あ

っ
た

が
、
そ
の

う
ち

1
社
は

辞
退

が
あ

っ
た
。
そ

の

た
め

、
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

は
3
社

に
よ

り
行

わ
れ

て
い

る
。

 

そ
の

結
果

、
S
社

㈱
（

東
京
本

社
、
福

岡
に

九
州

沖
縄

支
店

）
に
決

定
し

て
い

る
。

 

そ
の

後
、

令
和

7
年
度

契
約
が

実
施
さ

れ
て

い
る

が
、

応
募

が
1
社
の

み
で

あ
り

、
前
契

約
者
の

S

社
の

み
で

あ
っ

た
。
年

間
の
委

託
料
は
約

16
％

程
度

、
前
回

の
契
約

よ
り

増
額

さ
れ

て
い

る
。
そ
も

そ

も
、

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

を
採

用
し

た
の

は
、

価
格
の

み
で

な
く

給
食

実
施

体
制
や

衛
生

管
理

体
制

等

も
総

合
判

断
し

て
給

食
業

務
を

委
託
し

よ
う

と
し

て
い

た
の

に
、
応

募
者
が

1
社

の
み
で

は
競
争

原
理

が
働

か
な

い
と

い
う

デ
メ

リ
ッ

ト
が

生
じ

て
い

る
と
思

わ
れ

る
。

更
な

る
周

知
（
契

約
応

募
の

）
等

を

行
う

の
が

望
ま

し
い

と
考

え
る

。
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３
８

．
事

項
名

）
救

急
医

療
情

報
セ
ン

タ
ー

運
営

費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

医
療

指
導

課
 

事
業

の
概

要
 

救
急

患
者
へ

の
医

療
の
確

保
及

び
災

害
時

に
お

け
る
医

療
救

護
活

動
を

迅
速

か
つ

適
切

に
行
う

た
め

、
医
療

機
関

の
応

需
情

報
を

収
集
し

、
消

防
機

関
や

医
療

機
関
へ

の
情

報
提
供

を
行

う
こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、
県

民
が

適
切

な
医

療
機

関
を
選

択
で

き
る

よ
う

、
医

療
機

関
情

報
を
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ
る

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
】

 

・
（

公
財

）
福

岡
県

メ
デ

ィ
カ
ル

セ
ン
タ

ー
に

業
務

委
託

し
て

、
「
福

岡
県

救
急

医
療

情
報
セ

ン
タ
ー

」

を
設

置
し

、
次

の
業

務
を

行
う

。
 

①
 
同

セ
ン
タ

ー
の

ホ
ス

ト
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ

ー
と

県
内

救
急

医
療

機
関
（

約
4
0
0
施

設
）

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
結

び
、
救
急

医
療

機
関
の

救
急

患
者

応
需

情
報

を
消
防

機
関

に
提

供
す

る
。
ま

た
、

県
民

か
ら

の
救

急
医

療
機

関
の

照
会
に

つ
い

て
、
オ

ペ
レ
ー

タ
ー
が

24
時
間

年
中

無
休
で

応
対

す
る

。
 

②
 
災

害
発
生

時
に

お
い

て
、
災
害

拠
点
病

院
（
3
1
施

設
）
を
中

心
と
し

た
救

急
医

療
機

関
の

受
入

可
能

患
者

数
や

医
療

ス
タ

ッ
フ

の
提

供
可

能
数

等
の

情
報

を
収

集
し

、
関

係
機

関
に

提
供

す
る

と
と

も
に

、
県

民
に

対
し

NH
K
地

上
デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

放
送

等
を
通

じ
て

提
供

す
る

。
 

③
 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
、

県
民

が
医

療
機

関
を

選
択

す
る

際
の

一
助

と
な

る
医

療
機

関
情

報

を
提

供
す

る
。
 

【
救

急
医

療
電

話
相

談
（

＃
71
1
9
）
】
 

・（
公
財

）
福

岡
県
メ

デ
ィ

カ
ル

セ
ン
タ

ー
に

業
務

委
託

し
、「

福
岡

県
救

急
医

療
情

報
セ
ン

タ
ー

」
に

お

い
て
、
看
護

師
に

よ
る
「

救
急

電
話
相

談
」（

県
民

に
対

す
る

救
急
車

の
利

用
や

医
療

機
関

受
診
の

緊
急

度
の

助
言

）
を

実
施

す
る

（
24

時
間
年

中
無

休
）
。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

2
8
9
,
6
29
 

2
8
9
,
6
29
 

2
8
9
,
6
44
 

2
8
9
,
1
13
 

・
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

・
救

急
医

療
電

話
相

談
事

業
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

①
随

意
契

約
に

係
る

業
務

の
再

委
託
に

関
す

る
検

討
お

よ
び

再
委
託

の
承

認
に

関
す

る
決

裁
ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

【
監

査
意

見
３

１
】

 
受

託
業
者

は
、
福
岡

県
広

域
災

害
・
救

急
医

療
情

報
シ

ス
テ
ム

運
営

事
業

の
う

ち
、
シ
ス

テ
ム
及

び
ネ
ッ
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ト
ワ

ー
ク

の
保

守
、

管
理

、
点

検
に
関

す
る

業
務

を
再

委
託

し
て
い

る
。

令
和

6
年

4
月

1
日
に

受
託

業

者
か

ら
県

へ
再

委
託

の
承

認
を

申
請
し

、
令
和

6
年

4
月

1
日
に

県
か

ら
委

託
業

者
へ
再

委
託
承

認
書

を

発
行

し
て

い
る

。
 

福
岡

県
随

意
契

約
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 
第

4 
留
意

事
項

 

(6
)不

適
切

な
再

委
託

が
な
い
よ

う
厳
正

な
取

扱
い

と
し
、
や

む
を
得

ず
再

委
託

す
る

場
合

は
、
委

託
契

約
内

容
の

大
部

分
又

は
業

務
の
根

幹
が

委
託

契
約

の
相

手
方
か

ら
さ

ら
に
第

3者
に

再
委
託

さ

れ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

留
意

す
る
こ

と
。
再
委

託
を

行
う

場
合
に

は
、
再
委

託
の

合
理

的
理
由

や

契
約

方
式

、
契

約
金

額
、
再
委

託
先
が

適
切

な
業

務
遂

行
能

力
を
有

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
記
載

し

た
書

面
を

委
託

契
約

の
相

手
方

に
提
出

さ
せ
、
再
委

託
先
と

随
意
契

約
等

競
争

性
の

な
い

契
約
方

式

に
よ

る
場

合
は
、
そ

の
適

切
性

も
含
め

慎
重

に
審

査
し

た
上

で
承
認

を
行

う
こ

と
。
ま
た

、
県

の
書

面
に

よ
る

承
認

を
事

前
に

受
け

る
こ

と
を

再
委

託
を

行
う

際
の

手
続

き
と

し
て

契
約

書
の

記
載

を

義
務

付
け

る
こ

と
。
な
お
、
再

委
託
が

見
受

け
ら

れ
る

部
分

に
つ
い

て
は
、
再

委
託

先
と

の
直
接

契

約
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

と
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、
承
認

に
際
し

て
、
再

委
託

す
る
業

務
内
容

が
委

託
契

約
内

容
の

大
部
分

で
は

な

い
か

ど
う

か
の

検
証
、
業
務
の

根
幹
で

は
な

い
か

ど
う

か
の

検
討
、
再

委
託

先
と

の
直
接

契
約
の

検
討

な
ど

の
具

体
的

な
過

程
を

確
認

で
き

な
か
っ

た
。
随

意
契

約
は

、
競

争
入
札

を
経

ず
に

特
定

の
相

手
と
契

約
す
る

例
外

的
な

契
約

で
あ

り
、
そ
の

た
め
、
契

約
の

透
明

性
や
公

平
性
を

確
保

す
る

た
め

に
厳

格
な
運

用
が

求
め

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

し
た

が
っ

て
、
不

適
切

な
再
委

託
を
防

ぐ
た

め
に
、
再
委
託

業
務
に

相
当

す
る

金
額

や
業

務
に
お

け
る

再

委
託

割
合

な
ど

を
検

討
し

、
委

託
契

約
内

容
の

大
部

分
又

は
業

務
の

根
幹

が
委

託
契

約
の

相
手

方
か

ら
さ

ら
に

第
三

者
に

再
委

託
さ

れ
る

こ
と
が

な
い

よ
う

に
す

べ
き

で
あ
る
。
ま
た

、
再

委
託

が
見

受
け
ら

れ
る
部

分
に

つ
い

て
、

再
委

託
先

と
の

直
接
契

約
の

是
非

に
つ

い
て

も
検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た

、
本

件
の

承
認

手
続

き
に

関
し
て

、
下

記
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
で

行
わ

れ
て

い
る

。
 

文
書

番
号

 
所

属
名

 
件

名
 

備
考

 

6
医
指
第

34
3号

 

保
健

医
療

介
護

部
 

医

療
指

導
課
 

災
害

医
療

係
 

再
委

託
承

認
書

 

再
委

託
承

認
申

請
：

R
06

/4
/1

 

再
委

託
承

認
書

発
行

日
：

R
06

/4
/1

 

起
案

日
：

R
06

/4
/2

5 

決
裁

日
：

R
06

/4
/2

6 
委

託
事

業
者

か
ら

の
再

委
託

承
認

申
請

お
よ

び
そ

れ
に

対
す

る
県

か
ら

の
再

委
託

承
認

書
に

つ
い

て
、

両
者

と
も

令
和

６
年

４
月

１
日

と
な
っ

て
い

る
が

、
電

子
決

裁
で
は

、
起

案
は

令
和

６
年

４
月
２

５
日

、
決

裁
は

令
和

６
年

４
月

２
６

日
に

行
わ
れ

て
お

り
、
事

後
決
裁

と
な
っ

て
い

る
。
随

意
契
約

の
再
委

託
に

つ
い

て
は
、
福
岡

県
随

意
契

約
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

に
よ

り
、
厳

正
な

取
扱

い
を
求

め
ら

れ
て

お
り
、
決
裁

手
続
き

は
、

日
程

を
含

め
厳

正
に

行
わ

れ
る

べ
き
で

あ
る

。
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３
９

．
事

項
名

）
原

子
力

災
害

医
療
対

策
費
 

（
１

）
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

 

所
管

部
署
 

医
療

指
導

課
 

事
業

の
概

要
 

原
子

力
発
電

所
の

事
故
等

に
よ

り
、

糸
島

市
の

住
民
及

び
防

災
業

務
関

係
者

等
の

放
射

性
物
質

の
汚

染
に
対

す
る

安
全

確
保

を
図

る
た
め

、
避

難
退

域
時

検
査

に
お
け

る
汚

染
拡
大

防
止

資
機
材

、
簡

易
除

染
の

た
め

の
資
機

材
及

び
こ

れ
ら

の
資

機
材
を

保
管

す
る

棚
等

を
整

備
す

る
。

 

毎
年

必
要
と

な
る

原
子
力

防
災

訓
練

で
使

用
す

る
単
回

使
用

の
資

機
材

を
整

備
す

る
。
 

放
射

性
物
質

の
汚

染
に
適

切
に

対
応

す
る

た
め

の
人
材

を
育

成
す

る
た

め
、

被
ば

く
医

療
に

関
す

る
研

修
会

へ
の

参
加
・

派
遣

を
行

う
。
 

原
子

力
災

害
拠

点
病

院
の

指
定

及
び

原
子

力
災

害
医

療
協

力
機

関
の

登
録

に
伴

い
、

原
子

力
災

害
医

療
の

た
め

の
必
要

な
整

備
を

行
う

。
 

 

ア
．

事
業

内
容
 

【
防

災
活

動
資

機
材

等
整

備
事

業
等
】
 

（
原

子
力

発
電

施
設

等
緊

急
時

安
全
対

策
交

付
金

）
 

・
玄
海

原
子

力
発

電
所

の
事
故

等
の
緊

急
時

に
お

け
る

玄
海

原
子
力

発
電

所
周

辺
の

避
難

住
民
及

び
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
に

必
要
な

資
機

材
の

整
備

等
を

行
う
。
 

 

イ
．

予
算

の
推

移
及

び
決

算
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
千

円
）
 

令
和

４
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

５
年

度
 

当
初

予
算
 

令
和

６
年

度
 

当
初

予
算
 

決
算

額
 

主
な

内
容
 

3
1
,
8
3
3 

4
2
,
2
4
9 

5
4
,
7
5
4 

2
2
,
4
9
7 

・
緊

急
時

防
護

措
置

準
備

区
域

（
U
P
Z）

内
の

医
療

体
制

の
強

化
に

必
要

な
資

機
材

の
整

備
等

 

※
監

査
対

象
所

属
の

み
の

記
載

で
あ
る

た
め

、
令

和
６

年
度

当
初
予

算
の

編
成

概
要

に
記

載
の
金

額
と

異

な
る

。
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 

①
資

機
材

の
運

用
お

よ
び

管
理

に
つ
い

て
【

監
査

意
見

３
２

】
 

原
子

力
発

電
施

設
等

緊
急

時
安

全
対

策
交

付
金

で
整

備
し

た
資

機
材

等
に

つ
い

て
、

各
地

の
保

健
福

祉

事
務

所
に

配
置

さ
れ

て
い

る
。
こ
の

う
ち

、
福

岡
県

糸
島

総
合

庁
舎
内

の
福

岡
県

糸
島

保
健

福
祉
事

務
所
に

お
い

て
現

地
調

査
を

実
施

し
た

。
 



20
3

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

12
5  

福
岡

県
糸

島
総

合
庁

舎
 

外
観

 
 糸

島
保
健

福
祉

事
務

所
に

は
、

G
M

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
（
小

型
の
放
射
線
測
定
器
）

30
台

が
配
備

さ
れ

て
い

る
。

内
訳

と
し

て
は

、
15

台
ず
つ

を
時

期
が

異
な

る
2
回

に
分

け
て

購
入

し
て

い
る

。
当
該

資
機

材

に
つ

い
て

は
、

2
年

に
一

度
、

不
具
合

が
な

い
か

ど
う

か
点

検
校
正

を
外

部
に

委
託

し
て

い
る
。

 
通

年
の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

、
30

台
の
う
ち

15
台

に
つ

い
て

 

時
期

 
作

業
内
容

 

1
年

目
 

12
月

 
点

検
校
正

を
外

部
業

者
に

委
託

す
る
。

 

3
月

 
点

検
校
正

完
了

。
合

格
品

と
不

合
格
品

と
も

に
返

却
さ

れ
る

。
 

2
年

目
 

10
月

 
県

の
予
算

書
編

成
の

際
、
点

検
校

正
に
お

い
て

不
合

格
と

な
っ

た
も
の
の

修
理

費
用

を
見

積
も

る
。

 

2
月

 
国

へ
交
付

金
の

交
付

申
請

 

3
年

目
 

12
月

 
不

合
格
品

を
修

理
委

託
す

る
。
合

格
品
の

点
検

校
正

を
外

部
業

者
に
委
託

す
る

。
 

と
い

う
流

れ
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
毎
年

3
か

月
程

度
は
、
点
検

の
た

め
15

台
が

手
元
に

な
い
状

況
で

あ
る

。
さ

ら
に

不
合

格
品

に
つ

い
て
は

修
理

を
す

る
の

は
翌

々
年
度

で
あ

り
、

1
年
以

上
修

理
さ
れ

な
い
状

況
で

あ
る

。
 

調
査

実
施

時
点

（
２

０
２

５
年

11
月

）
で

は
、

今
年
度
修

理
予
定

の
不

合
格

品
5
台
（

合
格
品

は
10

台
）
、
翌

年
度

修
理

予
定

の
不
合

格
品

10
台
（

合
格

品
は

5
台

）
が

あ
り

、
使

用
可

能
な
も

の
は

30
台

中
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15
台

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

前
者

の
合
格

品
10

台
が
今

年
度
の

点
検
校

正
に

出
さ

れ
る

こ
と

に
な
る

た
め

、

今
年

度
の

点
検

校
正

期
間

は
後

者
の
合

格
品

5
台
の

み
が
使

用
可
能

な
状

況
に

な
る

。
 

※
平

成
25

年
～

26
年
度

に
購

入
し
た

機
器

で
あ

り
、

経
年

劣
化
に

よ
る

不
備

が
最

も
多

い
年
度

で
あ

っ
た

。
 

修 修
理理

金金
額額

のの
推推

移移
  

修修
理理

金金
額額

（（
千千

円円
））

  
R

4
年

度
 

93
3 

R
5
年

度
 

1,
97

0 
R

6
年

度
 

54
5 

R
7
年

度
（

調
査

年
度

）
 

3,
15

3 
 こ

の
た
め

、
現

状
で

は
、
実

際
に

当
該
資

機
材

が
必

要
に

な
っ

た
場
合

、
必

要
数

が
確

保
で

き
な
い

可
能

性
が

高
い

。
し

た
が

っ
て

、
点
検

校
正
及

び
修

理
に

か
か

る
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

を
改

善
す

る
、
今

後
買

い
替
え

の
際

に
故

障
し

に
く

い
デ

ジ
タ

ル
式

の
放

射
線

測
定

器
を

導
入

す
る

、
機

材
使

用
場

面
を

含
む

ス
キ

ー
ム

を
見

直
す

な
ど

の
当

該
資

機
材

を
必
要

数
確

保
す

る
手

段
を

検
討
す

べ
き

で
あ

る
。

 
ま

た
、
点
検

校
正

が
必

要
な
資

機
材
等

に
つ

い
て

は
、
定
期

的
な
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
は

実
施

さ
れ
て

い
る

が
、

そ
の

他
の

資
機

材
等

に
つ

い
て

使
用

可
能

か
ど

う
か

、
棚

卸
表

の
保

有
数

が
正

し
い

か
ど

う
か

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
は
、
各
地

の
保
健

福
祉
事

務
所

が
自

主
的

に
実

施
し
て

お
り
、
一
律

の
実
施

時
期
や

実
施

回
数

は
決

ま
っ

て
い

な
い

状
況

で
あ

る
。
使
用

す
る

段
階

で
使
用

不
能
や

個
数

不
足

な
ど

が
な

い
よ
う

に
、
実

地

棚
卸

は
定

期
的

に
実

施
す

べ
き

で
あ
る

。
 

 
②

決
裁
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

つ
い

て
【
監

査
意

見
３

３
】

 

 

文
書

番
号

 
所

属
名

 
件

名
 

備
考

 

6
医

指
第

22
83

号
 

 

保
健

医
療

介
護

部
 

医
療

指
導

課
 

福
岡

県
原

子
力

災
害

医
療

地
域

連
携

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
会

議
業

務
委

託

契
約

に
つ

い
て
（
押

印
依

頼
）

 

押
印

依
頼

文
：

R0
7/

01
/1

0  
決

裁
日
：

R
07

/0
1/

14
 

 

6
医

指
第

21
96

号
 

保
健

医
療

介
護

部
 

医
療

指
導

課
 

放
射

線
測

定
器

修
理

業
務

の
委

託
業

務
の

委

託
契

約
に

つ
い

て
（

押
印

依
頼

）
 

契
約

書
：

R
06

/1
2/

24
 

決
裁

日
：

R
06

/1
2/

26
 

「
福

岡
県

原
子

力
災

害
医

療
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
業

務
委

託
契

約
に

つ
い

て
（

押
印

依
頼

）
」

に
つ

い
て

、
押

印
依

頼
文

は
、

令
和

7
年

1
月

10
日
付
で

出
さ
れ

て
い

る
が

、
令

和
7
年

1
月

14
日

が
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決
裁

日
で

あ
り

、
事

後
決

裁
と

な
っ
て

い
る

。
 

ま
た

、「
放

射
線

測
定

器
修

理
業

務
の
委

託
業

務
の

委
託

契
約

に
つ
い

て
（

押
印

依
頼

）
」
に

つ
い
て

も
、

契
約

は
令
和

6
年

12
月

24
日

に
締
結

さ
れ

て
い

る
が

、
決

裁
日
は

令
和

6
年

12
月

26
日

で
あ

り
、
事

後
決

裁
と

な
っ

て
い

る
。

 
事

後
稟
議

に
つ

い
て

は
、

事
後

稟
議
と

な
っ

た
経

緯
を

把
握

し
、
原

因
を

突
き

止
め

、
再

発
防
止

に
努

め
る

べ
き

で
あ

る
。
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４ ４
００

．．
福福

岡岡
県県

備備
蓄蓄

基基
本本

計計
画画

にに
つつ

いい
てて

  
１

．
福
岡

県
備

蓄
基

本
計

画
を

選
定
し

た
理

由
 

昨
今
、
全
国

各
地

で
地

震
、
台
風
、
洪
水
な
ど
の
自

然
災
害

や
火
災
、
陥
没

な
ど

の
人
為

災
害
な

ど

の
大

規
模

災
害

が
頻

発
し

て
い

る
。

災
害

発
生

時
に

お
け

る
被

災
者

の
避

難
生

活
に

必
要

な
物

資
の

備
蓄

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
は

防
災
対

策
と

し
て

重
要

視
さ

れ
て
い

る
。

 
福

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
災

害
発

生
時

に
お

け
る

被
災

者
の

避
難

生
活

に
必

要
な

物
資

に
関

し
備

蓄
に

関
す

る
各

主
体

の
役
割

や
、
県
・
市
町

村
が
実

施
す
べ

き
施

策
の

基
本

的
な

方
向
性
を

示
す

基
本

計
画

と
し

て
平
成

26
年

3
月
に

福
岡

県
備

蓄
基
本

計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

 
そ

の
運
用

状
況

・
管

理
状

況
に

つ
い
て

監
査

を
お

こ
な

う
も

の
で
あ

る
。

 
 

２
．

福
岡

県
備

蓄
基

本
計

画
（

以
下
、
「
基

本
計

画
」

と
い
う

）
の
概

要
 

１
）

基
本

計
画

策
定

の
趣

旨
 

 
 

大
規

模
災

害
時

に
被

災
者

の
安
全
・
安

心
を

確
保

す
る
た

め
に
は

、
県

、
市

町
村

、
自
主

防
災
組

織
、

事
業

所
（

団
体

、
学

校
、

病
院

等
を
含

む
）
、
県

民
等

の
各
主

体
の
連

携
・

協
力

が
重

要
で

あ
る
。

 
こ

の
計
画

は
、
福
岡

県
地

域
防

災
計
画

に
基

づ
き

、
被

災
者

の
避
難

生
活

に
必

要
な

物
資

に
関
し
、

本
県

内
で

見
込

ま
れ

る
最

大
規

模
の

災
害

に
も

対
応

で
き

る
備

蓄
体

制
を

構
築

す
る

た
め

、
過

去
の

災
害

を
踏

ま
え
、
備
蓄

に
関
す

る
各
主

体
の

役
割

や
、
県
・
市

町
村
が

実
施

す
べ

き
施

策
の

基
本
的
な

方
向

性
を

示
す

こ
と

を
目

的
と

す
る
。

 
 ２

）
計
画

策
定

に
当

た
っ

て
の

考
え
方

 
 

 
大
規

模
災

害
時

に
は
、
流

通
機
能

が
麻

痺
し
、
発
災
か

ら
３
日

間
程

度
は

被
災

地
外

か
ら
の

支
援

が

行
き

届
か

ず
、

被
災

地
ニ

ー
ズ

の
的

確
な

把
握

が
困

難
な

状
況

が
続

く
こ

と
を

想
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
こ

の
た
め
、
本
計

画
は
、
発
災
か

ら
３
日
間

を
想

定
し

た
自

助
・
共
助
・
公
助

に
よ

る
備

蓄
の
あ
り

方
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

３
）

県
と

し
て

の
備

蓄
・

調
達

 
 

第
１
 

基
本

的
な

考
え

方
 

県
は

、
市

町
村

が
甚

大
な

被
害

を
受
け

、
備

蓄
し

た
物

資
の

提
供
や

協
定

事
業

者
等

か
ら

の
調
達
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

な
ど

に
備

え
、
広

域
自

治
体

と
し

て
市

町
村
を

補
完

す
る

立
場

か
ら

、
物
資

の
備

蓄
の

充
実

と
と

も
に

、
調

達
体

制
の
整

備
を

図
る

。
 

 
第

２
 

備
蓄

・
調

達
の

考
え

方
 

賞
味

期
限

が
短

い
、
保

管
に
広

い
場
所

が
必

要
な

ど
備

蓄
に

適
さ
な

い
物

資
、
大

量
に
必

要
で
す

べ

て
を

備
蓄

す
る

こ
と

が
困

難
な

物
資

、
発

災
か

ら
の

時
間

の
経

過
と

と
も

に
必

要
と

な
る

物
資

に
つ

い
て

は
、

調
達

に
よ

る
確

保
に

努
め
る

。
 

発
災

時
に

必
要

な
物

資
を

速
や

か
に

調
達

で
き

る
よ

う
、

優
先

的
な

物
資

供
給

を
定

め
た

関
係

事
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業
者

等
と

の
協

定
締

結
に

努
め

る
。
大

規
模

災
害

時
に

は
、
協

定
事
業

者
が

被
災

し
、
調
達

が
困
難
と

な
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

た
め

、
多
様

な
調

達
先

の
確

保
に

努
め
る

。
 

県
民

の
持

参
物

資
、
市

町
村
、
県

に
よ
る

備
蓄
・
調
達

等
で

必
要

な
物
資

が
確

保
で

き
な

い
場

合
は
、

国
や

他
の

都
道

府
県

等
に

支
援

を
求
め

る
。

 
 

第
３
 

品
目

 
発

災
直
後

の
生

命
維

持
や

生
活

に
最
低

限
必

要
な

食
料
、
飲

料
水
、
生

活
必

需
品

、
感

染
症

対
策
用

物
資

、
避

難
所

運
営

に
必

要
な

資
機
材

を
備

蓄
す

る
。

 
 

 
具

体
的

な
品

目
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
要

配
慮

者
等

の
ニ

ー
ズ

や
男

女
の

ニ
ー

ズ
の

違
い

を
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、

通
信

網
の

寸
断

等
に

よ
り

被
災

地
の

需
要

把
握

が
困

難
な

場
合

に
要

請
を

待
た

ず
に

物
資

を
供

給
す

る
こ

と
も

想
定
し

、
汎

用
性

の
高

い
物

と
す
る

等
の

配
慮

を
行

う
。

 
食

料
に
つ

い
て

は
、
要
配

慮
者

に
配
慮

し
て

飲
み

込
み

や
す

い
も
の

、
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

食
品
も
含

め
る

ほ
か
、
発
災

直
後

は
十
分

な
量
の

水
や

湯
、
熱

源
が
確

保
で
き

な
い

場
合

も
あ

る
こ

と
か
ら
、
こ

れ
ら

を
必

要
と

し
な

い
も

の
と

す
る
よ

う
努

め
る

。
 

飲
料

水
に

つ
い

て
は

、
被

災
市

町
村
か

ら
の

要
請

に
応

じ
て

、
隣
接

水
道

事
業

者
や

他
地

方
自
治
体

へ
の

応
援

給
水

の
要

請
を

行
う

。
 

避
難

所
運

営
資

機
材

に
つ

い
て
は
、
避
難

者
の

生
命
・
身
体
を

守
る
も

の
の

ほ
か
、
良
好
な

生
活
環

境
を

確
保

す
る

た
め
、
仮
設
ト

イ
レ
、
発

電
機

、
投

光
器
や

、
授

乳
室

、
男

女
別

の
更
衣

室
等
を

確
保

す
る

た
め

の
パ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

な
ど
を

計
画

的
に

整
備

す
る

。
 

発
電

機
等

に
つ

い
て

は
、

カ
セ

ッ
ト

ガ
ス

式
な

ど
備

蓄
が

容
易

な
燃

料
で

稼
働

す
る

も
の

を
確

保

す
る

よ
う

努
め

る
。

 
 

第
４
 

必
要

量
及

び
目

標
量

 
必

要
量
は

県
内

で
想

定
さ

れ
る

最
大
の

避
難

者
数

を
も

と
に

見
積
も

る
。

 
（

参
考
）
『
地

震
に

関
す

る
防
災

ア
セ
ス

メ
ン

ト
調

査
報

告
書

』
（
平

成
2
4
年
３

月
、

福
岡

県
）
 

最
大

想
定

避
難

者
数

46
,
5
66

人
（

警
固

断
層

南
東

部
中

央
下

部
震
源

の
地

震
）
 

食
料

等
の

物
資

は
想

定
さ

れ
る

最
大

避
難

者
数

の
１

日
分

の
３

分
の

１
を

、
避

難
所

運
営

資
機

材

は
最

大
規

模
の

災
害

発
生

時
に

必
要
と

想
定

さ
れ

る
量

の
３

分
の
１

を
、
現

物
で

備
蓄
す

る
。
た
だ

し
、

衣
料

品
や

生
活

用
品

等
で
、
保

管
に
広

い
場

所
が

必
要

な
ど

備
蓄
に

適
さ

な
い

物
資
、
大

量
に
必

要
で

全
て

を
備

蓄
す

る
こ

と
が

困
難

な
物

資
、

発
災

か
ら

の
時

間
の

経
過

と
と

も
に

必
要

と
な

る
物

資
に

つ
い

て
は

、
調

達
に

よ
る

確
保

可
能
数

も
含

め
目

標
量

を
備

蓄
す
る

。
  

第
５

 
保

管
・

輸
送

体
制

 
物

資
の
保

管
場

所
は

、
耐

震
性

が
あ
る

こ
と

、
津

波
・
洪

水
等

の
際
に

浸
水

し
な

い
こ

と
等

に
留
意

し
て

選
定

す
る

。
 

物
資

の
保

管
・

輸
送

の
た

め
、

物
流
事

業
者

と
協

定
を

締
結

す
る
よ

う
努

め
る

。
 

被
災

者
に

迅
速

に
物

資
を

提
供

し
、

保
管

場
所

の
被

災
に

よ
る

物
資

の
滅

失
リ

ス
ク

を
低

減
す

る

た
め

、
県

災
害

対
策

地
方

本
部

を
単
位

と
し

た
分

散
備

蓄
を

実
施
す

る
。

 
他

の
都
道

府
県

や
協

定
事

業
者

等
か
ら

の
物

資
を

集
積

す
る

拠
点
を

予
め

定
め

る
よ

う
努

め
る
。

 
集

積
拠

点
は

県
有

施
設

を
充

て
る

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

て
協

定
物

流
事

業
者

等
の

協
力

を
得

て
確
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保
す

る
。

 
物

資
の

輸
送

は
原

則
と

し
て

市
町

村
の

集
積

拠
点

ま
で

と
し

、
そ

の
後

に
必

要
な

輸
送

は
市

町
村

が
行

う
こ

と
と

す
る

。
輸

送
体

制
の
整

備
に

当
た

っ
て

は
、
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
協
定

物
流

事
業

者
や

防
災

関
係

機
関

の
協

力
を
得

る
こ

と
と

す
る

。
 

第
６

 
災

害
対

応
職

員
用

の
備

蓄
 

災
害

対
応

を
行

う
職

員
を

対
象

と
し
た

３
日

以
上

の
飲

料
水

、
食

料
、
生
活

物
資

の
備

蓄
に

努
め
る
。 

 
 

 
第

７
 

そ
の

他
 

①
 
市

町
村
と

の
連

携
 

平
常

時
か

ら
、
備
蓄

物
資

の
品
目

や
数

量
、
保
管

場
所

等
、
県
・
市
町

村
間

に
お

け
る
必

要
な
情
報

の
共

有
を

図
る

。
 

②
  
医

薬
品

等
の

供
給

体
制

 
大

規
模
災

害
時

に
お

け
る

初
動

医
療
救

護
の

た
め
、
医
薬

品
及
び

医
療

機
器

等
（
以

下
「
医
薬

品
等
」

と
い

う
。
）
の

安
定

供
給

体
制
を

確
保
す

る
。

 
ⅰ

）
医
薬

品
等

の
備

蓄
 

福
岡

県
医

薬
品

卸
業

協
会

及
び

福
岡
県

医
療

機
器

協
会

に
委

託
し
、
大
規

模
災

害
発

生
直

後
の
初

期
医

療
救

護
に

必
要

な
医

薬
品

等
を
備

蓄
し

、
定

期
的

な
点

検
及
び

更
新

を
行

う
な

ど
、
備

蓄
医
薬

品
等

の
計

画
的

な
管

理
に

努
め

る
。

 
ⅱ

）
医
薬

品
等

の
供

給
 

福
岡

県
医

薬
品

卸
業

協
会

及
び

福
岡

県
医

療
機

器
協

会
と

協
定

を
締

結
し

、
大

規
模

災
害

発
生

時

に
は

、
両

協
会

が
、
備
蓄

医
薬

品
等
や

必
要

が
生

じ
て

両
協

会
が
調

達
し

た
医

薬
品

等
を

被
災
地
の

医
療

救
護

所
等

へ
搬

送
す

る
。

 
 （

１
）
監

査
の

概
要

 
 

 
１
）

監
査

対
象

部
局

 
 

 
 
・

総
務

部
 

防
災

危
機

管
理
局

 
防

災
企

画
課

 
 

 
 
・

福
祉

労
働

部
 

福
祉

総
務
課

 
 

２
）

監
査

対
象

備
蓄

拠
点

 

・
県

消
防

学
校

 

・
県

本
庁

舎
 

３
）

監
査

の
実

施
期

間
 

令
和

7
年
６

月
13

日
か

ら
令
和

7
年

11
月

30
日

 
 

４
）

監
査

の
実

施
方

法
 

・
備

蓄
拠

点
を

訪
問

し
、

備
蓄

物
資
の

帳
簿

数
量

と
現

物
数

量
と
の

確
認

、
管

理
状

況
の

確
認

 
・

備
蓄
品

の
購

入
手

続
の

確
認
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５
）

備
蓄

物
資

一
覧

 
（

福
祉

総
務
課

所
管

分
）
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６
）

備
蓄

物
資

一
覧

 
（

防
災

企
画
課

所
管

分
）
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７
）

福
岡

県
消

防
学

校
 

新
備

蓄
倉
庫

 
配

置
図
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８
）

本
庁

9
階
倉

庫
及

び
本
庁

地
下
駐

車
場

出
納

事
務

局
物

品
返
納

倉
庫

レ
イ

ア
ウ

ト
図

 

 

 
   

  
 



21
3

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

 

13
5  

（
２

）
監

査
の

結
果

及
び

意
見

 
(
1
)
 
備
蓄

物
資

の
帳

簿
数

量
と

現
物
数

量
と

の
確

認
、

管
理

状
況
の

確
認

 
１

）
福
岡

県
消

防
学

校
 

①
在

庫
数

量
に

つ
い

て
 

 
備

蓄
物

資
一

覧
（

令
和

7
年

7
月

8
日

）
福

祉
総

務
課
所

管
分
リ

ス
ト

及
び

備
蓄

物
資

一
覧
 

（
令

和
7
年

3
月

31
）
防

災
企

画
課
所

管
分

リ
ス

ト
に

基
づ

い
て
実

際
の

数
量

の
確

認
を

お
こ

な
っ

た
。

 
 

品
名
、
数

量
に

つ
い

て
確
認

を
行
な

っ
た

結
果
、
リ
ス
ト

記
載
の

数
量

と
の

相
違

は
認

め
ら
れ

な
か

っ
た

。
 

 
②

管
理
状

況
に

つ
い

て
 

 
新

備
蓄

倉
庫

 
配

置
図

に
沿

っ
て
品

目
別

に
①

平
置

き
、
②
ラ

ッ
ク

棚
、
③
か

ご
台

車
で

保
管

さ
れ

て
お

り
品

目
と

数
量

の
確

認
は

行
い

や
す

い
管

理
状

況
と

な
っ

て
い

た
。

倉
庫

内
の

掃
除

及
び

整
理

整
頓

も
行

な
わ

れ
て

お
り

、
災

害
発

生
時

の
払

出
に

関
し

て
も

特
に

問
題

な
く

行
い

得
る

状
況

と
な

っ
て

い
た

。
 

 
③

倉
庫
内

の
状

況
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④

情
報
の

共
有

に
つ

い
て

【
監

査
意
見

３
４

】
 

福
岡

県
消

防
学

校
に

保
管

さ
れ

て
い
る

備
蓄

品
に

関
し

て
は

、
大
量

の
物

品
等

を
置

い
て

お
く
場

所
、
県
内

各
所

に
備

蓄
品

を
分

散
さ
せ

る
狙

い
も

あ
る

と
思

わ
れ
る

。
基

本
的

に
は

、
消

防
学
校
の

職
員

は
備

蓄
品

に
は

関
与

し
て

お
ら
ず

、
購

入
時

の
検

品
等

も
本
庁

か
ら

県
職

員
が

訪
れ

て
実
施
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
ま

た
、
在

庫
リ

ス
ト

に
関

し
て

も
消
防

学
校

で
は

、
県

庁
側

か
ら
入
手

し
て

お
り

、
備

蓄
品

の
増

減
が

あ
る

た
び

に
随

時
デ

ー
タ

が
送

ら
れ

て
く

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。 

今
回

、
監

査
で

訪
問

を
行

っ
た

際
に
、
在
庫

の
テ

ス
ト

カ
ウ

ン
ト
を

行
う

た
め

に
、
在
庫

リ
ス
ト

を
依

頼
し

た
が

、
当

日
に

県
庁

か
ら
送

っ
て

も
ら

っ
た

よ
う

で
あ
っ

た
。

 
備

蓄
品
が

必
要

な
災

害
時

に
は

緊
急
性

が
要

求
さ

れ
る

こ
と

も
多
い

が
、
本
庁

か
ら

消
防

学
校
ま

で
は
、
自
動

車
で

1
時

間
20

分
か
ら

30
分

は
か

か
る

遠
方
（

下
記

の
地

図
参

照
）
で
あ

り
緊

急
の

場
合

も
多

い
た

め
、
日
常

の
情

報
共
有

は
必

要
で

あ
る

。
災

害
時
に

本
庁

か
ら

の
指

示
等

が
無
け
れ

ば
対

応
で

き
な

い
と

い
っ

た
状

況
に

な
ら

な
い

よ
う

に
、

消
防

学
校

の
倉

庫
内

の
備

蓄
品

の
種

類
、

数
量

及
び

保
管

場
所

に
関

し
て

、
情
報

の
共

有
に

は
留

意
し

て
い
た

だ
き

た
い

と
考

え
る

。
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（
S：

福
岡
県

庁
、

G
：
福
岡

県
消
防

学
校

）
 

 
２

）
本
庁

9
階
倉

庫
及

び
本
庁

地
下
駐

車
場

出
納

事
務

局
物

品
返
納

倉
庫

 
①

在
庫
数

量
に

つ
い

て
 

 
備

蓄
物

資
一

覧
（

令
和

7
年

7
月

8
日

）
福

祉
総

務
課

所
管

分
リ
ス

ト
及

び
備

蓄
物

資
一

覧
 
（
令

和
7
年

3
月

31
）
防

災
企

画
課

所
管
分

リ
ス

ト
に

基
づ

い
て

、
本
庁

9
階
倉

庫
及

び
本
庁

地
下
駐

車
場

出
納

事
務

局
物

品
返

納
倉

庫
に
保

管
さ

れ
て

い
る

実
際

の
数
量

の
確

認
を

行
な

っ
た

。
 

 
品

名
、
数

量
に

つ
い

て
確
認

を
お
こ

な
っ

た
結

果
、
リ
ス

ト
記
載

の
数

量
と

の
相

違
が

2
ア

イ
テ

ム
（
缶

切
り

30
0
個
、
ブ

ル
ー

シ
ー
ト

５
枚
）
あ
っ

た
が
、
確
認

の
結

果
、
同

2
ア

イ
テ

ム
中
、
缶

切
り

に
つ

い
て

は
場

所
の

移
動

、
ブ
ル

ー
シ

ー
ト

に
つ

い
て

は
備
蓄

物
資

の
下

に
敷

い
て

使
用
し
て

い
る

こ
と

で
数

量
の

確
認

が
で

き
た
の

で
結

果
的

に
数

量
の

相
違
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

 
②

管
理
状

況
に

つ
い

て
 

本
庁

9
階

倉
庫

 
 

本
庁

9
階

倉
庫

（
出

納
事
務

局
物
品

返
納

倉
庫

レ
イ

ア
ウ

ト
）
に

沿
っ

て
品

目
別

に
①

平
置
き

、

②
ラ

ッ
ク

棚
で

保
管

さ
れ

て
お

り
品

目
と

数
量

の
確

認
は

行
い

や
す

い
管

理
状

況
と

な
っ

て
い

た
。

倉
庫

内
の

掃
除

及
び

整
理

整
頓

も
行
な

わ
れ

て
お

り
、
災
害

発
生
時

の
払

出
に

関
し

て
も

特
に
問
題

な
く

行
い

得
る

状
況

と
な

っ
て

い
た
。
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③
倉

庫
内

の
状

況
 

本
庁

9
階

倉
庫
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④
管

理
状

況
に

つ
い

て
 

本
庁

地
下
駐

車
場

出
納

事
務

局
物

品
返
納

倉
庫

 
 

 
 
 

 
 

本
庁

地
下

駐
車

場
（
出

納
事

務
局

物
品

返
納
倉

庫
レ
イ

ア
ウ

ト
）
に
沿

っ
て
品

目
別
に

①
平

置
き

、

②
ラ

ッ
ク

棚
で

保
管

さ
れ

て
お

り
品

目
と

数
量

の
確

認
は

お
こ

な
い

や
す

い
管

理
状

況
と

な
っ

て

い
た

。
倉

庫
内

の
掃

除
及

び
整

理
整
頓

も
お

こ
な

わ
れ

て
お

り
、
災

害
発

生
時

の
払

出
に

関
し
て
も

特
に

問
題

な
く

お
こ

な
え

る
状

況
と
な

っ
て

い
た

。
 

 
⑤

倉
庫
内

の
状

況
 

本
庁

地
下

駐
車
場

出
納

事
務

局
物

品
返

納
倉
庫
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(
2
)
 
備
蓄

品
の

購
入

手
続

の
確

認
 

 １
）

防
災
企

画
課

 
 

防
災

企
画
課
 

年
度

別
 
備
蓄

品
購

入
リ

ス
ト

 
 

 
 

 

年
度

 
購

入
物

資
 

数
量

 
購

入
金

額
 

購
入

先
 

購
入

プ
ロ
セ
ス

 

令
和

3
年

度
 

チ
ョ

コ
チ
ッ
プ

 
1
箱

 
8,

80
0
円

 
A
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

3
年

度
 

缶
入

り
カ
ン
パ

ン
 

12
箱

 
66

,0
00

円
 

A
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

3
年

度
 

フ
ェ

イ
ス
シ
ー

ル
ド

 
2,

00
0
枚

 
30

1,
40

0
円

 
A
社

 
随

意
契

約
（
見

積
合

わ
せ
）

 

令
和

3
年

度
 

ダ
ス

タ
ー

 
44

8
ケ

ー
ス

 
77

,5
04

円
 

B
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

3
年

度
 

水
 

18
箱

 
29

,1
60

円
 

A
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

3
年

度
 

グ
ロ

ー
ブ

 
4,

50
0
枚

 
14

8,
50

0
円

 
A
社

 
随

意
契

約
（
見

積
合

わ
せ
）

 

令
和

3
年

度
 

エ
プ

ロ
ン

 
5,

60
0
枚

 
19

0,
96

0
円

 
A
社

 
随

意
契

約
（
見

積
合

わ
せ
）

 

令
和

4
年

度
 

缶
入

り
カ
ン
パ

ン
 

40
箱

 
17

1,
07

2
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚

生
課

へ
物
品

購
入

請
求

 

令
和

4
年

度
 

缶
入

り
パ
ン

 
2
箱

 
14

,2
99

円
 

C
社

 
総

務
事

務
厚

生
課

へ
物

品
購

入

請
求

 

令
和

4
年

度
 

水
 

3
箱

 
3,

11
0
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚

生
課

へ
物

品
購

入
請

求
 

令
和

4
年

度
 

水
 

45
箱

 
72

,9
00

円
 

A
社

 
総

務
事

務
厚

生
課

へ
物

品
購

入
請

求
 

令
和

5
年

度
 

缶
入

り
パ
ン

 
3
箱

 
22

,9
39

円
 

C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

5
年

度
 

水
 

25
ケ

ー
ス

 
26

,4
06

円
 

C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

7
年

度
 

ひ
だ

ま
り
パ
ン

 
36

0
袋

 
88

,2
57

円
 

C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

7
年

度
 

水
 

23
箱

 
25

,1
87

円
 

C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

7
年

度
 

組
立

て
ト
イ
レ

 
17

1
式

 
48

,9
06

,0
00

円
 

D
社

 
一

般
競

争
入
札

 

 ①
 
購

入
プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

 
 

 
防

災
企

画
課

に
お

い
て

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

に
購

入
し

た
備

蓄
物

資
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

手
続

き
で

購
入

さ
れ

て
い

た
。

 
ⅰ

）
総
務

事
務

厚
生

課
へ

物
品

購
入
請

求
 

ⅱ
）

防
災

企
画

課
で

の
購

入
 

 
・

随
意

契
約

（
１
件

10
万
円

以
下
の

も
の

。
見

積
書

の
徴

取
不
要

。）
 

 
・

随
意

契
約

（
１
件

10
万
円

を
超
え

、
16

0
万
円

以
下
の

も
の
。

見
積

り
合

せ
を

行
う

。
）

 
 

・
一
般

競
争

入
札

（
16

0
万

円
を
超

え
る

も
の

。）
 

②
 
購

入
プ
ロ

セ
ス

の
確

認
の

結
果

 
令

和
3
年
度

か
ら

令
和

7
年
度

ま
で
の

防
災

企
画

課
所

管
の

備
蓄
品

の
購

入
プ

ロ
セ

ス
の

確
認
を
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お
こ

な
っ

た
。
物
品

購
入

伺
書

、
支
出

負
担

行
為

決
議

書
兼
支

出
命

令
書

、
会

計
事

務
チ

ェ
ッ
ク

シ
ー

ト
、
見
積

書
等

の
書

類
を

確
認

し
た
結

果
、
防
災

企
画

課
で
の

随
意

契
約

、
総

務
事

務
厚

生
課
へ

の
物

品
購

入
請

求
に

つ
い

て
は

適
正

な
プ
ロ

セ
ス

を
経

て
購

入
が

お
こ
な

わ
れ

て
い

た
。

 
防

災
企

画
課

で
の

一
般

競
争

入
札

で
調

達
が

お
こ

な
わ

れ
て

い
た

の
は

令
和

 7
 年

度
購

入
の

災

害
用

組
立

て
ト

イ
レ

の
 1

 案
件

の
み

で
あ

っ
た

が
、

入
札

者
が

 1
 社

の
み

で
あ

っ
た

た
め

結
果

的

に
は

同
社

が
落

札
し

た
。
単
独

の
入
札

に
な

っ
た

こ
と

に
つ

い
て
確

認
を

お
こ

な
っ

た
が

、
福

岡
県

の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

り
一

般
競

争
入

札
の

公
告

を
お

こ
な

い
、

複
数

の
業

者
か

ら
問

い
合

わ
せ

は
あ

っ
た

が
結

果
的

に
1

社
に

な
っ

た
こ
と

に
つ

い
て

、
各

事
業

者
の
判

断
で

あ
り

担
当

課
で

は
理
由
は

わ
か

ら
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 
 ２

）
福
祉

総
務

課
 

 
 

 
 

福
祉

総
務

課
 

年
度

別
 

備
蓄

品
購

入
リ

ス
ト

 
 

 
 

 

年
度

 
購

入
物

資
 

数
量

 
購

入
金

額
 

購
入

先
 

購
入

プ
ロ
セ
ス

 

令
和

3
年

度
 

生
理

用
品

 
60

0
パ

ッ
ク

 
17

1,
60

0
円

 
E
社

 
随

意
契

約
（
見

積
合

わ
せ
）

 

令
和

3
年

度
 

レ
ト

ル
ト
パ
ン

 
16

,6
00

個
 

3,
53

1,
81

6
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

3
年

度
 

大
人

用
・
子
供

用
お

む
つ
他

 
52

8
パ

ッ
ク

 
86

8,
56

0
円

 
C
社

 
随

意
契

約
（
見

積
合

わ
せ
）

 

令
和

4
年

度
 

尿
取

り
パ
ッ
ド

 
51

パ
ッ

ク
 

84
,1

50
円

 
C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

4
年

度
 

レ
ト

ル
ト
パ
ン

 
7,

80
0
個

 
2,

04
7,

03
2
円

 
E
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

4
年

度
 

副
食

レ
ト
ル
ト

 
32

,0
80

個
 

5,
50

4,
50

0
円

 
E
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

4
年

度
 

お
か

ゆ
 

1,
55

0
個

 
31

8,
06

0
円

 
F
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

5
年

度
 

副
食

レ
ト
ル
ト

 
14

,9
32

個
 

6,
12

8,
09

2
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

5
年

度
 

ジ
ャ

ー
ジ

 
6,

20
0
枚

 
11

,0
48

,4
00

円
 

A
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

6
年

度
 

ブ
ル

ー
シ
ー
ト

 
1,

00
0
枚

 
2,

15
0,

50
0
円

 
G

社
 

総
務

事
務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

7
年

度
 

ト
イ

レ
ッ
ト
ペ

ー
パ

ー
 

8
箱

 
72

,6
00

円
 

H
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

7
年

度
 

液
体

ミ
ル
ク
他

 
31

2
個

 
99

,9
64

円
 

C
社

 
随

意
契

約
（

10
万

円
以
下

）
 

令
和

7
年

度
 

レ
ト

ル
ト
米
粉

パ
ン

 
7,

05
0
個

 
3,

42
6,

30
0
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

令
和

7
年

度
 

お
か

ゆ
 

2,
32

0
個

 
41

5,
92

9
円

 
C
社

 
総

務
事

務
厚
生

課
へ

物
品
購

入
請
求

 

 ①
 
購

入
プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

 
 

 
福

祉
総

務
課

に
お

い
て

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

に
購

入
し

た
備

蓄
物

資
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

手
続

き
で

購
入

さ
れ

て
い

た
。

 
ⅰ

）
総
務

事
務

厚
生

課
へ

物
品

購
入
請

求
 

ⅱ
）

福
祉

総
務

課
で

の
購

入
 

 
・

随
意

契
約

（
１
件

10
万
円

以
下
の

も
の

。
見

積
書

の
徴

取
不
要

。）
 

 
・

随
意

契
約

（
１
件

10
万
円

を
超
え

、
16

0
万
円

以
下
の

も
の
。

見
積

り
合

せ
を

行
う

。
）
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②
 
購

入
プ
ロ

セ
ス

の
確

認
の

結
果

 
令

和
３

年
度

か
ら

令
和

７
年

度
ま

で
の

福
祉

総
務

課
所

管
の

備
蓄

品
の

購
入

プ
ロ

セ
ス

の
確

認
を

お
こ

な
っ

た
。
物
品

購
入

伺
書

、
支
出

負
担

行
為

決
議

書
兼
支

出
命

令
書

、
会

計
事

務
チ

ェ
ッ
ク

シ
ー

ト
、
見
積

書
等

の
書

類
を

確
認

し
た
結

果
、
総
務

事
務

厚
生
課

へ
の

物
品

購
入

請
求

、
福

祉
総
務

課
で

の
随

意
契

約
に

つ
い

て
は

適
正

な
プ
ロ

セ
ス

を
経

て
購

入
が

お
こ
な

わ
れ

て
い

た
。
 

 



22
1

令
和

８
年

６
月

19
日

　
金

曜
日

第
70

4 
号

　　　機械警備業務管理者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）　１通

　※　申込書には、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真を貼付すること。

　⑷　講習受講手数料

　　　39,000円

　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講しな

かった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず４⑴の受付期間内に、受付専用電話（080－4059－

9319）に電話して受講希望の事前申込みを行い、受付番号を取得すること。ただ

し、先着順で受付を行い、受付期間中であっても定員に達したときは、受付を行

わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後４時00分までの間に、受付場所である福岡県警察本部生活保安課

に赴き、受付番号を申告するとともに、４⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添

えて受講申込みを行うこと。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状を持参すること。

５　講習修了証明書の交付等

　⑴　講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　機械警備業務管理者講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パーセント

以上の成績を合格とする。）した者に対し、機械警備業務管理者講習修了証明書を

交付する。

６　その他

福岡県公安委員会告示第157号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第42条第２項第１号に規定

する機械警備業務管理者講習（以下「講習」という。）を次のとおり実施するので、警

備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家

公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）第13条において準用する同規則第

２条の規定により公示する。

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　機械警備業務管理者講習

２　講習の期日、時間及び場所

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和８年７月29日（水）
から同年７月31日（金）
までの間

午前９時30分から午後５時30分まで（
最終日の講習については、午後３時40
分までとし、その後修了考査を実施す
る。）

北九州市門司区小森江三
丁目９番１号
福岡県警察警備員教育セ
ンター

３　受講定員

　　36名

４　受講申込手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和８年７月６日（月）及び同年７月７日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部４階　生活保安課

　⑶　必要書類
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３　受検定員

　　15名

　※　ただし、受検申請が多数の場合は、予備日に追加実施することとする。

　　　予備日の受検定員についても15名とする。

４　受検資格

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和８年８月24日（月）及び同年８月25日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受検申請手続期間

　⑴　講習受講の際には、筆記用具を持参すること。

⑵　講習に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

⑸　講習期間中の施設内については、冷房運転を実施しているものの、屋外の気温は

非常に高くなることが予想されることから、こまめな水分補給のほか、涼しい服装

で受講する等熱中症対策に留意すること。

福岡県公安委員会告示第158号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　令和８年６月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和８年９月29日（火） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９
番１号
福岡県警察警備員教育センター予備日　令和８年９月30日（水）

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。
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７⑶のとおり、住所地又は営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申

告するとともに、７⑷に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検

票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、７⑵の受検申請手続期間（２日間）

内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無効と

する。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具、警笛及び雨具（雨天時）を持参し、実技試験に

ついては、動きやすい服装（靴）で受検すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき所については、福岡県庁のホームページで確認する

ことができる。

⑸　検定日の実技試験は、原則として屋外で実施するものとするが、気温が非常に高

くなることが予想されることから、こまめな水分補給のほか、涼しい服装、帽子の

着用等熱中症対策に留意すること。

　西日本宝くじ事務協議会公告

　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず７⑴の事前（電話）

受付期間内に、受付専用電話（080－4059－9319）に電話して事前申込み（１電

話につき１名）を行い、事前受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受

付を行い、受付期間中であっても、定員に達したときは受付を締め切ることとす

る。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、７⑵のとおり、事前

申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間に、
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の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2537回西日本宝くじ

２　発売総額及び通数　600,000,000円

　　　　　　　　　　　　１組10万通　30組　　　

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和８年11月４日から		

　　　　　　　　　　　　令和８年11月23日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　268,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　36,141,490円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　58,200,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2538回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　350,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　35組　　　

３　証 票 金 額　１枚　100円　　　

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2536回西日本宝くじ

２　発売総額及び通数　400,000,000円

　　　　　　　　　　　　１組10万通　40組　　　

３　証 票 金 額　１枚　100円　　　

４　発 売 期 間　令和８年10月21日から　　　

　　　　　　　　　　　　令和８年11月17日まで　　　

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　171,900,000円 　

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　25,421,990円 　

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　41,760,000円 　

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長
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　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　24,314,400円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　15,148,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2540回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　400,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　200万通

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和８年12月16日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年１月12日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　190,000,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　39,644,000円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　23,620,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

４　発 売 期 間　令和８年11月18日から		

　　　　　　　　　　　　令和８年12月15日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　147,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　22,244,640円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　36,540,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2539回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　240,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　120万通

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和８年12月２日から		

　　　　　　　　　　　　令和８年12月22日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　114,000,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び
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　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2542回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　250,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　25組

３　証 票 金 額　１枚　100円　　　

４　発 売 期 間　令和９年１月６日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年１月26日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　107,400,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　15,862,440円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　26,100,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2543回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　1,400,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　70組

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和９年１月13日から		

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2541回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　1,800,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　90組

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和８年12月26日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年１月19日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　811,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　107,428,090円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　174,600,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日　　　

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において
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８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　17,801,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2545回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　300,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　30組

３　証 票 金 額　１枚　100円　　　

４　発 売 期 間　令和９年２月17日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年３月９日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　134,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　19,057,390円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　31,320,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

　　　　　　　　　　　　令和９年２月８日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　630,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　84,402,890円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　135,800,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2544回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　300,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　150万通

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和９年１月20日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年２月16日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　142,500,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　29,442,600円 	
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１　名　　　　　　　称　第2547回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　1,000,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　50組

３　証 票 金 額　１枚　200円　　　

４　発 売 期 間　令和９年３月13日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年３月31日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　444,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　60,761,690円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　97,000,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　福岡県条例の公布等に関する条例（昭和25年福岡県条例第46号）第３条第２項におい

て準用する同条例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する

。

　福岡県告示第415号

　福岡県薬物の濫用防止に関する条例（平成26年福岡県条例第57号）第14条第１項の規

定により、特定危険薬物を次のとおり指定する。

　　令和８年６月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　特定危険薬物の名称

⑴　化学名　２－｛２－[（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）メチ

ル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－１－イル｝－Ｎ

，Ｎ－ジエチルエタン－１－アミン及びその塩類

⑵　化学名　２－｛［４－（２－フルオロエトキシ）フェニル］メチル｝－５－ニト

ロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名　　　　　　　称　第2546回西日本宝くじ　			 

２　発売総額及び通数　250,000,000円 	

　　　　　　　　　　　　１組10万通　25組

３　証 票 金 額　１枚　100円　　　

４　発 売 期 間　令和９年３月10日から		

　　　　　　　　　　　　令和９年３月30日まで		

５　当 せ ん 金 の 総 額　発売総額に対し　109,900,000円 	

６　委 託 対 象 事 務　当せん金付証票の発売に係る事務のうち発売企画を除く全て

　　　　　　　　　　　　の事務　　　

７　売 り さ ば き 及 び

　　当せん金支払手数料　発売総額に対し　15,991,690円 	

８　そ の 他 発 売 経 費　発売総額に対し　26,100,000円 	

９　受 託 申 請 期 限　令和８年７月６日

　西日本宝くじ事務協議会公告

　当せん金付証票の発売に関し、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので、受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい。

　　令和８年６月19日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

　　　　　　　　　　西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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］イミダゾール及びその塩類

⑶　化学名　Ｎ－［２－（５－メトキシ－１Ｈ－インドール－３－イル）エチル］プ

ロパン－２－アミン及びその塩類

２　指定の理由

　他の地方公共団体の条例に基づき、大臣指定薬物に準じる手続による科学的知見に

基づく検証を経て大臣指定薬物に準じる規制が行われることになったため。

３　施行期日

　　令和８年６月18日


